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序論  
 
i  本「出身国情報報告書」 (COI 報告書) は、難民収容所/人権に関する決定過程

にかかわる担当官による使用のため、英国国境局（UKBA）の「COI サービス

部」（COI Service）によって作成された。「報告書」は、英国でなされた難

民収容所/人権に関する請求において最も共通して提起された問題について一

般的な背景情報を提供するものである。報告書の本文は 2010 年 3 月 18 日ま

での入手可能情報を含んでいる。「最新ニュース」の項には、2010 年 3 月

18 日から 2010 年 4 月 8 日までの出来事と入手済み報告書に関する概略情報

が含まれてい。 
 
ii  「報告書」は全体的に広範囲の広く認められている外部情報源が作成した資

料によって編纂されており、UKBA のいかなる見解または方針も含まれてい

ない。「報告書」に含まれているすべての情報は、本文全体を通じて、難民

収容所/人権に関する決定過程に従事する人たちが入手可能な原資料（ソース

ドキュメント=source document）に基づくものである。 
 
iii  「報告書」は、難民収容所および人権に関する申請において提起された主な

問題点に重点を置いて、特定された原資料の概要を示すことを目的としてい

る。詳細または包括的な調査を意図するものではない。より詳細な説明につ

いては、関連原資料を直接調べる必要がある。 
 
iv  「COI 報告書」の構成と形式は、特定問題に関する情報への迅速な電子アク

セスが必要で、所要の主題に直接向かうために目次ページを使う必要があ

る、UKBA の意思決定者および懇願紹介担当官が使用している方法を反映し

ている。重要な問題点はテーマ別セクションである程度深く扱われている

が、他のいくつかのセクションで簡単に言及されている場合もある。したが

って、若干の反復は「報告書」の構成に特有のものである。 
 
v  本「COI 報告書」に含まれている情報は原資料から特定できる情報に限られ

ている。特定テーマのあらゆる関連する側面を扱うようあらゆる努力がはら

われｄているが、関係する情報を入手することは必ずしも可能ではない。こ

のため、「報告書」に含まれている情報は実際に述べられていることを超え

る何かを意味するものと受け取るべきではない。たとえば、ある特定の法律

が可決されたと記述されている場合、記述がない場合はその法律が事実上施

行されていたことを意味する、と受け取ってはならない。 
 
vi  上述のように、「報告書」はいくつかの信頼できる情報源によって作成され

た資料の照合作業の結果である。「報告書」の編纂にあたっては、さまざま

な原資料に示された情報間の食い違いを解決する試みは一切行われなかっ

た。たとえば、さまざまな原資料の間で、しばしば、個人、場所、政党等の

名前と綴りが異なる場合がある。「COI 報告書」は綴りを一致させるつもり

はないが、もともとの原資料で使われている綴りを忠実に反映させようとし

ている。同様に、各種の原資料に示されている数字はときどき変わるが、そ

れらは原本に従って引用されたものにすぎない。 ‘sic’ という用語は、本書で

は間違った綴りを示すためにのみ、または引用したテキストの印刷上の誤り

本 COI 報告書の本文は 2010 年 3 月 18 日付で公に入手可能な最新情報を含んでいる。最近の出来事と報告書に関する追加の概略情報
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であることを示すためにのみ使用されてきた。その使用は資料の内容に関す

る何らかのコメントを意味することを意図するものではない。 
 
vii  「報告書」は実質的に過去 2 年間に発行された原資料に基づいている。ただ

し、それより古い原資料がいくつか含まれていることもある。それらが最近

の文書では入手できない関連情報を含んでいるからである。すべての原資料

は本「報告書」の発行時点で関連性があるとみなされた情報を含んでいる。  
 
viii  本「COI 報告書」と添付の資料は公文書である。すべての「COI 報告書」は

内務省ウェブサイトの RDS セクションで公表されており、「報告書」のため

の原資料の大部分は公に簡単に入手可能なものである。「報告書」で特定さ

れている原資料は電子形式で入手可能な場合は、リンク先にアクセスされた

日付とともに関連ウェブリンク先が示されている。官庁や購読サービスによ

って提供されるものなど、入手しにくい原資料の写しは、要請があれば、

COI サービス部から入手可能である。  
 
ix  「COI 報告書」は上位 20 の難民受入国について定期的に公表されている。

「COI 重要文書」（COI Key Documents）は、運用ニーズに応じて、難民の

受入れが少ない国について作成されている。 UKBA の担当官は、特定の問い

合わせに対する情報要求サービスにも常時アクセスしている。 
 
x 本「COI 報告書」の作成にあたって、COI サービス部は、入手可能な原資料

の正確でバランスのとれた要約を提供するよう努めてきた。本「報告書」に

ｍ関するいかなるコメントまたは追加の原資料に関するいかなる提案も大い

に歓迎であり、下記の UKBA に提出いただきたい。 
 
Country of Origin Information Service（出身国情報サービス部） 
UK Border Agency（英国国境局） 
2nd Floor B Block 
Whitgift Centre 
15 Wellesley Road 
Croydon CR9 1AT 
United Kingdom 
 
Email: cois@homeoffice.gsi.gov.uk  
Website: http://www.homeoffice.gov.uk/rds/country_reports.html 
 

国別報告書に関する独立諮問グループ 
 
xi 「国別情報に関する独立諮問グループ」（The Independent Advisory Group 

on Country Information (IAGCI)） は、UKBAの出身国情報資料の内容に関し

て勧告を行うため、2009 年 3 月に、英国国境局の「主任検査官」（Chief 
Inspector）によって設置された。IAGCI は、UKBAの「COI 報告書」、「COI
重要文書」およびその他の出身国情報資料に関するフィードバックを歓迎し

ている。IAGCIの作業に関する情報は下記の「主任検査官」で見ることができ

る： http://www.ociukba.homeoffice.gov.uk  
 
xii  IAGCIは、その作業の過程で、選択した UKBA COI 文書の内容を審査して、

それらの文書に特定の勧告とより一般的な本質に関する勧告を行っている。

本 COI 報告書の本文は 2010 年 3 月 18 日付で公に入手可能な最新情報を含んでいる。最近の出来事と報告書に関する追加の概略情報

は 201 年 4 月 8 日までの「差新ニュース」の項に示す。 
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IAGCI た は 「 国 別情 報 諮 問委 員 会 」（ Advisory Panel on Country 
Information）（2003 年 9 月から 2008 年 10 月までUKBAのCOI資料を監視し

た第三者機関）が審査した「COI 報告書」およびその他の文書のリストは下

記ウェブサイトから入手可能： 

ま

http://www.ociukba.homeoffice.gov.uk/ 
 
xiii 注意： UKBA の資料または手続きを承認することは IAGCI の職務ではない。 

「グループ」が吟味した資料の一部は「非停止アピール」（Non-Suspensive 
Appeals (NSA)）リストに指名されたか指名が提案されている国に関係してい

る。そのような場合、「グループ」の作業は NSA のための特定国の決定また

は指名提案と受け取るべきではなく、また NSA プロセスそのものと受け取る

べきではない。 
 
 「国別情報に関する独立諮問グループ」の連絡先の詳細： 
 Office of the Chief Inspector of the UK Border Agency 
 4th floor, 8-10 Great George Street, 
 London, SW1P 3AE 
 Email: chiefinspectorukba@homeoffice.gsi.gov.uk  
 Website: http://www.ociukba.homeoffice.gov.uk/ 
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最新情報  

2010 年 3 月 19 日から 2010 年 4 月 8 日までのアフガニスタンにお

ける出来事 
 

4 月 7 日  アフガニスタンの「選挙管理委員会」（ Independent Election 
Commission (IEC) ）の委員長と副委員長は、昨年の不正投票後の国

際的圧力によりそれぞれの職を辞した。 
アルジャジーラ：アフガン選挙管理人が辞任、2010 年 4 月 7 日  

 http://english.aljazeera.net/news/asia/2010/04/2010479332645129.html  
アクセス日：2010 年 4 月 8 日 

 
4 月 5 日 アフガニスタンでは過去 15 ヶ月間に最大 200 人が死刑宣告された

が、ハミド・カルザイ大統領はいずれの執行命令への署名も拒否し

た。2008 年に以降は 1 人の死刑執行も報告されていない。 
IRIN ニュース・アフガニスタン： 死刑の非公式一時停止、2010 年 4 月 5 日 

 http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=88687  
アクセス日：2010 年 4 月 8 日 

 
3 月 29 日  2010 年の最初の 2 ヶ月間で、112,000 個近くの各種爆発物が国連支

援の「アフガニスタン地雷処理調整センター」（Mine Action 
Coordination Centre of Afghanistan (MACCA)）によって除去され

た。 
国連ニュースセンター：アフガニスタンでは今年 110,000 個以上の爆発物が破壊さ

れた – 国連、2010 年 3 月 29 日 
 http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=34236&Cr=afghan&Cr1=  

アクセス日：2010 年 4 月 8 日 

 
3 月 25 日 少年たちは、割礼を受ける準備をして、2,300 年前から行われている

ゾロアスター教の拝火儀式への参加を続けた。儀式は、北部ジャウ

ジャン州の村、チャルバグー（Charbagh）で行われる。 
IWPR：,割礼祭の最後の地、2010 年 3 月 25 日 
http://www.iwpr.net/?p=arr&s=f&o=361463&apc_state=henhrcas=fo=361528apc_stat
e=henh 
アクセス日：2010 年 3 月 31 日 

 
3 月 25 日 軍閥の長（Warlords）を含めて有力者を訴追免除する新しい法律は

タリバン後の体制の人権の達成を脅かす。  
IRIN ニュース：切迫した状況下にあるアフガニスタン人の人権、2010 年 3 月 25 日  
http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=88556 
アクセス日：2010 年 3 月 31 日 
 

3 月 23 日 即席爆発装置(IED) によって毎月数千人の死傷者が出ている。アフガ

ニスタンの人権監視団体、「アフガニスタン人権モニター」

（Afghanistan Rights Monitor (ARM)）は、2010 年 3 月 1 日から 21
日の間の IED による襲撃の結果、67 人の市民が死亡したと伝えた。 
IRIN ニュース：アフガニスタン： タリバンの IED が市民に犠牲を与えている、

2010 年 3 月 23 日 
http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=88527 
アクセス日：2010 年 3 月 31 日 
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 2010 年 3 月 19 日から 2010 年 4 月 8 日の間に公表された、または

アクセスしたアフガニスタンに関する報告書 
 
アムネスティ・インターナショナル http://www.amnesty.org 
2009 年の死刑宣告と執行、2010 年 3 月 29 日発表 
http://www.amnesty.org/en/library/info/ACT50/001/2010/en 
アクセス日： 2010 年 4 月 8 日 

 
国連難民高等弁務官(UNHCR) 
国連安保理事会、安保理事会決議 1917 (2010) [国連アフガニスタン支援派遣団

(UNAMA)の委任延長に関して]、 2010 年 3 月 22 日、 S/RES/1917(2010), (Refworld 経

由) 
http://www.unhcr.org/refworld/country,,,,AFG,,4bb1c11b2,0.html 
アクセス日： 2010 年 4 月 8 日 

 
国連難民高等弁務官(UNHCR) 
アフガニスタンにおける貧困の人権に関する側面、2010 年 3 月  
http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/human%20rights/Poverty%20Report%20 

30%20March%202010_English.pdf  
アクセス日： 2010 年 4 月 8 日 
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背景情報  

1.   地理 
 
1.01 アフガニスタン・イスラム共和国は南西アジアに位置している。国土面積は

647,500 平方キロメートルで、北でトルクメニスタン(744 km)、ウズベキス

タン(137 km) およびタジキスタン(1,206 km) 、西でイラン(936 km) 、北東で

中華人民共和国(76 km) 、東と南でパキスタン (2,430 km) と、5,529 km にわ

たって国境を接している。アフガニスタンにはほとんど岩だらけの山地と北

部および南西部に平原がある。(中央情報局(CIA) World Factbook（ワールド

ファクトブック）、2010 年 2 月 22 日最終更新) [3a] (政府)  気候は、南西部の

夏の気温が 49°C (120°F)に達する一方、北東部のヒンズークシ山脈では冬の

気温が−26°C (−15°F)まで下がるなど、大きく変化することがある。(Europa 
World Online、2010 年 1 月 28 日にアクセス) [1a]  

 
1.02 2008 年 7 月 14 日更新の、アフガニスタンの社会基盤に関する Jane の「セキ

ュリティリスク評価」（Security Risk Assessment）報告書は、次のように述

べている：  
 

「ソ連侵入以前、アフガニスタンにはおよそ 18,000 km の道路があった。20
年以上にわたる戦争と放置は不十分な道路網のほとんどを破壊した。アフガ

ニスタンは、妥当な商業的および社会的輸送網をつくり出すため少なくとも

30,000 km の舗装道路を必要としている。 米国の侵入以降は、外国の支援に

より、カルザイ政権はいくつかのプロジェクトに着手することができた。そ

れには、カブールとヘラートおよびカンダハールをつなぐ 1,200 km の高速道

路が含まれる。これにはサウジアラビア、日本および米国が資金を提供し

た。ドイツは、ジャララバードからアフガン・パキスタン国境のトルハムま

での道路の資金調達に同意したが、反乱軍と米軍の作戦が進捗を台無しにし

た。 
 

「英下院での 2007 年 11 月の議会答弁によれば、4,900 km の国の（周辺）道

路網のうちの 1,500 km 近くと数千キロメートル の三次道路はすべて砂利道

であるが、アフガニスタンでは改良されてきた。2007 年 6 月までに、もとも

との 2,900 km の舗装地域道路網のうちのーおよそ 2,500 km が国内基準に合

わせて再建または復旧され、アスファルト・コンクリート舗装された。」 
[35c] 

 
1.03 2009 年 7 月には、アフガニスタンの人口は 28,395,716 人と推定された。 

(CIA World Factbook、2010 年 2 月 22 日更新) [3a] (政府) 。パシュトゥーン人

は 42%と最大の民族集団を形成しており、それに続くのはタジク人 (27%)、 
ハザラ人 (9%)、ウズベク人 (9%) そしてアイマク人 (4%)である。その他のよ

り小規模のグループにはトルクメン人とバルーチ族が含まれる。 (CIA World 
Factbook、2010 年 2 月 22 日更新) [3a] (政府) 。  

 
1.04 2008 年 11 月更新のアフガニスタンに関する米国務省の背景ノート

（Background Note）は、ダリ語（アフガン・ペルシャ語）とパシェトゥー語

が公用語であり、ダリ語は人口の 3 分の 1 以上によって第一言語として話さ

れており、ほとんどのアフガン人にとって共通語となっていると記録してい
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る。パシェトゥー語はアフガニスタン東部および南部のパシェトゥーン人地

域の全域で話されている。タジク語とチュルク語は北部で広く話されてい

る。その他 70 の言語と方言がより小さな民族集団によって全国的にはなされ

ている。[2e]憲法には次のように記述されている。「大多数の人々がウズベク

語、チュルクメニ語、バルーチ語、パシャイ語、ヌリスタン語およびパミー

ル語のいずれかを話している地域では、その言語はパシェトゥー語とダリ語

に加えて第三の公用語として認識され、その実施方法は法律によって規制さ

れる。」 [4b] (第 16 条)  
 
1.05 アフガニスタンの人口の推定 80 パーセントがスンニ派のイスラム教徒であ

り、シーア派のイスラム教徒は 19 パーセントとなっている。その他の宗教グ

ループは 1 パーセントを構成しているにすぎない。(CIA World Factbook、
2010 年 2 月 22 日更新) [3a] (政府) 。  

 
(セクション 22: 民族グループも参照のこと) 

 
1.06 国旗は、1928 年に初めて導入され、1964 年に改められたが、1978 年のクー

デター後は禁止された。国旗には、黒、赤、緑の 3 本の縦縞があり、中央部

に白と赤でアラビア語による国銘があった。それは次のように読める：「ア

ラー以外に神はいない。ムハンマドは預言者である。アラーは偉大なり」。

イスラム暦 1298 年が国銘の下に記されていた。現在の国旗はタリバン崩壊後

の 2002 年 6 月に導入され国銘に「Afghanistan」という語が表示されてい

る。(Europa World Online、2010 年 1 月 28 日) [1a] 
 
1.07 Europa World Online（2010 年 2 月 12 日にアクセス）は、次のように述べて

いる。「アフガン年の 1388 年は 2009 年 3 月 21 日から 2010 年 3 月 20 日ま

で、1389 年は 2010 年 3 月 21 日から 2011 年 3 月 20 日までである。」 [1h] 

 
1.08 公休日には下記が含まれる： 
 

“2010 年 2 月 1 日* (アラファトの日)；2 月 15 日(解放の日、ソ連の占領に対

するムジャヒディンの戦いと 1989 年のソ連撤退の記念)；2 月 26 日* (Roze-
Maulud、預言者ムハンマドの誕生)；3 月 21 日 (Nauroz：新年の日、イラン

歴)；4 月 28 日 (ムスリム国家の敗北)；5 月 1 日 (労働者の日)；8 月 11 日* 
(ラマダンの初日)；8 月 19 日 (独立記念日)；9 月 10 日* (Id al-Fitr、ラマダン

の終わり)；11 月 16 日* (Id al-Adha、犠牲の饗宴)；12 月 16 日* (Ashura、イ

マーム・フセインの殉死)。 
 

“* これらの休日はイスラムの太陰暦に従っており、所定の日付から 1 日ない

し 2 日変動することがある。 
 

“† この祝祭は同じ太陽暦の年に 2 度行われる（アフガン年の 1387 年と 1388
年）(Europa World Online、2010 年 2 月 12 日にアクセス) [1h] 

 
カブール (首都) 
 
1.09 アフガニスタン投資支援庁（AISA）ウェブサイト掲載のカブール州のプロフ

ィール（2010 年 2 月 12 日にアクセス）は、首都について次のように述べて
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いる。「カブール市は、谷間に位置しており、標高 1,800 m と世界で最も高

地にある首都の 1 つである。南東にロウガル山（Lowgar）とパグマン山

（Paghman）、南西にクロウ（Qrough）山、北東にシルダルバジャ

（Shirdarwaza）、北にチャーリイーカール（Charikar）、西にタンギ・ガロ

ウ（Tangi Gharow）山脈があり、首都を囲んでいる。」[105] (p1) 同じ情報源

は、「温暖な気候のため、カブール州は主として単作栽培地帯であり、二毛

作はほんの一部にすぎない。主な収穫期は小麦が 8 月から 9 月の間、野菜類

が 9 月から 10 月の間である」と観察している。 [105] (p2) 
 
1.10 2009 年 11 月 13 日更新のアフガスタンに関する国際移住機構（IOM）国別情

報シート（Country Sheet）は、次のように述べている： 
 

「カブールには現在 4 百万人近くの人々がいる。国外に逃れた多数の人々が

なお帰国しつつある。2 百万戸以上の家屋が破壊されるか修理できないほど

の被害を受け、すべての基本的な健康および教育施設は機能を停止した。ア

フガニスタンの住宅・都市開発省に代わって実施された調査によれば、平均

で 2.8 家族、または 18 人から 20 人が一般的に 6 人用として建設された家屋

で生活している。 
 

「アフガスタン当局は、住宅不足の是正を試みていくつかの限定的な措置を

講じてきた。それらのほとんどは民間建設部門の拡大に依存している。カｑ

ブール、ジャララバード、ヘラートなどの都市は、従来を数倍する大規模な

不動産プロジェクトが見られた。しかしながら、建設容積、高さ、価格等に

対する規制はほとんど行われていない。優先順位もオフィスビルに置かれて

いる。」 [38b] (p5) 
 
1.11 同じ情報源は次のように述べている： 
 

「住宅あるいはアパートの購入はカブールのほとんどの市民には依然として

遠い夢のままである；しかし、他の州では住宅は相対的にはるかに安い。簡

単な 3 部屋のアパートのコストは現在およそ 30,000 米ドルである。それに対

して、一戸建て住宅は 50,000 米ドルから始まり、市内の地区によっては 3 百

万ドルに上る。さらに、家主は最大 12 ヶ月の賃貸料前払いを要求したがって

いる。 
 

「1 つの家族が居住するのに十分な広さ（3 室）のアパートの平均賃貸料は、

安全な地域では、月額およそ 100 – 150 米ドルである。同様の不動産の軽金

価格は 70,000 米ドルである。」 [38b] (p5-6) 
 
1.12 AISA ウェブサイト（2010 年 2 月 12 日にアクセス）は、次のように指摘して

いる： 
 

「主要都市道路は別として、首都の多くのより小さな道路は極めて状態が悪

く[sic] 修理が必要である。アフガニスタンには広範囲に及ぶ高速道路システ

ムはないが、3 本の主要なアスファルト舗装道路/高速道路が首都と国の残り

の部分を接続している。サラング（Salang）道路はカブールと北部諸州をつ

ないでいる。一方、カブール-カンダハール高速道路は首都と南部諸州間の幹

線道路であり国内の最重要道路である。」 [105] (p6) 
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1.13 アフガニスタンに関する IOM 国別情報シートはさらに次のように付け加えて

いる： 「インド、日本、イランからアフガニスタンに寄贈されたバス（約

600 台）は、現在のところすべてカブールで運行されている。市内交通のた

めの標準的なバス料金はおよそ AFA 5 である。民間の輸送会社も存在してい

る。料金は公共バスよりも高い。カブール市内のタクシー料金（距離によっ

て異なるが AFA 100 – 150 – 市外の行先についてははるかに高くなる)。」 
[38b] (p16) 
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情報源リストに進む 

 
地図 
 
1.14 国連(UN)のアフガニスタンの地図、2009 年 7 月 
 

 
(UNHCR、2009 年 7 月) [11d] 
 

オースチンのテキサス大学（University of Texas） ウェブサイトにも、都市

地図、歴史地図を含む数種類のアフガニスタンの地図があり、さらに多くの

地図にリンクしている。[85a] 
 
アフガニスタン情報管理サービス（Afghanistan Information Management 
Services (AIMS) ）はアフガニスタンの地域別プロフィールと地図を提供して

いる。[82a] 
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2.   経済 
 
2.01 2009 年 1 月 6 日更新の外務連邦省（FCO）のアフガニスタンに関するプロフ

ィールは、次のように指摘している： 
 

「アフガニスタンの経済は数十年に及ぶ戦争によって著しく害されてきた。

主な活動は農業（人口のおよそ 80%が関係している）にとどまっており、自

給自足活動と若干の商業活動の両方がある。主な伝統的作物は穀物、米、果

物、ナッツおよび野菜である。しかし、すべてが近年の干ばつによる重大な

影響を受けた。工業は小規模で、手工芸、織物、絨毯が含まれ、若干の食品

加工がある。輸出品は主に果物、ナッツ、野菜および絨毯で構成されてい

る。」 [4a]  
 
2.02 2010 年 2 月 22 日更新の中央情報局 (CIA) World Factbook は次のように指摘

している： 
  

「アフガニスタンの経済は数十年に及ぶ争いから回復しつつある。経済は

2001 年のタリバン体制の崩壊以降、著しく向上した。これは主に国際支援の

導入、農業部門の回復、それにサービス部門の成長によるものである。過去

数年の成長にもかかわらず、アフガニスタンは極度に貧しく、内陸であり、

外国および農業、それに近隣諸国との交易に大きく依存している。人口の大

半が住宅、きれいな水、電力、医療および仕事の不足に苦しんでいる。 
犯罪行為、治安の悪さ、弱い政府、そしてアフガニスタン政府が国の全域に

法律の規則を拡大できていないことは、将来の経済成長にとっての課題とな

っている。アフガニスタンの生活水準は世界最低のグループに属する。国際

コミュニティは、2002 年以降、3 つの資金援助国会議で 570 億ドル以上の支

援を約束して、アフガニスタンの発展に尽力しているが、アフガニスタン政

府は、歳入徴収の低さ、雇用創出の乏しさ、汚職の多さ、政府の能力の弱

さ、公共インフラの貧弱さを含むいくつかの難題を克服する必要があろ

う。」 [3a] (政府) 
 
2.03 経済調査局（The Economist Intelligence Unit (EIU) ）の 2009 年 10 月のアフ

ガニスタンに９関する国別プロフィールは、次のように述べている：: 
 

「IMF [国際通貨基金]によれば、実質 GDP [国内総生産] 成長率は、2008/09
年にはちょうど 3.4%で、2007/08 年の 12.1%から低下している。これは主に

干ばつが農業の成長率を押し下げたことによる。2010-11 年には、経済の発

展は強い建設投資によって支えられるであろう。その大半は資金援助国主導

の開発プロジェクトと関連し、また民間消費に支えられることになろう。天

候は農業の収穫に好材料のように思われる。IMF によれば、そのことは

2009/10 年の 9%という GDP 成長率全体を支えるはずである。」 [84a] 
 
2.04 国際開発省(DFID) は、2008 年 8 月 22 日更新のそのアフガニスタンに関する

国別プロフィールで、アフガニスタンの人口の半分以上が 1 日 1 米ドル以下

で生活している、としている。[51a] 2010 年 3 月 11 日に発行された米国務省

の「2009 年の人権の実践にｋランする報告書、アフガニスタン」（Country 
Report on Human Rights Practices 2009, Afghanistan）(USSD Report 2009)
は、次のように指摘している：  
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「少数民族は経済的抑圧を含む抑圧に直面し続けている。カブールの最貧近

隣地区の 1 つである Dasht-i Barchi 村には多数のハザラ人が居住していた。 1
日の一人あたり平均収入は、最低賃金が 1 日 63 アフガニ（1.25 米ドル）で

あるのに対して 13 アフガニ (25 セント) である。平均家族人数は 9 人から 10
人であった。Dasht-i Barchi 村では、家族の 60 パーセントが借家に住んでお

り、したがって家主の搾取を受けている。家族収入の 50 パーセントは家賃に

充てられ、家族は頻繁に引越をしている。」 [2a] (セクション 6) 

  
2.05 USSD 人権報告書 2009（ Human Rights Report 2009）も次のように指摘し

ている： 
 

「7 月[2008 年] に、カルザイ大統領は公務員の最低賃金を 4,000 アフガニ 
(80 米ドル)に倍増させる法律に署名した。民間部門では月額最低賃金は 2,000
アフガニ（40 米ドル）であるが、慣例賃金は守られていない。最低賃金は労

働者と家族の適正な生活水準を提供していない。賃金は、市場動向、非公式

交渉、または公務員の場合は政府決定によって決められている。多くの労働

者が日雇い労働者として雇われている。」[2a] (セクション 7e) 
 
2.06 2009 年 11 月 13 日更新の国際移住機構（IOM）のアフガニスタンに関する国

別情報シートは、次のように述べている。「失業は定期的には記録されてい

ない。しかしながら、一部地域では最高 45%、全国平均では 30-35%に達す

ると見込まれている。失業率はすべての年齢層で高く、若年層(16 歳から 25
歳) は最も活動的な年齢層である(およそ 25% が失業中)。季節性は 農村部で

失業率と不完全雇用（最大 40%）率の両方に影響を及ぼす場合がある。」 
[38b] (p10) 

 
2.07 為替相場は、2010 年 1 月 27 日現在、77.6457 アフガン・アフガニ(AFN) = 

1.00 英ポンドであった。(xe.com) [58a] 
 
2.08 その他の基本経済データ： 
 

  2009 年の GDP 成長率、推定 3.4%  
  2008 年のインフレ率、推定 26.8%; 
  2008 年の失業率、推定 40%、および 
  部門別労働構成：分布：農業： 31%、工業： 26%、サービス業： 

43% (CIA World Factbook、2010 年 2 月 22 日最終更新) [3a] (政府) 
 
(麻薬の生産と依存症についてはセクション 9 を参照のこと) 
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3.   歴史 
 
2001 年 12 月までの概要 
 
3.01 2009 年 7 月 16 日発行の、2008 年の出来事を扱っている「フリーダムハウ

ス」（Freedom House）報告書、「2009 年世界における自由、アフガニスタ

ン」（Freedom in the World 2009, Afghanistan）は、次のように述べてい

る：  
  

「国内におけるロシアの影響の抑制と回避を強く主張する数十年に及ぶ断続

的な試みの後、英国は 1921 年にアフガニスタンを完全に独立した君主国とし

て認識した。ムハンマド・ザヒル・シャー（Muhammad Zahir Shah）は 
1933 年から 1973 年のクーデターで退位させられるまで統治した。アフガニ

スタンは、マルクス主義派がクーデターを計画的に実施し、国の極めて伝統

的な社会の変革に着手し始めた 1978 年に継続的な内戦の期間に入った。ソ連

はその同盟者を支援するため 1979 年に侵入してきたが、米国の指示を受けた

ゲリアに敗北し、1989 年に撤退を余儀なくされた。 
 
「ムジャヒディーン・ゲリアの党派は 1992 年にマルクス主義派の政府を打倒

し、カブールの支配をめぐって戦い、1995 年までに首都では 25,000 人以上

の市民が殺された。イスラム教徒のタリバン運動が争いに加わり、1996 年に

はカブールを占拠し、国のほぼ全土ですばやく支配権を確立した。残りの土

地は他の党派の手中に残された。2001 年 9 月 11 日のテロリストの襲撃に対

応して、米国はタリバン体制を打倒し、サウジアラビア人過激派オサマ・ビ

ン・ラデンのテロリスト組織、アルカイダを排除するために軍事行動に着手

した。」 [41a]  
 

タリバン後 (DECEMBER 2001 年 12 月以降) 
 
3.02 2009 年 1 月 6 日更新の英国外務連邦省(FCO)のアフガニスタン国別プロフィ

ールは、次のように指摘している： 
 

「2001 年 11 月のタリバン体制の崩壊後、国連はドイツにアフガニスタンの

民族グループのリーダーたちを呼び集めた。2001 年 12 月 5 日に調印され

た、恒久的行政機関の再構築を待つ間のアフガニスタンにおける暫定的処置

に関する協定（ボン合意）は、アフガニスタンにおける代議政治の回復のた

めのロードマップを定めた。」 [4a] (歴史) 
 
3.03 Europa World Online（2010 年 1 月 28 日にアクセス）は、次のように述べて

いる：  
 

「2001 年 12 月 22 日に、「暫定政府」（Interim Authority）が発足した。 カ
ルザイが議長として宣誓した。国はシャリーア（Shari‘a）を西側の構成の概

念と組み合わせた 1964 年の憲法を復活させた。カルザイの最初の決定の 1 つ

は、排除されたことに抗議して当初は政府への参加を拒否していた ドスタム

将軍（Gen. Dostam）を副議長兼個気宇防副大臣に指名することであった。

12 月の終わりに、国連安全保障理事会は、ボン合意で想定された通り、次の

6 ヶ月間カブールにおける治安の維持を支援するための国際治安支援部隊

本 COI 報告書の本文は 2010 年 3 月 18 日付で公に入手可能な最新情報を含んでいる。最近の出来事と報告書に関する追加の概略情報
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（ISAF）の展開を許可した。およそ 19 の国が、英国が主導する 5,000 人の

強力な治安部隊を構成することが許可された。」 [1c] (最近の歴史) 
 
3.04 2009 年 1 月 6 日更新の英国外務連邦省(FCO) のアフガニスタン国別プロフィ

ールは、次のように記録している： 
 

「2002 年 6 月に、緊急ロヤ・ジルガ（Loya Jirga）（国民大会議） は 2004
年に実施予定の総選挙まで統治する暫定政権（Transitional Administration）
を樹立した。ロヤ・ジルガの準備は幅広い層から代表を集めることができる

ように計画された。女性、亡命者、難民、遊牧民、ビジネスマン、知識人、

宗教学者のための議席が用意された。ロヤ・ジルガは、2002 年 6 月 19 日

に、ハミド・カルザイのアフガニスタン暫定国家大統領就任をもって終結し

た。緊急ロヤ・ジルガはアフガニスタンの人々にとって自分たちの将来の選

択に決定的な役割を果たすここ数十年で最初の機会となった。」 [4a] (政治) 
 

(セクション 5: 憲法も参照のこと) 
 
3.05 Europa World Online（2010 年 1 月 28 日にアクセス）は、2004 年 10 月 9 日

に実施されたアフガニスタンで最初の直接大統領選挙についてコメントし、

次のように指摘している： 

 
「選挙の日の若干の散発的な暴力にもかかわらず、広範囲にわたる妨害は報

告されなかった。投票開始の直後に、15 人の反対派候補全員が、広範囲に及

ぶ選挙違反を主張して投票のボイコットを開始し、投票の中止を要求した。

しかし、国際監視員は翌月、調査の後、主張された投票時の不正行為は最終

結果を変えるほど重大なものとは考えられないと発表した。カルザイ暫定大

統領はその後、第 2 回投票を必要としないことを確実にするために十分な

55.4% の投票を獲得して、処理を宣言した。前教育相のユニス・カヌニ

（Younis Qanooni ）が 2 位で 16.3% の投票を獲得し、続いて、ムハンマ

ド・モハケク（Mohammad Mohaqqeq）が 11.7%、 ドスタム将軍が 10.0%で

あった。 報告によれば、有権者の 83.7% が投票に参加した。しかしながら、

カルザイの勝利の地域性によって懸念が持ち上がった。その勝利は、大部分

がパシェトゥーン人が多数派を占める州での投票によって確保されたように

思われ、そのことは彼がすべての民族グループに対するアピールには成功し

なかったことを示している。」 [1c] (最近の歴史) 

 
3.06 Europa World Online はさらに次のように指摘している： 
 

「2005 年 9 月 18 日に、数人を旧タリバン政権の役人を含めて、推定 5,800
人の候補者が 249 人のメンバーで構成される下院（Wolasi Jirga）と 34 の州

議会の選挙に立候補した。下院では合計で 68 の議席が女性のために用意され

た。投票は 1969 年以降アフガニスタンで最初の民主的な議会選挙となった。

全国の投票率は有権者の 53%と推定され、数字はカブールで唯一 36% に下

落した。これは 2004 年の大統領選挙の投票率と比較して大幅な下落である。

アルカイダとタリバンが投票日に画策すると脅迫していた広範囲にわたる混

乱は起こらなかった。」 [1c] (最近の歴史) 
 
3.07 Europa World Online は次のように付け加えている: 
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「欧州連合 (EU) からの派遣団は、当初、選挙は「自由、公正、透明」なもの

であったと述べたが、後に、投票者の不正行為と脅迫の事実が考えられるこ

とについて懸念が表明された。[2005 年]11 月に発表された結果は、選ばれた

者の多くは特定の政党と提携しない党派の有力者であった。そのことは、国

の議会が中央政府がその権限を強く主張できない統一性が低いメカニズムに

なるという恐れにつながるもので、地域的な「軍族主義」（warlordism）の

再出現につながる可能性が高いものであった。新たに選ばれた「国民会議」

（National Assembly ）は 12 月に初めて招集された。議会において最も有力

な反対派の人物と広く認知されているユニス・カヌニは、その後、下院の議

長（Speaker）に選出され、Sibghatullah Mojaddedi は上院（Meshrano 
Jirga）の議長に選出された。」[1c] (最近の歴史) 

 
アフガニスタン協定、2006 年 1 月 31 日 
 
3.08 2009 年 1 月 6 日更新の英国外務連邦省(FCO) のアフガニスタン国別プロフィ

ールは、次のように報告している： 
 

「9 月の選挙とボン・プロセス（ボン合意に基づく和平プロセス）の正式な

完了を示す 2005 年 12 月のアフガン国民会議の就任式をもって、英国は 2006
年 1 月 31 日から 2 月 1 日のアフガニスタンに関するロンドン会議を主催し

た。アフガニスタン政府、 英国および国連が共同で議長を務め、会議はアフ

ガニスタン協定（アフガニスタン政府と国連が主導する国際社会との協

定）、暫定版「アフガニスタン国家開発戦略」（Afghanistan National 
Development Strategy (I-ANDS)）および「麻薬規制戦略」（National Drug 
Control Strategy）を発足させた。 

 
「アフガニスタン協定は、アフガニスタン政府と国際社会の間の努力のより

一層の整合性の確保を目的とする、成果、基準および相互の義務を定めて、

今後 5 年間のアフガニスタンにおける国際的取り組みの枠組みを提供するも

のである。「協定」は、アフガニスタン政府の見通しと投資の優先順位を定

める同じ政府の暫定版「アフガニスタン国家開発戦略」を支えるものであ

る。IANDS は「協定 」の基準とアフガニスタンの「ミレニアム開発目標」

（Millenium Development Goals）に定められている目標を支える全国協議プ

ロセスを反映している。より一層の協調を促進するため、「協定」は、アフ

ガニスタンにおける協調的な国際的取り組みを確実なものにする共同調整モ

ニタリングボード」（Joint Coordination and Monitoring Board (JCMB)）と呼

ばれる新たなメカニズムを創出した。 
 
「会議には、60 人以上の代表者が出席し、 相互の協調関係を深めるというア

フガニスタン政府と国際社会の公約を明らかにした。会議では、多くの代表

団が新たな資金的確約を行った。これは 105 億米ドル以上の資金を利用可能

にするものである。」 [4a]  

 
アフガニスタン協定の詳細内容は外務連邦省 (FCO) 経由で確認可能。[4c] 

 
(アフガニスタンの年代記については付録A も参照のこと) 

 
目次に戻る 

情報源リストに進む 

本 COI 報告書の本文は 2010 年 3 月 18 日付で公に入手可能な最新情報を含んでいる。最近の出来事と報告書に関する追加の概略情報

は 201 年 4 月 8 日までの「差新ニュース」の項に示す。 
15

日本語訳は，法務省入国管理局による仮訳である。

http://fco.gov.uk/resources/en/pdf/3036656/afghanistan-compact
http://fco.gov.uk/resources/en/pdf/3036656/afghanistan-compact


アフガニスタン 2010 年 4 月 8 日 

 

大統領選挙 – 2009 年 8 月 
  

3.09 憲法の第 156 条は、アフガニスタンの独立選挙管理委員会（IEC）に、「... 
あらゆる種類の[アフガニスタンの]選挙を管理および監視するとともに、法律

の規定に従って国民の一般世論を調べる権限と責任」を与えている。 [34b] 
2009 年 8 月 20 日に行われたアフガニスタンの大統領選挙と暫定選挙は「不

服審査委員会」（Electoral Complaints Commission (ECC).）によって監視さ

れた。 [98c]   
 
3.10 2009 年 6 月 13 日に、アルジャジーラは、アフガニスタンの選挙当局の IEC

は、2009 年 8 月 20 日に予定されている大統領選に立候補した 41 人の候補者

のリストを発表したと伝えた。アルジャジーラのレポーターは、候補者の登

録条件は、「立候補する必要がある人は誰でも、1,000 米ドルを納め、

10,000 人の署名を集め、40 歳以上で、10 年間の実務経験があり、高等教育

を受けている人であれば登録することができる」と、あまりにも低く設定さ

れていたと考えている。」 [15b]   
  

3.11 「国際危機グループ」（International Crisis Group）の報告書「アフガニスタ

ンの不正選挙後の紛争リスク警報」（Conflict Risk Alert: After Afghanistan's 
Fraudulent Elections）」は、 2009 年 10 月 27 日には発表されたが、次のよ

うに述べている:  
 

「タリバンは、7 月末に向けて、「選挙の妨害」を企てていると発表した。

彼らは今では選挙管理人と投票者も攻撃するつもりであると宣言している。 
投票日の投票率に悪影響を与える治安環境の悪化があり得るだけでなく、不

正のある第１回投票と最後の 2 ヶ月間の政治的不確実性も反乱をもたらすも

のであった。」 [26f]   
 

3.12 英国放送協会（BBC）ニュースが 2009 年 7 月 26 日に伝えたある事件で、副

大統領候補のモハンマド・カースミー・ファヒム（Mohammed Qasim 
Fahim ）はタリバン戦士による暗殺の企てを生き延びた。攻撃は 8 月の選挙

のキャンペーン中に行われた。モハンマド・カースミー・ファヒムの車列が

走行していたときに待ち伏せされクンドゥズとタカール間の道路上で銃撃さ

れた。[25n]   
 
3.13 アルジャジーラは、2009 年 8 月 21 日に、「1,700 万人のアフガニスタン人

が大統領選挙で選挙権があり、420 人の地方議員を選出した」と伝えた。 
[15g]   

 
3.14 選挙翌日の 8 月 21 日に、ABC ニュースが次のように伝えた。 「国の選挙当

局は、と評率は 40 パーセントから 50 パーセントの間であると考えていると

語っている。しかし、国の一部の地域では、暴力、不法行為、それに低い投

票率があった。」[48a] BBC ニュースは、「 ワシントンでは、ホワイトハウス

の広報担当官ロバート・ギブス（Robert Gibbs）が ‘多くの人たちが暴力とテ

ロの脅威に逆らってアフガニスタンの国民のための次の政府について自分た

ちの考えを表明した”と述べた」と伝えた。 [25p]   
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3.15 カルザイ氏は、内務省は 15 の州で 73 件の襲撃があったと報告したと語っ

た。しかし、国連は、投票所の大多数は依然として機能できていると述べ

た。「国連カブールの国連支援ミッションのカイ・エイダ（Kai Eide）代表

は、全体的には、治安状況は「われわれが恐れていたよりも良好」で、

「人々は選挙に参加することができた」としている。(BBC ニュース、2009
年 8 月 20 日) [25p]   

 
(2009 年 8 月の選挙期間中の治安事件のリストについてはセクション 8: 治安

も参照のこと)  
 
3.16 8 月 23 日に、ハミド・カルザイの主なライバルであるアブドラ・アブドラ

（Abdullah Abdullah）は、会議で、「投票結果の広範囲の不正操作」の証拠

を持っているととコメントし、それは国中に広がった可能性があると述べ

た。ちょうど 1 日前に、アブドラは、大統領は「選挙結果を不正操作するた

めに国家機構を利用している」と述べて、投票結果を不正操作したとしてハ

ミド・カルザイを告発していた。独立選挙管理委員会(IEC) はすでに 225 件の

苦情を受け取っており、そのうち 150 件は優先事項として分類された。[15e] 
   

(2009 年 8 月の選挙期間中に襲撃された事件に関する情報についてはセクシ

ョン 18: 言論と報道の自由、2009 年 8 月の選挙期間中のカブールにおける過

激派の襲撃に関する情報についてはセクション 8: 治安状況も参照のこと) 
 

(大統領選挙に関する情報についてはセクション: 最新ニュースも参照のこと) 
 
選挙結果 
 
3.17 8 月 22 日に、アルジャジーラは、欧州連合(EU) の選挙監視員は、投票は全般

的に公正であったと語った。ただし、「EU) の選挙監視団長のフィリップ・

モリオン（Philippe Morillon）は、選挙は「国の一部地域で自由ではなかっ

た」と述べた。[15f] 
 
3.18 最終的な結果は 2009 年 9 月までは判明しないが、主な候補者のハミド・カル

ザイと前外務大臣のアブドラ・アブドラはいずれも、初期のリードを主張し

た。(Sky News、 2009 年 8 月 22 日) [97a] 
 
3.19 初期のメディア・レポートは、主要候補者に対する不正と買収の告発があっ

たと主張した。BBC ニュースは、「投票用紙は公然と売られており、候補者

は数千ドルで買収の申し出を受けた」と伝えた。BBC に雇われているアフガ

ン人は、投票用紙が 売られており、1,000 枚の投票用紙が提供され、1 枚お

よそ 6 ポンド（10 米ドル）の値段が付いているという報告を調査するため、

カブールに潜入調査に向かった。」[25ac] 
 
3.20 8 月末までに、ハミド・カルザイは、投票数で主な挑戦者のアブドラ・アブ

ドラを引き離した。報道によれば、カルザイが投票数の 46%を獲得したのに

対してアブドラ・アブドラは 31.4%であった。 (BBC ニュース、2009 年 8 月

29 日) [25v] 一方、アブドラ氏は次のように述べて不正投票の懸念を繰り返し

提起してきた。「… 全国で数十万の票が水増しされた。」(BBC ニュース、

2009 年 9 月 17 日) [25ac] 
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3.21 アフガニスタンの不服審査委員会（ECC）が受け取った苦情に関する 8 月 24
日のプレスリリースは、次のように述べている： 

 
「2009 年 8 月 24 日現在、ECC 苦情処理センター（Complaints Processing 
Center (CPC)）は、投票および集計中に提出された 790 件の苦情を受け取っ

た。これらの苦情の圧倒的多数は州 ECC 担当官またはカブールの ECC 本部

に直接提出されたものである。残りの苦情はカブール、ゴアおよびダイ・ク

ンディ州のいつかのく投票所に提出された。」 [98a] 
 
3.22 不服審査委員会（ECC）の 2009 年 9 月 10 日のプレスリリースは。「その調

査の過程で、ECC はカンダハール州の数か所の投票所で明白で説得力のある

不正行為の証拠を発見した。そのため ECC は 51 の投票所のいくつかの投票

箱に投じられた投票を無効にするように命じた」と述べている。[98b] 
  
3.23 9 月 16 日までに、ケーブル・ニュース・ネットワーク（Cable News Network 

(CNN) ）は、IEC の最新の選挙結果は、最有力挑戦者の前外務大臣のアブド

ラ・アブドラの得票数が 1,571,581 票(28%)であるのに対して、現大統領のハ

ミド・カルザイは投票数をリードしており、3,093,256 票 (54%) を獲得して

リードしていると報じていた。[19a] 
 
3.24 2009 年 10 月 27 日に発行された、「国際危機グループ」の報告書「アフガニ

スタンの不正選挙後の紛争リスク警報」（ Conflict Risk Alert: After 
Afghanistan's Fraudulent Elections）」は次のように述べている： 

 
「9 月 16 日に IEC が発表した予備結果は、投票での威嚇、投票の水増し、偽

の投票所、IEC スタッフおよび候補者の代理人よる干渉が報告される中で、

カルザイの過半数得票による処理を示していた。10 月 18 日に完了した審査

はカルザイの得票率を第１回投票による大統領選の処理に必要な 50 パーセン

ト以下に低下させた。600 件以上の優先順位の高い苦情に関する不服審査委

員会（ECC）による長引いた調査と 3.400 箇所近くの投票所からの結果の同

時審査は不正投票を失格とする結果となった。透明性の欠如と結果としての

ECC が実施した選挙審査プロセスをめぐる混乱、IEC の党派的行動、アフガ

ニスタンの選挙機関間の未解決の摩擦は、11 月 7 日にたやすく繰り返される

可能性があり、それは国内の緊張を高めることになろう。」 [26f] 
 
3.25 Europa World Online（2010 年 3 月 2 日にアクセス）は次のように述べてい

る： 
 

「2009 年 10 月 21 日に、独立選挙管理委員会(IEC) は、国連が支援する独立

した不服審査委員会が実施した 2 ヶ月に及ぶ監査の後、8 月 20 日の大統領選

挙の最終認定結果を発表した。それは「不適切に記録された候補者の得票数

に関する不正の明白かつ説得力のある証拠」のある数百の投票所での投票を

無効とするものであった。ハミド・カルザイの得票数は、9 月 16 日に公表さ

れた未認定結果の 3,093,256 票 (投票総数の 54.6%) から 2,283,907 票 (投票

総数の 49.7%)に減らされた。 カルザイの得票率は投票総数の 50%を下回

り、カルザイと 2 番目に得票率第 2 位の候補者であるアブドラ・アブドラ博

士の間の第 2 回投票の 11 月 7 日実施が予定された。」 [1i] 
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大統領選挙、2009 年 8 月 20 日(修正後の数字) 
 

候補者 得票 得票率（%） 
ハミド・カルザイ 2,283,907 49.7 
アブドラ・アブドラ博士 1,406,242 30.6 
ラマザン・バシャルドスト

（Ramazan Bashardost） 
481,072 10.5 

アシュラフ・ガニ・アーマ

ザイ（Ashraf Ghani 
Ahmadzai ） 

135,106 2.9 

ミルワシ・ヤシニ

（Mirwais Yasini ） 
47,511 1.0 

その他  243,889 5.3 
合計  4,597,727 100.00 

[1i] 
 
3.26 2009 年 11 月 1 日の BBC ニュースの記事では、ハミド・カルザイの選挙のラ

イバルであるアブドラ・アブドラ博士は、不正のない投票を確保するという

自分の要求が扱われなかったことを憂慮しているため選挙の次のラウンドは

辞退する、と発表したと伝えられている。不正の明白かつ説得力のある証拠

の判明後に独立選挙管理委員会が不服審査委員会から 210 の投票所の投票を

無効にすることを命じられた後、第 2 回の決選投票が必要になった。その証

拠はハミド・カルザイの得票数は「第 2 回を避けるために不可欠な 50%プラ

ス 1 パーセントを下回る 49.67%」に減らすものであった。[25ab] 
 
3.27 カルザイ氏に対する唯一の挑戦者であるアブドラ・アブドラが候補者レース

から撤退したわずか 1 日後の 2009 年 11 月 2 日に、選挙当局は第 2 回投票を

廃止すると発表された。その後、ハミド・カルザイはアフガニスタンの大統

領として 2 期目を務めることを宣言した。[25q] 
 

(アフガニスタンの大統領および州議会選挙、2009 年の選挙結果に関する最

新ニュースについては独立選挙管理委員会のウェブサイトを大統領選挙に関

する最近の情報については最新ニュースを参照のこと) 
 

目次に戻る 
情報源リストに進む 
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4.   最近の展開 
 
4.01 2010 年 1 月 16 日に、 英国放送協会(BBC)は、ハミド・カルザイ大統領は彼

が提案したリストから指名した 17 人の新閣僚のうち 10 人が辞退した、と伝

えた。  
 

「投票は MPs（下院議員）がカルザイ氏の選択のほんどを拒絶してから 2 週

間後に行われ、カルザイ氏に深刻な打撃を与えた。2 つの重要ポストが承認

された - カルザイ氏の前安全保障顧問のザルマイ・ラスール（Zalmay 
Rasul）を外務大臣に、ハビブラ・ガーリブ（Habibullah Ghalib）を法務大臣

に指名した。 しかしながら、MPs が支持したのは、指名を受けた 3 人の女性

の 1 人、労働・社会問題相のアミカ・アフザリ（Amina Afzali）だけであっ

た。公衆衛生と女性問題のポストに指名された 2 人の女性は拒絶された。一

部の議員は、候補者には相応の資格がないか、別の候補者は部族軍の長とあ

まりにも密接に結びついていると批判した。カルザイ氏は、改革を監督でき

る政府をつくるという強力な国際的圧力に直面している。」 [25m] 
 
4.02 ハミド・カルザイ大統領は 2010 年 1 月に BBC に、タリバン兵士に金銭を支

払って武器を捨てさせるという新たな仕組みに関する彼の計画について語っ

た。  
 

「アフガニスタンのハミド・カルザイ大統領は BBC に、金銭と仕事を与えて

タリバン兵士を普通の生活に戻す仕組みを導入する計画について語った。彼

は、国際社会が資金提供する仕組みにより、タリバン兵士に金銭を支払って

再定住させ、大統領の側につくようにさせることになろう。彼は、英国と米

国はロンドンでの次の会議で彼の新たな計画の支持を決定するであろうと述

べた。日本は、資金を提供する用意がある国の 1 つであると、彼は語った。

タリバンは現在、アフガン政府がその軍隊に支払う余裕があるよりも大幅に

高い額を全くの農民であった志願兵に支払っていることが多い。カルザイ大

統領は、アフガン国民はいかなる台かを払っても平和を獲得しなければなら

ない、と述べた」 [25l] 
 

4.03 2010 年 1 月 24 日に、 BBC Online ウェブサイトは、アフガン議会選挙を

2010 年 9 月まで延期すると発表した、と伝えた。 記事は次のように伝えてい

る： 
 

「アフガニスタンは議会選挙を[2010 年]9 月まで 4 ヶ月間延期する ことにな

る、と同国の選挙管理委員会は確認した。選挙は憲法の下で 5 月 22 日前に行

われる予定であったが、9 月 18 日という新たな日付が設定された。委員会は

遅れる理由として資金不足と治安上の懸念を挙げた。昨年の大統領選挙は不

正行為によって損なわれ、西側諸国は議会選挙の改革を強く求めていた。」 
[25i] 

 
4.04 論争の的となっている法案、「国の安定および国家和解法」（National 

Stability and Reconciliation）案は、2007 年初めのアフガン政権で上下両院を

通過したが、3 年後の 2010 年になってはじめて公表されたもので、2010 年 2
月 9 日付のアムネスティ・インターナショナルの記事によれば、一部の人権

団体からは「人権侵害の加害者に継続的刑事免責」を与えようとするもので
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あると考えられている。法案は、政府に協力するタリバンのメンバーと、戦

争、拷問、レイプ、失踪および公開処刑に関する法律の違反を含めて国際犯

罪に関与したタリバンのメンバーに刑事免責を与えるものである。[7f] 
 

4.05 国連安全保障理事会：2010 年 3 月 10 日付の事務総長報告書「アフガニスタ
ンの状況と国際平和および安全保障に対する影響」は次のように指摘してい

る:「 2010 年 2 月に、アフガン軍と国際治安支援部隊（ISAF）は、15,000 人

の軍隊をもってヘルマンド（Helmand）の タリバン本拠地のコ劇を開始し

た。重要なアヘン栽培地域の中心にあるマルジャー（Marjah）に集中した作

戦の後に、大きな統治努力が払われる予定である。」 [39i] (p8) 
 
4.06 「ヒューマン・ライツ・ウォッチ」（Human Rights Watch (HRW) ）は、

2010 年 3 月 10 日に、2010 年以前に行われた戦争犯罪と人権侵害にかかわっ

た武装勢力のメンバーに刑事免責を与える恩赦法（amnesty law）について懸

念を表す文書を公表した。その文書で、HRW は次のように述べている: 
 

「ヒューマン・ライツ・ウォッチは、現在、アフガン政府は戦争犯罪および

人権に対する犯罪の加害者に恩赦を与える法律を撤回すべく迅速に行動すべ

きである、と述べている。  
 
「法律は、ハミド・カルザイ大統領が法律の発効は認めないト繰り返し約束

しているにもかかわらず、官報に発表されないまま公表され発効されようと

している…  
 
「「国の安定および国家和解法」は、過去数十年間の人権侵害に責任のある

個人の告訴を防ぐため、2007 年に強力な部族長たちとその支持者の連携によ

って議会を通過した。恩赦法は、2001 年 12 月のアフガニスタンにおける暫

定政権の成立以前の武力紛争に関与した者はすべて「それぞれのあらゆるひ

雨滴権利を享受するものとし、告訴されないものとする」と定めている。」 
 
「ヒューマン・ライツ・ウォッチは、法律を撤回するために招集された、24
のアフガンの市民社会組織を代表する「移行期の正義調整グループ」

（Transitional Justice Co-ordination Group）の 3 月 10 日の声明を支持した。

同グループは次のように述べている：「帰国喪失ではなく、過去と現在の犯

罪の説明責任がアフガニスタンにおける真の和解と平和の前提条件である。

すべてのアフガニスタン人はこの法律の実施の結果として苦しむことになろ

う。それは正義と法の原則をむしばむものである。」 [17f] 
 
4.07 HRW は次のように続けている: 
 

「AIHRC [アフガニスタン独立人権委員会]の委員長、シマ・サマル博士（ Dr. 
Sima Samar）は、ヒューマン・ライツ・ウォッチに、大統領は同法を制定し

ないであろうという保証を与えたと語った。「大統領自身はわたしに同法に

は署名しないと 2 度約束した」と。この確約にもかかわらず、また市民社会

グループへの同様の約束にもかかわらず、同法は官報で公表された。同法が

官報に公表されたのは 2008 年 2 月であるので、これがいつ行われたかははっ

きりしないが、一部の消息筋は、同法のコピーは官報を監視する組織が受け

取った 2010 年 1 月まで同法は公表されなかったと述べている。  
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「ヒューマン・ライツ・ウォッチは、同法が戦争犯罪を犯したタリバンやそ

の他の反乱グループのメンバーが告訴を免がれるために利用されるのではな

いかという懸念を表明した。」 [17f] 
目次に戻る 

情報源リストに進む 
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5.   憲法 
 
5.01 2009 年 1 月 6 日更新の外務連邦省（FCO）のアフガニスタンに関するプロフ

ィールは、次のように報告している： 
 
「新憲法は 2004 年 1 月 4 日 に合意され、すべてのアフガン人が法律の前に

平等な大統領制の政府を確立した。人権およびジェンダー（男女平等）の規

定は 1964 憲法の改善点である。女性のための最低議席が国民会議の上下両院

で保証されている。また、少数派であるシーア派（Shia）の少数派の言語と

権利に関する規定もある。」 [4a] (政治)  
 
5.02 2008 年 2 月の世界銀行のアフガニスタンに関する経済報告は次のように指摘

している： 
 

「憲法は強力な中央政府をもつ統一国家を確立するもので、民主的に選出さ

れる大統領と、司法、行政、立法部門の間の権限の分離を定めている。政府

には、経済、社会および文化問題の分野で地方行政単位（州）に一定の権限

を委任すること、国民の開発への参加を増やすことが認められている。この

目的のため、憲法は地方行政機関と連動する選挙で選ばれた州、地区、村レ

ベルの議会の卓割を定めている。市町村は選挙で選ばれた市町村長と市町村

議会の監督下で市町村の問題を処理する。」” [69a] (段落 4.15) 
 
5.03 2007 年 8 月のアフガン独立人権委員会の報告書は、アフガニスタンが締結当

事国となっている主要な国際人権条約について触れるとともに（セクション

7：人権を参照）、また次のように述べている： 
 

「アフガニスタンの 2004 年憲法は人権に対する政府の公約を再確認してい

る： 
 

「第 6 条 
「国は、社会正義、人間の尊厳の保持、人権の保護、民主主義の実現、国の

結束の達成ならびにすべての国民および部族間の平等と国のあらゆる地域に

おける均衡のある開発に基づいて、繁栄する進歩的社会を創出する。 
 
「第 7 条 
「国は、アフガニスタンが調印した国連憲章、国際条約、国際協定ならびに

「世界人権宣言」（Universal Declaration of Human Rights）に従う。  
 

「2004 年憲法のその他の規定は、すべての国民の間の平等（第 6 条）および

男女間の平等（第 22 条）など、「国際人権法」（International Human Rights 
Law）を反映している。」 [78d] 

 
憲法には外務連邦省のアフガニスタンに関する国別プロフィール経由でアク

セスすることができる。[4a] 
  

目次に戻る 
情報源リストに進む 
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6.   政治システム 
 
概要 
 
6.01 2010 年 2 月 22 日更新の中央情報局(CIA) World Factbook は、アフガニスタ

ンはイスラム共和国であり、政府は行政部と立法部で構成されていると、指

摘している。[3a] (政府) 
 
6.02 エコノミスト・インテリジェンス・ユニット（Economist Intelligence Unit 

(EIU) ）の 2008 年のアフガニスタンに関する国別プロフィールは次のように

指摘している: 
 

「2001 年のタリバンの過激主義者のイスラム体制の崩壊後、アフガニスタン

の憲法は国を国民会議（議会）と大統領職の民主的選挙によるイスラム共和

国として再建するように修正された。アフガニスタンは、直接選挙で選ばれ

た大統領と二院制の国民会議（議会）を有する民主国家である。国民会議の

下院「ウォレシ・ジルガ」（Wolesi Jirga）は直接選ばれる。ハミド・カルザ

イは、2009 年 8 月に実施された争点となっている選挙の後、2009 年 11 月に

大統領として二期目に就任した。下院と州議会の選挙は 2005 年 9 月に実施さ

れた。候補者は政党の代表者としてよりも個人として立候補した。次回の下

院議員選挙は 2010 年に予定されている。」 [84b] (p4-5) 

 
行政部 
 
6.03 2010 年 2 月 22 日最終更新の中央情報局 (CIA) World Factbook は、ハミド・

カルザイは 2004 年 12 月から大統領の職に就いており、政府の長の地位にあ

る。モハマド・ファヒム・カーン（Mohammad Fahim Khan）は第一副大統

領で、2009 年 11 月からその地位にある。内閣は 25 人の閣僚で構成される

が、新憲法下では、大統領によって任命され国民会議によって承認される、

と述べている。[3a] (政府) 
 
6.04 CIA World Factbook は、さらに次のように指摘している：「…大統領と 2 人

の副大統領は 5 年の任期（2 期務めることができる）で直接投票によって選

出される。第 1 回の投票でどの候補者も 50%以上の得票率を獲得しない場

合、得票率が最も高かった 2 人の候補者が第 2 回投票に参加する。大統領に

選出されることができるのは 2 期までである。前回の選挙は 2009 年 8 月 20
日に実施された (次回は 2014 年に実施予定)。」 [3a] (政府) 

 
2009 年 8 月の選挙の最終結果については、セクション 3: 2009 年 8 月 20 日

の大統領選挙 と最新ニュースも参照のこと。 
 
立法部 
 
6.05 2010 年 2 月 22 日最終更新の中央情報局 (CIA) World Factbook は次のように

述べている： 
 

「二院制の国民会議は、「メシュラノ・ジルガ」（Meshrano Jirga ）または

「長老会議」（ House of Elders） (102 議席、3 分の 1 は 4 年の任期で州議会
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から、3 分の 1 は 3 年の任期で地域議会から、3 分の 1 は 5 年の任期で 大統

領によって選ばれる)と、5 年の任期で直接選挙によって選ばれるウォレシ・

ジルガまたは人民会議（House of People）（最大 249 議席）で構成される。 
 

｢注： めったにないことではなるが、政府は、独立性、国家主権および領土

保全の問題についてロヤ・ジルガ（国民大会議）を招集することができる。

ロヤ・ジルガは憲法の規定の修正および大統領の告訴を行うことができる。

ロヤ・ジルガは国民会議のメンバーと州および地区議会の議長で構成され

る。｣ [3a] (政府) 

 
州議会 
 
6.06 アフガニスタンには 34 の州議会がある(2010 年 2 月 22 日最終更新の

Factbook) [3a] (政府) 2006 年 9 月 11 日付の国連報告書は「州政府は中央政府

の権限が国土の全域に伝達される主要な節点である。しかしながら、中央政

府と州政府は、州当局者がしばしば中央政府によって無視されている、ある

いは権限を損なわれているとさえ感じていることから、多くの分野で緊張関

係にある。」と観察している。 [39c] (p5) 
 
6.07 2009 年の大統領選挙に関する報告にあたって、州議会に関する独立選挙管理

委員会は次のように報告している：  
 

「州議会議員は州民を代表し州民の懸案事項を聞くこと、州の政策と支出の

策定に重要な役割を果たす責任がある。州議会には州の問題の多くの側面で

重要な協議および参加の役割がある。たとえば、州議会は、経済、健康、教

育、再建などの分野での政府の週開発目的の決定に参加し、州の改善に寄与

する。 
 

「州議会議員は、アフガニスタン政府の法律に従うため、人々と協力して民

族紛争や地域的論争など紛争を解決する責任がある。 
 

「州議会議員は、定期的な月次会合を開いて州知事およびその他の政府部門

と密接に協力する。議員には少なくとも 3 ヶ月に 1 回、公開の全体会議を開

くことが求められている。」 [34a] 
 

(2009 年 8 月からの州議会議員選挙に関する追加情報については、セクショ

ン 4: 最近の展開 – 2009 年 8 月 20 日の大統領選挙を参照のこと)  
 

目次に戻る 
情報源リストに進む 

 

政党 
 
6.08 国連難民高等弁務官 (UNHCR) の、「アフガニスタンからの亡命希望者の国

際的保護ニーズの評価のための適格性ガイドライン（Eligibility Guidelines for 
Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from 
Afghanistan,」、2009 年 7 月は次のように述べている：  
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「アフガニスタンにおける政党の出現と形成には長い複雑な歴史がある。

2002 年以降、政党制度はほぼ継続的に変化している。より古く、より安定し

た政党が新たな急進派と共存している。また提携は不安定である。現在の左

翼急進派（PDPA [アフガニスタン人民民主党]）と以前に関連があった党派以

外」には、60 年代にルーツのある地下運動、最近は穏健な政策を採用してい

るがタリバン政権時にすでに存在していた運動、それに西側スタイルの社会

民主主義を支持する青年運動が含まれる。」[11a] (p30) 
 
6.09 2008 年 8 月付けの、アメリカ議会図書館（Library of Congress）の「アフガ

ニスタンに関する国別プロフィール」（Country Profile on Afghanistan）は次

のように記録している： 
 

「 2008 年には、最大の個別政党は、アフガニスタン・イスラム党（Islamic 
Party of Afghanistan）、アフガニスタン国民議会党（National Congress 
Party of Afghanistan）（大統領選挙では得票率第 5 位のアブドル・ラティ

フ・ペドラム（Abdul Latif Pedram）が代表であった）アフガニスタン全国イ

スラム運動（National Islamic Movement of Afghanistan） (ウズベク人の政党

で、大統領選挙では得票率第 4 位のアブドル・ラシッド・ドスタム（Abdul 
Rashid Dostum）が代表であった)、アフガニスタン全国イスラム運動

（National Movement of Afghanistan） (アフガニスタン民族主義党（Afghan 
Nationalist Party）として知られる 11 の政党の連合、アフガニスタン・イス

ラム社会党（Islamic Society of Afghanistan）、イスラム統一党（Islamic 
Unity Party）、統一国民戦線（ United National Front） (2005 年の選挙後に北

部同盟とその他のリーダーたちによって設立)がある。ウォレシ・ジルガの議

長の統一国民戦線メンバーのユヌス・カヌニ（Yonous Qanooni）は、カルザ

イ政権に対する重要な反対派で、2009 年の大統領選の有力な立候補者と見ら

れている。カルザイ大統領は自分のプログラムを推進するため政党をつくる

ことを辞退した。最初の議会は、以前の軍事紛争のリーダーたちと国の将来

の発展を強調する若い「現代主義者」の大まかな区分を特徴とした。もう１

つの重要な政治勢力の区分はパシェトゥーン人が優位を占める南部とタジク

人とウズベク人が優位を占める北部の間である。」 [96a] (p18) 
 
6.10 2010 年 3 月 11 日発表の、USSD 「2009 年の人権状況に関する国別報告書、

アフガニスタン」（Country Report on Human Rights Practices 2009, 
Afghanistan） (USSD 報告書 2009) は次のように指摘している：  

 
「政党に関する法律は政党に司法省[Ministry of Justice] MOJ への登録を義務

付けており、またイスラム教と一致する目的を追求するよう求めている。民

族性、言語、イスラム学派および宗教に基づく政党は許可されない。[2009 年

の] 年末には、およそ 100 の登録政党があった。政党は一般に、反政府暴力が

全体的な治安に影響のある地域を除いて反対または妨害なしに全国で活動す

ることができた。」 [2a] (セクション 2b) 
 

政党法のコピーにはAfghanistan Online ウェブサイト経由でアクセスすること

ができる。 [66]  
 

実際の政治的権利に関する情報については 政治的所属を、政党および組織の

詳細、司法省が承認した政党のリストについては付録 Bを参照のこと。  
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人権  
 

7.   はじめに 
 
7.01 USSD「2009 年の人権状況に関する国別報告書、アフガニスタン」(USSD 報

告書 2009)は、その導入部で、同国の人権記録は貧弱なままであると述べて

いる。人権問題には以下が含まれる： 
 

 裁判なしの殺害 
 拷問 
 刑務所の劣悪な条件 
 正式な刑事免責 
 公判前拘留の延長 
 報道の自由の制限 
 宗教の自由の制限  
 女性に対する暴力および社会的差別 
 改宗の制限 
 少数民族に対する虐待 
 子供の性的虐待  
 人身売買 
 労働者の権利の侵害 
 武力紛争における少年兵の使用 
 児童労働  [2a] 

 
7.02 2008 年の出来事を扱っているヒューマン・ライツ・ウォッチ(HRW) 「ワー

ルドレポート 2009、アフガニスタン」は、「アフガニスタンはタリバン政権

の崩壊後最悪の武力衝突を経験している。広範囲にわたる人権侵害、軍属主

義、刑事免責は続いている。政府が必要な改革を始める強さまたは意思を欠

いているからである。政治腐敗や生活費の上昇は数百万人に影響を与えてい

る」と述べている。 [17b] 
 
7.03 2008 年の出来事を扱っているアムネスティ・インターナショナルの「年次報

告書 2009、アフガニスタン」の要約は次のように述べている： 
 

「1 月に、アフガニスタン-国際共同調整モニタリングボード（JCMB）は、

「平和、正義および和解に関する行動計画」（Action Plan on Peace, Justice 
and Reconciliation）の実施はほとんど前進しなかったことを認めている。 
2005 年行動計画は、アフガニスタンに政権からの人権侵害者の排除、 制度改

革の推進、責任制度の確立を求めていた。  
 

「JCMB は、その 3 月の年次レビューで、人権の分野で進展があったことを

認めた。JCMB は、政府治安部隊と法執行機関とりわけアフガニスタンの情

報機関である国家治安局（NDS）の市民による監視はまだ不十分であること

も認めた。  
 

「6 月には、政府は 2013 年までの開発のロードマップである「アフガニスタ

ン国家開発戦略」（Afghanistan National Development Strategy (ANDS)）に
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着手した。ANDS は 2006 年のアフガニスタン協定と対をなすもので、 アフ

ガン政府と援助国の間の政治的合意である。」 [7b] 
 
7.04 USSD の「人権 2009」（Human 2009）も、「NGOs[非政府組織]と人権活動

家は、社会的暴力とくに女性に対する暴力は広範囲に及んでおり、多くの場

合 ANP は暴力を防止していないし暴力に対処していない、と指摘している」

と言及している。 [2a] (セクション 1d) 
 
7.05 アフガン独立人権委員会（AIHRC）の 2007 年 8 月報告書は次のように述べ

ている： 
 

「アフガニスタンは以下の主要な国際人権文書の契約当事国である： 
 

  「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(ICESCR) –  
1983 年 4 月に批准； 

  「市民的および政治的権利に関する国際条約 (ICCPR) – 1983 年

4 月に批准； 
  「拷問・他の残虐な非人道的な品位を傷つける取り扱いまたは刑

罰に関する条約(CAT) – 1987 年 6 月に批准； 
  「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約 (CERD) – 

1987 年 8 月に批准； 
  「子どもの権利条約(CRC) – 1994 年 4 月に批准； 
  「子どもの売買、売春および子どもぽるのグラフィーに関する子

どもの権利条約の選択的議定書（Optional Protocol on the Sale of 
Children, Child Prostitution and Child Pornography） – 2002 年

10 月に批准；  
  「女性差別撤廃条約(CEDAW) – 2003 年 3 月に批准； 
  「武力紛争への子どもの関与に関する選択的議定書（Optional 

Protocol on the involvement of Children in Armed Conflict ）– 
2003 年 9 月に批准」[78d] (p4) 

 
アフガニスタンは 2003 年 2 月 10 日に国際刑事裁判所(ICC)条約も批准した。

（ヒューマン・ライツ・ウォッチ 2004）[17g] 

 
目次に戻る 

情報源リストに進む 
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8.   治安状況 
 
概要 
 
8.01 「ジェーン監視員治安評価」（Jane’s Sentinel Security Assessment）： 「ア

フガニスタン、治安の項」（2009 年 10 月 20 日更新）は、次のように述べて

いる：  
 

「国の南部分における治安悪化に立ち向かい、より多くの復興地域を確保す

るため、2009 年 2,月に、オバマ大統領は、約 8,000 人の海兵隊員、およそ

4,000 人の陸軍兵士および約 5,000 人の支援部隊で構成される、17,000 人の

兵員のアフガニスタンへの追加配備を許可した。2009 年 3 月に、オバマ大統

領は、第 82 空挺師団からの 4,000 人の追加部隊 – 反乱対策アナリストのジョ

ン・ナグル（John Nagl）は米国の「ショックフォース」（shock force）と呼

んでいる –  が特に ANA の訓練を任務として派遣されることを発表した。

2009 年夏までに、 アフガニスタンに増派された米軍は合計 21,000 人となっ

た。増加する反乱軍の暴力と戦うため、現在、史上最多の 60,000 人以上の米

軍がアフガニスタンに駐留している。  
 
「駐留部隊の兵員の増加にもかかわらず、同盟軍の規模は全国的な治安の確

保には不十分なままであり、作戦の絶頂期に（アフガニスタンの 3 分の 1 の

広さの）イラクに駐留していた 150,000 人の兵員よりも著しく少ない。アフ

ガン軍を考慮に入れても、タリバンに対抗している兵員の総数は米国の対反

乱原則（住民 50 人につき 1 人の兵員）によって推奨される総数の約 10 パー

セントである。[バラク]オバマ大統領と[米国防省の]ロバート・ゲーツ長官宛

の 8 月の報告書で、スタンリー・マクリスタル将軍（General Stanley 
McChrystal）は、全体的な努力は低下しており、「現在の兵員ではこの戦争

に勝てないだろうが、兵員不足では戦争に敗れるであろう」と警告した。」 
[35a] 

 
8.02 2010 年 1 月 19 日発行の 2008 年の出来事を扱っているヒューマン・ライツ・

ウォッチ(HRW) 「ワールドレポート 2009、アフガニスタン」は、次のよう

に述べている： 
 

「2009 年は、武力紛争が拡大し続けているため、暴力の増加と治安悪化が特

筆されるもう 1 つの年であった。反乱軍の襲撃が増加し、より多くの市民が

殺害された。年の後半は 2009 年 8 月の大統領選挙と州議会選挙で特色づけら

れるが、主にタリバンとその他の反乱グループによる暴力と威嚇が多く見ら

れた。選挙は広範囲の不正行為と紛争地域での低い投票率によって損なわれ

た。」 [17d] (p258) 
 

8.03 2009 年の最初の 10 ヶ月間には、2008 年の同期間と比較して、市民の死亡数

の増加が見られた。HRW レポート 2010 は次のように述べている：  
 

「国連は、2009 年の最初の 10 ヶ月間に、連合軍、政府軍およそ反乱軍によ

って 2,021 人の市民が殺されたと報告している。これは 2008 年の同期間に殺

された市民の数 1,838 人を上回っている。もちろん、69 パーセントは「反政

府勢力」によるものであり、213 パーセントは国際連合軍によるものであっ
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た。2008 年には海外諸国が主導する軍は市民の死亡の 3 分の 1 以上に責任が

あった。米国と NATO[北大西洋条約機構] の作戦指針の改革は 2009 年の最初

の 10 ヶ月間の犠牲者数を 2008 年の同期間と比較しておよそ 30%減らす結果

となったように思われる。 
 

「タリバンとその他の反乱グループによる市民の犠牲者数は増加し続けてい

る。コミュニティ内の死亡者数と恐怖レベルに加えて、標的殺害や断頭を含

む即決死刑とともに、即席爆発装置がほとんどの死亡の原因であった。タリ

バンは戦闘に参加する子供たちの強制的および自主的な動員に引き続き関与

していた。」 [17d] (p258)  
 

8.04 アフガニスタン駐留軍は、その後、市民の犠牲者数を最小限に抑えるため、

実施予定の空爆の回数を制限すると発表した。命令が出されたのは、米軍に

よれば、26 人の人々が死亡した 2009 年 5 月のファラ州での空爆の後であっ

た。T しかしながら、アフガン政府と人権団体はその作戦で 100 人以上が思

慕すいたと推定している。 (英国放送協会、2009 年 6 月 22 日) [25c]     
 
8.05 非政府組織(NGO’s)と援助機関も、救助活動を妨げる治安の悪化のため、作戦

実施の難しさを報告している。2009 年 7 月 20 日に、国際難民支援会は次の

ように報告している： 
 

「2009 年には、国連にとっても国際援助組織にとっても、 接近は悪化し続け

ている。2009 年 1 月から 6 月まで、治安事件は 2008 年の上半期と比較して

43%増加し、攻撃を受けやすいアフガン人に接近して人道的ニーズへの対応

を行う人道団体の能力は損なわれた。国の南部や南東部など紛争の影響を受

ける地域は事実上立ち入り禁止地帯で、ニーズの範囲に関する情報はよくて

もはっきりしない。」[57b] 
 
8.06 国際戦略研究所（IISS）の 2009 年のアフガニスタンにおける軍事および治安

の進行に関する「武力紛争データベース」報告書（2010 年 2 月 12 日アクセ

ス）は次のように述べている： 
 

「タリバンの反乱が勢いを増したため、即席爆発装置（IED）による襲撃数は

増加した。2003 年には、アフガニスタンでは 81 件の 81 IED 事件があったと

報告されている。2009 年には、その数字は 7,228 件に急増し、連合軍の死者

数の 60%以上を引き起こした。しかしながら、タリバンがますます大胆にな

っていることはカブールでのあからさまな襲撃によって最も明白に証明され

ている。2 月の 3 つの政府の建物に対する襲撃では 27 人の死者が出た。10 月

初めのインド大使館での自爆では少なくとも 17 人が殺害された。また、10
月下旬の 2 つの国連ゲストハウスに自ら飛び込んだタリバン過激派の自爆ベ

スト、手投げ弾およびマシンガンによって 6 人の外国人国連スタッフと 3 人

のアフガン人が殺害された。同じ日に、カブールの豪華なセレナ・ホテル

（Serena Hotel）にロケットが発射された。」[104a] 
 
8.07 Reliefweb 経由でアクセスした、「アフガニスタン NOG セーフティ・オフィ

ス」（Afganistan NGO Safety Office (ANSO)）の「四半期報告書 Q.4 2009」
は、2009 年には、  
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「非政府組織(NGOs)は 172 件の主な事件に巻き込まれ、19 人の NGO スタッ

フが殺害され、18 人が重傷を負った。この年の犠牲者はすべてアフガン人で

あった。個人的（死後に関係のない）争いや道路沿いの襲撃による殺人が死

亡の主な原因であった。犯罪は NGOs に重大な影響を与え続けたが、拡大す

る紛争や NGO に対する武装反対グループ（AOP）の認識は NGO の安全確保

または治安悪化のはるかに重要な要素になってきた」があったと指摘してい

る。 [40b] (p1)   
 
(セクション 19: 人権保護機関、組織および活動家 – 非政府組織（NGOs）も

参照のこと) 
 
8.08 国連[UN] 総会安全保障理事会：「アフガニスタンにおける状況と国際的平和

および安全保障に対するその意味」事務総長報告書（2009 年 12 月 28 日付）

は次のように指摘している： 
 

「援助コミュニティ（機関、団体）に対する襲撃は報告期間では若干増加

し、ほぼ毎日発生した。地方自治体が提供９する援助隊員の保護はコミュニ

ティ・リーダーに対する頻繁な襲撃によって損なわれた。平均して、2009 年

の第 3 四半期には、反乱軍は週に 9 人の人を暗殺し、平均でそのうちの 1 人

は, コミュニティ・リーダーであった。援助コミュニティのために働く国連を

含む国のスタッフに対する直接の脅迫は引き続き高い率で、プログラム実施

の継続的な障害となっている。南部、南東部および東部では、学校の継続的

な運営を容易にするとともに一定の開発プロジェクトの実施を可能にする

た、めに反乱軍の司令官に賄賂を贈るよう強いられている政府職員に関する

ほかに類のない報告書が提出されている。これは反乱軍が開発活動の実施に

対して自分たちの威信と影響力を行使する誇張された能力を協調するもので

ある。[39a] (p6) 
 
8.09 2010 年 3 月 1 日の統合地域情報ネットワーク(IRIN)ニュース報告書は、2010

年の現在までの市民の死亡者数について報告している：  
 

「2010 年の最初の 2 ヶ月間のアフガニスタンにおける紛争が原因の市民の死

亡者数は、アフガン人権グループによれば、2009 年の同期間よりも若干少な

かった。2010 年 1 月と 2 月の国内のさまざまな地域での暴力事件では、2009
年の同期間の死亡者数が 201 人であったことと比較して、およそ 163 人の市

民が死亡し 187 人が負傷した、とアフガニスタン独立人権委員会(AIHRC)は
述べている。「92 人の市民の死亡は反政府武装勢力によるもので、71 人は政

府側のアフガン郡と外国軍によるものであった」と AIHRC 理事のファリー

ド・ハミディ（Fareed Hamidi）は IRIN に語った。非政府人権団体のアフガ

ニスタン人権モニター(ARM)は、若干異なる数字を示している。2010 年の最

初の 2 ヶ月間には、2009 年の 297 人に対して 201 人の市民の死亡があった。

ARM は、データは現地および国際メディア、政府高官、州議会、NGO およ

び現地の人々を含めて多種多様な情報源から集めたと述べている。AIHRC
は、暴力事件はその州事務所と「市民死傷者数検証チーム」を通じて検証し

ている、と述べている。」 [39a] 
 
8.10 2010 年 3 月 10 日発行の国連(UN)の事務総長報告書「アフガニスタンの状況

と国際平和および安全保障に対する影響」は次のように述べている:「状況は
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2010 年 1 月には悪化し、治安事件は 2009 年 1 月よりも 40%多かった。その

増加は、増加する国際部隊の人数と国のいくつかの地域における温暖な気候

条件を含めて、さまざまな要素の組み合わせの結果であった。」[39i] (p7)   
 
8.11 2010 年 3 月 11 日発行の米国務省の「2009 年の人権実践状況の国別報告書、

アフガニスタン」(USSD レポート 2009)は次のように指摘している： 

 
「治安の著しい悪化は中央政府にとって、特に農村部での効率的な統治、そ

の影響力の拡大およびサービスの提供の能力を妨げる、大きな課題を提起し

た。治安環境は国の多くの部分で特に救命措置の提供を自由に行う人道組織

の能力にも極度の悪影響を与えた。反乱軍は公務員を意図的に標的にした。

軍事および非軍事手段によって反乱を抑える努力が続けられた。人権侵害に

関する報告書が積極的に利用され、ときにはプロパガンダ目的でタチバンや

その他の反乱ｖグループによって作成された。」[2a] (p1) 
 
8.12 アフガニスタンにおける治安状況と治安事件に関するニュース記事は国際プ

レスによって定期的に公表されており、本報告書で個別に詳述するには数が

多すぎる。  
 

最近報告された事件に関する情報については、本報告書の冒頭の最新ニュー

スを参照のこと。  
 

BBCニュース・サウスアジア、アルジャジーラおよびラジオ・フリー・ヨー

ロッパおよびラジオ・リバティー（Radio Free Europe/Radio Liberty） ウェ

ブサイトも事件について発生のたびに詳細を伝えている。  
 

目次に戻る 
情報源リストに進む 

 
地域別の治安状況 
 
カブール市  
 
8.13 2010 年 2 月 12 日にアクセスした「アフガニスタン投資支援庁」

（Afghanistan Investment Support Agency (AISA) ）ウェブサイト掲載のカブ

ール州プロフィールは、首都における治安状況を説明し、次のように指摘し

ている：「とくにナグラム（Bagram）の米空軍基地による大きな国際的軍事

プレゼンスは、カブール市内および周辺における民間の警備ビジネスを増加

させた。一部はその結果として、カブールの治安状況は、予測不可能ではな

るが、事実上安定している。時々、IED、道路脇の爆弾それに自爆爆弾が主に

政府の建物を襲撃しており、軍事目標が軍隊と市民の死傷者を引き起こして

いる。」 [105] (p5) 
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8.14 カブールの地図：  
 

 
(世界の地図) [54a] 

 
8.15 2009 年 8 月 19 日付の「ウォールストリート・ジャーナル」の記事は 8 月 20

日の大統領選挙を混乱させるタリバンの企てを伝えた。選挙につながる週の

間に首都では 15 人が死亡し 144 人が負傷した 5 回の襲撃が記録された。カブ

ール駐在の西側の民間人警備担当者は「彼ら[タリバン] は武器と爆弾を備蓄

していた。彼らはその土地の人々を使っている…」と述べている。「ウォー

ルストリート・ジャーナル」は、「アフガン当局者はタリバンの動きとの戦

闘でいくつかの成功を収めてきた。[2009 年]7 月には、当局はカブールの政

府の建物を襲撃する計画であったと考えられる自爆容疑者を捕えた」と伝え

ている。[100a] 
 
8.16 選挙後、タリバンは臨時チェックポイントに配備されているタリバン兵士が

車両を停止させて、投票者の指に使われた消えないインクの証拠を示したか

どうか通過した人に指を見せることを要求していることを示すビデオ映像を

公表した。伝えられるところによれば、タリバンは選挙前に投票した人の指

を切断すると警告する脅迫を発した。 (アルジャジーラ、2009 年 7 月 27 日) 
[15c] アフガニスタン自由・公正選挙財団（Free and Fair Election Foundation 
of Afghanistan (FFEFA)）は、カンダハール州では投票直後に、タリバン過激

派は指に消えないインクが付いた 2 人の投票者の指を切断した。(デイリー・

メール（Daily Mail）、2009 年 8 月 24 日) [93a] 
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8.17 国連安全保障理事会に提出された、2009 年 12 月 28 日付の事務総長報告書

「アフガニスタンの状況と国際平和および安全保障に対する影響」は次のよ

うに指摘している： 
 

「報告期間 [2009 年 9 月 22 日の前回報告以降] も、2009 年 3 月 15 日から 8
月 15 日までは自爆攻撃はなかったが、カブールで自爆攻撃が再開されたこと

による治安の劇的な悪化が特筆された。カブール中心部（「車両検問ネット

ワーク」(Ring of Steel)）を形成する 9 平方キロメートルに追加配備された

5,000 人の警察官は限定的な安心を御提供しただけであった。8 月と 9 月には

自動車に搭載した爆発物による 5 回の自爆攻撃がその地域内で反乱者によっ

て行われた。「車両検問ネットワーク」内部での事件は 2008 年に経験したレ

ベルに増加した。しかしながら、国際的支援を得たアフガン治安機関の効率

的な作業により、首都でのいくつかの攻撃も防止された。」[39a] (p7) 
 
アフガニスタン情報管理サービス (AIMS) はアフガニスタンの地区別プロフィ

ールと地図を提供している。[82a] 
http://www.aims.org.af/sroots.aspx?seckeys=96 

 
(最近の治安事件については最新ニュースの項も参照のこと。) 

 
目次に戻る 

情報源リストに進む 

 
カブール市内および周囲での主な治安事件のリスト: 

 
8.18 大統領選挙および州議会議員選挙の前日の 2009 年 8 月 19 日に、自動車自爆

爆弾が爆発し、NATO 軍の兵士と国連スタッフを含む 7 人が死亡した。爆発

は 4 日間で 2 回目であり、2 個の迫撃砲弾がアフガン大統領府の近くに落ち

てからほんの数時間後であった。 (Times Online、2009 年 8 月 19 日) [68a] 
 
8.19 2009 年 9 月 7 日に、警察高官はカブール西部でのロケット攻撃で少女を含む

3 人の市民が死亡したとの報告を受けた。1 つの家族の 2 人の子供が同じ攻撃

で負傷したと伝えられている。(BBC News、2009 年 9 月 7 日) [25g]   
 
8.20 2009 年 9 月 9 日に、IRIN ニュースは内務省(MoI)によれば、として次のよう

に伝えた： 
 

「過去 10 ヶ月間に、少なくとも 10 このロケット弾がカブールの各所に打ち

込まれ、しばしば市民を死亡または負傷させた。1 ヶ月以内に、1 ダースをは

るかに上回る人数の市民がカブール市内でのいくつかの自爆によっても死亡

した。9 月 8 日には、空港近くでの自爆攻撃で 2 人の市民が死亡し 6 人が負

傷した。8 月 1 8 日には、自爆攻撃で 10 人（国連の国内スタッフを含む）が

死亡し、50 人が負傷した。また、8 月 15 日のカブールの NATO 施設前での

自爆攻撃では 9 人が死亡し 90 人が負傷したがそのほとんどは市民であった… 
タリバン過激派はいわゆる彼らのスポークスマンを通じてしばしば犯行声明

を出している。」 [36b]   
 
8.21 2009 年 9 月 17 日に、自動車搭載の自爆爆弾がカブール四の中心で 2 台の軍

用車に衝突し、6 人のイタリア兵と少なくとも 10 人の市民が死亡した。爆破
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はカブールの空港道路上の軍の車列を標的とした攻撃と考えられているが数

十人の部外者が負傷した。タリバンは最近数ヶ月間における外国軍に対する

敵対行為の 1 つであった攻撃の犯行声明を出している。(BBC ニュース、

2009 年 9 月 17 日) [25s]   
 
8.22 2009 年 10 月 8 日に、カブール市内のインド大使館の外側での自爆攻撃によ

って 17 人の市民が殺害され 80 人以上が負傷した。「自爆者はインド大使館

とアフガニスタン内務省から道路を隔てた市場で爆発物を積んで駐車してい

る自動車を爆発させた。」 (ロング・ウォー・ジャーナル（The Long War 
Journal）、2009 年 10 月 8 日) [55c] 

 
8.23 タリバンが 2009 年 10 月 28 日にカブールの国連ゲストハウスを襲撃したと

き、少なくとも 5 人の国連（UN）職員が殺害された。事件は、潘基文国連事

務総長が「ショッキングで恥知らず」と非難した事件は、2009 年 11 月 7 日

に予定されていた大統領選挙決戦投票の準備期間中の襲撃の新しい波の最初

のものであった。(BBC ニュース、2008 年 10 月 28 日) [25f]   
 
8.24 2010 年 1 月 28 日更新の英外務連邦省(FCO) のアフガニスタン旅行アドバイ

スは、下記の事件もカブール市近くで発生したと伝えた： 
 

 「2009 年 11 月 13 日に、自動車爆弾がカブール市外のジャララバー

ド道路でキャンプ・フェニックス（Camp Phoenix）を離れる米軍と

民間契約業者の車列を襲撃した。数人の現地住民が死亡し 20 人以上

の ISAF[国際治安支援部隊]隊員と民間契約業者が負傷した… 
 

 「2009 年 12 月 15 日に、ワジール・アクバル・カーン（WAZIR 
AKBAR KHAN）地区の 13 番街で自動車爆弾が爆発した。現地の報道

は、その自動車は HEETAL ホテルに近づこうと試みた後に向きを変え

たと伝えた。 その後、襲撃者はすぐ近くのアフガン政府の数人の治安

担当高官の家の外で爆発させた。その後の報道は 8 人が死亡し 37 人

が負傷したことを伝えている… 
 

 「2010 年 1 月 9 日に、カブール州のパグマン（Paghman）地区のハ

イウェイ 1 号線沿いの暗渠に隠されていた IED [即時爆発装置]  が州議

会議員の車列が通過するときに爆発した。1 台の車が被弾して政治家

の側近のうちの数人に死傷者が出た… 
 

 「2010 年 1 月 18 日に、反乱者は、自爆ベルトを巻いた襲撃者と自動

兵器と RPG（ロケット推進手榴弾）発射装置で武装した数人の男を使

って、カブール市のパシェトゥニスタン・スクエア（Pashtunistan 
Square）周囲の数ヶ所のアフガン政府施設を標的に組織的な同時攻撃

を行った。彼らのいずれも接近に失敗したため、彼らはフェローシュ

ガー・ショッピングセンター（Ferowshgah Shopping Centre）に避難

し、アフガン治安部隊によって抹殺されるまで臨機目標に銃撃を続け

た。自動車による自爆攻撃も教育省に対して試みられたが、防止され

て道路脇で爆発させた。幸いなことに、攻撃の規模を考えると、死亡

者数は比較的少なかった。最終的な数字は変わるが、2 人の市民が死

亡し、30 人から 40 人が負傷したことが確認された。4 人のアフガン
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治安部隊員が死亡し、30 人以上が負傷した。2010 年 1 月 9 日には、

カブール州のパグマン地区のハイウェイ 1 号線に沿って、沿いの暗渠

に隠されていた IED [即時爆発装置]  が州議会議員の車列が通過すると

きに爆発した。1 台の車が被弾して政治家の側近のうちの数人に死傷

者が出た…  
 

 「2010 年 1 月 26 日には、自動車爆弾がカブール市外のキャンプ・フ

ェニックス近傍のジャララバード道路を徒歩でパトロールしていた

ISAF 隊員を攻撃した。この結果、近くにあった数台の市民の車が補外

を受けて、8 人の ISAF 隊員と 8 人の市民が負傷した。爆弾を積んだ

自動車に乗っていた者を除いて、死亡者は報告されていない。」” [4f] 
 
8.25 2010 年 2 月 26 日に、タリバンは再び首都を攻撃して、少なくとも 17 人が死

亡し、その他に 30 人以上が負傷した。「ラジオ・フリー・リバティーおよび

ラジオ・ヨーロッパ」（Radio Free Liberty/Radio Europe）は次のように伝え

ている：  
 
「潘基文国連事務総長は、アフガニスタンの首都におけるタチバンの攻撃を

非難した… 声明で、潘事務総長は、市民を意図的に標的にすることはタリバ

ンの「非常識な人命軽視」を示していると述べている。当局は、2 月 26 日の

カブール中心部での自爆攻撃による組織的攻撃で死亡した人の 9 人までが、

数人の政府職員を含めてインド国民であったと述べている。フランス人映画

制作者 1 人とイタリア人外交官 1 人も死亡したと伝えられている。それは 1
月 18 日の政府の建物とその他の標的に対する自爆攻撃者による自爆攻撃に続

く今年に入って 2 回目のアフガニスタンの首都におけるタリバンの破壊的攻

撃であった。」[29d] 
 
アフガニスタン情報管理サービス (AIMS) はアフガニスタンの地域別プロフィ

ールと地図を提供している。[82a] 
http://www.aims.org.af/sroots.aspx?seckeys=96 

 
目次に戻る 

情報源リストに進む 

 
西部  
 

ハラート（ヒラート、ヘラート）、ハラー、ナイモズ、バギスおよびゴール

を含む。  
 
8.26 2010 年 1 月 28 日更新の英外務連邦省(FCO) の「アフガニスタン旅行アドバ

イス」は、「アフガニスタン西部における治安状況は最近数カ月で悪化して

きた。これらの州の全域で道路脇での攻撃と自爆攻撃、ロケット攻撃および

犯罪的誘拐があり、西ゴール州（Western Ghor）では無法行為が増加した。

ダイ・クンディ（Dai Kundi）には治安施設がほとんどなく、欧米人が誘拐さ

れている。」と記録している。 [4f] 
 
8.27 2009 年 8 月 3 日には、アフガニスタン西部のヘラート州での爆弾攻撃で、過

激派が警察の車列を狙っているときに遠隔制御によって爆弾を爆発させた

時、少なくとも 12 人が死亡し、20 人が負傷した。警察の広報担当官、ラオ
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フ・アーメディ（Raouf Ahmedi）の次のような言葉が引用された。「 死亡者

の中には 2 人の警察官、1 人の情勢それに子供がいた。地区警察署長は重傷

を負った。」 (BBC ニュース、2009 年 8 月 3 日) [25o] 
 
8.28 FCO の「アフガニスタン旅行アドバイス」は西部における下記事件を記録し

ている： 
 

 「2009 年 10 月 16 日に、ファラー州のバラ・ボルク地区（Bala Boluk 
District） で、IED が  ANP [アフガン国家警察] のパトロール中の自動

車を攻撃し、3 人の警察官が負傷した… 
 

 「2009 年 10 月 26 日。多数の市民が 2009 年 10 月 16 日のワルダク州

（Wardak Province）に ISAF がコーランを燃やしたことに抗議してデ

モを行った… 
 

 「2010 年 1 月 1 日に、バギス州のモルガブ地区（ Morghab District）
で、市民の車に対する IED 攻撃で 5 人の市民が死亡した。事件は特に

地域の市民に動揺を与えたように思われる。犠牲者は男性 2 人、女性

2 人、子供 1 人で、全員が同じ家族であったからである… 
 

 「2010 年 1 月 8 日に、反乱者は数個のロケット弾を以前ホテルとし

て使用されていたが現在はヘラート市の米国領事館の役割を果たすべ

く準備されている建物に発射した… 
 

 「2010 年 1 月 17 日に、ヘラート州のチェシテ・シャリフ地区

（Chesht-e Sharif District）で、反乱者が地区職員の車を銃撃し、犯罪

捜査の現地責任者の地区長（District Chief）、もう 1 人の職員、1 人の

ボディガードと 2 人,の警察官を殺害した。」[4f] 
 
8.29 2010 年 1 月の 16 日から 31 日の期間を対象とするアフガニスタン NGIO 安全

事務所 (ANSO) の「国別概要：アフガニスタン」は、1 月 18 日のファラー州

のダッワ地区（Dakwa District）でのアフガン国家治安部隊(ANSF) の作戦は

武装反抗集団 (AOG)から 11 人の死亡者を出す結果となったと指摘している。

AOG の活動が再開されたヘラート州では、報告書は、伝えられるところによ

る 2010 年 1 月 17 日に待ち伏せされて地区知事（District Governor）のシス

チ・シャリフ（Chisthi Sharif）がその他 5 人の職員とともに殺害されたと断

言している。 [32a] (p9) 

 
アフガニスタン情報管理サービス (AIMS) はアフガニスタンの地域別プロフィ

ールと地図を提供している。[82a] 
http://www.aims.org.af/sroots.aspx?seckeys=96 

 
中央部 
 

ガズニー、マイダン・ワルダック、ロガル、カピサ、カブール、パルワンお

よびダイクンディを含む。 
 
8.30 2010 年 1 月の 16 日から 31 日の期間を対象とするアフガニスタン NGIO 安全

事務所 (ANSO) の「国別概要：アフガニスタン」は、ワルダックは中央地域
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で最も不安定な地域のままである。チャキ・ワルダック（Chaki Wardak）、

ジャガズ（Jaghatu）、ジャルレツ（Jaghatu）、ニルク（Nirkh）およびサイ

ダバード（Saydabad）の東部地区はすべて AOG [武装反抗集団] または

ANSF/IMF [アフガン国家治安部隊/ 国際軍部隊]のいずれかを受け入れている

が、過去 2 週間に事件が発生した」と指摘している。パルワーン（Parwarn）
は比較的平穏なままであったが、ダイクンディ（Daykundi (Daikundi)）では

報告期間中に武装反抗集団の活動の増加が見られた。[32a] (p3-4) 

 
8.31 「ANSO の国別概要」は、ロガル州全域でのアフガン国家治安部隊（ANSF）

と国際軍部隊（IMF）の合同作戦中に、武装反抗集団（AOG）メンバーの数

人の逮捕があったことも指摘している。ムハンマド・アガ地区（Muhammad 
Agha District）はとくに「IED [即時爆発装置] または兵站専門家あるいは担当

者が捜査の対象であった」と指摘している。[32a] (p4) 
 
アフガニスタン情報管理サービス (AIMS) はアフガニスタンの地域別プロフィ

ールと地図を提供している。 [82a] 
http://www.aims.org.af/sroots.aspx?seckeys=96 

 
目次に戻る 

情報源リストに進む 

 
南部、南東部および東部 
 

ヘルマンド（Helmand (Hilmand)）、カンダハール（Kandahar）、ザブール

（ Zabul）、パクティカ（Paktika）、コースト（Khost）、パティカ

（ Patika）、クナール（Kunar）、ラグマーン（Laghman）、ナンガルハー

ル（Nangarhar）およびヌーリスターン（Nooristan (Nuristan)）を含む。 
 
8.32 2010 年 1 月 28 日更新の英外務連邦省(FCO) のアフガニスタン旅行アドバイ

スは、次のように記録している： 
 

「アフガニスタン南部は予測不能で非常に不安手である。地域全域で定期的

な軍事作戦が行われており、市民と郡の両方を標的にした銃撃や道路脇の爆

弾や自爆まで事件の大幅な増加があった。ヘルマンド、カンダハールおよび

ニムロズでの自爆および道路脇爆弾攻撃が続いている。」 [4f] 
 
8.33 2010 年 1 月の 16 日から 31 日の期間を対象とするアフガニスタン NGO 安全

事務所(ANSO) の「国別概要：アフガニスタン」は、ヘルマンド州に関して

報告して、次のように述べている： 
 

「AOG [武装反抗集団] は、州全域で治安部隊と対決し、州内における事件で

他を圧倒しているように思われる。最も効果的ではないがほとんど圧倒的な

AOG の攻撃で、AOG は 1 月 29 日の午前中にカシカール・ガール市

（Lashkar Gar City） 内で攻撃を開始した。およそ 8 時間続いた攻撃中、

AOG は、BBIED [身に付けた即時爆発装置] 攻撃者と武装工作員を使っった、

1 月 18 日のカブール市での攻撃とやや似通った攻撃を、市のナッガールハー

ル・ジャダ（Nangarhar Jada）地域で ANSF および GoA [アフガニスタン政

府] 職員に対して実行した。報告によれば、5 人の AOG メンバーが死亡し、1
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人が逮捕され、残りのメンバーは現場から逃走した。一方、ANSF 側は 4 人

の負傷者にとどまった。」 [32a] (p13) 

   
8.34 2010 年 1 月の 16 日から 31 日の期間を対象とするアフガニスタン NGO 安全

事務所(ANSO) の「国別概要：アフガニスタン」は、カンダハール州に関す

る報告で、「この期間中の AOG の攻撃の 58%は IEDs によるもので、 カン

ダハール市のマイワンド（Maywand）、アーガンダブ（Arghandab）、ダン

ド（Dand）、ザハリ（Zahari）、パンジュワイ（Panjwayi）およびダーマン

（Daman）地区で発生した。AOG は、カンダハール市とザーリで、時々失敗

に終わったが、標的殺害も実行した。州内で起こした 24 件の AOG の事件

で、およそ 7 人の治安部隊スタッフが死亡した。」 [32a] (p13) 

  
8.35 ANSO は、2010 年 1 月の 16 日から 31 日の報告期間中のクナル（Kunar）州

とラグマーン（Laghman）州における治安事件の増加を伝えている。クナル

州では AOG が起こした 55 件の事件が記録されている。 (p10) ザブール

（Zabul）州では、今年最初の事件が発生した。事件は、下請業者がシャムリ

ザヒ（Shamulzayi）地区の NGO 道路プロジェクトで作業を行っている時に

発生したが、IED によって攻撃されて 5 人が死亡し 6 人が負傷した。 ヌリス

タン・ザブール（Nuristan Zabul）州は孤立したままで、事件の報道は限られ

ている。[32a] (p12) 
 
8.36 ラジオ・フリー・ヨーロッパおよびラジオ・リバティー」は、2008 年 11 月

に次のように伝えた： 
 
「パキスタン北東部とアフガニスタン東部をつなぐ国境地帯では、最近は最

重要地域に対するカブールの支配を脅かす暴力事件の著しい増加が見られ

た。 [2008 年] 11 月 13 日には、自動車による自爆者がアフガニスタン東部の

ナンガハール（Nangarhar）州の首都ジャララバードの郊外にある村、バティ

コット（Bati Kot）村の忙しい牛市場を通過する米軍の車列を攻撃した最近数

ヶ月間に敵の攻撃が 1 回あった。米軍のスポークスマンは、20 人以上の市民

と 1 人の米軍兵士がその攻撃で死亡したと語った。 アフガン保健省の担当者

によれば、74 人の市民が負傷した。攻撃の即時犯行声明はなかったが、タリ

バン過激派は、アフガン軍、米軍およびその他の外国軍に対して定期的に自

爆攻撃を行っている。”」 [29b] 

8.37 BBC は、2008 年 11 月 26 日に、米軍とパキスタン軍は「…アフガニスタン

のクナル州とパキスタンのバジャワー（Bajaur）部族地帯を分ける国境地帯

で密接に協力している。パキスタンは、その部隊がアフガニスタンからの外

国人戦士に支援された現地のタリバン過激派によって包囲攻撃された後、重

大な継続的作戦を開始した。米軍は、これは国境の交戦状態の抑制に大きな

影響があると言い、逃亡中の反乱者の逃亡阻止に動いてきた。」と伝えてい

る。 [25w] 
 
8.38 FCO の「アフガニスタン旅行アドバイス」は、南部での下記の事件を記録し

ている: 
 

 「2009 年 12 月 24 日に、カンダハール市で、馬に引かせた荷車上の自

爆者が地区 2 の検問所で IED を爆発させた。自爆者は彼が ANP に呼び
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止められて検問所で停止を拒否した後に装置を起爆させた。主な弾薬は

荷車に隠していたが自爆者は自爆ベストを付けていた。攻撃の結果、7
人の市民が死亡し、ANP 1 人と自爆者 1 人が死亡した、2 人の市民と

ANP1 人が負傷した。自爆者の ANP を回避しようとする試みは検問所

が意図された標的ではなかったことを示している。主な標的は、外国人

が通常利用している、さらに街路に沿っているホテルであった可能性が

ある… 
 

 「2009 年 12 月 30 日に、ウルズガン州のタリン・コート（Tarin 
Kowt）地区で、タリバン・グループがモスク内で 6 人の宗教学生を殺

害した。7 人目の学生は、襲撃者が襲撃中に彼の首をはねることに失敗

した後、重大な負傷を負って持ちこたえた。… 
 
 「2010 年 1 月 14 日に、自爆者がウルズガン州のデー・ラウッド（Deh 

Rawood）バザールの両替店で自爆した。これは市場が非常に多忙な時

間に起こった。15 人が死亡し、それよりはるかに多くの市民が負傷し

たと推測される。」 [4f] 
 
8.39 2010 年 1 月 26 日付の BBC ニュースは、当局は南部のヘルマンド州での襲撃

で少なくとも 4 人の警官が７死亡したと伝えたと指摘している。かれらの遺

体は州都のラシュカルガー（Lashkar Gah）にある「情報文化省」（Ministry 
of Information and Culture）の近くで発見された。襲撃者を特定するために調

査が開始された。[25a] 
 
8.40 2010 年 2 月 13 日に、インディペンデント紙（Independent）は、次のように

伝えた。Moshtarak というコードネームの共同作戦が掃討を目指して 15,000
人の部隊が参加して開始された。タリバンはアフガニスタン南部を抑えてい

た。アフガニスタン南部の部隊の NATO 司令官のニック・カーター少将

（Major General Nick Carter）によれば、作戦の第 1 段階でアフガン軍と連合

軍の部隊は最大 60 機のヘリコプターの支援を受けて「死傷者を出すことな

く、マルジャ（Marjah）への「進入を成功させた。」 [10a] NATO ウェビサイ

ト掲載の記事は、ゴードン・メッセンジャー（Gordon Messenger）少将はメ

ディアに「作戦はアフガニスタン大統領ハミド・カルザイに全面的に支持さ

れたものであり、ヘルマンド州知事のグラブ。マンガル（Gulab Mangal）を

含む現地のリーダーたちは計画段階での当事者で、その後の統治努力を主導

している」と簡潔に説明したとしている。 [63b] 
 
8.41 2010 年 2 月 21 日にアフガニスタン南部のウルズガン州で、NATO の空爆は

3 台の車列にアフガン軍と外国軍の部隊に対する攻撃を画策しているタリバ

ン戦士が乗っていると信じて標的とされたとき、少なくとも 27 人の市民が死

亡したと伝えられている。アフガンの内閣は死亡者の中には 4 人の女性と 1
人の子供が含まれると述べた。[25e]   

 
8.42 2010 年 3 月 1 日に、アルジャジーラ・ニュースは次のように伝えた： 
 

「アフガニスタン南部の都市カンダハールの警察本部近くで強力な爆破が起

こった。何が月曜日のは爆破を引き起こしたか、あるいは死傷者がいたかど

うかはすぐにははっきりしなかった、とロイター通信社側の証人は語った。
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ほんの数時間前に、伝えられるところによれば同市の外の NATO 部隊を狙っ

た後で 3 人の市民が死亡した… 襲撃者は ISAF の部隊が爆発物を定期的に調

べている空港と市の間の橋近くにタクシーで待機していた、と爆破現場でア

フガン陸軍当局者のインハムラー・カーン（Inhamullah Khan）は語った。 
襲撃者は朝に車列が橋をわたったときに爆弾を爆発させ、軍用車を下の峡谷

に投げ飛ばした、と彼は語った。 [15d] 
 

アフガニスタン情報管理サービス (AIMS) はアフガニスタンの地域別プロフィ

ールと地図を提供している。 [82a] 
http://www.aims.org.af/sroots.aspx?seckeys=96 

 
北部、北東部および北西部 
 

ファリヤブ（Faryab）、クンドゥズ（ Kunduz）およびバグラン（Baghlan）
を含む。 

 
8.43 2010 年 1 月 28 日更新の英外務連邦省(FCO) の「アフガニスタン旅行アドバ

イス」は、北部における最近の重大事件を記録している： 
 

 「2009 年 10 月 10 日に、クンドゥズ州のクンドゥズ市で、IED が
exploded near the ANP 本部の近くで爆発し、ANP 職員 1 人が死亡し

た… 
 

 「2009 年 11 月 3 日に、AGE [反政府分子] がセメンタル地区

（Chemtal District）のアラブ村（Arab Village）にあるシベルガン

（Shiberghan）からマザリ・シャリフ（Mazar-e Sharif）まで延びる

ガス・パイプラインの一部を爆破した。 パイプラインの 6 メートル

が破壊され、ガスの流れが止まった。伝えられるところによると、そ

の行為はバルフ（Balkh）のタリバンの影の支配者（Mullah Raz 
Mohammad）によって命じられたものであった。」[4f] 

 
(最近の治安事件の詳細については、セクション 4：最近の展開 – 2009 年選挙

と最新ニュースも参照のこと) 
 

(See also Section セクション 12：非政府武装勢力による不法行為 - 軍閥の長

と司令官も参照のこと) 
 

目次に戻る 
情報源リストに進む 
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9.   犯罪 
 
9.01 2010 年 1 月 28 日更新の英外務連邦省(FCO) の「アフガニスタン旅行アドバ

イス」は次のように観察している：「犯罪は、全国的な、とくに農村地域で

は、深刻な懸念である。武装強盗やレイプを含めて、外国人が暴力攻撃の犠

牲になっている。」 [4f]    
  
9.02 アフガニスタンにおける犯罪の大部分は麻薬取引と汚職で占められている。

「ジェーン監視員治安評価」： 「アフガニスタン、治安の項」（2009 年 10
月 20 日更新）は、次のように述べている：  

 
「NATO [北大西洋条約機構] と米軍がアフガニスタンの麻薬取引の厳重な取

り締まりを試みたため、主な密売人たちはその富と影響力を複雑な複雑な防

護システムの確立に利用してきた。腐敗した政府当局と取締官は賄賂を受け

取って刑事免責を得て麻薬で利益を上げることを許しており、重要な政府機

関内の役職を買うことはありふれたことである。これらの政治的保護のシス

ムは少数の重要な密売カルテルがアヘン経済のかなりの部分を支配すること

を可能にしている。 
 

「地域軍閥はかなりの程度で経済的自立を維持している。地域軍閥は、アフ

ガニスタンが対外貿易を行い、各国が自分たちの贈与品を送っている国境地

帯を支配しているため、かれらの支配地域を出入りするすべての生産物のほ

か、地域の人々および企業にも税金を課している。かれらの支配がカブール

を除くほぼ全国に及んでいることは、ハミド・カルザイ大統領の政府の正当

な収入の大部分を奪うものである。また、政府内の改造にもかかわらず、状

況は中期的には改善するようには思われない。 
 

「地域の族長を含めて、麻薬生産維持の既得権をもった関係者が複雑に存在

することは、中央政府による支配の拡大に不利に作用する主な要素である。

アフガニスタンにかかわっている外国は軍閥/麻薬状況に我慢できなくなる可

能性があり、米国のジョージ W. ブッシュ前政権の一部で主張されていたよ

うに、航空機による作物の根絶を含む強硬な措置につながる可能性があ

る。」 [35a] (組織犯罪) 
 
アヘンの生産 
 
9.03 世界銀行の 2008 年 8 月報告書は、「アフガニスタンは、ヘロインの製造に使

われているアヘンの世界最大の生産国である」と記録している。」 [69b] 
 
9.04 2009 年 9 月に発行された国連薬物犯罪事務所 (UNODC) 報告書「アフガニス

タンにおけるアヘンの調査 2009 年」（Afghanistan Opium Survey 2009）は

次のように述べている。「基礎はアフガニスタンのアヘン市場の開始であ

る。2 年目には、 栽培、生産、労働力、価格、収入、輸出およびその GDP 
[国内総生産] 占有率はすべて下がっている。一方、ケシ栽培を禁止し麻薬を

没収している州の数は引き続き増加している。」[87a] (事務局長解説) 
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9.05 2010 年 2 月 10 日に発行された、UNODC の「アフガニスタンにおけるアヘ

ンの調査 2010 年、冬季迅速評価」（Afghanistan Opium Survey 2010, Winter 
Rapid Assessment）は次のように述べている： 

 
「ケシ栽培を禁止しているアフガニスタンの 20 州の大部分は今年は変化がな

いであろう。それにもかかわらず、3 つの州（すべて北部のバグラン、ファ

リヤブ、サリブル）は、治安上の不安が高い地区で栽培が最小限の増加によ

る逆戻り傾向の始まりが見られ、危険にさらされている。その他の 5 つの州

（クナル、ナンガルハール、カブール、ラグマンおよびバダフシャン）も、

これまではケシ栽培禁止ではなかったが、ごく少量のケシが栽培されるもの

と予想されている… 
 

「地方の方が生産性がいつも高いという最近の傾向に反して、アフガニスタ

ンの農業条件は悪天候のため 2010 年には悪化することが予想される。アヘン

収穫量が低かったことも生産されるアヘンの量（トン数）を減らし、過去 3
年間を特徴づけた下落傾向が続いている。」 [87c] (総合調査結果) 

 
9.06 2009 年 2 月 27 日に発行された米国務省(USSD) の「国際薬物規制戦略報告

書」（International Narcotics Control Strategy Report (INCSR)）は 次のよう

に述べている： 
 

「アフガン政府の「犯罪防止司法タスクフォース」（Criminal Justice Task 
Force (CJTF)）/麻薬対策裁判所（Counter Narcotics Tribunal (CNT)）は厳し

く吟味される自己完結型の機関で、30 人のアフガン人検察官、35 人のアフガ

ン人犯罪捜査官、7 つの第 1 審裁判所判事、7 人の上訴裁判所判事で構成され

ている。CJTF/CNT は DOJ [司法省] 上級法律顧問の指導を受ける。

CJTF/CNT は能力構築に好ましい影響を与えてきており、その遂行に向けて

取り組んでいる。残念なことに、2006 年以降、主な麻薬密売人は逮捕されて

おらず有罪判決も下されていない。CJTF/CNT は最新の捜査技術を使ってお

り、最終的には麻薬密売人を 2005 年 12 月の「麻薬対策法」（Counter 
Narcotics Law）に基づいて告訴することを目的としている。」[2g] 

 
9.07 2009 年 12 月 17 日付の Institute for War & Peace Reporting ウェブサイトに

よれば、ヘラート州ではストリートチドレンが麻薬の運び屋として使われて

いると伝えられている。記事は、「ヘラート州の麻薬対策責任者の Gholam 
Jilani Daqiq は、子供たちが麻薬密輸業者によって過去日やとして使われてい

ることを確認しているとして、国連薬物犯罪事務所提供の統計は、ヘラート

市では 400,000 人の市民のうち 50,000 人が麻薬常用者であることを示してい

る、と述べた」とも指摘している。[73f] 
 
9.08 記事はさらに以下のように指摘する特定ケースを伝えている：   
 

「アブドラ（Abdullah）は、13 歳で麻薬常用者の息子であるが、麻薬取引人

の運び屋として働いていた。現在、彼はヘラートにある「子供の回復・訓練

センター」に行き着いた。彼は、市内の Shahr-e Naw 公園で寝ている時に運

び屋を始めた、一人の男が近づいてきて、彼に麻薬の包みを友人の家に運ぶ

ために 500 アフガニ (10 米ドル)を与えた、と語った。少年は、彼はナセル

（Naser）と自己紹介し、包みをじかに渡しくないのだと言い訳をしたと言っ
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た。彼らは友人の隣人の家に一緒に行き、アブドラはドアをノックして包み

を 1 人の老人に渡した。「ぼくはこれを 7 回行った。ある日、ナセルはぼく

を彼の家に連れて行き、性的暴力をして、1,000 アフガニを僕にあたえた」と

彼は言った。「ぼくは性的暴力について両親には何も言わなかった。それに

ついて両親ができることは何もなかったから」 。最後に、彼が顧客に麻薬を

運んでいたとき警官が彼を捕まえ、「子供の回復・訓練センター」に連れて

行った。」 [73f] 
 

(セクション 28：医療問題：麻薬の常用およびセクション 26：子ども：子ど

もに対する暴力も参照のこと。) 
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10.   治安部隊 
 
概要 
 
10.01 アフガニスタンの国家治安部隊に関する 2009 年 4 月 16 日付の外交問題評議

会背景情報には、以下の記述がある。 
  

｢アフガニスタンの国家治安部隊は、主に、陸軍、陸軍航空隊、および国家警

察の 3 部門から成る。これら部門の内部において、通信・物流スタッフ、国

境警備隊、麻薬担当官等の専門要員が国の治安能力をより完全なものにして

いる。この国の安全機構は、その紙面で見た健全性に変わるところがないも

のの、その有効性、職業意識、および即応性に、依然、むらがある。アフガ

ニスタンにおける武力衝突がそれまでになく激しかった 2009 年 3 月、オバマ

大統領は、『13 万 4 千のアフガン軍と 8 万 2 千の警察部隊という目標を

2011 年までに達成できるようその構築努力を加速させる』と誓った。米国政

府は、アフガニスタンにおける陸軍と警察部隊の訓練と整備に、少なくと

も、165 億ドルを費やしてきた。しかし、治安責任を最終的にアフガニスタ

ン国民に引き渡すという新しいオバマカードの実現には、時間や金、それに

約束を遥かに上回る資源が必要となろう。｣[95a] 
 
10.02 2010 年 3 月 11 日発行の米国国務省 2009 年人権問題に関する国別報告書

(USSD 報告書 2009 年版) アフガニスタンの部には、以下の記述がある。 

 
「MOI [内務省]下の ANP [アフガニスタン国家警察]は、国内の秩序に第一の

責任を負うが、暴動の鎮圧に携わることが多くなった。国防省[MOD]下の

ANA [アフガニスタン国軍]は、対外安全保障責任を有する。NDS [国家治安

局]は、国内治安事件の捜査責任を負い、また、諜報機関としての機能も有し

ていた。地域によっては、政府が支配を確立できなかった結果として、一

部、暴動に関与したと報じられる特定の個人集団がかなりの勢力を維持し

た。NATO [北大西洋条約機構] は、国家治安部隊と緊密に協働する ISAF [国
際安全支援軍] を、依然、支配していた。」[2a] (Section 1d) 

目次に戻る 
情報源リストに進む 

警察 
 
アフガニスタン国軍(ANP) 
 
10.03 内務省(MOI)下のアフガニスタン国軍(ANP)は、国内の秩序に第一の責任を負

う。(USSD、2008 年) [2a] (Section 1d) 
 

10.04 2008 年 12 月 3 日最新改定のジェーンズ要監視国別リスク査定、アフガニス

タンの部、治安･外国勢力条項には、以下の記述がある。 
 

「アフガニスタンの警察は、一度も、効果的な国内実施能力を持ったことが

なく、主要都市内において、中央政府の権限を十分代表することができただ

けである。(国の 90 パーセントを超える)農村地域におけるその効果は、宗教

家を含む地域の指導者から協力を取り付けられるか否かにかかっていた。

2001 年にカブールを占領した統一戦線(UF、北部同盟とも呼ばれる)の戦士

が、いち早く、自分たちを第一の首都治安引受人と宣言したものの、タリバ
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ン政権時やその直後、アフガニスタンには、集中的な警察業務がなかった-----
- 

 
「ANP は、統一され、プロ意識があり、訓練を受けた法執行機関としての機

能を持たず、国の大半を通じた法令の保全が行えない。カブールの外では、

軍隊の支援を受けた外国の機関や政府によるかなりの援助に警察が依存して

いる。警察の訓練を受けず、その以前の軍司令官や部族団体に、依然、忠誠

を誓う以前の UF 戦士が要員の大部分を占めている。一部、字が読めないこ

とや法律を無視することから、基本的な任務さえ行わない者もいる。警察官

の多くは、他の数公務職層同様、給与が定期的に支払われておらず、交番に

は、無線･電話、鉛筆や紙といった基本的な備品さえない。」[35b] 
 

(警察部隊の汚職に関する情報については、第 20 条も参照)  
 
構造と改革 
 
10.05 アフガニスタンの国家治安部隊に関する 2009 年 4 月 16 日付の外交問題評議

会背景情報には、以下の記述がある。 
 

紙面で見ると、アフガン統合警察が法治と公安に責任を負い、国境警察が国

境巡視と密輸防止に当たり、公序警察が市街地の騒乱に対応し、麻薬取締警

察が麻薬密売を取り締まり、犯罪捜査警察が犯罪を捜査し、対テロ警察が対

敵情報活動業務に向かい、警察戦力はしっかりしているようである。しか

し、国防総省によれば、アフガニスタンの警察戦力は、制度改革の欠如、汚

職の蔓延、米国人の軍事指導者･顧問不足、および国際社会内取組みの統一性

欠如により、その発展が阻害されているという。[95a] 
 
10.06 2009 年 7 月 16 日に出された 2008 年の事件を対象とするフリーダムハウス報

告書 2009 年世界の自由、アフガニスタン編は、国家警察が、｢不十分な教

育、文盲、汚職、麻薬密売への関与、および高度の遺棄｣に悩まされていると

報告している。[41a] (p6) 
 
10.07 2008 年 12 月 3 日最新改定のジェーンズ要監視国別リスク査定、アフガニス

タンの部、治安･外国勢力条項には、｢アフガン国家警察(ANP)軍は、未だ、そ

の中核使命を果たすのに必要な改革が行われていない。連邦制度構築の欠

如、汚職、十分な指導者の不在、ならびに国際社会による持続的取り組みの

欠如により発展が阻害されている｣と述べられている。 [35b]  
 
10.08 2009 年 12 月発行の人権監視(HRW)報告書、｢世界の約束を取り付けている｣

アフガニスタンにおける女性の権利は、｢この国には、約 550 名の女性警察官

がいるが、そのうち、166 名は FRU (家族対応部隊)に雇われている。給与を

得ている警察官の数は、併せて 78,500 名であるが、 UN (国連)は、実際の数

を推定で 57,000 名としている｣と述べている。 [17c] (p66) 
 

10.09 同書では、さらに、 
 

「警察戦力として女性を起用するのは、特に、女性警察官が受ける恥辱、そ

れに、アフガン警察は反対分子の攻撃目標になることが多く、その死傷率も
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陸軍に比べ(原文では then となっている)ずっと高いことから、挑戦的手立て

とされてきた--- 
 

「新入警察官全員の基本的な識字率は、29 パーセント程度と低い。警察にお

ける女性の数を増やすべく、内務省は、入隊基準を下げ、女性が受ける訓練

の量を少なくした。司法省顧問の Tonita Murray は、女性を教育的資格もな

く、訓練も受けていず、経験もない地位に昇進させてきたと言う。ある女性

の権利擁護者によれば、FRU 要員の大部分は教育を受けていず、なかには、

12 年生[学歴]すら持っていない者もいる。そうした者がどうやって女性を護

れるのか。容易ではない。」 (p66-67) 
 
10.10 同 HRW 報告書によれば、｢本報告書作成時、83 の FRU 中、少なくとも、13

は女性の警察官不在であることから、名目のみの存在である。多くの場所

で、これは不安定によるものである。もうひとつの理由は、地方職員への約

束取付けの欠如である。例えば、ナンガハールでは、知事がその隊員である

女性警察官を私用に雇ったことから、2 つの部隊が、現在、業務を停止して

いる。 [17c] (p66) 
 
10.11 戦争･平和報道研究所(iWPR)の警察に採用された新たな女性に関する 2010 年

3 月 4 日付けの記事には、以下のように書かれている。 
 

｢アフガニスタンの内務省は、最大 5,000 名までの女性警察官採用を希望して

いるが、現在、97,700 名の戦力中、女性は僅か 700 名であり、伝統的なイス

ラム社会では生易しいことではない。彼女らは、その一部の男性仲間のごと

く反対分子との戦闘は行わないものの、検問所に詰めて、目の前をブルカを

纏い、往々にして、その襞に銃や麻薬を隠して通り過ぎようとする問題を取

り扱う--- 
 

｢内務副大臣 Munir Mangal 大将は、女性の採用を増やせば、警察の仕事がよ

りし易くなろうと言う。『家屋やその他不審な場所での捜索や業務は、人々

がその部屋に男性の警察官を入れて、女性を探させないため、問題が起き

る。現地の人たちは、いつも、不服そうに、その部屋の捜索には女性警官を

使うよう求める』と副大臣は言う。また、彼女らは、刑務所、空港、および

検問所での保安業務に必要とされるとも言う。 
 

｢内務省女性部長 Shafiqa Quraishi 大佐は、大抵の人がその家族の女性を治安

部隊で働かせない社会であることと、目下、この国の方々で軍事衝突が起き

ていることから、採用を推し進めると、問題が起きると IWPR に伝えた。彼

女によれば、女性警察官 5,000 名の新規採用は、地方評議会委員、部族長

老、宗教学者、および現地大立者の協力を得て行われる。｣[73b] 
 
10.12 2010 年 3 月 11 日発行の USSD2009 年人権問題に関する国別報告書(USSD

報告書 2009 年版) アフガニスタンの部には、以下の記述がある。 
 

現在実施されている CPD [中央刑務局] スタッフ刑務所改革・再編計画を含む

警察戦力のプロ意識化に向けた ANP 要員新規採用・教育のための国際支援が

引き続き行われた。国際社会は政府と協働して、治安部隊の汚職や権利乱用

をなくすべく、認識・教育計画の策定とともに国内捜査機関の構築を行っ
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た。警察官のための教育計画は、中核的な警備技能に加え、法の執行、憲

法、警察の価値と倫理、プロ意識の構築、家庭内暴力防止、および基本的人

権基準に重点を置いている。MOI [内務省] が報ずるところによれば、その年 
[2009 年] 、新入の警察官は、全員が人権教育を受けている。州ごとに 2 名の

警察官が、国内警察問題を含む人権についての報告に当たった。[2a] (Section 
1d) 

 
アフガニスタン国家警備隊 
 
10.13 2008 年 12 月 3 日最新改定のジェーンズ要監視国別リスク査定、アフガニス

タンの部、治安･外国勢力条項には、以下の記述がある。 
 

「アフガニスタン国家警備隊の任務は、無防備の要因や施設を護ることにあ

る。最初の兵士 600 名は、2002 年 4 月に卒業したが、主として、私設のアフ

ガン市民軍もしくは外国の民間治安請負業者によるアフガニスタン著名人の

周到な保護が、依然、行われている。」[35b] 
 

目次に戻る 
情報源リストに進む 

軍隊 
 
アフガニスタン国軍(ANA) 
 
10.14 2009 年 10 月 6 日発行の議会調査局(CRS)レポート、タリバン後の統治、治

安、および米国政策には、以下と書かれている。 
 

アフガニスタン国軍は、2002 年以降、『一からの』構築がなされており、

1880 年代からタリバン時代まで存在した国軍をそのまま引き継いだものでは

ない。この国軍は、1992-1996 年のムジャヒディーン内戦と 1996-2001 年の

タリバン期にその殆どが崩壊した。しかしながら、タリバン以前に勤めてい

た軍当局者で、タリバン崩壊後新しい軍に再入隊する者もいた。」[99a] 
 
10.15 アフガニスタンの国家治安部隊に関する外交問題評議会の背景情報には、以

下が述べられている。 
｢アフガニスタン国軍は、---当国治安部隊の最も有能な部門と広く見られてい

る。兵士は国内で雇われ、給与は、1 ヶ月当たり約 100 ドルである。2009 年

3 月、国防総省はアフガン軍の規模を 83,000 近くと測定したが、国際軍や米

軍との共闘に携わったのは 52,000 に過ぎなかった(この他、5,400 名ほどは

AWOL と考えられた)。これは、計画された 160 部隊中、完全な実戦配備がな

されたのは 95 程ということになる。構造的に見て、軍は各々2 ないし 4 旅団

からなる 5 つの地上機動部隊に分かれる。各旅団は、歩兵大隊(アフガン大

隊)、戦闘支援大隊、および戦務大隊で構成される。兵士 134,000 名規模にお

ける陸軍の構成は、5 つの部隊本部(ロング・ウォー・ジャーナル)、1 つの師

団司令部、21 の旅団、ならびに 114 の大隊である。2008 年 8 月以降、陸軍

が、カブールの治安責任を負い、その先端をいくつかの州に延ばしている。 
[95a] 

 
10.16 国連事務総長の 2009 年 9 月付け報告書には、以下のように書かれている。 
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｢アフガニスタン国軍は、引き続き、予想以上に急速な傭兵と教育を行ってい

る。2009 年 7 月には、兵力が予想より 5,000 人多い 93,000 名に達した。し

たがって、2011 年 12 月を目処とする目標兵力 134,000 名への到達見通しに

は、依然、現実味がある。アフガニスタン国軍は、国際治安援助部隊新指導

部のビジョンに基づいて、作戦の計画と実行により大きな役割を演じるもの

と予想される。｣(p8) 
 
10.17 国連総会安全保障理事会における事務総長の 2010 年 3 月 10 日付報告書アフ

ガニスタンの状況とそれが国際平和・防衛に持つ意味合いには、以下と書か

れている。 
 

｢アフガニスタン国軍は、通常、そのより効果的な教育、より高度の規律、そ

れにより良好な装備により、前向きの見方がなされている。その結果、軍が

自衛において高度な役割を持つよう提案してきた者もいる。しかしながら、

普通、警察が行う機能に陸軍を多用することでリスクが生じる。カブール会

議前に済ませておくべき国家治安戦略の策定により、アフガニスタン国軍と

アフガニスタン国家警察の役割と責任を明確にすべきである。 [39i] (p8) 
 

(第 11 条: 兵役も参照) 
 
その他の政府軍 
 
国家治安局(NDS) (情報基幹部隊) 
 
10.18 2008 年 11 月 10 日付の国連安保理事会レポートには、以下の記述がある。 
 

「国家治安局は、アフガニスタン政府の諜報機関である。それは、依然、機

密の命令下で活動する最大治安部門機関の一つである。治安局は、国の治安

に係る犯罪を犯したとされる者の拘束、尋問・捜査、起訴・処罰等に向けた

広範な権限を行使するとともに、軍事関連業務にも就く。」[39d] (p4) 
 
10.19 2009 年 7 月付国連難民高等弁務官(UNHCR)アフガニスタン難民の国際保護必

要妥当性ガイドラインには、「NDS [国家治安局] は、非公開の大統領令に基

づいて業務を行い、国家治安に係る犯罪を犯したとされる者の拘束や起訴を

担当する。人道主義機関や人権機関による NDS に拘束されている者との接触

が、引き続き、非常に制限されていることから、現況に何の改善も見られな

いと記されてきた。 [11a] (p26) 
 
10.20 2009 年 2 月 25 日発行の米国国務省 2008 年人権問題に関する国別報告書

(USSD 報告書 2008 年版) アフガニスタンの部には、以下の記述がある。 
 

｢[国家治安局] NDS は、国家治安事件の捜査責任を有するとともに、諜報機関

としても機能する。地域によっては、政府が支配確立に失敗した結果、一

部、反乱と繋がりがあると報じられる有力者がかなりの勢力を維持してい

た。北大西洋条約は、国家治安部隊と協働する国連承認の国際安全支援軍

(ISAF)を、依然、支配していた。｣ [2i] (Section 1d) 
 
10.21 2009 年 7 月 16 日に出された 2008 年の事件を対象とするフリーダムハウス報

告書 2009 年世界の自由、アフガニスタン編は、｢諜報機関、国家治安局は透
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明性に欠き、重大な人権侵害で非難を浴びている｣と報告している。[41a] (p6) 
アムネスティー・インターナショナルの 2007 年 11 月付報告書には、以下の

記載がある。 
  

「NDS の組織や監視機構に関する公知は限定的なままであるが、その人を起

訴、処罰、そして収監する権限は、世界的な諜報機関の多くによる所掌を超

えているようである。[7i] (p34) 
 

(NDS の詳細については、第 10 条: 治安部隊-苦悩および第 15 条: 服役条件も

参照。) 
 
旧治安部隊 – KhAD(国家情報庁) 
 
10.22 2008 年 5 月付 UNHCR レポートには、以下と書かれている。 
 

「KhAD [『Khadimat-e Atal’at-e Dowlati』、すなわち、国家情報局] の起源

は、1979 年 12 月のロシア軍到来後、KAM [(Komite-ye Amniyat-e Melli)、す

なわち、『国家治安委員会』]から諜報任務を引き継いだ PDPA [アフガニス

タン人民民主党]内の 1,200 名から成るグループに遡ることができる。

Parchamis から成るこのグループは、1979 年 12 月から 1980 年 3 月にかけて

活躍し、『活動家』と呼ばれた。彼らは、KhAD と呼ばれる組織の設計と設

立に取り組んだナジブラ博士とバハ博士を長とするより小さなグループに率

いられた。 1980 年 1 月 10 日、バブラク・カルマル政権は、内部に多くの部

局を持つ KhAD の創設を公式に発表した。1986 年、KhAD は、省に昇格さ

れ、それ以降、WAD (Wezarat－e Amniyat－e Dowlati、すなわち、国家保安

省)と呼ばれている。」[11c] (p2) 
 
10.23 KhAD に所属する者の数に関し、2008 年の UNHCR レポートには、以下と書

かれている。 
 

「----能力が最盛期であった頃の KhAD/WAD 勢力は、州によって差はあるも

のの、1 州当たり合計で 1,000 名程度から成っていた。そのうち、4 分の 1 は

支援局の職員を構成していたと考えられている。さらに、この組織には、そ

のカブールの本部に最大で 2 万名の職員、地域によっては、数え切れないほ

どの諜報員や情報提供者、そして、さらに数え切れないほどの軍事組織を擁

していたようである。KhAD/WAD は、その最盛期に、併せて、15,000 ないし

30,000 名の要員を抱えていたようであるが、諜報員や情報提供者をも考慮に

入れると、その数は、6 万ないし 9 万となる。」 [11c] (p4) 
 
10.24 UNHCR は、さらに、続ける。 
 

「KhAD/WAD 職員は、ムジャヘディン・グループの能力を弱体化させ、ムジ

ャヘディンの軍事計画を露呈させ、ムジャヘディン・グループを不安定化さ

せ、ムジャヘディンに対する政府の軍事活動に道を開くことによるアフガニ

スタン政府の軍事作戦支援をその任務として、しばしば、ムジャヘディン・

グループや戦闘部隊に司令官として潜入した。彼らは、その秘密維持に必要

な戦略一切の利用と KhAD/WAD 職員としてのその身分隠匿が許された。 
[11c] (p5-6) 
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目次に戻る 
情報源リストに進む 

 
多国籍軍 
 
10.25 2009 年 12 月の初め、米バラク・オバマ大統領は、新アフガニスタン戦略に

おいて、2010 年早々、当地域に新たに 3 万の兵員を配備するつもりであると

発表した。「この急増により、アフガニスタンにおける米軍の戦力は 10 万を

超えることになる。」(2009 年 12 月 2 日、英国企業)  [25af] 
 
10.26 チャンネル 4 のニュースオンラインの報じたところによれば、｢目標は、タリ

バン反乱分子を相手とする戦いを速め、放送界が入る主要人口集団 C を確保

し、アフガニスタン治安部隊を訓練して、彼らが引き継ぎ、米国退場への道

をつけられるようにすることであるとオバマが言った。｣という。[101a]  
 
10.27 この記事では、さらに、「オバマの決定は、アフガニスタンにおける国際軍

の長、スタンレー・マッククリスタル将軍が新たに 4 万人の地上部隊を要請

した後になされる。配備の数は、彼の求めに足りないものの、将軍は、その

決定を歓迎した。同国には、現在、既に、68,000 の米軍と 42,000 の連合軍

がいる。2001 年以降、献身的な米軍兵士が着実に増えてきている。[101a]   
 
10.28 2009 年 12 月 4 日、BBC は、さらに、「NATO の幹部が言うには、アフガニ

スタンでの米軍急増を支援すべく、各国により、新たに 7 千の兵力派遣が行

われるであろう。アナス・フォー・ラスムセンは、ブリュッセルの NATO 首

脳会議で、『[兵員]はもっとやってくる』だろうと述べた。 『2010 年には、

少なくとも、25 の国々がより多くの戦力をミッションに送ってくるだろう』

と NATO の事務総長が報道関係者に話した。」 [25j] 
 
10.29 2009 年 9 月 3 日更新された NATO のホームページには、「アフガニスタンに

おける NATO の主な役割は、アフガニスタン政府による全国的な権限・影響

力の行使と敷衍を援助して、再建と効果的な統治への道を開くことである。

NATO は、これを、主として、国連がその統治を委任する国際治安支援部隊

を通じて行う。」と書かれている。 [63a]  

 
国際治安支援部隊 
 
10.30 アフガニスタンにおける国際治安支援部隊(ISAF)の役割に関する BBC ニュー

スのホームページ質疑応答欄には、以下と述べられている。 
 

「アフガニスタンにおける外国軍隊の大半は、NATO 率いる国際治安支援部

隊(ISAF)の指揮下にある。2001 年 12 月の国連安保理で設立され、その公認

の役割は、治安と発展の推進にある。また、アフガニスタン国軍(ANA)やアフ

ガニスタン国家警察(ANP)の教育にも関わっている。2009 年 10 月現在、

ISAF は、米国、ヨーロッパ諸国、オーストラリア、ヨルダン、およびニュー

ジーランドを含む 42 か国からの兵員 67,700 名を擁している。ISAF に所属せ

ず、不朽の自由作戦(OEF)の指揮下において、アフガニスタン東部、パキスタ

ンとの国境で任務に就く約 38,000 の米国軍隊が存在する。」 [25aa] 
 
10.31 2009 年 9 月 3 日更新の NATO ホームページには、以下と述べられいる。 
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「ISAF の主な役割は、安保理の関連議決一切に基づいて、アフガニスタン政

府による  安全で安定した環境の構築を援助することである。 ISAF は、

ANA(アフガニスタン国軍)、大隊(Kandaks)、旅団、ならびに部隊本部に組み

込まれ、顧問として作戦上の訓練や配備を支援するいくつかの作戦助言連絡

チーム(OMLT)を率いている。」 [63a]  

 
地域復興チーム(PRTs) 
 
10.32 2009 年 12 月 16 日更新の米国国際開発庁(USAID)ホームページには、地域復興

チーム(PRT)の所掌について、以下の記述がある。 
 

「アフガニスタンの PRT は、国際社会がそれを通じて州および地区レベルの

援助提供を行う主要手段である。PRT は、州に焦点を当て、文民・軍用資源

を有する結果、治安を改善し、良好な統治を支援し、州の発展を強化すると

いう特有の所掌を有している。国際文民・軍用資源の組み合わせによって

も、PRT は、その所掌実施に向けた広範な自由裁量が得られる。 
 
「PRT は、一般的に、アフガニスタンの一州を対象とするが、2 つ以上を対

象とするものもある。現在、アフガニスタンでは、26 の PRT が活動してい

る。PRT は、国際・アフガニスタン民間機関が発展支援を提供できるほど安

全で安定した環境の構築を望んでいる。PRT は、その特異な構成により、安

全性のより低い地域への発展・支援提供も行える。USAD の計画は、PRT と

の協働により、アフガニスタンの安全性のより低いもしくはサービスの行き

届かない地域でのービス提供を試みるものである。 
 

PRT は、以下の分野を対象とする広範な所掌を有している。 
 

 「重要な政治的、軍事的、および復興上の進展状況を監視し、かかる

状況について報告しながら、州における主要な政府、軍事、部族、村

落、なにびに宗教の指導者と会合する。 
 

 「アフガニスタン当局と協働し、憲法に係る臨時最高会議、大統領・

国会議員選挙、市民軍の武装解除、解隊、および再統合等主要事件の

支援を含め、治安提供を図る。 
 

 「州に割り当てられたアフガニスタン国軍・警察部隊の配備と助言で

援助する。 
 アフガニスタン政府、国連、他の援助国、および NGO (非政府団体)と

協力して、PRT は、必要とされる発展・人道援助を提供する。」 [60b]   
  

目次に戻る 
情報源リストに進む 

 
 治安部隊による人権の侵害 
 
専横的逮捕・拘置 
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10.33 2010 年 3 月 11 日発行の米国国務省 2009 年人権問題に関する国別報告書
(USSD 報告書 2009 年版) アフガニスタンの部には、「法律は、専横的な逮捕

や拘置を禁止しているが、両者とも、依然、重大な問題である。」と書かれ

ている。 [2a] (Section 1d) 
 
10.34 2009 年 1 月発行の国連アフガニスタン支援ミッション(UNAMA)報告書アフガ

ニスタンにおける専横的拘置には、以下と書かれている。 
 

「アフガスタン人は、今なお、法的根拠も法的事由もないまま、専横的に拘

置されている---。これは、数年前より頻度は少なくなったものの、監視によ

り確認された。 アフガニスタン人は、適用法令では拘置が許されない民法違

反または契約上の義務不履行を理由に、依然、拘置される可能性がある。こ

れらの専横的拘置形態は、一般的に、以下を伴うことが監視により確認され

る。 
 

 住宅、土地、および資産に係る争い 
 

 通常、貸し手側の拘留権限を認め、負債の支払いを命じる負債に係る

議論 
 

 結婚等家族間の問題(これらは、一般的に、イスラーム法違反ならびに

慣行または社会習慣に該当する)。」[46b] (p6) 
 
10.35 2009 年 1 月付 UNAMA 報告書には、以下の記述がある。 
 

「アフガニスタン全体を通じ、MOJ (司法省)拘置所当局は、必ずしも、法廷

刑期を終えるか、もしくは大統領令により早期釈放が認められた囚人を釈放

するとは限らない。MOJ 拘置所の係官や囚人は、刑期満了にもかかわらず、

保証人や財務保証人を立てられないため、釈放されていない囚人が多いと監

視隊員に説明した。最高裁判所高等評議会は、かかる釈放条件の制限を憲法

第 27 条に違反するとはねつけてきた。」 [46b] (p13) 
  
10.36 2009 年 3 月 27 日、デイリースター紙は、以下のように伝えた。 
 

「国連は、昨日、アフガニスタンにおける専横的拘置を広範囲に及んでお

り、許容できないものであるとして非難し、権利が護られるよう、即時の見

直しを求めた。かかる所見は、国連アフガニスタンへ・ミッションの主席人

権担当官ノラ・ニランドによるそのアフガニスタン拘置施設監視に 18 年以上

費やした後の報告書に発表された。『アフガニスタンでは、専横的拘置が広

範囲に及んでおり、許容できないものである。正当であると不当であるを問

わず、拘置されている者は、すべて、尊重される権利を有する』と、彼女

は、カブールの記者会見で語った。2006 年 11 月から 2008 年 7 月にかけての

アフガニスタンにおける拘置 2 千件監視の報告書において、アフガニスタン

人は、『所謂、道徳上の犯罪』を含め、法的根拠がないまま、しばしば拘置

されていることが強調されている。国連人権担当官は、アフガニスタンにお

ける抑留者、専横的抑留施設、または、専横的抑留者の全体的な数字を提示

できなかった。」 [102a] 
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10.37 2010 年 1 月 19 日に発行された 2009 年の事件を内容とする人権監視報告書

2010 には、以下の記述がある。 
 

「正当な法の手続きが存在しないため、アフガニスタン人は、引き続き、専

横的な拘置に直面し、しばしば、弁護士への面接を断られ、不平等な裁定が

下される前に、その拘置の事由に異議申し立てを行う権利が拒否されること

が多く、依然、アフガニスタンの法制度の基本的な弱点となっている。法的

審理の進行は、汚職や権力の乱用により損なわれることが多い。国家治安局

により拘置されている者に対する拷問や虐待の報告はひっきりなしにあり、

人権担当官による虐待が生じていると考えられる拘置施設への訪問も突発的

なものに過ぎない。」[17d] (p258) 
 

(第 14 条: 逮捕と拘置- 法定権利も参照。) 
 

目次に戻る 
情報源リストに進む 

 
拷問 
 
10.38 USSD 報告書 2009 には、以下と書かれている。 

 
「憲法はこのような行為を禁じているが、国家公務員、地方刑務所当局、警

察署長、および部族の指導者による虐待の報告が存在した。NGO は、治安部

隊が一般人の殴打・拷問を含め、引き続き極度の暴力を用いていると報告し

た。 
 

「人権機関が報告するところによると、地方当局による囚人の拷問や虐待が

なされているという。拷問・虐待方法は、棒、灼熱棒、または鉄棒による殴

打、鋼索による鞭打ち、棒による乱打、電気ショック、睡眠、水、および食

物の剥奪、罵詈雑言、性的屈辱、および強姦を含むも、これに限定されなか

った。アフガニスタン独立人権委員会(AIHRC)4 月レポートには、法の執行機

関、特に、警察の殆んどにおいて、拷問は日常茶飯事であり、容疑者が賄賂

要求のためか、個人的な恨みから白状しないときに、職員が拷問という手に

出たとある。オブザーバーの報告によれば、警察でも、拷問に関する法律を

理解していないことがあるという----。  
 
「タリバンを含む反乱グループによる拷問等虐待についての報告が行われ

た。タリバンが合同軍や中央政府を支援したと廉で行う尋問に拷問を用いて

いる旨の非難がマスコミ報道や密告によりなされた。そのような場合、タリ

バンは、新聞社やテレビ局に責任を取るよう電話を入れた。」 [2a] (Section 1c) 
 

(第 10 条: 治安部隊- 国家治安局 (NSD) (Amniat-e Melli)、第 25 条: 女性 – 強
姦、および第 26 条: 子供- 子供への暴力も参照) 

 
裁判なき処刑 
 
10.39 USSD 報告書 2008 には、アフガニスタンでは、裁判なき処刑が続いていると

書かれており、以下の記述がある。 
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「5 月[2008 年] 裁判なき、略式、ならびに専横的処刑に関する国連特派員が

同国を訪れ、 警察が一般人を難なく殺すケースが多いと報告した。かれは、

アフガニスタンの国家警察や司法制度を改革し、タリバン等反政府分子によ

る虐待を少なくし、ともすれば見過ごされがちな女性の裁判なき殺害ら取り

組む必要性を強調した。かれの 5 月 29 日[2008 年] 付予備レポートには、か

かる殺害数に関する信頼性のある数字は分からないが、申し立て殺害数は、

特に、南部のアフガニスタン人にタリバンを支持する理由を与えるほど大き

なものだと書かれている。[2i] (Section 1a) 
 
10.40 国連統合地方情報ネットワーク(IRIN) ニュースの 2008 年 5 月 15 日付記事に

は、以下の記述がある。 
 

「国連人権委員会の特派員は、過去 4 か月で一般人が、アフガニスタンの警

察、市民軍、国際軍、外国諜報員、タリバン反乱分子に不当に殺害されたと

語った。裁判なき、簡易、ならびに専横的処刑についての国連記者として、

アフガニスタンの各地を訪れ、アフガニスタンに拠点を置く国際部隊の司令

官、アフガニスタンの国家公務員、部族の長老といった役者と広範な議論を

交わしたフィリップ・アルストンは、2008 年、少なくとも、300 名の一般人

が反乱分子に殺害され、他に、200 名ほどか゛国際軍に殺害されたと語っ

た。」[36p]  
 
10.41 人権侵害を犯した国家公務員の刑事免責問題について、IRIN ニュースの 2008

年 5 月 19 日付記事は、以下を報じている。 
 
「『これら行為の重要な失敗事由は、政府や国際機関の上級職員が『人権』

よりむしろ『安定』や『安全』に重きを置いた度合いにある』と彼は言っ

た。『政府では、[不当殺害] 容疑者の捜査、ましてや、起訴に興味のある者

などいず---、国際社会 でも、かかる状況を変えようとする者などいないよう

だ。』」[36p] 

 
苦情に関する手段 
 
10.42 2008 年 3 月 10 日、BBC ニュースは、新しい政府事務所が開設され、「あり

とあらゆる」苦情が集められ、それらは大統領府に回された。事務所は、ス

タッフが 23 名で、現在、首都カブールに拠点を置いている。新しい事務所の

所長は、「人々の問題に取り組むのに必要な対策を講じるが、- 管理能力に事

欠くため、苦情処理手順が実際にどれほど効果的となりうるかは不明である

と評論家は言う。」と報じた。 [25r] 
 
10.43 USSD 報告書 2008 は、「MOI [内務省] の人権機関は、警察の虐待に関する苦

情を受け付け、対応しており、州ごとに、少なくとも、2 名、また、カブー

ルの検問所ごとに 1 名の ANP [アフガニスタン国軍] 将校を人権侵害の認知・

報告に向けて訓練してきた。各州とカブールの MOI 本部との間における報告

書の取り交わし・調整が問題として残った。」と述べている。[2i] (Section 1d) 
 
10.44 アフガニスタン独立人権委員会は、その 2007 年 8 月発行の報告書、アフガニ

スタンの経済的社会的権利において、2004 年のアフガニスタン国憲法第 58
条によれば、アフガニスタン独立人権委員会が、人権の進歩・保護推進に向
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けたアフガニスタンにおける人権の観察・監視を目的として設置された」と

述べている。[78d]  

 
(第 19 条: 人権機関、組織、および活動家 –  アフガニスタン独立人権委員会

も参照) 
 

(第 4 条: 最近の動き – 2009 年の選挙、2009 年選挙に関する独立選挙委員会

(IEC)への苦情についての情報) 
 

目次にもどる 
情報源リストに進む 
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11.   兵役 
 
11.01 2010 年 2 月 22 日最新改定の中央情報局(DIA)ワールド・ファクトブックに

は、新兵の徴募は 22 歳からで、「徴募兵は 4 年の兵役期間で契約を結ぶ」と

書かれている。[3a] (Government)”2008 年 8 月更新の国会図書館アフガニスタ

ン国の横顔では、「男子は 22 歳で徴兵資格を持ち、志願兵は 18 歳で入隊で

きる。徴集兵の兵役期間は 4 年である。[98] (p22) しかしながら、2010 年 3 月

11 日発行の米国国務省 2009 年人権問題に関する国別報告書(USSD 報告書

2009 年版) アフガニスタンの部には、「軍隊の法定徴兵年齢は 18 である。政

府は、国際援助を得て、徴集兵全員を入念に検査し、軍隊と警察に振り分

け、18 に達していない応募者の受け入れを拒んだ。」 [2a] (Section 1g) 
 

(第 10 条: 治安部隊- 軍隊、アフガニスタン国軍(ANA)に関する情報もしくは

第 26 条子供、少年兵に関する情報も参照) 
 

目次に戻る 
情報源リストに進む 
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12.   非政府軍による虐待 
 
概要 
 
12.01 2009 年 7 月 16 日に出された 2008 年の事件を対象とするフリーダムハウス報

告書 2009 年世界の自由、アフガニスタン編には、「推定で 125,000 名もの

隊員を擁する 2 千の違法武装グループが活動を続けている。2003 年から

2005 年にかけて[活動した] 変則的武装勢力を目標とする任意武装解除、動員

解除、および再統一計画---」と記録される。 [41a] (p6) 

 
12.02 2010 年 1 月 19 日発行の 2009 年の事件を網羅する人権監視(HRW)世界報告

書 2010、アフガニスタンには、以下の記述がある。 
 

一般市民に対するテロ活動の一環として、タリバンを初めとする反政府グル

ープは、引き続き、学校、特に、女子校を標的とした。教育省によれば、ア

フガニスタン年で 1387 年(2009 年 4 月- 8 月)の最初の 5 か月間に 102 の学校

が爆弾や放火で攻撃され、反政府分子の攻撃で 105 名の生徒と先生が殺害さ

れた。2009 年の 4 月から 5 月にかけて、中部地方の女子校 3 校が(農薬か殺

虫剤と思われる)薬品で攻撃され、教育省によれば、196 名の少女が負傷した

という。」[17d] (Afghanii stan Section, p261) 
 
誘拐 
 
12.03 HRW 報告書 2010 には、以下の記述がある。 
 

「NGO [民間公益団体] 職員やビジネスマンおよびその子供を含め、アフガニ

スタンでは、身代金目当ての誘拐が横行している。一番よく起きるのは、南

部、東部、それに中部で、そこでは、誘拐が不安定の度合いに有意に寄与し

ており、特に、女性や子供の移動を著しく妨げている。誘拐は犯罪者の一味

により行われ、反政府グループも金目当てや囚人釈放要求手段として利用す

る。警察は、総じて、誘拐等の権利濫用に強力な関心をもって取り組む能力

や意欲に欠けているようだ。」 [17d] (Afghanistan Section, p259) 
 
12.04 2009 年の 10 月 1 日から 12 月 31 日までを対象とするアフガニスタン NGO

保安局(ANSO)ANSO 四半期データ報告書には、以下と書かれている。 
 

「NGO 職員の誘拐事件は、依然、あまり多くなく、昨年(2008 年)より 33％
減少し、この 1 年を通じて(道路移動中の全てで)記録されたのは、僅か 6 件で

あった。犯罪行為の隠れ蓑として都合がよいことから、誘拐事件のうち、あ

る数は、武装対抗グループ(AOG)によるものであるというべきである。特

に、NGO 誘拐事件が頻発する AOG が主流の州では、この問題について、犯

罪グループが AOG と共謀する傾向にあることから、これら二者の間の違いの

重要性も薄くなっている。」 [32b] (p7) 
 
12.05 2009 年 10 月 13 日、 ラジオ・フリー・ヨーロッパ/ラジオ・リバティーは、

北部アフガニスタンにおいて、16 名が 2 つの異なる事件で誘拐されたと伝え

られると報じた。サリプル州の診療所がタリバン兵に襲われ、ヘルスワーカ
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ー8 名が捕らえられた。2 つ目の誘拐事件では、ファリアブ州の警察署が襲撃

され、警察官 8 名が連行された。[29g]    
 
12.06 2010 年 3 月 11 日付米国務省 2009 年人権問題に関する国別報告書(USSD 報

告書 2009 年版) アフガニスタンの部には、以下と書かれている。 
 

「MOI [内務省] はその年[2009 年] の誘拐事件は 368 件で、そのうち、少なく

とも、1 件は、人質が殺される結果となったと報じた。アフガニスタン NGO
保安局(ANSO)が報じるところによると、反政府分子等がその年誘拐したのは

20 名の救援隊員で、2008 年の 38 名から減少し、誘拐されたのは、全て、現

地の職員であった。ANSO によれば、誘拐は大体が一時的で、大抵の人質

は、普通、地域社会における長老の努力により、無傷で釈放される。一名が

誘拐意思に背いたことで殺されたと伝えられた。オブザーバーは、非反乱関

連誘拐は論争解決のための形態とした。 [2a] (Section 1g) 
 

(第 26 条: 子供 – 子供の誘拐および第 8 条: 安定状態 – カブールならびに第 9
条: 犯罪も参照) 

 
目次に戻る 

情報源リストに進む 
 
将軍と司令官 
 
12.07 HRW 報告書 2010 には、以下の記述がある。  
 

「この国の多くの地域において、現地の有力者や前将軍が引き続き社会に大

きな力をもち、脅しや暴力でその支配力を維持していた。アフガニスタン政

府は、かかる職権乱用、汚職の蔓延、生活水準改善の失敗、それに、その支

配下にある地域においてさえ見られる法治確立の進捗欠如から、公的機関と

しての正当性を喪失し続けてきた。」 [17d] (Afghanistan Section, p259) 
 
12.08 国際危機グループ(ICG)2010 年 1 月 17 日付記事、「残忍なアフガニスタン将

軍の処分は誤り」、ボストン・グローブ紙 Nick Grono および Candace 
Rondeaux では、以下と報告されている。 

 
「アフガニスタンの 30 年に及ぶ戦争で、数多くの将軍と司令官を生み出して

きた。機関は、暴力、後見、汚職、および形式的な後ろ盾により支配を維持

する権力乱用者に取って代わられてきている。2001 年にタリバンが崩壊した

後、この力関係が根本的に変わる真の機会があったが、時間の無駄で終わっ

た---。 
 

「今日のアフガニスタンにおける陰の実力者名簿は、内戦時の残忍さに一役

買った司令官の名鑑に内容が少し似たところがある。アフガニスタンの現行

共同副大統領モハマド・カシム・ファヒムおよびモハマド・カリム・ハリリ

が自己改革により有力な当局者を目指しているのに対し、ヘクマティアル

は、違う道を選んだ。タリバンがカブールに攻め込む前、首相として短い期

間勤めた後、有力な政党ヒズビ・イスラミを設立したヘクマティアルは、

1990 年代半ば、イランに退却し、やっと、2001 年再浮上し、アフガニスタ

ンへの米国軍事介入に反対を唱えた---。 
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「昨年あたり、カリスマ性を持つパシュトゥーン人イスラム原理主義者ヘク

マティアルは、主要ニュース窓口でのインタビューを数回開き、その政治宣

伝のペースを速め、目立つような行為を取り始めている。彼は、アフガニス

タンにおける最良のイスラム利益を胸に、強力で穏健な原理主義者としてよ

り広く受け入れられる男に自分を変貌させようと大いに努力している。にも

かかわらず、彼はタリバンと共謀して、近年、自分が行ったと宣言している

連合軍やアフガニスタン政府への数回に及ぶ激しい襲撃のひとつに過ぎない

2008 年 8 月のフランス兵 10 名の殺戮を伴った破壊的攻撃を煽動したとして

いる。 [26g]  

 
12.09 2009 年 12 月、戦争と平和報道研究所の記事には、前将軍がアフガニスタン

の北部、特に、その州の空位となる知事の職に興味を示した政党が存在して

いたバルク州に再び姿を現した。北部警察部隊の広報担当官、 Lal 
Mohammad Ahmadzai は、「『多くの地区で、銃を売って生計を立てていた

者が、もう一度、そうしようとしている。』しかし、彼は、国家警察部隊に

所属するその部下がそんな誘惑に負けないだけの力は十分あると言い張

る。」と書かれていた。 [73e] 
 
12.10 HRW 報告書 2010 にも、カルザイ大統領が主要人種派閥全てからの前将軍に

対する一連の処遇を通じて 2009 年の再選確保を試みた。カルザイの同伴副大

統領候補にモハマド・カシム・ファヒムを選んだのは、この傾向を象徴して

いる。ファヒムは、1990 年代から長期にわたり、戦争犯罪の可能性に関係

し、多くのアフガニスタン人に犯行集団に関係していると広く認められてい

る。 [17d] (Afghanistan Section, p260) 
 
12.11 USSD 報告書 2009 には、「2008 年 12 月発布の国家の和解と恩赦に関する法

律が過去 25 年間紛争に携わってきた者に恩赦を与える」と書かれている。 

[2a] (Section 1d) 
 

目次に戻る 
情報源リストに進む 

 
不法武装グループの解散(DIAG)  
 
12.12 2009 年 4 月 30 日発行の米国国務省(USSD)テロリズムに関する国別報告書、

南・中央アジア概観、アフガニスタン編には、以下の記述がなされている。 
 

「より早期の武装解除、動員解除、ならびに再統一(DDR)計画の後続となる 
不法武装グループ解散(DIAG)計画に基づき、2005 年 3 月の開始以来、84 の

地区において、当局による 362 の不法武装グループの解散と 42,000 を超える

兵器押収がなされてきた。2007 年 4 月、地方政府のより大きな支援を取り付

けようと、DIAG は、適格地区に対する開発援助申し出を開始した。現在、

84 の対象地区中 48 地区がかかる援助を受ける資格があり、DIAG の武装解除

規定を満たしていると考えられている。DIAG 作戦 の広がりとともに、脅威

のより大きな不法武装グループを標的に、州や地方レベルでの政治的意思構

築努力が強化されている。」 [2d] (Afghanistan Section) 
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12.13 2009 年 7 月 16 日に出された 2008 年の事件を対象とするフリーダムハウス報

告書 2009 年世界の自由、アフガニスタン編には、「しかながら、武装解除過

程は、決して、計画通り実施段階にまで進展することはなく、反政府勢力に

対抗する措置として非公式の市民軍に再武装させる米、英、およびカナダ支

援の国際計画は、違法な武器使用の抑制・規制努力を大いに損なってい

る。」 [41a] (p6) 

 
反政府・反連合軍(ACF) 
 
12.14 反政府分子は、依然、民間犠牲者最大比率の元凶であり、その民間人生命軽

視の戦術を実証している。反政府分子による民間人殺害件数は、2007 年の

700 件から 2008 年には 1,160 件へと、65 パーセント増えており(2009 年 3 月

10 日付国連事務総長レポート)、 [39h] かれらは、「村人、外国人、それに民

間公益団体(NGO)職員への恐喝、強奪、攻撃、および殺戮を続けた。」 [2a]   
 
12.15 2009 年 3 月 10 日付国連事務総長レポートには、「最近の報告書で明らかに

された 2 つの傾向から、これまで安定していた地域を不安に陥れようとする

反政府分子の意思がさらに強固となり、反政府分子によるより洗練された非

対称の攻撃利用が増え、民間人の生命を軽視する風潮か強まっている」と述

べられている。[39h] 
 
12.16 2009 年 1 月発行の人権監視世界報告書 2009、アフガニスタンの部には、

「タリバン等の過激派が、カブール州と境界を接するロガール州やワルダク

州あるいは西部ヘラート州の一部といった以前は比較的安定していたと考え

られるこの国の地域にその支配を延ばしてきている。カブールは、2008 年、

いくつかの大胆不敵な過激派攻撃で、その標的となり、首都から延びるいく

つかの主要道路を旅するのが危険になった。 [17b] 
 

(最新ニュース、第 8 条治安状態、および付属書 C 武装グループの一覧表も参

照)  
目次に戻る 

情報源リストに進む 
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13.   司法 
 
機関 
 
13.01 2010 年 1 月 28 日アクセスのヨーロッパ・ワールド・オンラインは、以下の

ように述べている。 
 

「2001 年 12 月、20 年を超える内乱を経て、アフガニスタンでは、最早、国

の司法制度が機能していなかった。その月に署名されたボン合意に基づき、

アフガニスタンは、一時的に、回教の法律と西洋の司法理念を組み合わせた

1964 年の憲法に立ち戻った。2004 年早々に、新憲法が導入されたが、新憲

法では、回教の法律が持つ役割について、特に、言及していないが、アフガ

ニスタンの法律は、回教の原理と矛盾すべきではないと述べている。憲法

は、アフガニスタン最高の司法機関として、 最高裁判所(Stera Mahkama) の
創設を定めている。2005 年 12 月 19 日に Meli Shura (国会)が正式に開かれて

間もないころの裁判所創設時まで、この国では、2005 年 1 月設立の一時的な

最高裁判所が機能した。最高裁判所は、最高裁判所長官を含め、9 名の裁判

官から成るが、裁判官は、大統領がこれを任命し、ウォレシ・ジルガ(下院)が
承認する。 [1g] (Judicial system) 

 
13.02 2009 年 3 月 10 日付国連(UN)事務総長レポートには、以下が記載されている 
 

「司法部門の改革案が国家司法戦略に記載され、国家司法計画を通じて実施

されるが、国家司法計画では、これらの地域の政府や援助提供者の取組みを

容易にする機構が設けられた。こうした機構のひとつが計画監視委員会で、

政府主導で、世界銀行が管理する司法部門改革プロジェクトを監視する。

2009 年 1 月に結成されたもうひとつの機構、援助提供国委員会は、政府を助

けて、援助提供国支援を国家司法計画に繋げ、計画監視委員会に戦略上の助

言を提供する。」 [39h] (p7) 
 
13.03 国連事務総長レポートは、さらに、「司法部門の進歩は、最高裁判所、検事

総長室、ならびに司法省が入手できる資源が不足しているため、捗っていな

い。これらの機関は適格且つ経験豊かな裁判官とともに十分な基盤設備に事

欠いている。」と続けた。[39h] (p7) 
 
13.04 2009 年 2 月 25 日発行の 米国国務省(USSD)2008 年の人権問題に関する国別

報告書(USSD Report 2008)、アフガニスタンの部には、以下の記述がある。 
 

「司法府は、最高裁判所、高等裁判所(上訴裁判所)、および初級裁判所で構成

されている。裁判官は、最高裁判所の推薦を受け、大統領がこれを承認す

る。最高裁判所が国家裁判所制度に全体的責任を負う。最高裁判所の裁判官

は下院(ウォレシ・ジルガ)の承認を得て、大統領がこれを任命する。その手順

の詳細は限られているものの、国家治安裁判所がテロリスト等の事件を裁い

た---。 
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「政府の支配が及ばないいくつかの遠隔地では、タリバンが司法制度を併設

させている。人権活動家によれば、タリバン司法制度で行われる処罰は、断

頭、絞首刑、おさ打ち等である。 

 
「裁判所が、主として、主要都市における刑事事件の裁定を行ったのに対

し、民事事件は、非公式の制度で解決されることが多かった。正式な法制度

がまだ十分発達していないことから、農村地域では、刑事事件も、民事訴訟

も、ともに、現地の長老やシューラが第一の解決手段であった。受容不能な

処罰を課しているのも彼らだとされた。一部の推定によれば、事件全体の 80
パーセントはシューラを通されているが、シューラは、憲法が認める一般市

民の権利には執着せず、女性やマイノリティーの権利を侵害することも多か

った。しかしながら、ヘラート州の NGO ( 非政府公益団体)は、離婚や後見の

案件を含む民事事件の解決で女性を公正に扱っていることも少なくないと報

告している。」 [2i] (Section 1e) 
  
独立  
 
13.05 USSD 人権レポート 2009 年報告書には、「法律では、独立した司法を規定し

ているが、事実、司法はしばしば資金や要員が不足し、政治的な影響性を受

けたり、汚職が蔓延する。公務員、部族の指導者、被告の家族、ならびに反

乱に関係する個人による賄賂、汚職、および圧力が公平な司法の脅威とな

る。」 [2a] (Section 1e)  
 
13.06 2009 年 7 月 16 日に出された 2008 年の事件を対象とするフリーダムハウス報

告書 2009 年世界の自由、アフガニスタン編には、以下が記録されている。 
 

「司法制度は場当たり的に働き、法務は、どこへ行っても教育の行き届かな

い裁判官が法令を取り混ぜたものをベースに管理している。司法における汚

職は広範で、裁判官や弁護士は、現地の指導者や武装グループに脅されるこ

とも多い。人々にとって、特に、農村地域では、伝統的な裁判が、依然、頼

みの綱である。民事法学の知識に欠けた宗教学者で構成される最高裁判所

は、特に、改革の必要性がある。」 [41a] (p7) 
 

(第 20 条: 汚職も参照)  
 

目次に戻る 
情報源リストに進む 

 
公正な裁判 
 
13.07 USSD 人権レポート 2009 には、以下が報告されている。 
 

「審理手続きが国際的に認めれた基準を満たしているのは稀であった。司法

の管理と実施は、国における地域の違いにより異なった。一般市民は、全

て、法律により、推定無実の権利を保有する。実際には、裁判所は、通常、

数分間程度の審理がなされた後、被告に有罪判決が下される。被告は裁判に

出席し、控訴する権利を保有するが、このような権利は、必ずしも、適用さ

れない。裁判は、通常、公然と行われた。憲法では、陪審裁判を求める権利

を認めていないことから、刑事裁判は、全て、裁判官が判決を下す。被告
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は、財源が許す限り、弁護士ないし法律顧問と公費で相談する権利も保有す

る。この権利は、弁護人が著しく不足していることもあって、無定見に与え

られた。被告は、証人への反論や質問が許されないことが多かった。一般市

民は、憲法上の権利を知らないことが多かった。被告と弁護人は、裁判に先

立ち、自身の事件に関係のある物的証拠や書類を調べることができたが、実

際は、事件が上程される前に裁判書類が考察に供されることは少なかったと

オブザーバーが述べている。 
 

「容疑者が拘禁されると、初級裁判所が 2 ヶ月以内に裁判を開かなければな

らない。上訴裁判所は、2 ヶ月かけて、拘禁容疑者の事件を調べる。いずれ

かの側も控訴でき、無実と分かった被疑被告人でも、事件が初級、上訴、お

よび最高裁判所という 3 つの司法レベルを全て通過するまでは、司法制度に

拘束されたままとなり得る。20 日以内に控訴がなされない場合は、初級裁判

所の裁定が最終のものとなる。2 回目の控訴は、30 日以内に行わなければな

らず、それが過ぎると、事件は最高裁判所に移され、最高裁は、5 ヶ月以内

に、被告の事件に判決を下す。控訴期限が守られなければ、法律により、被

告の拘禁を解かなければならない。多くの場合、裁判所はこの期限を守って

いない。 
 
「回教の法律に基づき、被害者の親戚は、容疑者を相手として事件の立件が

行える。裁判官は賠償もしくは、殺人事件の場合は死刑の申し出が行え、家

族一名の承諾を得てのみ、これを親戚が実行できる。回教の法律に基づき、

被害者の家族が加害者を許す場合、裁判官は恩赦を発光しなければならな

い。 
 
「法律で明確に規定されていない限り、もしくは、裁判官、検察官、または

長老に法律の知識がない限り、裁判官および非公式のシューラが慣習法を実

施したが、かかる行為は、しばしば、女性差別の結果をもたらした。これに

は、被告が悪事を働いた家族の男子に若い女性を嫁がせる形の賠償を行うこ

とが含まれる。」 [2a] (Section 1e) 
 

 (第 25 条: 女性 – 法定権利も参照) 
 
13.08 2009 年 2 月付国際開発法機関(IDLO)プレス・リリースには、以下と書かれて

いる。 
 

「アフガニスタンの法制度が直面する最も重大な問題のひとつは、法にまつ

わる資料や資源に事欠くことである。この国の図書や法令集は、事実、24 年

に及ぶ戦争で大半が失われた。たいていの裁判官は、専門的資源へのアクセ

スが十分できないと報告している。2007 年の調査では、83%が最高裁判所の

裁定書が得られない、55%が法律、訴訟手続き、判例などのテキストが得ら

れない、36%が成文法や政府規定が十分得られないと言った。」 [81a] 

 
刑事訴訟法 
 
13.09 USSD 人権レポート 2009 には、以下と書かれている。 
 

「刑事訴訟法では、公判前の拘留に制限を設けているが、当局では、そのよ

うな制限を尊重せず、一部、過密な制度が抑留者の処理をタイムリーな方法
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で処理できなかったことから、長期に及ぶ公判前の拘留が、依然、問題であ

った。 
 

「地元の法律専門家や国際基準の法律顧問を含む刑法改革作業グループは、

刑事訴訟法の改定を終え、それを更なる考察に向け、MOJ(司法省)立法起草

部 Taqnin に提出した。その年の暮れ、Taqnin は、刑法改革作業グループの

勧告に応じる措置を講じていなかった。 [2a] (Section 1d) 
 
13.10 米国国際開発庁(USAID)は、2009 年 4 月、シーア派属人法の英訳本を出版し

た。[60c]国際赤十字委員会(ICRC)のホームページには、『裁判所用暫定刑事

訴訟法 2004』のコピーが出ている。 [64a] 

 
 (第 25 条: 女性 – 法定権利も参照) 
 

目次に戻る 
情報源リストに進む 
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14.   逮捕と拘束 – 法的権利 
 
14.01 2004 年 1 月に採択された憲法第 31 条は次のように規定している： 
 

“逮捕に際しては何人も、本法律下においては彼/彼女の諸権利を擁護したり、

彼/彼女が告訴されている彼/彼女の訴訟を擁護するために弁護人を依頼するこ

とができる。逮捕に際して被告人は理由となっている告訴の内容について知

らされ、法律によって決められた範囲内で法廷へと召喚される権利を有して

いる。刑事訴訟では、国は困窮状態の・・・に対して弁護人を選任するもの

とする。弁護人の義務と権限は法律によって規定されている”。[4b] 
第 129 条第 7 章第 14 条(Article 129 Ch. 7. Art. 14)は、“裁判所は自らが発布す

る決定に関してその理由を述べる義務がある。裁判所のすべての具体的決定

は大統領の承認を条件とする極刑を除いて法的強制力を有している”。[4b] 
 
14.02 2010 年 3 月 11 日に公表された米国務省の『国別報告：2009 年のアフガニス

タンにおける人権の実態』(USSD Report 2009)は次のように伝えている：  
 

“法律は弁護人との接見と令状の使用について規定しており、罪状なしに拘束

者を拘束できる期間を制限している。当局は多くの場合、拘束者に対してそ

の罪状を伝えていない。警察は予備調査を終了するまでに 72 時間にもわたり

容疑者を拘束する権利を有している。警察が立件しようと決定した場合に

は、書類は検察当局に移り、検察当局は 48 時間以内に当該容疑者を尋問しな

ければならない。調査を担当する検察官は、調査を進めつつ正式な罪状なし

に逮捕時点から 15 日間連続して容疑者を拘束することが可能である。裁判所

の承認があれば、調査担当検察官はさらに容疑者を 15 日間延長して拘束する

ことができる。検察官は逮捕から 30 日以内に起訴状を提出するか、容疑者を

釈放しなければならない。30 日以内に起訴状が作成されなくても、調査を継

続することは可能である。裁判または罪状認否前の拘束者の拘束期間につい

ては、ほとんど一貫性がない。判決後の拘束もよくあることが伝えられてい

る”。[2a] (Section 1d) 
 
14.03 子供の拘束のための法的手続きに関して 2009 年 USSD 報告は次のようにも

伝えている。“少年法は子供は成人と同じ基準で拘束すべきではないことを前

提としている。拘束された子供は一般的に自らの基本的権利と適正手続きの

多くの側面を否定されている。その中には無罪推定、罪状について知る権

利、弁護人への接見、自白を強要されない権利が含まれる。刑事司法制度に

おける子供の一部は、犯罪者ではなくむしろ犠牲者である・・・”。 [2a] 
(Section 1d) 

 
14.04 2009 年 2 月の『アフガニスタンにおける拘束に対する代替方法』についての

ロンドン大学キングズカレッジの報告では、“判決が確定している 104 件の少

年事件の解析によれば、半数以上は少年法に照らせば刑務所での服役以外の

判決に該当することが示されている。しかしながら現在のところ、

UNICEF[国際連合国際児童緊急基金]によってカブールで最近になって建設さ

れた日帰りの矯正施設が一ヶ所あるだけであるが、この施設の運営はまだ始

まっていない”となっている。[56a] 
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14.05 ヒューマンライトウォッチのアフガニスタンに関する 2009 年報告は、“アフ

ガニスタンの米軍は地位協定のような適切な法的枠組みなしで活動してお

り、適切な法的手続きなしに数千人のアフガン人を拘束し続けている”と伝え

ている。[17b] 

 
(第 10 項：治安部隊 - 恣意的逮捕と拘束 および第 13 項： 司法 - 公正な裁判

も参照) 
 

目次に戻る 
情報源リストに進む 
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15.   刑務所の現状 
 
15.01 国際連合(UN)事務局長報告である 2009 年 3 月 10 日付の『アフガニスタンの

現状と国際平和および安全保障におけるその意味』は、“アフガニスタンにお

ける拘束施設および刑務所は深刻な放棄状態にある。しかしながらこれらの

施設の 行政事務改革は既に始まっている”と伝えている。[39h] (p8) 
 
15.02 2010 年 3 月 11 日に公表された米国務省の『国別報告：2009 年のアフガニス

タンにおける人権の実態』(USSD Report 2009)は次のように伝えている： 
 

“・・・政府は司法省(MOJ)内で刑務所および拘束施設の諸条件を改善するた

めのいくつかの措置を講じている。大部分の刑務所および拘束施設の中でも

特に MOI[内務省]の拘束施設は老朽化、極度の定員超過および不衛生状態にあ

り、国際基準には遠く及ばない。AIHRC[アフガニスタン独立人権委員会]、
ICRC[国際赤十字委員会]およびその他のオブザーバーは、不十分な食糧と

水、貧弱な衛生施設、不十分な毛布および感染症は同国の刑務所ではよく見

られる状況であると報告している。刑務所内の診療所の設備は不十分であ

る。感染性疾患の囚人や精神疾患を抱える囚人が、他の囚人から隔離される

ことは稀である。しかしながら、UNAMA[国際連合アフガニスタン支援派遣

団]は、各州の刑務所スタッフを訓練・指導するための国際支援に伴う顕著な

運営上の改善を観察している。国際オブザーバーは、MOJ と中央刑務所総局

(CPD)の指導層が、囚人および拘束者のための国連最的基準を満たすことを

目標として、スタッフの労働条件と囚人の生活条件の改善のために積極的に

努力していることを認めている”。[2a] (Section 1c) 
 
15.03 2009 年 7 月の UNHCR の『アフガニスタンからの亡命者の国際的な保護ニー

ズを評価するための適格性ガイドライン』は次のように伝えている： 
 

“定員超過、不十分な食糧と水、貧弱な衛生施設、そして診療所がある場合で

もその設備が不十分であることが報告されている。報告によれば感染性疾患

および精神疾患の囚人が一般囚人集団から隔離されることは稀であり、一方

で女性囚人の子供は特に他に家族がない場合にはそれぞれの母親と共に生活

している。男女別の分離は行われていない”。 [11a] (p60) 
 
15.04 2009 年 USSD 報告は次にようにも伝えている。“政府は 34 の州刑務所および

203 の県拘束施設があることを報告している。政府はまた 30 ヶ所の児童矯正

施設についても報告している。NDS[国家安全保障総局]が拘束している囚人数

および NDS が運営している施設数については公的情報は得られなかった。

CPD は 23 の拘束施設と州刑務所においてそれぞれ 109 人の女性拘束者と

356 人の女性囚人がいることを報告している”。 [2a] (Section 7e) 
 
15.05 国際連合薬物犯罪事務所(UNODC)の報告書である 2007 年 3 月の『女性囚人

とその社会復帰』は Pul-e Charki 刑務所における女性の諸条件を次のように

伝えている： 
 
“女性用の Pul-e Charki 刑務所はカブールにおける男性および女性の囚人を収

容する刑務所複合施設の数ブロックのうちのひとつからできている。収容す
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る部屋は 9 つあり、それぞれの 4 人から 15 人の囚人とその子供が収容されて

いる・・・ 
 
“医療は不十分である。刑務所担当医は定期的に往診すると言われているが、

聞き取りによれば往診は要請があった場合のみで、提供される治療は一般的

には鎮痛剤のみであることが示唆されている。AWEC[アフガン女性教育セン

ター]に勤務する女性の婦人科医は Pul-e Charki の囚人を月 1 回往診してい

る。NGO[非政府組織]のエマージェンシー(Emergency)も Pul-e Charki の男性

と女性の囚人に医療を提供しており、これが囚人が利用できる 24 時間医療体

制となっている。AWEC とエマージェンシーは妊娠女性および授乳女性の食

事の補助を行っている。囚人たちは医療サービスに満足しておらず、B 型肝

炎や特に精神的問題を含む様々な健康状態について不平を訴えている。

AIHRC は出産のための体制に関して懸念を表明している。病院は同然によう

に出産のために囚人に対して医師を派遣することなく(いずれにせよ刑務所で

は女性が出産するための適切な施設はないが)、また必ずしも出産のために刑

務所の女性を病院に受入れるとは限らない”。 [87b] 

 
15.06 この報告はまた、“トイレと洗面設備は刑務所外にあり、衛生状態は不良で、

多くの女性は暖房設備の欠如について不満を訴えている。3 つの部屋が

AWEC が提供する職業訓練と教育のためのクラスとして使用されている(基本

的健康教育、識字クラス、応急処置、手工芸および裁縫)。クラスは週 5 回開

かれ、8.30～12.00 までとなっている”と伝えている”。 [87b] 
 

(第 14 項： 逮捕と拘束 – 法的権利、第 25 項：女性 - I女性の拘束 および第 26
項： 小児も参照) 
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16.   死刑 
 
16.01 2004 年 1 月の憲法は大統領の許可を条件として極刑を可能としている。[4a] 

2009 年 5 月 17 日に入手したアフガニスタンに関するハンズ・オフ・ケイン

の報告は次にように伝えている： 
 

“この 160 条の中ではシャリア法について明示的に言及はされていないが、憲

法はアフガニスタンを「イスラム共和国」であると宣言し、「いかなる法も

聖なるイスラム教の信仰と規定に背いてはならない」と定めており、したが

ってイスラムの規定はイスラムに反する犯罪(凶器を使った強盗、不義および

背教または神への冒涜)と人に対する犯罪(殺人)については極刑を想定してい

るということになる。 
 
“1976 年の刑法は現在でも有効であり、多くの条文において極刑を前提とし

た犯罪を特定している。この刑法は国家の安全保障に対する犯罪と個人に対

する犯罪(つまり特定タイプの加重殺人)の 2 つの主要カテゴリーに言及してい

る。 
 

“加重殺人についての他の条文は、2003 年 11 月に公布された反麻薬・覚醒剤

法のような最近の法律にも含まれている。この法律は逮捕に抵抗している覚

醒剤密輸業者が警察官を殺害するような事例において死刑判決を規定してお

り、2004 年 7 月 3 日の大統領命令は犠牲者の身体の一部利用を目的とした子

供の誘拐と密輸で有罪となった者で結果的に致死させた場合については常に

死刑を想定している。  
 

“死刑に処せられる可能性のある犯罪については、1987 年の国内外の安全保

障に対する犯罪についての法律および 1989 年の軍法にも列挙されており、こ

れらはソ連の軍事進攻に伴い制定されたもので現在でも効力を持っている。

そのような犯罪は大部分が特に戦争時における国家の安全保障と関連してい

る。これらの法律によって特定された犯罪は、国家保安裁判所と軍事法廷に

よってそれぞれ処理される。 
 

“しかしながら、新たに採択された少年法では少年を「12 歳を超えているが、

18 歳には達していない者」と定義しており、第 39 条の c 項では小児は死刑

判決を受けることがないと明確に規定している”。 [83a] 
 
16.02 2008 年 11 月 13 日に公表されたアムネスティ・インターナショナルの記事

『アフガニスタンは広範な死刑執行の活用に向けて動く』は次のように伝え

ている： 
 

“死刑はアフガニスタンでは誘拐、殺人および強姦のような犯罪に関して下さ

れる・・・。アフガニスタンの法律によれば、すべての死刑判決は執行命令

に署名するか、訴えられた者に恩赦を下すことになる大統領に行きつくまで

に 3 段階の裁判所(初等裁判所、上訴裁判所および最高裁判所)によって認めら

れなければならない。タリバンは 2001 年の支配の終了時点まで死刑を執行し

ていた。タリバンが権力の座から降りた後では、新政府は 3 年後に終了する

ことになる自ら課したモラトリアムを順守し、2004 年 4 月に Abdullah Shah
の死刑を執行している”。 [7c] 

本 COI 報告書の本文は 2010 年 3 月 18 日付で公に入手可能な最新情報を含んでいる。最近の出来事と報告書に関する追加の概略情報

は 201 年 4 月 8 日までの「差新ニュース」の項に示す。 
71

日本語訳は，法務省入国管理局による仮訳である。



アフガニスタン 2010 年 4 月 8 日 

 
(死亡判決を受けたジャーナリストの情報については第 18 項：言論の自由と

報道機関 –ジャーナリストも参照) 
 
16.03 2009 年 3 月に公表されたアムネスティ・インターナショナルの報告『2008

年の死刑判決とその執行』は次のように伝えている： 
 

“アフガニスタンでは少なくとも 17 人が死刑執行されており、少なくともそ

れ以外の 131 人が死刑判決を受けている。アフガニスタンの最高裁判所は下

級裁判所によって下された約 31 人の死刑判決を支持し、それらの人々は

Karzai 大統領の承認を今待っている状態にある。裁判の手続きはほとんどの

訴訟において公平性についての国際基準に違反しており、その内容としては

容疑者が自らの弁護を準備するための時間の不足、法定代理人の欠如、薄弱

な根拠に基づいていること、証言者の喚問および質問に関する被告人の権利

の否定などが挙げられる”。 [7e] 
 
16.04 2009 年の前半に下された死刑判決としては以下の事例が含まれる： 
 

  2009 年 2 月 27 日、Panjwai 県の Ghargi 地域で、警察の検問所に配置

されていた 3 人の警察官が縛り首を実行した罪で死刑判決を受け、他

の 2 人は禁固 20 年の実刑判決を受けている； 
  2009 年 2 月 28 日、Herat 州で 2008 年 8 月に起こった NATO の空爆

において約 100 人の民間人が死亡するという結果をもたらした誤情報

を提供したという罪で 1 人の村人が死刑判決を受けた。 
  2009 年 3 月 12 日、Herat 州西部の初等裁判所で 2 件の殺人事件につ

いて 3 人が禁固 3 年から死刑までの判決を受けている。 (ハンズ・オ

フ・ケイン、2009 年 6 月 18 日に入手) [83a] 
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17.   政治的所属 
 
政治的表現の自由 
 
17.01 2010 年 3 月 11 日に公表された米国務省の『国別報告：2009 年のアフガニス

タンにおける人権の実態』(USSD Report 2009)は、“憲法は国民が自らの政府

を平和的に変革させる権利を有することを規定しており、国民は 8 月[2009
年]の大統領選挙および州議会選挙でこの権利を行使した”としている。 [2a] 
(Section 3) 

 
(第 3 項：歴史 - 大統領選挙 - 2009 年 8 月、第 6 項：政治体制および第 18
項：言論の自由と報道機関も参照) 

 
結社および集会の自由 
 
17.02 2004 年 1 月に採択された新憲法の第 35 条は次のように規定している： 

“アフガニスタンの国民は法律の規定に従って物的または精神的目標を達成す

るために、社会的組織を結成する権利を有している。アフガニスタンの国民

は以下のように規定されている法律の条文に従って、政党を結成する権利を

有している： 
 

“1. 政党の綱領と憲章は聖なるイスラム教の諸原則および本憲法の条文と諸

価値に反するものであってはならない。 
“2. 政党の組織体制および資金源は公にしなければならない。 
“3. 政党は軍事的または準軍事的な目的や機構を持ってはならない。 
“4. 外国の政党または資金源と関係を持ってはならない。 

 
“民族、言語、宗派および地域に基づく政党の結成と機能は許容されない。 

 
“法律の条文に従って結成された政党は法律的理由と所管の裁判所の決定がな

ければ、解散することはできない”。 [4b] 

 
第 36 条の規定は、“アフガニスタンの国民は、法律に従って合法的・平和的

目的のために非武装でデモを行う権利を有する”。 [4b] 
 
17.03 2009 年 USSD 人権報告は次のように伝えている：憲法では集会および結社の

自由を規定しているが、治安上の諸条件および場合によっては地元当局が実

際にはこの権利を制限している”。 [2a] (Section 2b) この報告はさらに“身体的な

安全の欠如と地元当局や治安部隊からの干渉によって、治安が不安定である

国内の一部地域では集会の自由が阻害されている”。 [2a] (Section 2b) 
 
17.04 また集会の自由に関する報告に際して 2009 年 USSD 報告は次のようにも伝

えている。“政党に関する法律では各政党は MOJ[司法省]に登録する義務があ

り、イスラム教と合致する目的を追求することを求めている。民族、言語、

イスラム学派および宗教を基盤とした政党は許容されていない。反政府の暴

力行動が、国内の多くの分野で活動を行う州議会の候補者と政党の能力に影

響している”。 [2a] (Section 2b) 
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17.05 さらに 2009 年 USSD 人権報告は次のように伝えている。“1987 年の労働法は

労働者が組合に参加し、組合を結成することを許容している。政府は複数の

組合を許可しており、その中にはアフガニスタン労働者全国組合中央協議会

(Central Council National Union Afghanistan Employees)や干渉なしに活動し

ているいくつかの小規模な組合が含まれている。労働法の施行は資金、人

員、政治的意志および中央の施行当局が欠如していることから未だに問題と

なっている。労働者たちには自らの権利についての自覚はない”。 [2a] (Section 
7a) 

 
(第 6 項：政治体制 – 政党も参照) 
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18.   言論の自由と報道機関 
 
概況 
 
18.01 2010 年 3 月 11 日に公表された米国務省の『国別報告：2009 年のアフガニス

タンにおける人権の実態』(USSD Report 2009)は次のように伝えている：“法
律では言論の自由と報道機関について規定されているが、ジャーナリストは

ますます身体的危害にさらされるようになっており、報道に影響する様々な

筋からの圧力について多くの事例が伝えられている。その中には国および州

政府、軍閥、薬物マフィア、外国政府および個々人、そしてタリバンの暴徒

からの圧力が挙げられる。一部の報道機関のオブザーバーは、個人では報復

の恐れなくして公に政府を批判することはできないと主張している”。[2a] 

(Section 2a) 国境なき記者団は、2008 年 9 月 1 日から 2009 年８月 31 日までの

事象を対象とした場合にその言論自由指数がアフガニスタンは 175 ヶ国中

149 番目であると評価している。 [62b] 
 
18.02 国際ジャーナリスト連盟の報告『均衡の狭間で：東南アジアにおける報道の

自由 2008 年～2009 年』は次のように伝えている： 
 

“タリバン政権の崩壊以降、アフガニスタンの報道機関は顕著に増大し、多様

化した。しかしながら、経済に勢いはなく、貧困のレベルは高いままであ

り、アフガニスタン国内での広告への支出の増加は控えめで、独立した報道

機関の成長に対する顕著な障害となっている。タリバン後のアフガニスタン

の最初の数年間において報道機関の発達を支援した援助資金提供者は報道機

関の組織が自立できるまでの厳しい期限を課したが、その大部分の条件は満

たすことができていない。その後は多くの援助資金提供者は引き上げてしま

っているが、アフガニスタンの報道機関は寄付やその他の短期の財政的貢献

をつなぎとめながら、かろうじてその存続を維持し続けている”。 [92a] (p5) 
 
18.03 2009 年 8 月の大統領選挙に向けた準備期間中に、戦争・平和報道研究所

(Institute for War and Peace Reporting)は 2009 年 2 月 9 日付の記事の中で、

当局は 2009 年 2 月 8 日以降の The Payman Daily 紙の休刊を含めて報道機関

抑圧の責めを受けるべきであるとして次のように伝えている： 
 

“宗教聖職者協議会の Ulema を冒涜的だとする記事の 1 月 11 日の公表によっ

て引き起こされたように思われるスタッフに対する圧力の高まり・・・’。カ

ブールの Shamshad テレビの政治コメンテーターである Fazel Rahman Orya
によれば、‘カブールの高官はアフガニスタンの市民の間では支持を得ておら

ず、最近の彼らは同時に国際社会からも孤立している’という”。 [73d]   
 
18.04 ジャーナリスト保護委員会(CPJ)は 2009 年 8 月 20 日に次のように報告して

いる: 
 

“治安部隊は現在、カブールやアフガニスタンの他の地域でアフガン人や外国

人のジャーナリストを妨害、攻撃および拘束しており、大統領選挙期間中の

暴力事件の報道に対して公的なかん口令を強制している。Hamid Karzai 大統

領のスポークスマンは、攻撃についての情報は投票者の出足を鈍くするだろ

うと報道機関に対して語っている。 
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“報道によれば、警察は 1 日のうちに少なくとも 3 人の外国人ジャーナリスト

と数人の地元のジャーナリストを一時的に拘束している。複数の情報筋によ

れば、警察はジャーナリストを殴打し、銃で脅し、機材を押収したが、重大

な傷害は報告されていない。報告のあった事件のほとんど大部分は、過激派

組織による攻撃の現場で起こっている”。 [91b]   
 
18.05 Freedom House の『世界の自由 報道の自由マップ アフガニスタン 2009 年』

は”報道の発信源は時々、‘反イスラム的な内容’を伝えたということで罰金を

科せられたり、警告を受けたりしており、それが自主検閲をもたらしてい

る。そのような違反のために逮捕されたジャーナリストの具体例もある”と伝

えている。 [41b] 
 
18.06  ジャーナリスト保護委員会(CPJ)の『2009 年の報道機関への攻撃 アフガニス

タン』において、2009 年の状況について次のように伝えている: 
 

“深刻化する暴力、欠陥だらけの選挙、汚職の横行および不安定な発展につい

て報道すべきニュースに事欠かないのだが、国内状況の悪化もアフガニスタ

ンで活動する地元および外国人のジャーナリストにとって危険性を高めるこ

ととなっている。道路脇の爆弾によってカナダ人の記者の命が奪われてお

り、その他の数人の国際的ジャーナリストが怪我を負っている。一連の誘拐

事件は主として国際的な記者を標的としているが、拘束された１人のアフガ

ン人ジャーナリストが殺害されている。これは英国軍による作戦の最中に起

きた事件であり、英国・アイルランド系の同僚の救出には成功している”。 
[91d] 

 
18.07 2010 年 1 月 19 日に公表された 2009 年の事件を対象としているヒューマンラ

イトウォッチの『2010 年世界報告: アフガニスタン』は次のように伝えてい

る: 
 

“政府高官もしくは地元権力者を批判する者の表現の自由は制限されたままで

ある。脅迫、暴力および威嚇は野党政治家、批判的なジャーナリスト、市民

社会の活動家を沈黙させるために常に利用されている。歯に衣着せぬ人権擁

護者であり Kandahar の地方議員であった Sitara Achakzai に対する 2009 年 4
月の殺害に対しては国中の女性が嘆き悲しんだ。彼女の死に対しては告発さ

れたものは誰もいない。Achakzai のような注目度の高い人物の殺害は、南部

地域の女性および人権擁護者の間に広範囲にわたる恐怖を生み出している。 
 

 
“2009 年の 9 月には 23 歳の学生である Sayed Parviz Kambakhsh が、神への

冒涜の嫌疑で刑務所内で 20 ヶ月を過ごした後に早々と釈放されている(彼は

記事をダウンロードし、改竄し、それを友人に配布したとされている)。これ

はアフガニスタンの法律を順守しておらず、国際的な基準も満たしていない

裁判と上訴手続きを経てのことであった。彼は当初は死刑判決を受け、それ

が禁固 20 年に減刑されていた”。 [17d] (Afghanistan Section, p259) 
 
18.08 2009 年 USSD 報告はまた“独立した報道機関は活動的であり、様々な政治的

見解を反映している。一部の独立系ジャーナリストとライターは雑誌やニュ

ースレターを出しているが、その配布は概ねカブールに限定されており、多
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くの出版物は一定程度の自主検閲を行っている。言論の自由に関する法律は

外国の報道機関も対象となるが、イスラム教についてマイナスの意見を言っ

たり、大統領に対して脅威になると考えられる内容を公表することは制限さ

れている”と伝えている。 [2a] (Section 2a) 

 
18.09 2009 年 USSD 報告はさらに、“報道機関の情報筋は、独立した報道機関はオ

ープンで自由な報道環境を弱体化させようと躍起になっている MoIC[情報文

化省]の試みにもかかわらず充実している。MoIC や一部の州知事は 2009 年に

おいては程度は様々であるが報道内容に対する統制を行った。報道機関の情

報筋によれば、MoIC は面倒な許可手続きを維持している。選挙前に MoIC は

いくつかの新規の印刷物販売店が許可なく営業していることを訴えていた” と
伝えている。 [2a] (Section 2a) 

 
18.10 さらに以下は 2009 年 USSD 報告の観察である: 
 

“党派当局は国内の一部で報道機関を規制している。戦争・平和報道研究所

(IWPR)は、特に Balkh、Jowzjan、Faryab、Sar-i Pul、Kandahar、Herat およ

び Nangarhar の各州で厳格な規制が行われているとしている。ジャーナリス

トによれば、多くの記者が政府高官に実質的な質問をすることなく、また特

定の調査事実を無視しながら自主検閲をしている。有力者は概ね報道機関に

よる調査を無視している。報道機関のメンバーは政府の圧力によってタリバ

ンの司令官や指導者へのインタビューができないと伝えており、Helmand 州

の警察は複数のジャーナリストをタリバンに話しかけたということで拘束し

ている。一部の報道機関オブザーバーは、タリバンの統制下にある地域より

も政府の統制下にある地域での活動の方がより困難であると考えている”。 
[2a] (Section 2a) 

 
目次に戻る 

情報源リストに進む 

 
報道法 
 
18.11 『世界の自由 報道の自由マップ アフガニスタン 2009 年』は次のように伝え

ている: 
 

“憲法の第 34 条は報道と表現の自由に関して規定している。2005 年に改訂さ

れた報道法は、市民が情報を得る権利を保証しており、検閲を禁じている。

しかしながら、‘イスラム教の諸原則に反していたり、他の宗教および宗派に

攻撃的’な内容については広範な制限が存在する。2008 年 9 月に通過した新報

道法には登録および内容に関する多くの制限が含まれている”。 [41b] 
 
18.12 2009 年 USSD 報告はさらに次のように伝えている: 
 

“2009 年 7 月に公布された 2008 年報道法は、思想と表現の自由を保護し、ジ

ャーナリストが自らの業務を遂行する上で彼らを法的に保護することを目的

としているが、一方では内容を制限する条文が含まれている。第 45 条は以下

のことを制限している；イスラム教の諸原則や他の宗教および宗派に反対す

る作品や資料；イスラム以外の宗教を宣伝する作品；侮辱的、屈辱的、攻撃

的または中傷的もしくは人格や信用を傷つける可能性のあると考えられる作
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品や資料；憲法および刑法に反する作品や資料；社会的尊厳を傷つけるよう

な方法による暴力やレイプの被害者の身元や写真の提示；特に児童や未成年

の個々人の心理的安心感や道徳上の幸福感を害する作品や資料。Nai Media と

アフガン全国ジャーナリスト連合(Afghan National Journalists Union)は、

MoIC が 2009 年末時点では法律を施行していないと報告している”。 [2a] 
(Section 2a) 

 
新聞、ラジオ、インターネットおよびテレビ 
 
18.13 2009 年 5 月に公表された国際ジャーナリスト連盟の報告『戦火の下で；東南

アジアにおける報道の自由 2008 年～2009 年』は次のように伝えている: 
 

“活字報道の読者層は限られており、低識字率が加速度的なペースで克服され

るまでは現状のままであろう。テレビの視聴者は潜在的に巨大であるが、ア

フガニスタンの人間が居住している各地域に電気をもたらす革新的方法が見

つかるまでは実現の可能性は低いままであるだろう。このようなことから、

残るラジオが内容と聴取者数において短期間で急速に成長する可能性のある

部門ということになる”。 [92a] (p5) 
 
18.14 2009 年 USSD 報告は次のように伝えている: 
 

“テレビ放送は活字ジャーナリズムに課せられている制限の一部を回避してい

るように思われる。風刺的番組編成は広く行われており、どの民間テレビ局

も政府高官をオープンに批判するコメディー・風刺プログラムを少なくとも

ひとつは持っている。 
 
“2009 年 8 月 20 日の選挙前では、ラジオ・テレビ局は空前とも言える候補者

のディベート、公開討論およびインタビューの報道を行っており、国民が得

ることのできる内容と情報の質は拡大した。いくつかの放送局は選挙当日の

実況中継を行っている。国境なき記者団、インターニュースおよびその他の

新たなグループは、均等な時間配分の順守は実施されず、多くの候補者はメ

ッセージのための費用を支払うことはできなかったことから、40 人以上の大

統領候補者の放送時間への不均等なアクセスにより中立性は保たれなかった

と指摘している。IEC [独立選挙委員会]の報道委員会は候補者による報道機関

の利用については顕著な問題は見つからなかったとしているが、州の報道機

関は現職の大統領寄りの偏向した報告を行ったと伝えている”。 [2a] (Section 
2a) 

 
18.15 2009 年 USSD 人権報告はさらに付け加えて、“タリバンは他の報道機関より

も遠隔地域の人々に情報が届くラジオに影響を与え、統制するための取組み

を強化している。Kunduz では、2 つのラジオ局がタリバンからの脅迫を受け

たと報告している。このうちのひとつの局はタリバンからの圧力の結果とし

て閉鎖されてしまった。タリバンのスポークスマンである Zabiullah Mojahed
はタリバンの責任であることを否定している”と伝えている。 [2a] (Section 2a) 

 
18.16 2009 年 4 月に公表された米国務省(USSD)の 2008 年のテロリズムに関する国

別報告によれば、自由欧州放送/自由放送はアフガニスタンのニュースに関す

る最も情報量の多いラジオ局として記載されている: 
 

本 COI 報告書の本文は 2010 年 3 月 18 日付で公に入手可能な最新情報を含んでいる。最近の出来事と報告書に関する追加の概略情報

は 201 年 4 月 8 日までの「差新ニュース」の項に示す。 

日本語訳は，法務省入国管理局による仮訳である。



2010 年 4 月 8 日  アフガニスタン 

“RFE/RL のラジオフリーアフガニスタン(Radio Free Afghanistan)は 2008 年

8 月に実施された最新の全国調査によれば国内の 45.7%に毎週届けられてお

り、アフガニスタンにおけるニュースに関する一番のラジオ局となってい

る。アフガニスタンは、RFE/RL が放送している地域では、米国政府が資金

提供している放送局が主たる報道機関となっている唯一の国である。ラジオ

フリーアフガニスタンは、復活したタリバンも含めてこの若い民主主義の国

が直面している闘いに関してアフガニスタンの国民にニュース速報、掘り下

げた報告および分析を提供している”。 [2d] (p243) 

 
18.17 『世界の自由 報道の自由マップ アフガニスタン 2009 年』は、“インターネッ

トおよび衛星テレビへのアクセスは急速に増大しており、大部分は無制限の

ままであるが、それらは概ねカブールとその他の主要都市に限られている。

2008 年ではインターネットにアクセスできるのは人口のわずか 1.5%に過ぎ

ない”と伝えている。 [41b] 2009 年 USSD 報告は、インターネットへのアクセ

スは大部分の市民には利用不可能であり、コンピュータリテラシーおよび所

有率は人口の 10%未満であると推定される”と伝えている。 [2a] (Section 2a) 
 
18.18 2009 年 USSD 報告はさらに次のように付け加えている。“政府によるインタ

ーネットへのアクセスの制限はなく、政府が電子メールやインターネットの

チャットルームを監視しているという報告はない。個々人やグループは、電

子メールのメッセージも含めて、インターネットを介した平和裏に見解を表

現しようとしている。Tolo TV は、MoIC が選挙関連の 4 つのウェブサイトを

閉鎖するよう命令したことを報告している。理由は、それらのウェブサイト

は自らが支持または反対する‘大統領候補者の人格を攻撃している”というもの

であった。 [2a] (Section 2a) 
 
18.19 しかしながら、2010 年 3 月 4 日ロイターは、アフガニスタン政府がインター

ネットサイトへの制限を行う計画であることを伝えている。以下はその記事

である: 
 

“アフガニスタン政府は今週、報道機関の権利グループと米国を含む同国の最

も重要な同盟国からの制限計画に対する広範な批判の後に、タリバンの攻撃

についてニュース報道の新たな制限を明らかにすると発表した。アフガニス

タンの国家安全保障総局(NDS)の諜報機関は新たな制限について概要を説明

するために月曜日にジャーナリストを招集したが、その翌日に政府はより厳

格な対策の一部における緩和を示唆した。情報文化大臣の Sayed Makhdoom 
Raheen は、新たなインターネットの禁止は報道機関の自由の問題とは関連し

ていないと語った。‘我々は性的問題、麻薬密輸と麻薬栽培、爆弾作成やギャ

ンブルのような暴力問題を公言している 4 つのサイトは禁止する必要がある

と名指しした’とロイターに語っている。‘複数の家族から苦情が寄せられてお

り、その目的は若い世代への誘惑を断ち切ることにある’と Raheen は説明し

ている”。 [24c] 
 

目次に戻る 
情報源リストに進む 

 

ジャーナリスト 
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18.20 国境なき記者団の 2008 年を対象とした『2009 年世界報告』が 2009 年 9 月

に公表されており、この報告は次のように伝えている。“アフガニスタンのジ

ャーナリストは、同国の実質的に唯一のタブーとなる問題であるイスラム教

に対して批判的なコメントを行わない限りにおいては、比較的自由に自らを

表現している。ムジャヒディンの思惑を介して憲法が優先されるが、基本法

の第 130 条および 131 条下ではシャリア法が適用されることもある”。 [62a] 
 
18.21 2009 年 7 月 16 日に公表されている 2008 年の事件を対象とした Freedom 

House の報告『世界の自由 2009 年 アフガニスタン』は次のように伝えてい

る:”新たな報道法は報道の自由と自由な報道活動における政府の関与の制限を

明らかにしようとしているが、自らの報道の結果として政治家、保安機関お

よびその他の権力の座にある者によって逮捕、脅しまたは嫌がらせを受ける

ジャーナリストがますます増加しつつある”。 [41a] (p4) 
 
18.22 2009 年 USSD 報告は次のように記している: 
 

“2009 年 8 月 19 日、外務省および MOD[国防省]は、ジャーナリストが選挙日

の暴力について報道することを禁止し、テロリストの攻撃現場に立ち入らな

いように命令する布告を発した。大部分のジャーナリストはこの禁止を無視

したが、NDS 当局は命令を無視したジャーナリスト 15 人を殴打および短期

間拘束した。ジャーナリスト保護委員会によれば、治安部隊は選挙日にはカ

ブールおよびその他の場所におけるアフガン人および外国人のジャーナリス

トに対して妨害、攻撃および拘束を行っている”。 [2a] (Section 2a) 

 
18.23 2009 年 8 月 20 日、アフガニスタンの大統領選挙当日についてジャーナリス

ト保護委員会(CPJ)は次のように伝えている： 
 

“本日、治安部隊はカブールやアフガニスタンの他の地域でアフガン人や外国

人のジャーナリストを妨害、攻撃および拘束しており、大統領選挙期間中の

暴力事件の報道に対して正式なかん口令を強制している。Hamid Karzai 大統

領のスポークスマンは、攻撃についての情報は投票者の出足を鈍くするだろ

うと報道機関に対して語っている。 
 

“報道によれば、警察は 1 日のうちに少なくとも 3 人の外国人ジャーナリスト

と数人の地元のジャーナリストを一時的に拘束している。複数の情報筋によ

れば、警察はジャーナリストを殴打し、銃で脅し、機材を押収したが、重大

な傷害は報告されていない。報告のあった事件のほとんど大部分は、過激派

組織による攻撃の現場で起こっている。 
 
“アフガニスタンの外務省および内務省は、本日午後に終了した投票時間の間

は暴力事件のニュースを控えて、攻撃が報告されている場所には立ち入らな

いように記者に要請する声明を火曜日に公表している”。 [91b] 
 
18.24 同じ情報筋によって、大統領選挙日の 2009 年 8 月 20 日にジャーナリストが

嫌がらせを受けたケースがさらにリストアップしており、それには以下のも

のが含まれる: 
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 “Tolo の創設者であり取締役でもある Saad Mohseni によれば、過去 2
日間で Tolo TV の少なくとも 2 人のアフガン人ジャーナリストが一時

的に拘束され、さらに 2 人が殴打されている。 
 

 “国際的なニュース報道によれば、当局は木曜日[2009 年 8 月 20 日]の
午前中に数時間にわたって東京放送(TBS)のテレビ局特派員の日本人

ジャーナリスト Kojiro Nobuhiro を拘束 している。ロイターによれば

同氏は自らの取材について尋問を受けたと語っている、という声明を

TBS は発表している。 
 

 “ザ・クリスチャン・サイエンス・モニター紙は、オランダの報道写真

家である Ruben Terlo とアフガニスタンの独立系報道機関である Killid 
Media の通訳である Rohulla Samadi がタリバンと警察との銃撃戦を

取材した後に 30 分間拘束されたと伝えている”。 [91b] 
 

(第 4 項: 最近の事態の進展 – 2009 年 8 月 20 日の大統領選挙も参照) 
 
18.25 2009 年 USSD 報告は次にように伝えている: 
 

“この年度中[2009 年]において、ジャーナリストに対する暴力は増加した。独

立系の報道機関およびオブザーバーによれば、政府による抑圧、武装グルー

プおよび外国のグループや個人による画策の組み合わせによって報道機関の

自由な活動は妨害されてきた。ジャーナリストは政府高官、外国政府および

タリバンやその他の反乱分子からの圧力にさらされている。これらの勢力は

ジャーナリストに対して嫌がらせを行い、威嚇し、暴力に訴えるという脅迫

を行っている。 
 

“政府高官は報道に影響を与える目的でジャーナリストを威嚇する。報道機関

の情報筋は、州高官が個人的利益に基づいて報道機関を統制しようとした事

例を伝えている。具体的には、地方の高官が Uruzgan ラジオ・テレビ局の取

締役に放送前にテレビ・ラジオのプログラム内容の承認を得るように要請し

ている。 
 

“報道機関の情報筋は、警察が理由なしにジャーナリストを拘束したことを伝

えている。メディアウォッチによれば、ジャーナリストに対する 85 件の暴力

事件が伝えられており、その内訳は殺人が 3 件、誘拐が 9 件、逮捕が 35 件、

威嚇が 12 件、殴打が 22 件、そして傷害が 4 件となっている。メディアウォ

ッチの年次報告は、ジャーナリストに対する 85 件の暴力事件のうち政府が

57 件に関与していることを伝えている”。 [2a] (Section 2a) 
 
18.26 2010 年 1 月 11 日、ジャーナリスト保護委員会(CPJ)は次のように伝えてい

る: 
 

“土曜日[2010 年 1 月 9 日]にアフガニスタン南部の村はずれでの爆発で殺害さ

れた英国に拠点を置く Sunday Mirror 紙記者 Rupert Hamer の死は、アフガニ

スタンにおけるジャーナリストにとっての危険度上昇の指標である。この爆

発によって Hamer の同僚である写真家の Philip Coburn も負傷し、米海兵隊

員も死亡している。 
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“彼は MRAP(対地雷待ち伏せ防護型車両)で移動中であり、それが道路脇の爆

発に巻き込まれた。Hamer と Coburn はいずれも英国人であり、米国の部隊

に従軍中であった。海兵隊は Helmand 州南部の Nawa の近くをパトロール中

であり、ここは 2 月に予想されている米軍による攻勢を前にして米、英、カ

ナダの部隊とタリバン戦士がにらみ合っている場所であった。 
 

“Rupert Hamer の死は、CPJ の調査によればアフガニスタンにおける 9/11 以

降の戦闘での 18 番目のジャーナリストの死ということになる。これらの死亡

したジャーナリストのうち 12 人は外国人ジャーナリストであり、イラク戦争

以降では戦場での記者に関して最高の死亡者数となっている・・・。 
 

“Hamer はこの 2 週間でアフガニスタンで死亡した 2 人目の外国人記者であ

る。Calgary Herald 紙および Canwest News Service の記者として取材を行っ

ていたカナダ人ジャーナリスト Michelle Lang は、アフガニスタンにおけるカ

ナダ部隊での従軍中に 12 月 30 日に死亡している。The New York Times 紙の

アフガン人記者である Sultan Munadi は、タリバンの一派が彼と Times 紙の

記者である Stephen Farrell を Kunduz の近くで誘拐した後の救出作戦中に殺

害されている”。 [91a] 
 
18.27 同じ CPJ の記事は次のようにコメントしている。“2 人のフランス人記者と 2

人または 3 人のアフガン人スタッフが未だにタリバンの一派によって拘束さ

れており、全員が France 3 公共テレビ局の取材で Kapisa 州東部に派遣され

ていた際に誘拐された模様である。アフガニスタン政府は彼らが 12 月 30 日

に誘拐されたと伝えている。スタッフの氏名はアフガニスタン政府もフラン

ス政府も明らかにしておらず、France 3 は彼らの身元を明らかにすることを

拒否している”。 [91a] 
 

1992 年以降アフガニスタンで殺害されたジャーナリストの詳細については、

ジャーナリスト保護委員会(CPJ)のdatabaseで知ることができる。 [91c]  
 

(第 12 項: 政府以外の軍隊による虐待 - 誘拐も参照) 
 

目次に戻る 
情報源リストに進む 

 
 
ナイトレター  
 
18.28 2008 年 7 月 24 日に公表された国際危機グループの報告は次のように伝えて

いる: 
 

“ナイトレター(shabnamah)はアフガニスタンにおいては伝統的なコミュニケ

ーション方法のひとつである。印刷また手書きの頁が個々人に配布される。

その範囲は都市および村または州全体に及ぶこともある。メッセージの出所

は多岐に及ぶことから、ナイトレターの本当の出所を確定することは困難で

ある。例えば薬物貿易に関与する者を含む犯人グループが、ある地域におい

て恐怖を生み出すためにタリバンの名を借りてナイトレターを利用すること

も考えられる。 
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“タリバンが、主として国際部隊または政府において働くアフガン人に宛てて

脅しを行うためにナイトレターを利用することも多い。例えば、‘アフガニス

タンイスラム Emirate Khost 州ジハード軍事戦線’の名の下で 2008 年 5 月にア

フガニスタン南東部に配布された 1 頁の印刷書状は‘Khost 州の全住民’に対し

て次のように警告している: 
 

“1.  部族の長老は米国がアラーよりも強大であると見なすべきではなく、ム

ジャヒディンに対して意見を言うべきではない。さもなくばそのことを

後悔するであろう。 
 

“2.  異教徒の政府のためにスパイ活動をしたり職務に就いている者および軍

務に就いている者は 6 月 20 日までにその職を辞すべきである；さもなく

ば自らの人生で決して経験したことのないことを体験するであろう。 
 

“3.  どのような機会でも、どのような場所でも異教徒の部隊になれれしく近

づいてはならない。 
 

“4. 政府および異教徒の部隊への攻撃の際には、自分の身を安全に保つよう

にして、彼らを支援してはならない。もしこのルールが守られないなら

ば、あなたの死は米国やその傀儡の死と同様になるであろう。 
 

“5. 我々の地雷は機能している。市民の殺害は許さないが、その地雷のこと

を異教徒やその奴隷に教えてはならない。我々の地雷のありかを彼らに

示したり、我々のことを彼らに通報する者はやがて我々の力を知ること

になるだろう。 
 

“6. 街路や道路で異教徒の部隊を見かけたならば、その場に立ち止まり、前

へ進まないこと。 
 

“7. 作戦で殺された者‐国軍、警察、国境警備隊および諜報員のために葬式

を執り行う宗教指導者は拷問を伴って殺されるであろう。そのような宗

教指導者は決して許されないことを覚えておくべきである”。 [26c] (p12) 
 
18.29 2009 年 USSD 報告は次のようにも伝えている: 
 

“近年、タリバンは政府の活動や開発事業を抑え込むために脅迫のメッセージ

を配布している。Laghman 州の 10 人の法律家は、判事および検察官はその

職務において日常的に殺害の脅迫やその他の形態の脅しを受けていると報告

している。政府や NGO で働く職員に対する脅しに加えて、タリバンは‘ナイ

トレター’(殺害の脅迫)や文章によるメッセージを配布して、市民たちに 8 月

20 日[2009 年]の選挙に投票しないように警告している。その中には Uruzgan
の村全体に対するメッセージも含まれている”。 [2a] (Section 1g) 

 
18.30 さらに Ghazni 州南東部では、タリバンが 2009 年 8 月の選挙に向けた準備期

間中に‘ナイトレター’を張り出して、アフガン人に自らの宗教的義務を思い出

させ、選挙プロセスを妨害し続けるという警告を繰り返し発していると伝え

られている。ある書簡はアフガン人に対して“この非合法のプロセスを失敗に

直面させるために、戦士たちは投票所を集中的に攻撃するであろうから、

[我々は]投票者に対しては前日に家にいるように警告する”と警告しており、
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ロイターが 2009 年 8 月 3 日に入手した書簡では、若いアフガン人は特にハイ

テク機器の使用を避けて、シャリア法についてのタリバンの解釈を思い出す

ように警告する次のような文言が述べられている。“カメラ付き携帯電話を持

っている人々は自らの携帯で無関係の女性やハンサムボーイの写真を写して

はならない。それはイスラム教のシャリア法に反するからである ”。 
(RFE/RL, 18 August 2009) [29c]  
 
国際ジャーナリスト連盟の報告である 『戦火の下で：東南アジアにおける報
道の自由 2008 年～2009 年』, は、2008 年 5 月から 2009 年 4 月にかけて身

体的危害や威嚇を受けたり、誘拐、拘束または殺害された報道従事者のリス

トを掲載している。 [92a] (p30-31) ジャーナリスト保護委員会および国境なき

記者団のウェブサイトには、2009 年に攻撃、脅迫、誘拐および投獄されたジ

ャーナリストの詳細情報が掲載されている。 
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19.   人権に関わる組織、機関および活動家 
 
19.01 2010 年 1 月 19 日に公表されている 2009 年の事件を対象としているヒューマ

ンライトウォッチの『2010 年世界報告: アフガニスタン』は次のように伝え

ている:”アフガニスタンにおいて移行期の正義のために 2005 年に開始された

計画である平和・和解・正義のための行動計画を政府はほとんど実行に移し

ていない。人権グループは戦争犯罪を記録し続けており、戦争犯罪の犠牲者

と共に活動する市民グループの数は増加しつつある ”。  [17d] (Afghanistan 
Section, p260) 

 
アフガニスタン独立人権委員会 (AIHRC) 
 
19.02 2008 年の 1 月 1 日から 12 月 31 日までを対象としているアフガニスタン独立

人権委員会(AIHRC)年次報告の中の議長覚書は次のように伝えている: 
 

“アフガニスタン独立人権委員会(AIHRC)は、同国のアフガン市民の人権を保

護、促進および監視するための強力な権限を伴って 2002 年に設置された。

AIHRC はその義務を遂行し、その目標を実現するために長い道を歩んできて

おり、同国の大部分を占める都市や遠隔の村々に手を差し伸べるためにその

事業を継続的に拡大してきている。同委員会は多くの人権侵害事例を受付・

調査してきており、、政府高官から一般国民および学校児童に至るまで社会

のすべての場の多くのアフガン人に人権について意識と情報を伝えようとし

てきた。AIHRC とそのパートナーによって人権の実現と人間としての尊厳の

実現に向けた顕著な成果が得られている一方で、委員会の目標を妨害し、そ

の成果を危うくするような問題点の悪循環が続いており、2008 年にはそれが

さらに悪化してしまっている”。 [78b] (p5) 
 
19.03 2010 年 3 月 11 日に公表された米国務省の『国別報告：2009 年のアフガニス

タンにおける人権の実態』(USSD Report 2009)は次のように伝えている：”憲
法において権限を付与された AIHRC は人権問題への取組みを継続しており、

政府による干渉や資金提供なしに運営されている。AIHRC は主要な人権問題

に注意を向け、一連の問題について多くの報告を公表する上で効果的な活動

を行ってきたている”。 [2a] (Section 5) 
 
19.04 アフガニスタン独立人権委員会(AIHRC)の権限については、2007 年 8 月の報

告の中で以下のように述べられている: 
 

“アフガニスタンの 2004 年憲法の第 58 条によれば、アフガニスタン独立人権

委員会は‘人権の発展と保護を促進するために、アフガニスタンにおける人権

の順守を監視すること’を目的として設立された。 
 
“同委員会の目的と責任を規定している新たな「アフガニスタン独立人権委員

会の組織、義務および権限に関する法律」(官報、発番 855 号、2005 年 6 月

21 日付)の第 5 条には次のような一文がある: 
 
“人権の促進と保護 (第 5 条); 
 
“憲法およびその他の法律の実施と共にアフガニスタンの人権への取組み状況

を監視すること(第 21 条第 2 項); 
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“サービスと福祉の均等な配分に関して政府当局と NGO[原文のまま][非政府組

織]の実施状況を監視すること(第 21 条第 4 項)。 
 
“人権侵害が特定された場合には、同委員会は人権を保護・促進するための措

置を取る権限があり、その中にはアドボカシーや政府の報告書の提出が含ま

れる”。 [78d] (p3-4) 

 
非政府組織 (NGOS) 
 
19.05 アフガン復興救援調整委員会(ACBAR)は 1988 年 8 月に創設された。ACBAR

ミッションはその創設理由を次のように説明している: 
 

“アフガニスタンにおける人道的支援へのアプローチ調整とパキスタンのアフ

ガン難民のために、多くの援助団体やその国際的資金提供者からの要請に応

じて・・・。元々はこの組織はパキスタンのペシャワールに本部があり、

NGO の人道的対応の調整に主眼を置いていた・・・ 
 

“ACBAR はアフガン人の人道的ニーズおよび開発ニーズに効率的かつ効果的

に対処することを目的として、NGO メンバーの業務を支援・円滑化するため

に存在している。ACBAR は主としてそのメンバーのニーズを満たし、その利

益のために行動するために存在している。この目的を達成するために、

ACBAR は次の 3 つの目標を追求する: 
 

 “ACBAR のメンバーおよび外部関係者に質の高い情報を提供する。 
 “NGO メンバーの代わりにアフガニスタンにおける NGO 部門の利益を

支持・代弁する。 
 “NGO 業界における高度の倫理的・専門的基準を促進する”。 [23a] 

 
19.06 2009 年 USSD 報告は次のように伝えている: 
 

“多様な国内外の人権グループが一般的には政府による規制なしに運営されて

おり、調査活動を行いながら人権事例を公表している。数百の地方の人権

NGO が独立して運営されており、その中には女性の権利、報道機関の自由、

障害者の権利に重点を置くグループなどが含まれている。政府高官は一般的

に協力的であり、これらの組織の考え方に応えている。政府は海外の政府機

関と協力しており、同国への訪問を許可している”。 [2a] (Section 5) 
 

 
目次に戻る 

情報源リストに進む 
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20.   汚職 
 
20.01 2009 年 12 月 17 日に評価された 2009 年の腐敗認識指数(CPI)については、ト

ランスペアレンシー・インターナショナルはアフガニスタンを 180 ヶ国中

179 番目であると位置づけており、CPI スコアを 1.3 としている。(CPI スコ

アは、ビジネスピープルと国別分析によって測定した公務員および政治家に

おいて存在すると考えられる汚職の程度の認識に関連している。 範囲は

10(極めて清廉)から 0(極めて腐敗)までである。 [89a] 
 
20.02 2010 年 3 月 11 日に公表された米国務省の『国別報告：2009 年のアフガニス

タンにおける人権の実態』(USSD Report 2009)は次のように伝えている：“法
律では公務員の汚職に関して刑事罰が規定されているが、政府はこの法律を

必ずしも効果的に運用しているとは限らず、公務員は何のとがめもなく汚職

に励むことがよくある”。 [2a] (Section4) 
 
20.03 Freedom House の報告である 2008 年の事件を対象とした『世界の自由 2009

年』は 2009 年 7 月 16 日に公表されており、以下はその記録の一部である:ア
フガニスタンでは”汚職、縁故主義および身びいきはごく一般的であり、極め

て低い給与が公共部門の労働者による汚職行動を助長している。治安維持を

除いては、援助資金提供者とそのオブザーバーは、政府における汚職と浪費

は同国の持続可能な発展にとって最大の課題であると主張している”。 [41a] 
(p4)  

 
20.04 2009 年 5 月 6 日に公表されている超法規的、即決的または恣意的な処刑に関

する国際連合(UN)特別報告官の報告は次のように伝えている:  
 

“政府の上級公務員は汚職を‘信じ難いほど’ ‘広がっている’と表現しており、自

らの職場内でも汚職があることを認めている。私が話をした多くのアフガン

人にとっては、この問題は広範囲に広がっていると同時に余りにも当然のこ

となのである。私と会話をしたある人が、裁判所に近づくとすると判事と何

らかの関係を持つ者が近づいてきて、あなたが抱えている問題について聞き

出し、賄賂を要求するであろう、と語ってくれた。富裕者または権力者が有

罪となった場合でも、長い懲役にはならないことは広く認められている”。 
[39e] (p29)  

 
20.05 2009 年 7 月 16 日に公表されている 2008 年の事件を対象とした Freedom 

House の報告『世界の自由 2009 年 アフガニスタン』の内容はこれと一致し

ており、さらに次のように付け加えている。“司法における汚職は広範に広ま

っている。判事および弁護士は常に地方の指導者や武装グループからの脅し

にさらされている”。 [41a] (p5) 

 
20.06 アフガン国家警察は ”すべてのレベルにおいて汚職が入り込んでおり ”、 

Telegraph 紙はオンラインで元陸軍将校である Captain Doug Beattie が 2009
年の語った言葉を報告している。以下は記事の内容である: 

 
“ANP[アフガン国家警察]と共にアフガニスタンでの 2 回の視察に同行した

Capt Doug Beattie は、多くの警察官は反乱分子から支払いを受けており[原文

のまま]、アフガン政府よりも自らの部族により忠実であると語っている。英

国の高官は、低い階級のアフガニスタンの警察官の間では、特に中央の管理
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から離れた農村地域になればなるほど、広範な汚職と背任が存在すると述べ

ている。ANP の一部は積極的にタリバンを支援したり、薬物を扱う軍閥がす

る役割を果たしておりアヘンおよびヘロインを国際市場に持ち出すことを助

けている。警察官は薄給かつ教育水準は低く、月給は約 200 ドルであること

から、汚職に陥りやすい。さらに困ったことに、警察官の多くはアヘン常習

者であり、中毒症状によりその行動は予測し難いものとなる”。 [59a] 
 
20.07 軍から引退している Captain Doug Beattie は、“連中は民兵なので金で買われ

て、意のままに買収できる。政府からの支払いがあれば適度に満足している

のだが、十分な給与が得られなければ、反乱分子からの支払いで極めて満足

することになる"と語っている。(Telegraph 紙オンライン、2009 年 11 月 4
日) [59a] 

 
20.08 2009 年 11 月 19 日付の Guardian 紙は、就任演説において Karzai は“政府高

官を起訴し、免責の文化を終わらせることにより汚職に取組むことを・・・

今朝の国際社会がじっと見守る中での就任演説において・・・”約束したこと

を報じている。宣誓の後で大統領は、“・・・政府内には‘専門’かつ有能な大

臣を配置し、汚職官僚を取り締まることを約束した。彼は汚職を‘国家の危険

な敵’と表現している”。 [103a] 
 
20.09 2010 年 1 月 19 日に公表されている国際連合薬物犯罪事務所(UNODC)の報告

書である『アフガニスタンにおける汚職：被害者からの報告による賄賂』の

調査内容は次のとおりである: 
 

“アフガニスタンの市民は極めて高頻度で賄賂を支払わなければならない。調

査結果によれば、賄賂の被害者は過去 12 ヶ月間で平均 2 回の機会において平

均 2.4 人の公務員に対しての金の支払いを要求されている。このことは実際

に少なくとも 1 回の賄賂の支払いを報告している各成人アフガン人は、年間

に概ね 5 回の賄賂の支払いを強要されており、四半期で 1 回を超えることを

意味する。不正リベートの支払いはこの国の大部分の市民にとっては実際に

日常生活の一部となっている”。 [87d] (p17) 
  

20.10 UNODC 報告はさらに付け加えている: 
 

“多くの場合、賄賂は現金で支払われるが(約 76%)、‘バクシーシ’は別の形で支

払われ、農村地域と都市部ではそのパターンに違いがある。都市部での賄賂

は現金、食品またはその他の商品など複数の項目からなることが多い。複数

の項目が提供される場合では、賄賂の主たる部分は一般的には現金である。

都市部では現金で支払われた賄賂に食品が加えられることが多い。これは賄

賂を通常の社会的関係の一部であるように見せかけることを目的としている

ように思われる。多くの場合では、農村部の住民は公務員に賄賂を支払うた

めに自らの収穫や家畜の一部を利用する”。 [87d] (p23)  
 
20.11 2010 年 1 月に公表されている Economist Intelligence Unit 誌の『国別報告 ア

フガニスタン』は次のように伝えている: 
 

“11 月 16 日[2009 年]、アフガニスタン政府は汚職に取り組むために大規模な

犯罪対策斑を設置したことを発表した。この問題についての国際的圧力の高
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まりに対応するために、11 月後半になって副法務長官の Fazel Ahmad 
Faqiryar は、5 人の元および現役の閣僚に対して汚職調査が既に開始されてお

り、さらに 15 人の元大臣とハジ・宗教省の 2 人の高官についても尋問が行わ

れることになると宣言した。調査中の者の氏名はいずれも公表されていな

い。しかしながら 11 月 24 日にアフガニスタンの法務長官である Ishaq Aloko
は、英国の日刊紙 The Times からの引用によれば、5 人の大臣を横領および

不正行為で告訴するたけの十分な証拠が集められたとしても、Karzai 氏はこ

れまでのところ逮捕状に署名することを拒否している、と語っている。この

記事は、問題となっている大臣のうち 2 人は現在入閣中であり、3 人は元大

臣であることを示唆している。逮捕を進めるためには、Karzai 氏は 2 人の現

職閣僚の大臣免責を放棄する必要がある。これらの大臣のうちの 1 人は記事

中でハジ・宗教大臣の Sediq Chakari であると名指しされている”。 [84b] 
 
20.12 2009 年 12 月、Al Jazeera ニュースが、職権濫用の罪によるカブールの副市

長である Wahibuddin Sadat の逮捕について報じた。以下は記事の内容であ

る: 
 

“副長官の Fazel Ahmad Faqiryar によれば、Wahibuddin Sadat は、サウジア

ラビアのメッカからの帰国に際して、カブール空港で土曜日に拘束された。

詳細の説明はなされていない・・・。Sadat の逮捕は、アフガン裁判所が彼

の上司に当たるカブール市長である Abdul Ahad Sahebi を競争なしで契約を

発注させた罪で有罪とし、禁固 4 年の判決を下してから 5 日後のことであっ

た。彼はまた契約に関わって 16,000 ドル以上を払戻すよう命令された。 上
訴した Sehebi は政府による辞任命令を拒絶しており、政敵の一部として標的

にされたと主張している。この訴訟に関与している政府部局間はこれまでの

ことろ、誰が裁判所の判決を強制的に執行すべきかについては合意に至って

いない”。 [15a] 
 
20.13 この記事はさらに続けて“アフガニスタン政府は、同国の不正にまみれた選挙

の影響が残る中で、ますます大きくなる圧力を受けて汚職への厳格な対処を

迫られている”としている。 [15a] 
 
20.14 2009 年 USSD 報告は以下のように伝えている: 
 

“政府は安全機構における汚職との闘いに取り組んでいる。8 月 18 日、司法長

官事務所は汚職対策斑を設置した。8 月 20 日の選挙前では、MOI[内務省]は
100 人を超える公務員に研修を行い、州監察官(IG)として彼らを配置した。彼

らの役割は当初は警察に対する選挙関連のクレームを調査することであった

が、一般的な目的を持つ IG 公務員として選挙後も引き続き任務に就いてい

る。MOI は 12 人の上級公務員とその他の 14 人を汚職の罪で左遷させてい

る。成果主義に基づく昇給委員会が年内に機能するようになり、少なくとも

3 人の候補者が各仕事獲得のために競争することになる；給与支払い改革の

実施と警察の給与に関する電子的資金振替のプロセスが継続して行われてい

る。MOI は IG 事務所のための研修を獲得し続けている”。 [2a] (Section 4) 
 

(第 10 後: 治安部隊と警察と第 13 項: 司法も参照) 
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情報源リストに進む 
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21.   宗教の自由 
 
概要 
 
21.01 2009 年 7 月 16 日出版、フリーダムハウス「世界の自由度 2009 年」がカバー

する 2008 年アフガニスタン事情によれば、「2001 年後半の超保守派タリバ

ン政権の崩壊後、宗教の自由は改善した。しかし、いまだに少数派宗教やイ

スラム改宗派への暴力や嫌がらせがある。」 [41a] (p4) 
 

21.02 2008 年 5 月から 2009 年 4 月をカバーする、The US Commission on 
International Religious Freedom（米国の国際的信教の自由に関する委員会）

「2009 年次報告書」、2009 年 5 月 1 日出版は以下のように述べている。 
 

「アフガニスタンにおける宗教や信仰の自由は、近年一層問題化してきてい

る。流行しているイスラム正教徒が大多数を占めるイスラム社会で異見を立

てる人々を新憲法により保護することに失敗し、結果的にこれが虐待、ある

いは刑事裁判に発展し、国の国際貢献を妨害した。加えて、アフガン政府が

権力をカブール市以外で行使することに失敗し、無力であったことが宗教の

自由をより一層奪い、またその他多くの地方でも人権関連が悪化する結果を

招いた。タリバン政権崩壊以来、宗教の自由は改善されたが、宗教の過激思

想、暴力やタリバン反乱軍の再起により妨害され、国内の人権は益々脅かさ

れるののになり、深刻になりつつある。民主化、法を制定し、人権擁護を確

立させようとするアフガニスタンに、これら非常に危険な状態を考慮する

と、委員会は今後も警戒リストに同国を載せていく。委員会は同国の宗教の

自由、関連する人権が悪化していく状況を監視し続けていくこととする。」
[70a] (p144) 

 
21.03 同リポートはさらに続ける： 
 

「2004 年 1 月、アフガニスタンは非イスラム宗教グループに対する、信仰の

自由を新しい憲法により導入した。これには男性と女性の同権を明確に認識

し、国が（国連で定められた憲章、国際条約、国際会議、世界人権宣言）を

固守する内容が取り込まれている。しかし、この憲法は拡大して個人を宗教

の自由や信仰において保護することを明記してはおらず、特にアフガニスタ

ンの大多数を占める人口のイスラム教徒や少数派の宗教コミュニティーに対

してはそれが顕著であった。」[70a] (p 144) 

 
21.04 また同リポートでは更に：  
 

「こういった宗教の自由やイスラム基本法、シャーリア法を強化する司法制

度への権限付与など、個人を保証する制度が欠落している為、国が制定する

正統主義に異見を立てる市民が宗教的「犯罪」で背教、神への冒とく等、不

当に起訴され、憲法で市民を完全に保護することができない。法律や社会の

中での宗教が果たす役割や内容を議論し、女性や少数派宗教の権利を提唱

し、イスラムへの侮辱や処罰とされずにイスラムの教訓の解釈を行うこと

は、アフガンの人々にとって守られる方法が少ない。こういった法制度の不

足は政府の残酷で不当な行為を許し、不正にまでも正統宗教を解釈し、また
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アフガン国内で異見を唱える人々を抑え付け、多くの個人の人権を侵害す

る。」[70a] (p 144) 

 
21.05 2009 年 10 月 26 日に出版された、米国務省 2009 年「国際的信教の自由に関

する報告書 2009：2009 International Religious Freedom」では 2008 年 7 月 1
日から 2009 年 6 月 30 日のアフガニスタン事情をカバーしており、宗教グル

ープがライセンスを登録したり、所持したりする必要はないと述べている。
[2c] (セクション I) 

 
宗教的観点からの人口分布 
 
21.06 米国務省 2009 年「国際的信教の自由に関する報告書 2009： 2009 

International Religious Freedom」は次のように述べている。 
 

「この国は 40 万 2356 平方マイルの国土を持ち、およそ 3 千 100 万人の人口

がいる。宗教に基づいた人口分布のデータは、国内の何十年にもわたる検閲

により調査がされていない為、取得不可能である。観測者達の見積もりによ

れば、人口の 80 パーセントがスンニ派イスラム教徒、19 パーセントがシー

ア派イスラム教徒、そしてその他の宗教に属する人々は人口の 1 パーセント

に満たないとされている。これらのコミュニティーが自身で調査したところ

によれば、シーク派教徒 4900 人、ヒンズー教徒 1100 人、バハーイ教徒は

400 人以上いるとされている。そして小さなキリスト教徒のコミュニティー

が一つあり、これはおよそ 500 人から 8000 人規模だとされている。付け加

えて、その他の宗教を信仰する人々もおり、それらは外国人の仏教徒であ

る。そして一つだけアフガンのユダヤ教コミュニティーとして知られている

ものがある。」 [2c] (セクション I) 
 
21.07 同リポートではさらに続き、 
 

「伝統的に同じ宗教グループの人々は特定の地域に集まっている。何人かは

王により国内の民族グループとして強制的に退去させられた。スンニ派イス

ラム教徒の Pashtun 族が南部と東部を占める。シーア派ハザラ族の母国は

Bamyan 地方周辺の山岳高地帯中心部 Hazarajat である。北東地方は伝統的に

Ismaili の人々がいる。その他の地方は、首都カブールを含み、もっと民族構

成が不均質であり、スンニ人、シーア人、ヒンズー人、シーク人やバハーイ

人が混在している。北部都市の Mazar-e-Sharif ではスンニ派が混在し、（こ

れは Pashtun 族、Turkmen 族、Uzbeks 族、Tajik 族を含んでいる。）そして

シーア派については（Hazaras 人と Qizilbash 人）と Shi’a 派 Ismailis 人を含

んでいる。 
 
「昔はヒンズー教徒、シーク教徒、バハーイ教徒、ユダヤ教徒とキリスト教

徒が小さな社会をそれぞれ構成して国内に居住していたが、市民戦争とタリ

バン政権の規制下でこういった社会の人々はほとんど国外に移住してしまっ

た。タリバン政権下で非イスラム教徒だった人はおよそ数百人である。人口

の少数派である元祖ヒンズー教徒やシーク教徒の人々は決して国内を出なか

った。タリバン政権の崩壊以来、少数派宗教の人々はいくらか戻ってきてお

り、その多くがカブール市に住んでいる。 [2c] (セクション I) 
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21.08 このリポートではさらに、「国内にはキリスト教が一つ、シナゴーグが一つ

ある。キリスト教徒として改宗した何人かの難民は国に戻ってきた。その

他、国外で生まれたらしき人々はその他の宗教グループに属している。バハ

ーイを信仰する人々はおよそ 150 年の間この国におり、その社会の大部分は

カブール市を基軸とし、その数は 300 人以上に上る。市外の他地域において

は、およそ 100 人が居住していると言われている。」[2c] (Section I) 
 

目次に戻る 
情報源リストに進む 

 
法律 
 
21.09 2004 年 1 月 4 日に採択された憲法第 2 条は以下のように定めている。「イス

ラム教国であるアフガニスタン共和国の宗教は聖なるイスラム教である。他

の宗教を信仰し、宗教的儀式を行うことは、法が規定する範囲内で自由であ

る。」第 3 条によれば、「アフガニスタンではどんな法律も信仰や聖なるイ

スラム教に反対することはない。」 [4a] 
 
21.10 米国務省 2009 年「国際的信教の自由に関する報告書 2009」は以下のように

述べている。 
 

「憲法はイスラム教を「国の宗教」としており、「どの法律も信仰や聖なる

イスラム教に反することはない。」と述べている。そして、2004 年、憲法は

シーア派とスンニ派イスラム教に同等であることの認識を規定した。そして

また憲法は、「他の宗教を信仰し、宗教的儀式を行うことは、法が規定する

範囲内で自由である。」と宣言している。 
 

「2009 年 4 月、Karzai 大統領は少数シーア派の人々の為に、イスラム家族法

を導入することを成文化する法案にサインした。この法律は憲法の規定を取

り入れ、少数シーア派の人々の個人的、あるいは家族的問題に関する権利を

認識し、彼らの法理学に則って裁くことを規定するものである。しかしこの

法律は女性の権利が制限されていることを批判する多くの波紋を呼んだ。ア

フガニスタンとアフガン市民社会の国際連携グループはこの法律に強く反対

した。大統領は法務省がこれを審査し、改正するまでこの法律の施行を延期

させることに同意した。この報告書の該当期間内では、審査は続いていた。
[2c] (序文) 

 
21.11 また同レポートは以下のように述べている。 
 

「憲法は、大統領と副大統領はスンニ派、シーア派という見方に区別される

ことなく、イスラム教徒であることを要求している。この要求事項は明確に

政府の省庁や議会のメンバーにも適用されることを明記していないが、彼ら

の宣誓はどれも、イスラム教の規定を支持する誓いを立てている。 
 

「憲法は特定のシャーリア法を参考にすることを規定してはいないが、憲法

に何の規定もない場合、あるいは他の法律でその問題が解決される規定がな

い場合、法廷の決断は Hanafi 法で裁くこととしており、最善の方法を尽くす

としている。憲法はまたシーア派の法律がシーア派教徒間の個人的な問題を
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解決する際に適用されると承諾している。非イスラム教徒に関しての法律は

別に規定されてはいない。」 [2c] (セクション II) 

 
21.12 さらに、同レポートは次のように述べている。 
 

“「政府は存続する刑事法、市民法の法典を、国際条約による義務基準に合わ

せるように更新し続けている。1976 年の刑法第 18 条では「宗教の反対に対

する犯罪」について述べてはいるが、冒涜的な異見を述べることについては

触れていない。刑法第 347 条は、宗教的儀式を行うことを強制的に阻止する

者、宗教的崇拝が行われる儀式の場を破壊したり損害を与える者、そして宗

教的な目印や表彰を破壊したり損害を与える者は中期的な期間の投獄を宣告

され、（これは第 101 条のアフガン刑法で一年以上、5 年以内の監禁が規定

されている。）また、あるいは 240 米ドルから 1200 米ドルの罰金（12,000
から 60,000 アフガン通貨）か科せられる。暴言や手紙による神への冒とく、

宗教の象徴、宗教本については刑法で定められていない。 
 

「改宗については法律で禁止されていない。しかし、多くの当局、ほとんど

の社会ではそのような行為はイスラム教の教えに反しているとみなされる。

改宗に関わったと考えられるキリスト教徒の人々が嫌がらせにあったという

報告が未確認ではあるが存在した。彼らは信頼できる人にのみ信仰を明か

し、より大きな社会に普及させようとしていると見られることがないよう、

注意を払っていた。 
 

「神への冒とくは、シャーリア法の解釈の一角では死刑に値する。そしてそ

の解釈により、イスラムの判事は健全な 18 歳以上の男性、あるいは 16 歳以

上の女性が冒涜を行った場合、死刑に処することができる。冒とくとして告

訴された者は三日以内に自身の行動を撤回するか、絞首刑の死に直面するこ

とになる。ここ数年では、この刑は実行されていない。 [2c] (セクション II) 

 
(宗教的改宗を参照)  

 
目次に戻る 

情報源リストに進む 

 
イスラム教徒 
 
シーア派 (シーア派教徒) 
 
21.13 米国務省 2009 年「国際的信教の自由に関する報告書」では以下のように述べ

ている。 
 

「ほとんどのシーア派の人々は Hazara 民族グループである。この民族は政治

的、民族的、宗教的理由により他社会から伝統的に隔離されており、こうい

ったことで時には紛争にもなった。Hazara 族は Pashtun 族によって率いられ

る政府が、Hazara 民族を筆頭に少数民族を無視し、Pashtun 族に好意的に働

いているとして起訴した。政府は Hazara 族コミュニティーに影響する歴史的

な緊張に対し、肯定的な雇用を含め、多大な努力をしていることを述べてい

る。非公式な差別や地域の様々な扱いが報告されているが、シーア派教徒は

一般的に公共生活において完全に自由に参加している。 
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「異なったイスラム教分派間の関係は、引き続き困難な状況になる。歴史的

にみて、少数派であるシーア派は多数派スンニ派から差別されている。シー

ア派の代表が政府内で増加してきており、スンニ派がシーア派社会をあから

さまに差別することが減ってきている。シーア派の影響が増すにつれ、スン

ニ派の怒りが大きく表面化し、これがしばしばイラン人の地元文化と政治を

普及させる努力と結びついているとの主張がある。[2c] (セクション llI) 
 
(民族グループ - Hazarasのセクション 22 を参照） 

 
イスマイール派 
 
21.14 米国務省 2009 年「国際的信教の自由に関する報告書」の中では「最近の国連

難民高等弁務官事務所の報告で、イスマイール派は一般的に標的にされた

り、深刻に差別されることはないが、ある地域では現在でも危険な状態にお

かれるとされている。」[2c] (セクション lll) 

 
シーク派とヒンズー派 
 
21.15 2010 年 1 月 12 日の Eurasianet による記事では、「何年もの間、シーク派は

カブール市の商業シーンにおいて重要な地位を占め、貿易商、企業家、そし

て後には為替取引の専門家ともなってきた。しかし今日のアフガニスタンで

は多くのシーク教徒が疎外されていると感じてきており、カブールで特異な

文化的背景を維持することに苦戦している。」[45a] 
 
21.16 2009 年 5 月発行の「国際的信教の自由に関する報告書」年次報告書では、

2001 年のタリバン政権崩壊以後、ヒンズー教徒、シーク教徒の人々の状況が

改善してきているとの観察が報告されている。報告書では、「公での差別は

もはやなくなっており、ヒンズー教徒やシーク教徒は信仰を慣行し、公の場

で崇拝する場所を持つことが許されている。しかしながら、ほとんどの政府

関連の職業からは効果的に排除されており、社会的敵対や嫌がらせに直面し

ている。少数のアフガン人やその子供達がイスラム教徒からキリスト教徒に

改宗しているが、彼らは信仰を隠すことを強制され、公に祈りを捧げること

はできない。」[70a] (p146) 
 
21.17 外務および英連邦省 The Foreign and Commonwealth Office (FCO) の 2008 年

3 月 17 日の書簡の中で、カブール市の人口のうちシーク派教徒、ヒンズー教

徒あるいはキリスト教徒は１パーセント以下であるとしている。ヒンズー教

徒は耐えているが、公に宗教を慣行することはできず、公共や当局から妨害

されるようなことに直面するｋとおがある。人によっては威嚇の恐れから子

供を学校へ通わせることに懸念を感じている。[4d] 外務および英連邦省はさ

らに、カブール市のシーク教徒社会では脅しのようなことに直面することが

あり、子供を学校に通わせたがらないとしている。しかし、一般的にそうい

ったことは我慢されており、人によってはビジネスで成功し、運営してい

る。カブールの Karte Parwan にある Guru Dwara は寺院が完全によく機能し

ている。[4d] 
 

本 COI 報告書の本文は 2010 年 3 月 18 日付で公に入手可能な最新情報を含んでいる。最近の出来事と報告書に関する追加の概略情報

は 201 年 4 月 8 日までの「差新ニュース」の項に示す。 

日本語訳は，法務省入国管理局による仮訳である。



2010 年 4 月 8 日  アフガニスタン 

21.18 米国務省 2009 年「国際的信教の自由に関する報告書」では以下のように述べ

ている。 
 

“「シーク教徒、ヒンズー教徒、キリスト教徒の人々は依然として社会的な差

別、嫌がらせ、時には暴力にも直面した。こういった扱いは組織的ではない

が、政府はこのレポート対象期間において、この状況を改善することができ

ずにいた。ヒンズー教徒の人々はシーク派教徒の人々（男性は被り物をつけ

る）よりは見分けがつけにくく、嫌がらせに遭うこともそれほどではなかっ

たが、ヒンズー教徒も彼らのコミュニティーの中では隣人から嫌がらせを受

けていたと言う報告がある。シーク教徒やヒンズー教徒のコミュニティーで

は信仰を公の場で崇拝することを許されていたが、脅しを含めた差別に直面

し続け、何人かは国を離れることになったとの報告がある。 
またヒンズー教徒とシーク教徒には頼りとなる解決機能が施されており、特

別土地と財産法廷などがあったが、コミュニティーからしてみれば、実際保

護されていないと感じている。 
 

「シーク教徒とヒンズー教徒の子供達のなかには、学校での他の生徒からの

嫌がらせにあうため政府が運営する学校に行くことができなかった。政府は

こういった子供達を保護し、クラスルームに溶け込ませることに制限ある行

動しか取らなかった。AIHRC（アフガニスタン独立人権委員会）はカンダハ

ール市のヒンズー教コミュニティーの人々が学校で差別を受けており、地元

政府に対してシーク教徒とヒンズー教徒の子供達の為の学校を建てるよう要

請したと報告している。この報告書の該当期間において、政府はまだその要

請に動いていない。[2c] (セクション lll) 
 
21.19 2009 年 USSD IRF Report では、また更に以下のように付け加える。 
 

「ヒンズー教徒とシーク教徒のコミュニティーの人々は、過去に受けた差別

から、政府の職に応募することはもはやないと報告した。Karzai 大統領は一

人のシーク教徒を国会の上院議会に任命した。ヒンズー教とシーク教徒のコ

ミュニティーはそれぞれの宗教に対し、代表一人の議席を確保するよう国会

に働きかけた。彼らは少数民族 Kuchi コミュニティーが 10 議席を確保されて

いる中で、我々にも同じように議席が確保されるべきだと指摘している。」 
[2c] (Section lll) 

 
21.20 2010 年１月 12 日付けの Eurasianet の記事ではまた以下のように記述されて

いる。 
 

「アフガニスタン議会唯一のシーク教徒である上院議員 Avtar Singh はシーク

教徒が国内で直面する問題について認識し、意識を傾かせることは難しいと

述べている。 
 

「文化的伝統を維持することは次第に難しくなってきている。例えばシーク

教の命じに従い、死者を確実に火葬することは、未解決のままの問題であ

る。イスラム教徒は今、以前カブール市のシーク派教徒が火葬された土地に

住んでいる。“その土地は 120 年間使用されてきたが、現在では使用が禁止さ

れている。”とシーア派の男性は言う。」 
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「アフガニスタンのシーク教徒の誓約は昨年の 2009 年 11 月 2 日、シーク教

設立者である Guru Nanak の誕生日をコミュニティーが祝ったときに明確に

なった。この祝日はシーク教暦の中では最も聖なる日と考えられているが、

近年カブールでのお祝い事は大きな関心を引くことがないよう、規模を縮小

してきている。「以前はこの行事がどのように行われていて、今はどんな風

であるかということを考えると、私が見ていることには非常に大きな違いが

ある。私自身、我々のコミュニティーに何が起こるのか？と問いかけてい

る。」とシーク教徒の男性は語った。 [45b] 
 

目次に戻る 
情報源リストに進む 

 
キリスト教徒 
 
21.21 米国務省 2009 年 2 月 25 日発行の「国別報告：2008 年のアフガニスタンにお

け る 人 権 の 実 情 （ Country Report on Human Rights Practices 2008, 
Afghanistan）」では以下のように述べている。  

 
「社会的な抑圧により、キリスト教徒は公の場で崇拝することなく、自分の

信仰を打ち明けることもなかった。彼らは地下での活動を強いられたのであ

る。2008 年、キリスト教徒に対する嫌がらせや恐喝といった散発的な報告が

あった。国内には唯一、外交区域内にキリスト教会がある。地元の国民でキ

リスト教を崇拝したい者は、その教会が彼らには開かれていない為、個人的

な場所で礼拝を行った。政府の職員はキリスト教の改宗を行う者を呼び寄せ

た。[2i] (セクション 2c) 
 
21.22 外国・連邦省（FCO) は 2010 年 1 月 8 日の書簡の中で、アフガニスタンでの

キリスト教徒に対する扱いの一般的な審査について、2008 年 3 月 17 日の記

録にある前回の審査以来変化はないと述べている。 [4d] その審査では、キリ

スト教徒はまだ受け入れられていないと記録されている。キリスト教徒は日

常的に差別され、当局や元友達、また家族から口頭あるいは肉体的な虐待を

うけているとされる。 [4g] 
 
21.23 外国・連邦省（FCO)の審査ではさらに、アフガニスタンのキリスト教徒には

おそらく礼拝を秘密の場所で一緒に行うような小さなポケットが用意されて

いる。まだ安全面を恐れている為、彼らは外国人居住区のキリスト教徒と一

緒に祈りを捧げることはしない。. [4g] 
 
21.24 ほとんどの地元のキリスト教徒は公で信仰を語ったり、礼拝の為に集まった

りしなかったが、国外居住者の 200 から 300 人の人々は定期的に会って、首

都カブールの個人的な場所でキリスト教の礼拝を行っていた。国内には一つ

だけキリスト教の教会があるが、地元の人々には開かれていない。その教会

は外交区域内にある。(2009 年 USSD IRF Report ) [2c] (セクション ll) 
 
バハーイ教徒 
 
21.25 2009 年 5 月発行の The Annual Report of the United States Commission on 

International Religious Freedom（米国の国際的信教の自由に関する委員会年

次報告書）では「アフガニスタンのバハーイ教徒もまた小さくも隠れた存在
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を率いている。これは特に 2007 年 5 月以降のファトゥアと財務の局長が彼ら

の信仰は神への冒とくの形であり、全てのイスラム教徒でバハーイ教に改宗

したものは背教者であるとした。」[70a] (p146)  
 
21.26 2009 年 USSD IRF Report では以下のように述べている。  
 

「最高裁判所の下で、ファトゥアと財務の局長はバハーイ信仰はイスラム教

とは異なり、神への冒とくの形であると定義した。そしてバハーイ教に改宗

した全てのイスラム教徒は背教者であり、バハーイ教を崇拝する者は異端者

であるとした。この規範により国内のバハーイ教の人々に不安を呼び、特に

バハーイ教の女性とイスラム教の男性の結婚についての問題があがった。イ

スラム教からバハーイ教に改宗する市民はキリスト教に改宗する市民と同じ

く、死刑の可能性をも含む刑罰が待っていた。また不明なことは、政府がバ

ハーイの第２世代をどう扱うかということである。彼らは技術的には改宗し

ていないが、バハーイ教を信仰する家族に生まれたため、やはり背教者とし

て見られることであろう。しかしこの規範は外国籍の者に影響されることは

ないとされていた。」 [2c] (セクション II) 
 

(サブ・セクションも参照– 法律 背教に関しての更なる情報) 
 
改宗 
 
21.27 2009 年 The USSD IRF Report は次のように述べている。  
 

「イスラム教からの改宗は、シャーリア法の解釈の一角では背教とみなさ

れ、死刑にもなりうる。イスラム教（イスラムの判事は健全な 18 歳以上の男

性、あるいは 16 歳以上の女性）から改宗した市民は、改宗を撤回する三日間

の猶予を与えられるか、絞首刑に処されるのである。個人はまた全ての財産

や所有物を剥奪され、婚姻は帳消しにされた。アフガニスタンの刑法は背教

を犯罪とは定めておらず、憲法は刑法で定められていない罪はどれも処罰の

対象としてはならないと禁止している。近年では国も地元の当局もイスラム

教からの改宗に関して刑法上の罰を導入していない。」[2c] (セクション ll)  
 

21.28 国連高等難民弁務官事務所発行の 2009 年難民該当性ガイドライン The 
UNHCR’s Eligibility Guidelines には、「ここ近年改宗による死刑は行われてい

ない。それ故、イスラム教からの改宗は、宗教の理由による迫害の危険を伴

っている。 」 [11a] (p14) 

 
21.29 外国・連邦省（FCO) は 2010 年 1 月 8 日の書簡の中で、アフガニスタンにお

ける最近のキリスト教への改宗の迫害について、どの人権擁護団体も何か懸

念があるとは認識していない。FCO はまた 2009 年 5 月の国連人権委員会で

話し合われた人権に関する普遍的定期審査のアフガニスタンに関して、委員

会メンバーや独立系の人権観察者からも特別なケースは見られなかった。[4g]   
 
異なる宗教間の結婚 
 
21.30 米国務省 2010 年 3 月 11 日発行の 2009 年米国務省レポート「国別報告：

2008 年のアフガニスタンにおける人権の実情（Country Report on Human 
Rights Practices 2008, Afghanistan）」では以下のような記述がある。  
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「政府が認識する結婚の権利は国籍、性別、宗教によって多様である。家庭

裁判所ではユダヤ教徒やキリスト教徒の女性がイスラム教徒の男性して登録

するが、裁判所ではイスラム教に則った祝宴を要求する。非イスラム教徒の

女性がイスラム教徒の男性と結婚する場合、改宗しなければならなかった。

またイスラム教徒の女性と非イスラム教徒の男性が結婚して裁判所に登録す

ることはできなかった。しかし、99 パーセント以上の男性人口がイスラム教

徒である為、こういった状況は滅多に起こらない。しかし裁判所は非イスラ

ム教徒同士の結婚は登録したとされる。」[2a] (Section 1f) 
 

(25 もまた参照: 女性 – 結婚と離婚) 
 

目次に戻る 
情報源リストに進む 
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22.   民族グループ 
 
概要 
 
22.01  米国務省 2010 年 3 月 11 日発行の 2009 年米国務省レポート「国別報告：

2008 年のアフガニスタンにおける人権の実情（Country Report on Human 
Rights Practices 2009, Afghanistan）」には以下のような記述がある。  

 
「憲法は市民間の差別を禁止し、女性と男性は平等であることを規定してい

る。しかしながら、国内で普及する地元での慣習や伝統的ならわしにより女

性は差別されるものとなっている。憲法は人種、障害、言語、社会的地位に

よる同等の権利を明確に定義してはいない。しかし、人種、民族、宗教、性

別による差別が行われた報告があった。 [2a] (セクション 6) Pusutun 人は 42 パ

ーセントを占める国内最大の民族グループである。次に来るのは Tajik 人 27
パーセント、そして Hazara 人９パーセント、Uzbek 人９パーセント、Aimak
人４パーセントである。他に小さなグループがあるが、これが Turkmen 人と

Baluch 人である。(2010 年 2 月 22 日更新の CIA World Factbook より) [3a] 
(People)  
 

22.02 国際連合が 2009 年 7 月に発行した「アフガニスタンからの亡命希望者に関す

る国際保護が必要な難民該当性ガイドライン」は以下のように述べている。 
 

「憲法が「全ての民族グループと部族の平等」を保障し、政府による少数民

族が直面する差別、民族衝突、特に土地所有権の論争への取り組みにも関わ

らず、紛争は未だにおこっている。いくつかの地域では少数民族に対する深

刻な差別が報告されており、共通して報告されるのは教育へのアクセスやそ

の他のサービス、政治への参加が拒否されることである。ゆえに、民族グル

ープの人々は、その地域において自分自身の民族、人種の為に迫害される危

険を背負っている。[11a] (p20) 
 
22.03 米国務省 2009 年 USSD Report ではまた、「様々な民族グループが、自分た

ちがその地域での少数民族であるがゆえに、地元政府の仕事に就きにくかっ

たと不満をあげていた。法律では Wolesi Jirga（下院）の 10 議席を Kuchi 遊
牧民に分け与えるよう要求している。しかし議会の中ではこの配分に賛成し

ない者がいる。彼らの言い分は、憲法の下では全ての民族グループが平等に

扱われなければならないと言うのである。」[2a] (セクション 6) 同報告書ではさ

らに、「少数民族が政治活動に参加することを妨害するような法律はな

い。」と述べている。[2a] (Section 6) 

 
血筋の対立 
 
22.04 2008 年 2 月記録のオックスファムの調査報告書 Oxfam Research Report では

以下のように述べている。 
 

「アフガニスタンは民族構成がパッチワークのようで、こういったことが社

会的結束の妨害となっている。例えば、オックスファムの調査員が Ghourian
地方の Herat を調査したところ、「この紛争で一番大きな原因は土地に関し

ての論争で、これは主に Pashtun 人と Tajik 人との間で起こる。」と報告し

た。国民としての意識も強くあるが、民族や部族間の連携が長い間重要とな
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ってきているのである。民族間での不平等やライバル意識は Saur 革命前の

1978 年にも存在したが、この紛争によって緊張は増大し、指揮する者達は自

分たちが優位に立つよう、異なる特性を見出していったのである。[75a] (p10) 
 
22.05 同報告書ではさらに以下のような記録がある。 
 

「もう一つ紛争の主な根源となるものがある。それは家庭内、あるいは他の

家族との不一致である。そのような争いは簡単に部族やコミュニティーに行

き渡ってしまう。そしてこのような事件の原因の多くが女性、結婚、性的関

係の問題なのである。暴力が行われることの原因に、伝統的婚姻の倫理に反

する事がある。例えば婚姻の際の持参金の提供や、お見合い結婚、それから

犯罪（baad）を償う為に女の子を結婚に提供する習慣、それには論争を解決

する為の場合もあり、あるいは夫が死亡して未亡人になった妻に、その夫の

兄弟と結婚することを期待する事などがある。女性に対する家庭内暴力、あ

るいはひどく差別的な扱いなどがしばしば家族、部族、コミュニティーでの

論争になる。」[75a] (p10) 
 

目次に戻る 
情報源リストに進む 

 
パシュトゥーン族 (PATHANS) 
 
22.06 2010 年 2 月 22 日更新のアメリカ中央情報局 The Central Intelligence Agency 

(CIA) の「ワールド・ファクトブック：World Factbook」ではパシュトン族が

42 パーセントを占め、一番大きな民族を形成していると述べている。[3a] 

(People) 「2005 年世界の少数民族百科事典」では、パキスタンには主に北西国

境と Baluchistan 地方にいる Pashtun 人もいるとの記録がある。彼らの言語

は Pashto 語であり、1936 年にアフガニスタンでは公用語となった。百科事

典にはまた、「社会政治的な衝突、干ばつ、そして飢餓により多くの人々が

パキスタンとの国境を越えて東方に移動し、多くの難民コミュニティーを生

み出した。」と書かれている。 [27] (p955) 
 
22.07 2005 年の「2005 年世界の少数民族百科事典」ではまた次のように記録されて

いる。 
 

「Pashtun 族/Pakhtun 族社会は階層社会で成り立っており、共通した名祖で

ある祖先に起源を発する父方側の系統で続いてきた部族民であるといわれて

いる。実際、これらの系列や一族（Zai, Khel）が連携することがよくある。

一族の系列で主なものは Durrani 族、Ghilzai 族、Karlanri 族があり、それぞれ

がいくつかの部族や、一族を形成している。全体では少なくとも 60 の民族が

あるとされている。民族家系図は社会的地位、土地の使用、相続の形式を決

定する。特に男性にとっての社会的指揮の執り方は pashtunwali や
pakhtunwali の概念を基軸として、もてなしの心や、名誉、あるいは復讐など

どということに理想的な制度を掲げ、それが交流や論争の仲裁を行う際の規

範として利用される。この制度は部族の長である（Khans）によって監督さ

れ、Pashtun のリーダーに与えられる称号は Mogul 帝国のインド人やイラン

の Safaid 朝指導者によって西暦 16 世紀に行われていた。そして部族の集会

（jirgas）によっても授けられたのである。血族間の対立は特に女性が絡む個
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人あるいは家族の名誉に関わる事、そして土地の権利の履行（特に家畜の放

牧）に関する問題があがったときに起きた。」[27] (p955-956) 
 
22.08 国際連合が 2009 年 7 月に発行した「アフガニスタンからの亡命希望者に関す

る国際保護が必要な難民該当性ガイドライン」には以下のような記述があ

る。 
 

「北部アフガニスタン地方にまたがる Pasutun 族は一つの小さな少数民族を

形成しており、タリバン政権と連携してからの標的になっている。彼らの指

導者はほとんどが南アフガニスタンからの Pashtun 族である。そういったこ

とから、Pashtun 族は殺し、性的暴力、殴打、強奪、略奪などの虐待を受け

てきた。加えて、以前土地を追われた Pashtun 族は故郷に戻ってきた時に土

地や財産を復活させることができないでいる。」[11a] (p18-19) 
 

22.09 米国務省「2009 年人権に関する報告書：Human Rights Report 2009」では以

下のように述べている。 
 

「Pashtun 族と非パシュトン族グループとの民族間緊張状態は特に Moqur 地
方、Qadis 地方において民族紛争や殺しに至るまでになっていた。2009 年 2
月、Pashtun 族グループの人々が著名な非 Pashtun 族である Hafizollah 族の

一人と彼の家族を殺した。その報復として非 Pashtun 族の人々が何人かの

Pashtun 族を殺した。9 月、この Hafizollah 族殺人の報復として非 Pashtun 族

が Pashtun 族のリーダーMowin Gohlan を暗殺した。[2a] (セクション 6) 
 
TAJIK 族 
 
22.10 2005 年の「2005 年世界の少数民族百科事典」は、アフガニスタンに Tajik 族

がどのくらいいるのか判断するのが難しいと記録した。 
 

「殆どの統計ではおよそ 3 百人から 4 百人いると見積もっている。タジキス

タンにいる数より少し少ない数である。Tajik 語を話す人々は主に北東アフガ

ニスタンから南のカブールに居住している。二つ目の拠点は国の西方である

Heart 地方にある。Tajik 族は Ahmad Shah Masud の指導下にあり、タリバン

政権に対抗する北方同盟として非常に活動的であった。Tajik 語が話されてい

る地域に首都があった頃、この民族は下位、中位レベルの国家行政の多くの

役職を占めていた。Tajik 語や Dari 語は二つある国語のうちの一つであり、異

民族間のコミュニケーション手段として Pashtu 語より Tajik 語が第二ヶ国語

として使用されている。[27] (p1175-1176) 
 
22.11 2010 年 2 月 22 日更新のアメリカ中央情報局 The Central Intelligence Agency 

(CIA) の「ワールド・ファクトブック：World Factbook」には、Tajik 族が人

口の 27 パーセントを占め、第二番目に大きな民族だとしている。[3a] (People) 

「2005 年世界の少数民族百科事典」は Tajik 族の大部分がスンニ派イスラム

教徒であると記録した。[27] (p1175) 
 
22.12 南アジア観光ソサエティー (SATS) は 2009 年 4 月 29 日時点の情報で、アフ

ガニスタンの民族グループについて以下のように掲載している。  
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「Tajik 族や Tadzhiks 族はアフガニスタンにおいて第二番目に大きな数の民

族である。彼らはおよそ 4 百 50 万人で、北部カブールの Panjsher 渓谷、北

あるいは北東地方の Parwan、Takhar、Badakhshan、Baghlan、Samangan
に住んでいる。少数の Tajik 族の人々が中央山脈へ拡張して住んでいる。殆ど

の Tajik 人がペルシア言語 Dari を話す。Tajik 族コミュニティーは民族によっ

て分かれてはいない。彼らは自分達を渓谷や居住している Panjsheri、
Badakhshi, Samangani、Andarabi といった地域の民族だと認識するのを好

む。生計を立てるのに、Tajik 族は山岳農耕、羊やヤギの牧畜を営んでいる。

Tajik 族はまた多様な良質のフルーツやナッツを育てている。 [sic] [71a] 
 
HAZARA 族 
 
22.13 2008 年 7 月 23 日にアクセスした「国際少数民族の権利団体」The Minority 

Rights Group International のウェブサイトには Hazara 族について以下のよう

な掲載がある。 
 

「かつて 19 世紀以前、Hazara 族はアフガンの人口 67 パーセントを占める最

大の民族グループであった。1893 年に政治的な活動により彼らの自治権がな

くなり、半数以上が虐殺された。現在ではおよそ 9 パーセントの数となって

いる。Hazara 族の起源はよく論争があり、Hazara という言葉はペルシャ語

で「何千もの」という意味である。しかし Hazara 族の特徴を考えると、現在

の学説である彼らが 13 世紀のチンギス・カーンに取り残されたモンゴルの兵

士であるという理論が支持されている。 
 
「Hazara 族のほとんどは Hazarajat（あるいは Hazarestan）に住んでおり、

Hazara の土地でアフガニスタン中央部の険しい山岳地域中央部で、およそ 5
万平方キロメートルの地域に位置しており、他には Badakhshan 山地の人々

と住んでいる。19 世紀彼らに対抗したカブールの選挙の余波では、多くの

Hazara 族が JauzJan や Badghis 地方の西 Turkestan に定住した。イスマイー

ル系 Hazara 族は Hindu Kush 山地に住み、宗教的に異なるグループの

Hazara 族である。ここ最近の 20 年間の戦争により、多くの Hazara 族が伝統

的な彼らの中心地から離れ、イランやパキスタンに近い国境近くの地域へ移

動した。また、国境をまたがる場所に、大きな影響力を持つ Hazara 族のコミ

ュニティーがパキスタン国境近くの都市 Queta にある。」[76a] 
 
22.14 南アジア観光ソサエティー (SATS) は 2009 年 4 月 29 日にアクセスした情報

で、アフガニスタンの民族グループについて以下のように述べている。 
 

「アフガニスタンの中央部地域は Hazarat として知られ、Hazara 族が住んで

いる。またわりあい多くの Hazara 族が Badakhshan にも住んでおり、殆どが

農民あるいは羊飼いである。殆どの人々がシーア派イスラム教徒である。

Hazara 族の祖先は中国の北西 Zinjiang 地方に住んでいる。長い間、Hazara
族は非常に無視されてきた。しかし、今では彼らはその劣った地位を取り除

こうとしている。」 [71a] 
 
22.15 「国際少数民族の権利団体」のウェブサイトでは更に以下のことについて述

べている。 
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「Hazara 族は Dari 語の方言（ペルシア語の方言）である Hazaragi を話し、

殆どの人々がシーア派（12 イマーム派）を崇拝する。大勢の人々が Ismaili 派
の信仰者であり、スンニ派イスラム教を信仰する人は少数である。アフガン

の文化としての中での Hazara 族は有名であり、音楽、詩、諺などの彼らの詩

から発展したものがある。Hazara 族は核家族制度であるとされており、夫が

死亡して妻が家族の長となる以外は、夫が家族の長であると報告されてい

る。そして、そのように妻が家族の長となった場合、一夫多妻制の年長の妻

は一番上の息子が成人するまで、亡き夫の後を受け継ぐ。国のレベルで言え

ば、Hazara 族は女性の教育や公共活動の権利についてより進歩的である傾向

がある。特にイランから国外追放で戻ってきた教育ある Hazara 族の女性は市

民分野、あるいは政治分野での活動において男性のように活発である。 
Hazara 族の家族は娘たちの教育に熱心である。東 20 マイルほどに位置す

る、Bamian にある国連職員は、2001 年後半のタリバン政権崩壊以来、援助

機関が学校を建てるのに労力を費やし、資格のある女性教師を揃えることに

成功したと述べた。 [76a] 
 

(セクション 25 も参照: 女性) 
 
22.16 「国際少数民族の権利団体」はまた以下のように述べている。 
 

「Hazara 族は新しいアフガンの憲法で国の少数民族と認識されており、アフ

ガンの市民権を完全に有している。彼らの唯一の政党である Hizb-e Wahdat
は内閣で一議席しか持たない。Hazara 族は軍閥の長の力が増すことに懸念を

抱いており、コミュニティーの直接的な脅威になると感じている。 
また、Mujaheedin 下の Hazara 族に抑圧される中で、新しい指導者による北

方同盟（10 年前は Mujaheedin が率いていた）の力が人々の心配の種になっ

ている。[76a] 
 
22.17 2009 年 10 月 26 日発行の米国国務省の International Religious Freedom 

Report2009（国際的信教の自由に関する報告書 2009）では以下のように述べ

ている。 
 

「この国の歴史を紐解くと、Hazara 族とその他の市民達の間で幾重もの紛争

の例が浮かび上がってきた。Hazara 族は Pashtun 族が率いる政府を起訴し、

政府が Pashtun 族に有利な扱いをし、特に Hazara 族を中心とした少数民族

を無視していると訴えた。報告によれば、Hazara 族は国境を超えるときに賄

賂を渡すことを要求されたが、Pashtun 族にはそれがなく、自由に通過でき

ていた。こういった紛争はしばしば経済的、政治的なことが根源にあった

が、また宗教的な側面も持っているのである。政府は Hazara 族コミュニティ

ーに影響する歴史的な緊張に対し、肯定的な雇用を含め、多大な努力をして

いることを述べている。[2c] (セクション lll) 
 
22.18 2008 年 7 月 22 日、首都カブールで Hazara 族によるデモが起こった。このデ

モは 5 時間にわたり、平和的に終わったと英国放送協会（BBC）は報道し

た。デモ隊は遊牧民 Kuchi 族との土地に関する争いの後、政府に対し彼らの

土地をもっと保護するよう呼びかけ、何人かは大統領の辞任を求めていた。 
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「Hazara 族は遊牧民 Kichi 族が最近、多くの Hazara 族を Wardak 地方の

Behsud 地区で殺したと訴え、Kuchi 族の言い分では Haszara 族が彼らのキャ

ンプを攻撃し、遊牧民のうち数人を殺したからであるという。Kuchi 族はカブ

ールの南西 Wardak 地方の土地での放牧において、歴史的な権利を持ってい

ると言う。Karzai 大統領は昨年 Kichi 族と Hazara 族の衝突により数人が死亡

した事態に対し、この問題を取り扱う委員会を設置した。 [25k] 
 
UZBEK 族と TURKMEN 族 
 
22.19 「2005 年世界の少数民族百科事典」2005 Encyclopedia of the World’s 

Minorities は Turkmen 族の居住地域を次のように記録した。「北西と北東ア

フガニスタン地域に居住しており、少数民族の Pushtun 族や Hazara 族も同

地域にいる。Turkmen 族はスンニ派イスラム教徒でシーア派は比較的数が少

ない。[27] (p1223) 同百科事典ではまた、「Uzbek 族は国の北部地方で主要な

民族グループの一つである。今日ではその殆どが Kunduz 地方や Mazar-
iSharif 地方に定住している。Uzbeki 族は大将 Dostum の指導下の北方同盟で

タリバン政権に対抗する重要な役割の一つを担ったことで知られるようにな

った。[27] (p1288) 
 
22.20 2009 年 4 月 29 日にアクセスした南アジア観光ソサエティー (SATS)  South 

Asia Tourism Society (SATS) のウエブサイトでは、「ほとんどの Turkmen 族

はヤクを飼育する遊牧民である。Turkmen は古風なトルコ語とペルシャ語の

形のものを話す。Turkmen 族は今も木の骨組みを基盤とした半球体の形をし

たテントに住んでいる。男性は長袖のコートを着用し、女性は寒い冬に手を

覆う長いドレスを着ている。[71a] 
 
22.21 憲法第 16 条はこの地域の大部分の人口が話す Dari 語と Pashtu 語の他、さら

に Uzbeki 語と Turkmani 語を含めた 6 つの言語を認識している。[4a] 
 

目次に戻る 
情報源リストに進む 

 
KUCHI 族 
 
22.22 AIHRC（アフガニスタン独立人権委員会）The Afghanistan Independent 

Human Rights Commission (AIHRC) 「アフガニスタンの経済・社会的権利の

状況に関する報告書－IV」QAWS1388（2009 年 11 月・12 月）には以下のよ

うな記述がある。Report on the Situation of Economic and Social Rights in 
Afghanistan – IV, Qaws 1388 (November/December 2009) 

 
「アフガンの Kuchi 族は一般的に 3 つのグループに分かれる。定住している

Kuchi 族は Kuchi の生活方法を否定し、他のアフガンの人々と共に都市や村に

住んで定着し、伝統的な Kuchi の生活様式から離れて他のコミュニティーと

完全に同一化している。二つ目のグループは一年を通し、地方の中で、ある

いは地区の中で短期的な移住を繰り返す。三つ目のグループの Kuchi 族は長

期的な移住をする人々で、地方から地方へと一年を通して移動する。Kuchi 族
とみなされる点は、いくらかの Kuchi 族が彼らの経済的、あるいは社会的権

利にアクセスしていることに由来する。また注目するのは、定住型の Kuchi
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族は短期・長期型に移住する Kuchi 族より生活水準がよいということであ

る。 
 

「アフガニスタンで継続して複数年にもわたって起こる干ばつは伝統的な

Kuchi 族の生活様式を妨害する。彼らの牧草は乾き、動物達は飢えて死ぬ。最

大の Kichi 族が集まる地域はおよそ 6 万人の人がおり、これには Rigestan 平

野に戻ることができない Kuchi 族も含まれる。北部での干ばつや、戻ってき

た Kuchi 族に対する反発といった原因で 1 万人の Kuchi 族が難民となった。

これには Kuchi の慣習法の崩壊や食糧援助、設備の欠如、日給による仕事で

キャンプに住まなければならないことなどの原因が混在している。Kuchi 族に

とって、こういった挑戦に我慢することは想像できない。なぜなら、彼らは

定住生活の方法に慣れておらず、歴史的に動かせない財産というのを持って

いないからである。 [78f] (p26) 
 
22.23 AIHRC（アフガニスタン独立人権委員会）はまた以下のように報告してい

る。 
 
「Kuchi 族の健康や教育を享受する権利が問題になっている。タリバン政権の

崩壊により、大統領は何度かの機会で移動学校や病院を Kuchi 族の為に建て

ると約束したが、約束が守られたのは数少ない。 
 
「彼らの健康の権利のように、Kuchi 族の教育の権利も他のアフガニスタンの

人口に比べ、ずっと少ない恩恵を受けている。日常的に学校に行く Kuchi 族
の子供はたった 33.6 パーセントであり、66.4 パーセントの Kuchi 族の子供が

学校に一度も行ったことがないか、滅多に行かない。そして、42.3 パーセン

トの子供が第 6 学年に到達するまでに落第してしまう。この Kuchi 族におけ

る状況は非 Kuchi 族よりずっと遅れており、非 Kuchi 族の子供は Kuchi 族の 2
倍であろう 60.2 パーセントが学校に行く。 [78f] (p26-27) 

 
NURISTANI 族 
 
22.24 2009 年 10 月 26 日発行の米国国務省の International Religious Freedom 

Report2009（国際的信教の自由に関する報告書 2009）The US Department of 
State International Religious Freedom Report 2009 は 2008 年 7 月 1 日から

2009 年 6 月 30 日の出来事をカバーしており、「Nuristani 族は小さいが、東

部山岳地帯に住む民族言語学上ははっきりとした区別がある民族である。19
世紀後半に Isram 教に強制的に変換されるまでは古代の多神教を信仰した。

いくつかの非イスラム教の慣習が民族の慣習として存続している。 [2c] 
(Section I) 

 
22.25 2008 年 7 月 23 日にアクセスした「国際少数民族の権利団体」のウェブサイ

トには Nuristani 族について、以下のような掲載がある。  
 

「Nuristani 族はアフガニスタンに到着してからイスラムの東方に逃れた。彼

らは独自のインド・ヨーロッパ言語を話す。Nuristani 族は 1895 年から 96 年

に Amir Abdur Rahman Kahn により征服され、イスラム教を迎え入れ、彼ら

の古代信仰信念を拒否した。彼らは主に国の東部、Kunaru の Pashtun 民族、

パキスタンの Chitral にいる Kalash 族、北部 Badakhshan の Tajik 族との間に

住んでいる。Nuristan(光の土地)は Hindu Kush 山岳地帯の南斜面に住んでお
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り、そこから四つの谷に向けて広がっている。それぞれの渓谷には言語ある

いは方言があり、Kati 語、Waigali 語、Ashkun 語、Parsun 語がある。 
Nuristani 族には男性、女性とも厳しく労働分担がされており、男性は家畜を

飼育し、女性は農作物を生産し、段々畑をかんがいするのである。[76c] 
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23.   同性愛者、 両性愛者、トランスジェンダー 
 
法的権利 
 
23.01 国 際 レ ズ ビ ア ン ・ ゲ イ 協 会 （ ILGA ） International Lesbian and Gay 

Association (ILGA) の 2009 年 5 月付の世界調査では、男性同士と女性同士の

関係はアフガニスタンでは違法であるとしている。同報告書ではまた第 427
条の刑法を述べている。 

 
(1) 不倫や同性愛をはたらく者は長期の監禁刑と科する。 
(2) 次にあげる場合の行動で上記の罪を働く者はまた加重の罪とする。 
a. 罪をおかされた者が年齢が 18 歳未満である場合[80a] (p12) 

 
23.02 ILGA は次のように付け加える。 
 

「アフガンの用語“同性愛”は年齢に関係なく男性同士の性交であるとされる。

小児性愛あるいは承諾を得る年齢ではない子供と性的関係は第 427 条サブセ

クション 2(a)で、このようなケースはイスラムのシャーリア法で同性愛法に

より、最大死刑に処すると刑法と共に適用、成文化されている。しかし、タ

リバン政権以来、同性愛法で死刑の宣告は行われたことがない。」[80a] (p12) 
 
23.03 国連高等難民弁務官事務所（UNHCR）が 2009 年 7 月に発行した「アフガニ

スタンからの亡命希望者に関する国際保護が必要な難民該当性ガイドライ

ン」Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of 
Asylum-Seekers from Afghanistan には次のような記述がある。「背教の場合

のように、殆どのシャーリア法の解釈によれば、アッラー（Hudood）の罪と

して同性愛は死刑になりうるが、2008 年以来性的指向が理由で処刑された報

告はない。 [11a] (p16) 
 
23.04 アムネスティ・インターナショナルの報告書 2006 年 7 月更新「同性愛者と法

律：世界調査」（Amnesty International document, Sexual Minorities and the 
Law: A World Survey）は同性愛が違法で最長 15 年までの禁固刑になると述

べていた。しかし、トランスジェンダーの人に関しては、「データがなく、

法的な事は不明である。」と報告している。[7d] 

 
23.05 米国務省 2010 年 3 月 11 日発行の「国別報告：2009 年のアフガニスタンにお

け る 人 権 の 実 情 （ Country Report on Human Rights Practices 2009, 
Afghanistan）は「法律は同一性愛の行動を罪と定めるが、当局はこの規定を

散発的にしか施行しなかった。性的指向の自由を保護することに尽力する組

織はひそかに活動した。[2a] (セクション 6) 
 
社会的虐待または差別 
 
23.06 国際連合が 2009 年 7 月に発行した「アフガニスタンからの亡命希望者に関す

る国際保護が必要な難民該当性ガイドライン」UNHCR’s Eligibility Guidelines 
for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from 
Afghanistan では、「シャーリア法に背いて同性愛や不倫を行った者は家族や

社会からの拒否や暴力だけでなく、正式に迫害される。」[11a] (p16) 
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23.07 2008 年 4 月更新の GlobalGayz.com には以下のことが掲載されている。  
 

「男性同士の性交は古いアラビアの伝統としてある。ごく最近の現代イスラ

ム「文化」（婚前）同性愛の行動には一時的の、そして同志としての形でも

し好意ではなかったら、仲間として相互の同意の上に理解している。その行

動が相互的あるいは強制的であろうと、東の文化ではそういった気ままにふ

るう性的行動は普遍的な態度で「ゲイ」ではない。それゆえ、同性愛と認識

される二人の男性の間は、セックスや愛ではない。（アフガニスタンでは年

長者が子供と結婚することは日常である。）それよりか、うわべだけの見せ

かけの集団意識の精神ゲームでセックスの意味は再枠組みされる。異性愛者

の男性は若い男が“女性”っぽくないが、従順で受け身で、年上の男が“男っぽ

いホモ”ではないが、我の強いタイプであっても同性愛行動をするものであ

る。[42] 
 
23.08 米国務省、人権に関する国別報告書 2009 年（The USSD Report 2009）には

また「性的指向における差別や暴力があったことは報告されていないが、社

会的なタブーは濃く残っている。」とある。 [2a] (セクション 6) 
 

(このセクションはセクション 25 と共に読むことを勧める。女性.) 
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24.   身体障害 
 
24.01 米国務省 2010 年 3 月 11 日発行の「国別報告：2009 年のアフガニスタンにお

け る 人 権 の 実 情 （ Country Report on Human Rights Practices 2008, 
Afghanistan）」は次のように述べている。「憲法は市民に対するどのような

形の差別も禁じ、国に対して身体障害のある人々を援助し、医療ケアや財政

を含む保護を要請する。憲法はまた国家に対し、障害を持つ人々が社会の中

で統一し、活発に参加できる法案を採択するのを協調する。[2a] (Section 6) 
 
24.02 2009 年 5 月 12 日にアクセスしたサイトである、「2008 年 Afghanistan 地雷

監視レポート」では、アフガニスタンは障害のある人々の権利を保護する法

律がない。しかし、憲法の規定では障害を持つ人々の権利を保障している。

次の 地雷監視レポート 2008 ではアフガニスタンの状況を更に提供してい

る。[14a] 
 
24.03 AIHRC（アフガニスタン独立人権委員会）The Afghanistan Independent 

Human Rights Commission (AIHRC) 「アフガニスタンの経済・社会的権利の

状況に関する報告書－IV」Qaws1388（2009 年 11 月 12 月）The Afghanistan 
Independent Human Rights Commission (AIHRC) Report on the Situation of 
Economic and Social Rights in Afghanistan – IV, Qaws 1388 
(November/December 2009)は次のように述べている。 

 
「アフガンの概念で身体障害者とは身体的障害にほとんど限定されており、

精神的、知覚的障害を患っている人々は社会から取り残されており、完全に

社会に参加することの妨げになっている。 アフガニスタンには障害のタイ

プ、援助が必要なレベル、その他関連した概念を標準化したものはない。 
 

「障害のある人々は人口の中でも最も弱い側面があり、政府は彼らが社会に

完全参加できる手段や、社会的、教育的サービスへのアクセスに力をいれる

政策も持っていない。身体障害についての公共の意識が欠けている為、障害

のある人々はしばしば家族だとされ、社会的負担がかかり、恥をかかせられ

たり、差別されたりする。アフガン憲法第 22 条は全ての人々の平等を強調し

ており、市民間で起こる差別を全て違法とする。憲法第 53 条では、障害者に

おけるリハビリテーション、訓練、活発な社会的参加等の必要な政策をと

り、医療、財政的な援助を提供することをアフガニスタンの政府に要求して

いる。」 [78f] (p18) 
 
24.04 米国務省発行の 2009 年人権に関する報告書は更に以下のことについて述べて

いる。「赤十字国際委員会（ICRC）は障害者の正確な数字はわからない。」

としている。[2a] (セクション 6) AIHRC（アフガニスタン独立人権委員会）The 
Afghanistan Independent Human Rights Commission (AIHRC) が賛同し、監

督した情報によれば、2009 年 11 月/12 月の報告によれば、「アフガニスタン

には障害者の詳細な数や状況について審査するものはなく、異なった機関が

障害者の数についてそれぞれ違う統計データを提供している。」 [78f] (p19) 
 
24.05 「人権に関する国別報告書 2009」には、以下の記述がある。「およそ 80 万

人の移動に障害のある人々がおり、そのうち 4 万人が手足の切断を受けた人

達である。アフガニスタン労働社会殉教障害者省（MOLSA）は 8 万 8 千人の

本 COI 報告書の本文は 2010 年 3 月 18 日付で公に入手可能な最新情報を含んでいる。最近の出来事と報告書に関する追加の概略情報

は 201 年 4 月 8 日までの「差新ニュース」の項に示す。 
109

日本語訳は，法務省入国管理局による仮訳である。

http://www.icbl.org/lm/2008/countries/afghanistan.php
http://www.icbl.org/lm/2008/countries/afghanistan.php


アフガニスタン 2010 年 4 月 8 日 

戦争関連で障害者となった人々へ財政援助を行った。肉体的、あるいは精神

的な障害を持ちながら仕事に就いている人は 90 パーセント以下であった。

AIHRC は、そのうちおよそ 20 万人の就学年齢の児童が障害を持っていると

し、学校に通う子供は 22.4 パーセントであると報告した。[2a] (セクション 6) 
 

(26 セクションを参照: 子供 – Child care and Health issues, Section 30: 
Freedom of Movement – Mines and unexploded ordnance and Section 28: 
Medical Issues) 
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25.   女性 
 
概観 
 
25.01 経済協力開発機構（OECD）の社会機関とジェンダー目録の国別情報・アフ

ガニスタンでは、2009 年 9 月 6 日時点にアクセスした情報で以下のように述

べている。 
 

「アフガニスタンの女性は世界で最も脆弱である。タリバン政権下で女性は

女子は制度的に差別され、追いやられる存在であり、彼らの人権は侵害され

ていた。女性が公から排除されることは、政治制度の中でどんな役割をも果

たすことができず、すべての公式な、あるいは非公式な統治から除外されて

いたということである。女性と女子はまた厳しく教育、医療ケア設備や雇用

へのアクセスを制限されていた。 
 

「2001 年 11 月のタリバン政権の崩壊で、女性がアフガニスタンにおいて急

速に人権を取り戻すであろうとの希望を持った。女性への治安の脅威は公共

の中での生活をほとんど困難なものにしている。」[37a]   
 
25.02 国連アフガニスタン支援ミッション（UNAMA）が 2009 年 7 月 8 日に出版した

報告書「沈黙は暴力、女性への虐待の終結」The United Nations Assistance 
Mission in Afghanistan (UNAMA) Silence is Violence, End the Abuse of 
Women in Afghanistan (UNAMA report)には以下のことが書かれている。 

 
「30 年にわたった武装紛争と無法状態、社会不安、弱い統制はアフガニスタ

ンの女性の地位や状況、また彼らの解放や権限付与の努力に多大な影響を与

えた。 
 

「1978 年の武装紛争勃発以来、明確な戦争時代の中で、女性にとって特に危

険で有害であるとした出来事が特徴であった。ソビエト時代には、空爆が大

規模な人口移動を引き起こす引き金になった。そして田舎の貧困や農村生活

や、必要不可欠な灌漑システムを含めた設備に悪影響を及ぼしていったので

ある。Mujahedeen 時代（1992 年から 1996 年）は凶暴で殺しあう戦争時代

であり、アフガンの生活は全てにおいて恐ろしいものであった。女性の権利

や自由は厳しく制限されていた。深刻な人権侵害は裁判外での処刑、拷問、

性的暴力、失踪、強制退去、強制結婚、人身売買、拉致を含むものであっ

た。この時代はアフガン女性にとって最も暗い歴史の中の一幕であった。 
 

「残酷で略奪的性質をもつ市民戦争や Mujahedeen 時代はタリバンの復興に

貢献し、かれらの団結した力は 1996 年 9 月にカブールを占拠した後に広がっ

た。タリバン政権の厳しく独特な解釈でのシャーリア法は Mujahedeen 時代

の特徴である残虐性や特異性に終止符を打つことになった。 
 

「タリバン政権のイスラムの理解と解釈は、女性をより除外するように制度

化された。この過酷な 5 年間を通して、タリバン政権の極端な解釈であるシ

ャーリア法は、その歪んだ抑圧的なイスラム教の解釈に基づき、アフガン社

会の本質を変え、同政権が最高政権の法令として原理主義と抑圧的な制度を

もった監督下政権へと変化させた。タリバンの法制度は特に大都市中心部に
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おいて厳しかった。その中でもとりわけ女性は犠牲者になり、陰の存在とし

てさげすまされた。女性や女子は制度的な差別の対象となり、殆どが効果的

に家に監禁された。女性は一人の mahram の同伴なしで公に出てはいけなか

った。[46a] (p5-6) 
 
25.03 同報告書ではさらに、「2001 年のタリバン政権の崩壊に続き、アフガン人の

間では人権擁護活動家やその他の人々は女性の地位が大きく改善されると大

きな希望と楽観を抱いた。ボン同意書（2001 年 12 月）はアフガニスタンの

変革、再建、発展に関連するものである。」[46a] (p6) 
 
25.04 「Women for Women International」の「2009 年アフガニスタン報告書：ア

フガニスタンにおける女性の意見の拡大」 2009 Afghanistan Report: 
Amplifying the Voices of Women in Afghanistan は次のように述べている。 

 
「2001 年ボン同意書ではアフガニスタンでの女性の権利が妨害されているこ

とに触れ、女性を政治生活の中に参加させることが誓約されている。暫定的

な行政と Loya Jirga（国民大会議）には女性への割り当てがされ、女性課題

省が設立された。ジェンダーと法律活動グループである女性圧力団体は 2003
年に公表された憲法草案の改正に意見を通過させることができた。これらの

改正案は最終文書の中で保持され 2004 年に承認された。これには第 22 条の

前に男性と女性の同権を明確にし、第 83 条には議会の下院にそれぞれの地方

から二人の女性の代表を出席させ、女性の数を増やすことが盛り込まれた。

憲法第 7 条には国連女性差別撤廃委員会を含め、アフガニスタンが調印した

様々な議会での条約を遵守することを要求している。[94a] (p16)  
 
25.05 2009 年 7 月 16 日の今では女性はいくつかの地域で公共生活に参加すること

ができる。 (フリーダムハウス、2009 年 7 月 16 日) [41a] (p6)しかし、米国務

省 2009 年 2 月 25 日発行の「国別報告：2008 年のアフガニスタンにおける人

権の実情」には以下のような記載がある。 
 

「女性に対する人権侵害は引き続き広がっており、法の下での権利は多くの

場合知らされていなかった。差別は田舎や小さな村でより深刻であった。都

市にいる女性は公共生活、教育、医療ケア、雇用にアクセスできるよう継続

して努力した。しかし、この内乱での教育機会の拒否や雇用機会の制限、暴

力の脅威により、多くの女性の能力が改善に向かうことを妨害した。 
 
「家庭内暴力、レイプ、強制結婚、論争を解決するための女子の交換、誘

拐、名誉殺人を含む、女性に対する社会的な差別は持続した。いくつかの田

舎の地域では、特に南部において、女性は一人の男性を伴う時以外、外出す

ることを禁止された。 [2i] (セクション 5) 
 
25.06 国連アフガニスタン支援ミッションによる 2009 年 7 月 8 日の報告書では以下

のように記述している。 
 

「疑う余地もなく、女性を含む全てのアフガン人の権利の発展がいくつかな

されている。改善で顕著なものに、ジェンダー間の平等の権利を新しい憲法

で採択したことが含まれる。アフガニスタンは留保なしで加盟したことを含

む、多くの国際人権条約の加盟国である。2003 年の女性差別撤廃委員会
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（CEDAW）では、この規定は、国がアフガンにおける全ての女性と女子の権

利を擁護し促進する義務があることをほのめかしているとしている。[46a] (p7) 
 

(サブセクションも参照 Violence against women) 
 
25.07 「Women for Women International」の「2009 年アフガニスタン報告書：ア

フガニスタンにおける女性の意見の拡大」 2009 Afghanistan Report: 
Amplifying the Voices of Women in Afghanistan の中で 1500 人の女性を対象

に異なる地域で調査を行い、以下のように発表している。 
 

 「41.2 パーセントの女性が日常生活において重要な物資が不足してい

ることに直面し、雇用も十分でなく（26.2％）、社会的サービス

（13.5％）も不足している。 
 66.2 パーセントの女性が国の政府はまず治安の状況を第一に修正し、

経済、政治問題を次に解決するべきだと答えている。回答は地方で同じ

ような結果であり、治安を第一優先としている。 [94a] 
 
25.08 2008 年 2 月の WomanKind Worldwide は「女性の権利の向上が図られてはい

るものの、国の社会的、市民的、政治的生活において女性や女子を保護する

方向へのプロセスは受け入れがたいほど遅い。また要望に則した計画、回答

による行動、思いやりを持った行動よりも、裁判や間違いのパターンに特徴

付けられている。[88a] (p7) 
 

(セクション 25 も参照: Women - Social and economic rights and Women - 
Violence against women.) 

 
目次に戻る 

情報源リストに進む 

 
法的権利 
 
25.09 2008 年 12 月の AIHRC（アフガニスタン独立人権委員会）The Afghanistan 

Independent Human Rights Commission (AIHRC) 「アフガニスタンの経済・

社会的権利の状況に関する報告書Ⅲ」ではアフガニスタンは国連女性差別撤

廃委員会（CEDAW ）の調印国であると記載している。 (p27).  
 
25.10 米国務省 2010 年 3 月 11 日発行の「国別報告：2009 年のアフガニスタンにお

け る 人 権 の 実 情 （ Country Report on Human Rights Practices 2009, 
Afghanistan）」には以下のことが記されている。  

 
「憲法では市民間の差別を禁止しており、男性と女性には平等の権利を規定

している。しかし、女性に対する差別は地方の風習や慣わしにより、国の大

部分に普及していた。憲法は明確に人種、身体的障害、言語、社会的地位に

おける平等の権利を記載していない。人種、民族、宗教、性別による差別は

報告されていた。」[2a] (Section 6) 
 
25.11 2009 年 9 月 6 日にアクセスした SIGI アフガニスタン情勢には以下のことが

記述されている。 
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「アフガニスタンの法律は女性の経済的独立への支援が実に弱い。多くの女

性が農業関連で働くが、土地へのアクセスは非常に制限されており、自分の

土地を持つ人はほとんどいない。イスラム法は土地よりも女性の財産を保護

するが、慣習法では伝統的に女性の経済的な資産を剥奪し、人生を通して

夫、父親、兄弟（未婚であれば）に頼る身分とする。 
 

「アフガンの女性は銀行の貸付金へのアクセスはほとんど制限されていた。

ほとんどのアフガン人にとって、男性も女性も貧しすぎる為、貸付金の為の

担保を提供することができない。2001 年以来、外国援助によりいくつかのマ

イクロ財政機関を国に設立することができた。これは女性や男性両方に利用

可能なものである。」[37a] 
 

(また女性を参照 – Social and economic rights) 
 
25.12 国連事務総長が 2008 年 3 月 6 日に述べたところでは、「公共の人々の裁判所

や法的援助へのアクセスが憲法で定められている権利であるのに対し、大多

数のアフガン人にとって、特に女性や子供、社会的な弱者にとって捉えどこ

ろのない定義となっている。」この問題は法的権利や手続きの認識が公共の

人々にとって不足しているとの問題をふくんでいる。 [39b] (p6-7) 
 
25.13 アムネスティ・インターナショナルは、2008 年 6 月 11 日の報告資料の中で

以下のように述べている。  
 

「アムネスティ・インターナショナルはタリバン政権の崩壊以来の女性の権

利が向上していることを歓迎する。とりわけ女性課題省、女性のための国家

活動計画の設立を通して、女性が教育や議会への代表進出にアクセスするこ

とが改善されたことは歓迎される。しかし、アフガンの女性や女子はまだ差

別的な法律、制度、ならわしに直面することがあり、これには身体への暴力

も含まれる。女性や女子は地方特有の家庭内暴力、人身売買、子供を含んだ

強制結婚、論争解決の為の取引などに直面した。警察、裁判所、その他の司

法制度の職員は女性が虐待、殴打、レイプ、そしてその他の性的暴力につい

て不満とすることを滅多に言及しない。女性の被害者や被告人は法制度に少

し頼ることができるだけで、公式にも非公式にも法制度の中で差別されてい

る。[7a] (3. Protecting and upholding women’s rights) 
 
25.14 2009 年 4 月 2 日付け国連ニュースセンターは、新しい法律である女性の制限

された権利について報告している。 
 

「新しくアフガニスタンに制定された法律は女性の権利を著しく縮小するも

ので、明確に婚姻上のレイプさえ許容されており、「間違った方向への大き

な前進である。」と国連人権委員会の委員長は今日延べ、法律の撤回を求め

た。その法律はまだ公開されていないが、アフガニスタンの上下院議会で可

決されており、今月初頭に Hamid Karzai 大統領が署名する前であるとの報告

があり、少数シーア派コミュニティーの個人的な地位、男性と女性の関係、

離婚、財産権利を含んで規定していると言う。 [39g] 2009 年米国務省、

人権に関する国別報告書には 4 月 15 日のカブールでシーア派個人地位法

（SPSL）に抗議し、300 人の女性（うち殆どが学生）が反対運動を行った。
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抗議を阻止する者の 5 倍の人数が報復し、何人かは抗議者に石を投げつけ

た。[2a] (Section 1d) 
 

25.15 米国務省、人権に関する国別報告書 2009：パキスタン（USSD Report 
2009）には、以下の記述がある。 
 
「SPSL は最も論争のある言葉を取り除く為、夏に改正され、2009 年 7 月に

シーア派へと施行された。この法律はシーア派であるたった 20 パーセントの

人口に適用される。いくつかのシーア派のグループはこの法律を公に少数シ

ーア派を認めるものだとして歓迎したが、法律は国内的にも国際的にも男女

の平等を促進するには失敗であった。法律の条文に特に関連したものを挙げ

ると、結婚の最低年齢、一夫多妻、相続権、自決権、移動の自由、性的義

務、後見人の責務などが含まれる。」[2a] (セクション 6) 
 
25.16 2009 年 8 月 13 日の A Human Rights Watch の記事には次のような記録があ

る。 
 

「改正された SPSL 法には、夫は妻が性的要求を拒否したら、食事を含め、

基本的な生活の整備をしりぞける権利がある。子供の後見人としての責任は

父親と祖父に独占の権利が与えられる。女性は働くことに夫の了解を得なけ

ればならない。またレイプを行った者に対しては、傷を受けた少女に流血に

よって負わされた賠償金を支払うことで起訴されることを効果的に避けるこ

とができた。この法律は力があり、強硬派の Ayatollah Asif Mohseni シーア派

リーダーによって作成され、議会の保守派シーア派リーダーの支持を得

た。」[17a]  
 

(女性を参照 – Violence against women) 
 
25.17 Womankind の 2008 年 2 月付け報告書「備蓄の縫合：アフガニスタンの女性

と女子の 7 年間」は以下のように結論付けている。  
 

「重要な基盤が法律の再編の初期段階に築かれ、女性の人権を保護する為に

諸機関を構築することが委任された。しかし、法律の枠組みは不十分であ

る。女性の人権を現実化する為には法律を強化させることが必要であり、現

時点ではそれが紙の上での事だけになっている。よい意向を反映させ、法律

上の権利（法律を基盤とした権利）を現実のものとし、意味ある変化を女性

にもたらすには政治的意向でもって尽力し、その意向をバックアップする資

源が必要である。これには利害関係者の連携が必要であり、長期的な目標と

戦略、女性の権利が単に都合のよい約束として大きな規模の資源を消費する

アフガニスタン市民や西欧の人々へ売りつめるも介入ではなく、正当で本物

の、実現可能な呼びかけであることを国の指導者達が一貫性のある公共の主

張によって行うことが要求される。」[88a] (p14)  
 
25.18 AIHRC（アフガニスタン独立人権委員会）The Afghanistan Independent 

Human Rights Commission (AIHRC) 「アフガニスタンの経済・社会的権利の

状況に関する報告書、 IV, Qaws 1388 (2009 年 11 月、12 月) には以下のこと

が述べられている。 
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「イスラムのシャーリア法と憲法は男性と女性に適正なる権利を与えている

が、法律上、事実上の平等は実際正確には規定されていない。現在の法律で

は女性の保護を規定していない。男性は法律の手続きなしに妻と離婚するこ

とができる。こういった結婚や離婚の登録欠如が女性を不利に扱うことに起

因した。女性は離婚の 3 ヶ月後に再婚することができ、反対の場合、女性は

裁判で離婚を立証する 3 人の目撃者を出さなければならない。女性は離婚の

手続きにおいて、夫が病気、あるいは女性を危険にさらす、夫が女性を援助

することができない、夫が 4 年間不在である、夫が 10 年あるいはそれ以上の

投獄を宣告されたという事を含め、十分な証拠があった上で手続きを開始す

ることができる。これらの中のどのようなケースでも、裁判所の法律は女性

に結婚持参金を与え、少女の場合 9 歳になるまで、少年の場合 11 歳になるま

で養育権を与える命令を出すことができる。 [78f] (p54) 
 
25.19 2009 年人権に関する国別報告書（ USSD Report 2009）には以下のことが見

受けられている。 
 

「7 月 19 日に Karzai 大統領は女性に対する暴力の撤廃法（EVAW）に署名

し、女性に対する暴力を犯罪とし、これには以下のレイプ、暴行、殴打、強

制結婚、未成年の結婚、“baahd”（借金や論争を解決する為に身内の女性を他

の家族へ授けること）、屈辱、妨害、食事の拒否を含んだ。処罰は 6 ヶ月以

下の投獄から死刑を含んだ。被害者は攻撃した者を起訴する権利があり、安

全な家での避難場所を探し、医療、法律の援助を受ける権利を持つが、法律

は施行の関係上、積極的な方向へ導く小さな一歩としかみなされなかった。
[2a] (セクション 4) 

 
25.20 2009 年人権に関する国別報告書（ USSD Report 2009）には以下のことが付

け加えられている。 
 
 

女性に対する暴力の撤廃法（EVAW）第 17 条はレイプを明確に終身刑とし、

もしその被害者が行動により死亡した場合、その加害者は死を宣告される。

法律は「女性への不貞としない（例えば触ること）の純潔を侵害し、7 年ま

での投獄として罰する。レイプは配偶者間のレイプを含まない。シャーリア

法は地元での解釈と民族の慣習に影響され、成文化されてはいないが、レイ

プの成功的な起訴を妨害した。コーランはレイプへの罰を特別に記載しては

いないが、シャーリア法の解釈の一つに地元の部族年長者や宗教の指導者は

レイプを不倫とし、投石による死刑あるいは鞭打ちの刑 100 回となるが、こ

の年でそのようなケースは報告されていない。シャーリア法の解釈の中には

女性はレイプの罪で起訴する場合、時には 4 人の目撃者を出さなければなら

ず、それが強制的であったということを証明しなければならない。起訴され

た男性はしばしば被害者が同意の上でのセックスであったと述べ、これが不

倫として罪を着せられる結果になることがあった。 [2a] (Section 4) 
 

目次に戻る 
情報源リストに進む 

 
政治的権利 
 

本 COI 報告書の本文は 2010 年 3 月 18 日付で公に入手可能な最新情報を含んでいる。最近の出来事と報告書に関する追加の概略情報

は 201 年 4 月 8 日までの「差新ニュース」の項に示す。 

日本語訳は，法務省入国管理局による仮訳である。



2010 年 4 月 8 日  アフガニスタン 

25.21 「Women for Women」2009 年の国際版新聞はアフガニスタンの報告を以下

のように掲載した。 
 
 

「アフガニスタンの女性の圧倒的多数が政治機関への直接的なアクセスを制

限されていた。アフガン政府は最近、2013 年までに全ての地位での女性の市

民事業への参加を急速に 30 パーセント上昇させるとした。現在、一般政府職

員の女性は全体で 22 パーセントしかおらず、この中でたった 9 パーセントが

意思決定段階の地位にいる。2007 年 5 月までに 9 千 3 百 94 の地域発展委員

会がアフガニスタンに設立されたが、女性メンバーの数は 2 万 1 千 239 人

（24%）に対し、男性の数は 6 万 7 千 212 人（76％）であった。国民議会に

集まる女性閣僚の数は 27％で、女性課題省の閣僚は女性だけに限られてお

り、36 省庁あるうちの 17 省庁では女性職員が 10 パーセント以下である。 
 

「2003 年に創立されたアフガン女性裁判官委員会とアフガン女性弁護士とプ

ロフェッショナル委員会がある。家族と少年法廷は女性が長官となっている

が、現在職務についている裁判官 1 千 547 人のうち 62 人が女性で、この数は

全体の 4.2 パーセントである。検察官は 546 人、そのうち 35 人（6.4％）が

女性、そして 1241 人の弁護士のうち 76 人（6.1％）が女性である。最高裁判

所に女性のメンバーはいない。」 [94a] (p17) 
 
25.22 2009 年人権に関する国別報告書（USSD Report 2009）には「法律で要求さ

れているように、Wolesi Jirga（下院）では 249 議席中 68 人が女性であり、

30 パーセントの議席が女性に確保されている。UNIFEM の見解では、この割

り当てが最高限度であり、最低確保された議席数ではなく、女性を 30 パーセ

ントまでに制限するものであると言う。Meshrano Jirga（上院）には 23 人の

女性がおり、内閣には一人女性が議席を持っていた。最高裁判所委員会には

女性はおらず、203 人が女性の裁判官であった。」[2a] (Section 3) 
  
2009 年選挙での女性の参加 
 
25.23 2009 年 12 月に出版された Human Rights Watch (HRW) 報告書“我々は世界に

約束したことがある。（We Have the Promises of the World）”アフガニスタ
ンの女性の権利には以下のことが記述されている。 

 
「2009 年の選挙で女性に関する進展の兆しがいくつか垣間見られたが、多く

の局面において女性の参加は残念なものとなっており、多くの女性が政府や

国際支援者により失望させられたと感じていた。 
 
「独立選挙委員会によれば、男性投票所と女性投票所から戻ってくる人数を

数えると、2009 年選挙投票者のうち実際 38.75 パーセントが女性であった。

しかしこの数は信憑性に欠ける。なぜならば、女性の投票カードや投票所を

利用する不正が高い率で横行していることを考慮していないからである。 
 

「公式には女性が高い率で投票に現れたとしているが、報告によれば多くの

地方で実際女性が投票に出向いたのは非常に低い確率であり、不正が横行し

たと異議を唱える声が上がっている。これは特に Paktia 地方のような南東部

で顕著であり、女性（50 パーセントの投票）に対し男性（47.7 パーセント）

が投票し、残りは Kichi 族からの投票だという記録がある。これはかなり信じ
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がたい事で、観測によれば地方の中心部で投票した女性はかなり少数で、地

方ではほとんど女性の投票者は観測されなかったからである。国際選挙職員

の一人がヒューマン・ライツ・ウォッチに語ったところによれば、報告され

た女性投票者の数は「本質的に意味がない。」とし、それは明確に多くの不

正が女性の投票で行われているからだ述べている。[17c] (p28-31) 
 
25.24 USSD Report 2009 は次のように述べている。「女性 2 名が大統領選に出馬

し、女性 7 名が副大統領、女性 328 名が地方委員会で確保された 124 の女性

議席に出馬し、これは今まで以上の数である。いくつかの地方では女性の為

に確保された議席が、立候補者が十分な数でなかった為に空席になった。」 
[2a] (Section 3) 

 
(セクション３も参照: 歴史 - Presidential Elections - August 2009) 

 
目次に戻る 

情報源リストに進む 

 
 
社会・経済的権利 

 
25.25 国際連合が 2009 年 7 月に発行した「アフガニスタンからの亡命希望者に関す

る国際保護が必要な難民該当性ガイドライン」The United Nations High 
Commissioner for Refugees (UNHCR) Eligibility Guidelines for Assessing the 
International Protection Needs of Asylum-Seekers from Afghanistan には以下

のことが記述されている。 
 

「女性は特に、社会、伝統、そして司法制度でみなされる性別に見合った役

割分担に従わないと見受けられた場合、虐待される危険にあった。虐待は

様々な形で行われることがあり、家族を含み、何人かの実行者により負わさ

れることがあった。そのような扱いは家庭内暴力、過剰な管理刑、名誉を傷

つけ、非人道的扱いをも含めた。限られた数の女性だけが官公庁で働いてい

たが、女性の権利は引き続き抑制されていき、制限され、制度的に侵害され

た。 [11a] (p31) 
 

25.26 2009 年 9 月 6 日にアクセスした社会的機関と性別指標（SIGI）The Social 
Institutions and Gender Index (SIGI)は次のように記録している。「タリバン

政権とは異なり、現政府は女性の服装の自由に関する法的制限を設けていな

い。」[37a] The USSD report 2008 では次のように述べている。 
 

「政府は女性にブルカを身につけることを要求しなかった。女性の中にはブ

ルカを個人的な選択として着用し続ける人がいたが、多くの女性は社会的、

家族的な圧力が原因で着用せざるを得ないとした。地元当局が女性の外見に

関する方針を保守的なイスラム教の解釈に追従して定めるようなケースはな

かった。ほとんどの女性はカブール市内でさえ頭の被り物を身に着けた。田

舎や村では新しい道路が開通し、よりアクセスしやすくなったが、かつてベ

ールをかぶらなかった女性は、農地で仕事をする際は見知らぬ人に見られぬ

ようブルカをかぶっている。[2i] (Section 5) 
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25.27 国連アフガニスタン支援ミッション（UNAMA）が 2009 年 7 月 9 日に発行し

た報告書「沈黙は暴力である・アフガニスタンの女性への虐待を終結させ

る。」（Silence is Violence, End the Abuse of Women in Afghanistan） には

以下のようなことが報告されている。 
 

「ブルカはタリバン政権時代の西欧諸国で並外れた注目を受けた。ブルカを

脱ぐことはしばしばアフガン女性の「自由」の象徴としてみられた。しかし

ながら、多くの女性にとって、ブルカをかぶることは公共の場で嫌がらせを

受けずに出かけることへの保護でしかなかった。ブルカは女性に控えめな態

度でいることができるようにする。警察の女性職員による報告では、彼女た

ちはブルカを警察署外で自分自身の安全のために身に着けると述べてい

る。」[46a] (p10)  
 
25.28 USSD Report 2009 は次のように述べている。「憲法で保護された移動の自

由にも関わらず、おおくの女性は一人の男性を同伴しない形での家からの外

出を禁止されていた。そのような文化的に禁止されていることにより、多く

の女性が家以外で働くことができず、しばしば教育、医療、警察の保護、そ

の他の社会サービスへアクセスすることをできなくしていた。」[2a] (セクショ

ン 6) 
 

(セクション 30 も参照: Freedom of Movement) 
 
教育および雇用の機会 
 
25.29 ヒューマン・ライツ・ウォッチは 2009 年 1 月出版の「2009 年ワールド・レ

ポート」（World Report 2009）の中で 2008 年の出来事をカバーし、 以下の

ように述べている。 
 

「アフガンの女性や女子は妊婦死亡率、平均寿命、識字率を含んだ殆どの指

標において、世界の中でも最も不利な立場に置かれていると格付けされてい

る。 
 

「治安が悪い為、南部、南東部のほとんどの女子が学校へ行くことを避けて

いる。紛争がない地域でもアフガンの女子は教育において多大な障壁があ

り、例えば女子校の不足、学校までの道のりでの性的嫌がらせ、就学終了を

早める早婚などがある。文部省のデータによれば、46 パーセントの小学生女

子が就学登録をし、対して 74 パーセントの男子が登録をした。中等学校レベ

ルでは女子は 8 パーセントに対し、男子は 18 パーセントが就学登録をしてい

た。 
 

「女性は引き続き広範囲にわたる差別を受けていた。家以外で働くことには

大きな障壁があり、移動するにも制限があった。多くの人々が身内の男性一

人とブルカの着用なしには移動することはできない。」[17b] 
 
25.30 2009 年 7 月 8 日付けに UNAMA は次のように述べている。「アフガンの人口

15 歳以上の成人識字率は 28 パーセントであり、その中の 12.6 パーセントが 
女性である。地方の田舎にはアフガン人の人口 74 パーセントが住んでおり、

90 パーセントの女性が読み書きができないと推定される。」[46a] (p8) 
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25.31 2009 年の Women for Women International の報告は以下のようである。 
 

「アフガニスタンの田舎における経済は、男性と女性により役割が分かれて

いる。ほとんどの場合、女性と女子は一連の農業を基本とした活動「苗床の

準備、除草、園芸、果樹栽培から、農作物収穫後の一連の仕事である清掃、

野菜の乾燥、フルーツやナッツを家庭で使用、あるいは市場へ持ちこむので

ある。」 
 
「田舎の地域では「経済活動」の定義はよく「家族間での労働と製品の交換

は除外され」「収穫後の農産物（乾燥・洗浄・保存）は主に女性がやる役割

である。」また「一家でポピーの収穫を行うことに関しては南部の女性が重

要な役割を果たしており、一日三食を固定的に与えられることが給料の一部

を占めている。」 
 

「田舎の地域では、女性が労働市場に入り込むことは歴史的環境、低い技

術、限られた機会、厳しい文化的倫理、性別による職業的な分離、多くの人

口的要因による制約がある。家庭の範囲以外では女性の雇用は常に厳しい制

限下にあり、そして子供のケアへのアクセスが制限されていることにより女

性が家庭外で雇用させることには大きな妨害となっている。」 [94a] (p18) 
 
25.32 2008 年 1 月の UNIFEM の実情報告は以下のようである。  
 

 「30 パーセントの農業労働人口が女性である。  
 「女性は男性の 3 分の一の給料である。 
 「カブール市には 5 万人の戦争未亡人となった人々がおり、平均 6 人の

扶養家族を養っている。」  
 「たった 38.2 パーセントのアフガニスタン人女性が経済な活動をしてい

る。  
 「2004 年、一人当たりの国民総生産は女性 402（US ドル）に対し、男

性は 1 千 182（US ドル）であった。」[72b] (Labour force participation)  
 
25.33 2008 年 2 月の「Womankind」 報告書の記録によれば、「最近の調査では、

新しい自由に反発する可能性を強調する、家庭内虐待の高まりと女性が家の

外で働くことの関係性が見つかった。小規模ビジネス、農業、鉱業といった

民間事業部門でのアフガン女性を理解理解する調査においてはごく僅かしか

行われていない。」[88a] (p45)  
 
25.34 USSD Report 2009 は以下のように述べている。「都市地域における女性が

公共生活、教育、医療ケア、雇用において進歩しているにも関わらず、教育

機会の拒否、雇用オプションの制限、引き続き続く治安の脅威等が、女性に

とって状況を改善する妨げとなっている。」[2a] (Section64) 

 
(セクション 26 も参照: 子供 – Access to education for girls) 

 
目次に戻る 

情報源リストに進む 

 
結婚と離婚 
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このセクションはセクション 26: Children – Child Marriageと一緒に読むこと

をお勧めする。 
 
25.35 USSD Report 2009 は次のように述べている。「法律で定める結婚できる年

齢は女子が 16 歳、男子が 18 歳とする。国際、地元監視者によればおよそ 60
パーセントの女子が 16 歳以下で結婚していると見積もっている。」[2a] 

(Section 6) 2009 年 9 月 6 日付けにアクセスした、社会的機関と性別指標

（SIGI）の国別情勢に記載されているアフガニスタンとアフガン女性の平等

の状況に関して「アフガンの憲法とイスラムのシャーリア法は、両法律とも

一夫多妻制を支持しており、男性には 4 人までの妻を得ることを許可してい

る。この一夫多妻制にはある特定、全ての妻を同じ扱いにするというような

条件が適用されているが、これは常に監視されてはいない。[37a] 
 
25.36 AIHRC（アフガニスタン独立人権委員会）The Afghanistan Independent 

Human Rights Commission (AIHRC) 「アフガニスタンの経済・社会的権利の

状況に関する報告書」IV, Qaws 1388 (11 月・12 月 2009 年), は次のように述

べている。「結婚証明書には結婚登録、結婚への入り口、配偶者となる人の

責任から構成されており、アフガン民法第 51 条には全ての結婚が登録されな

ければならないと要求している。しかし今日までに結婚や離婚を登録する仕

組みはない。」[78f] (p54) 
 
25.37 2009 年 12 月に出版された Human Rights Watch (HRW) 報告書「我々は世界

に約束したことがある。（We Have the Promises of the World）」アフガニ
スタンの女性の権利には以下の記載がある。 

  
「2008 年 3 月、AIHRC（アフガニスタン独立人権委員会）と女性課題省は、

結婚の同意のサインを花嫁、花婿の双方から得て、彼らが結婚年齢に達して

いることを証明することを含んだ結婚登録証明書を受け入れるよう、最高裁

判所を説得することに成功した。出生証明書がほとんど発行されていない

為、年齢証明を提示することはいまだに難しいこととなっている。これは子

供の結婚や強制結婚が普及することを削減する良いステップであり、現在の

ところ提示は義務ではないが、証明書を抑止するような行為が見られた場合

は起訴され、年齢を証明する出生証明書は滅多にないので、人々の意識やこ

れらを取得する方向に向かわせるのはまだかなり低くなっている。」[48f] 
(p59) 

 
25.38 2008 年 2 月の Womankind 報告書は次のように述べている。「アフガンの民

法は女性の権利を保護するたくさんの規定が含まれており、例えば虐待され

た場合は離婚する権利等がある。滅多に施行されないが、現在の法律は女性

の権利を励行し、教育を提唱する基盤がある。」 [88a] (p24) フリーダム・ハウ

スの報告書「世界の自由度 2009 年」アフガニスタンの中では 2008 年の出来

事がカバーされており、「結婚や離婚に関しての女性の選択はまだ習慣、差

別的な法律により制限されている。」と述べている。 [41a] (p6)  
 
25.39 Womankind はまた「離婚した女性を取り囲む汚名や恥が存在し、彼らを結婚

できない状態にし、結果的に財政的に極貧状態に陥る。一夫多妻制は離婚し

た社会的地位が低い女性が持つ数少ないオプションの一つになるが、経済的

に頼ることが夫に要求される。[88a] (p25) 女性が男性に経済的に頼ることは、

離婚を試みたり虐待的な結婚から逃れることを回避させる。 [88a] (p44)  
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25.40 アフガニスタン人権委員会が 2008 年 12 月に報告書で述べたところによる

と、 
 

「イスラムのシャーリア法や憲法はこの国の男性と女性に相応な権利を規定

しているが、実際にはいくつかの規定やならわしにより、男性と女性の平等

の権利は強調されてはいない。現在の法律では女性は大きく保護されていな

い状態である。男性は適正手続きなしに妻と離婚することができる。公的に

実施された結婚や離婚登録の欠如により、女性は特に虐待的な実行を開放的

にしている。女性は離婚後 3 ヶ月（Edat）を経過してから再婚することがで

きる。しかし、この挑戦は証拠立てる証人を立てなければいけない。十分な

理由がある場合、離婚を先導してもよいこととなっている。受け入れられる

理由としてはその他以下の理由がある。女性の夫は病気で女性を危険にさら

す、女性の夫は家族を養えない、女性の夫は 4 年以上家におらず、または 10
年以上の禁固刑を言い渡された等である。この場合、裁判所は女性を mahr
（離婚整備）として、女子の子供が 9 歳、男子が 7 歳になるまで保護下にお

く。[78a] (p33) 
 
25.41 統合地域情報ネットワーク Integrated Regional Information Networks (IRIN) 

ニュースが 2008 年 7 月 16 日付けに掲載した記事によれば、「アフガニスタ

ンにおける男性と女性の婚姻外での性的関係は深刻な罪で、背く者はその人

の婚姻関係、その他の条件により、死刑とさらに、またあるいは長期間の投

獄を宣告される。女性の権利活動家が語ったところでは、毎年何百もの女性

売春婦が「不法な性的関係」として投獄行きになると言う。」 [36g] しかし、

「高い食料費、干ばつ、失業、社会経済的機会の欠如により、北アフガニス

タンの女性や若い少女の中には商業的な売春を行わなければならない状況に

陥ると、女性の権利活動家や何人かの影響を受けた女性が IRIN に語った。」
[36g]  

 
25.42 USSD IRF Report 2009 は以下のように述べている。 
 

「強制的に純潔を審査するケースは新たに報告されなかった。しかし、地元

の結婚の伝統では新しい新婚カップルは結婚を白いハンカチの上で行い、こ

れは後に新婦が処女であることの証明としての表示になり、これは国中で結

婚の評判を良くし続けた。彼女の処女がこの儀式を通して確認されないと、

女性は即時の離婚や社会的排斥、義理の両親から厳しい罰を受けるか、ある

いは死の危険にさらされた。非イスラム教徒に対するこのよう審査は報告さ

れていなかった。」[2c] (Section 3)  
 
25.43 2009 年 9 月 6 日にアクセスした社会的機関と性別指標（SIGI）  の

Afghanistan 情勢には以下の記述がある。 
  

「イスラム法の下では父親が子供達の生まれながらの後見人になることを規

定している。離婚の場合、母親が物理的に権利を与えられ、法的ではない

が、子供達が資産管理を受ける年齢になるまで母親が管理することができ

る。そのときは、子供達は物理的に父親の管理あるいは父親の家族の管理下

となるべく帰る。 
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「女性の遺産相続はアフガニスタンでは様々であり、イスラムや慣習法で決

定されるかによって違ってくる。イスラム教の法律の下では、女性は自分の

両親、夫、あるいは子供、そしてある条件では他の家族メンバーより引き継

ぐことができる。しかし、女性はいつも男性より割り当てられる権利が少な

い。これは女性は夫や子供に対して経済的責任がないという論議に共通して

正当化される。慣習法の下では、女性は父親や夫から財産を受け継ぐことは

ないが、夫の家族に面倒をみてもらうこととなる。もしその未亡人が若い場

合、女性の子供の面倒が見れる為として、その女性はしばしば義理の兄弟と

結婚することを勧められる。[37a] 
 

(21 も参照: Freedom of Religion – Mixed marriages and Section 26: Children 
– Underage/forced marriage) 

 
目次に戻る 

情報源リストに進む 

 
非婚者と未亡人 
 
25.44 2008 年 2 月の Womankind には以下のように記録している。 
 

「アフガニスタンは世界で最も未亡人が多い国の一つである。30 年にも渡る

戦争の結果、その数は百万人を超える。地方では収入が全くないか、ほんの

僅かである未亡人を援助することはほとんどない。読み書きの能力がなく、

訓練、技術、社会的安全網もなく、未亡人の人々はしばしば物乞いをしなく

てはならなかった。彼らはイスラム法の nafaqa のような（家族の男性からに

よる未亡人、貧困に窮した人への支払い）伝統的保護の権利を制度的に拒否

された。」[88a] (p44) 
 
25.45 2009 年 5 月、フランスの 24 ニュースは「アフガニスタンでは、家族や特に

身内の男性の保護なしに女性が一人で住むことは実際不可能である。家族の

重要性を踏まえ、アフガンの女性は家庭内暴力のケースの状況をカウンセリ

ングや奉仕サービスを通して家族の中で解決するよう強調することを主張し

ている。」[47a] この記事ではまた、「アフガン女性のための女性」（WAW）

組織が彼らのクライアントが新しい夫を探す援助をしていると述べている。

「将来の婿となる人は注意深く選ばれ、避難所のスタッフにより承認されな

くてはならず、これはどちらかと言うと慣習法の結婚資金を出す余裕のない

男性に、妻を捜すことによって彼らをより協調的にするという目的があ

る。」[47a]  
 
25.46 国際連合が 2009 年 7 月に発行した「アフガニスタンからの亡命希望者に関す

る国際保護が必要な難民該当性ガイドライン」は以下のように述べている。 
 

「付き添いを伴わない女性あるいは男性の“指導者”(mahram)を伴わない女性

は通常の社会生活を送ることに制限があった。その女性達とは、離婚した女

性、処女ではない未婚女性、女性で婚約が破棄になった人を含む。彼らが結

婚しないことには、こういった女性達にとて社会的な汚名がある為結婚はと

ても難しいが、社会的な拒否や差別が規範となりつづけてしまう。」[11a] 
(p32) 
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25.47 同レポートは更に続ける。 
 

「男性の援助や保護なしに一般的には女性が生きていく方法は欠如してお

り、移動の自由の制限を含め、女性が一人で生活するには社会的制限があっ

た。これは多くの女性が家庭内暴力の避難所にアクセスする等の解決方法が

欠如していることを反映している。一人で独立した生活ができないことは、

ほとんど何年も監禁生活を送っているようなもので、多くの人々が虐待的な

家族の状況に戻ることを余儀なくされる。この「和解」となる結果は普段監

視されておらず、戻ってきた際の虐待や名誉犯罪がしばしば免責で行われ

た。[11a] (p32) 
 
25.48 USSD Report 2009 は以下のように述べている。「早婚の為、何人かの女性

は 20 代あるいは 30 台で未亡人になる。未亡人は義理の両親の財産と考えら

れる為、女性は既に妻のいる義理の兄弟と結婚させられ、亡き夫の家族は彼

が残した財産をすべて押収することができるのである。” [2a] (セクション 6) 
 
女性の投獄 
 
25.49 外国・連邦省（FCO)が 2008 年 3 月 17 日付の書簡の中で述べたところによる

と、「多くの NGO が何百人もの女性や少女を国のいたるところで監禁してい

ると報告している。その大部分が社会的、行動的、宗教的な法律を侵したと

される。彼らの監禁に関する正当性は不明である。[4d]  
 
25.50 The USSD Report 2009 は次のように語っている。 
 

「地元の職員はしばしば家族の要求により、家族が決めた結婚相手に反対す

る女性、あるいは不倫、重婚としての告訴を受け投獄する。女性はまた放棄

した夫から重婚の罪を着せられることがあり、女性が再婚した後でまた現れ

るというようなことに直面した。地元の職員は家族に代わり、見つけること

ができない罪を犯した女性を投獄した。女性の中には家庭内暴力や強制結婚

の見通しがある為に家を逃げ出し、拘留施設に住み込む者もいる。また 17 歳

から 21 歳の少女の中には虐待的な強制結婚から逃れ Pol-e-Charkhi 刑務所に

拘留されたままでいた。」”[2a] (Section 6) 
 
25.51 Womankind が 2008 年 2 月が報告で一致したところでは、「殆どの拘置所に

いる女性が“Zina”（婚姻外での性的関係）を持つものとし、あるいは虐待、強

制結婚で家を逃れた人々で、国際法の下で犯罪と認識された正当なものでは

ない。[88a] (p23)  
 
25.52 2008 年 4 月 30 日の MSNBC ケーブルテレビ・ニュース・チャンネルでは次

のように述べている。「アフガニスタンや隣国のパキスタンの一部では社会

的規範が大変厳しく、家出をした女性は通常愛人を連れていったとされ、不

倫で訴えることができるのである。家族の許可なしに単に家を離れた場合、

アフガニスタンの刑法で分類されてはいないが、侮辱とみなされる。[30a]”… 
国連人権委員会の東アフガニスタンにいる職員は彼女が目撃した 70 から 80
パーセントのケースは、女性が家庭内暴力に不満を述べ、家から逃げた犯罪

行為だとして起訴されたものであると述べている。」[30a]  
 

本 COI 報告書の本文は 2010 年 3 月 18 日付で公に入手可能な最新情報を含んでいる。最近の出来事と報告書に関する追加の概略情報

は 201 年 4 月 8 日までの「差新ニュース」の項に示す。 

日本語訳は，法務省入国管理局による仮訳である。



2010 年 4 月 8 日  アフガニスタン 

25.53 2008 年 1 月「カブール市の新しい監禁・勾留センター（FDC）は国連薬物犯

罪事務所（UNODC）からアフガニスタン共和国法務省へ譲り渡されたもので

ある。 
 

「新しい女性監禁・勾留センター（FDC）は首都 Tahia-e-maskan 地域にあ

り、女性 96 人を収容できる。このセンターは UNODC による AFG/R41 プロ

ジェクト「アフガニスタンの刑務所制度改革」として建築された。またこの

プロジェクトはイタリア政府の寛大な財政援助により実施されたものであ

る。 
 
「カブールの女性投獄・勾留センター（FDC）は 2005 年 12 月に設立され

た。またこのセンターは、家具、ミシン、キッチンと食事の設備が整ってい

る。」(2008 年 1 月 24 日付、UNODC より抜粋) [87e] 
 

(セクション 15 を参照 : Prison Conditions for further details of prison 
conditions for women) 

 
目次に戻る 

情報源リストに進む 

 
女性に対する暴力 
 
25.54 2008 年 2 月の Womankind Worldwide は以下のように述べている。 
 

「アフガニスタンでは、女性嫌いのタリバン政権崩壊後の 7 年経った今で

も、女性にとって世界で最も危険な国の一つである。妊産婦死亡率がもっと

も高く、家庭内暴力も最も高い国の一つであり、おそらく女性の自殺率が男

性より高い唯一の国である。」 
 

「残虐行為から逃れる為、女性は自ら火をつけ、若い 8 歳ほどの女の子が年

配の男と結婚させられ、60 パーセントの結婚が強制結婚なのである。女性や

少女はいまだに暴力から最小限の保護しか受けられず、彼らが生活に最低限

必要なものはまだ十分ではなく、国際援助は幾度も女性の緊急優先課題であ

る司法制度改革、保健、雇用、教育に取り組むことに失敗している。」[88a] 
(p7) 

 
25.55 2008 年から 2009 年の UNIFEM Annual Report 2008-2009 は「アフガニスタ

ンの多くの女性にとって、暴力は毎日の現実である。強制結婚はしばしば 16
歳以下にも行われ、女性や少女は恐ろしいほどの虐待を受ける。統計によれ

ば、87 パーセントの女性が家庭内暴力を受けており、女性にとってこの国は

世界で最も危険な国の一つとなっている。 [72d] 
 
25.56 2008 年 3 月 8 日付、IRIN News が報告したところによれば、「アフガニスタ

ンで、女性や少女に対する身体的暴力が登録されたケースは 2007 年 3 月以来

約 40 パーセント 上昇した。アフガニスタンの女性発展努力に関わっている

国連機関の話では、この劇的な増加は性別が基となる暴力が増加したことを

示しているわけではないと述べている。[36s] 後に IRIN ニュースが 2008 年 7
月に発行した報告によると、アフガニスタンでは子供が性的虐待被害を受け

た際の援助がごくわずかであると述べている。[36m]  
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25.57 アムネスティ・インターナショナルが 2008 年 6 月に報告資料に記録したとこ

ろによると、  
 

「アフガンの女性と少女はまだ肉体的な攻撃を含む、差別的な法律、政策、

ならわしに直面している。女性、少女は地域特有の家庭内暴力、人身売買、

子供を含めた強制結婚、論争を解決する為の商談で取引されるのである。警

察、裁判所あるいはその他の司法分野の職員は女性の虐待、殴打、レイプ、

その他の性的暴力に対する不満に対して取り組もうとしない。女性の被害者

や被告人は司法制度には僅かしか頼ることができず、正式にも、非正式にも

司法制度から差別されているのである。 [7a] (3. Protecting and upholding 
women’s rights) 

 
25.58 UNIFEM’は 2008 年 1 月、アフガニスタンの女性が受ける暴力の実情の統計

を以下のように記録した。 
 

 1 千 327 件あったアフガニスタンでの女性に対する暴力(VAW) のうち

30.7 パーセントが身体的な暴力に関連し、30.1 パーセントが精神的暴

力、25.2 パーセントが性的暴力、14 パーセントがこの三つを混合したも

のであった。  
 82 パーセントの VAW 事件が家族によるもので、9 パーセントがコミュ

ニティー、1.7 パーセントが当局によるものであった。 [72b]  
 
25.59 UNIFEM の女性に対する暴力 (VAW)が 2008 年 3 月に第一データベースとし

て結論づけたところでは、女性は「殆どが近親者によって虐待されてい

る。」としている。[72a] (5.1 Analysis) さらに、「UNAMA の分析と VAW の第

一データベースが出した統計から顕著なのは、若い年齢の犠牲者は 30 パーセ

ントのケースが 20 歳以下であると記録された。15 歳、あるいはそれおより

若いケースは 9 パーセントである。[72a] (5.1 Analysis) 報告書はまた「UNAMA
から提供された不穏な情報では、犠牲者が当局から支援を求めようとする

と、更に政府職員から暴力を受ける対象になるという。」[72a] (5.1 Analysis)  
 
25.60 2009 年 7 月 8 日付、国連アフガニスタン支援ミッション（UNAMA）は以下

のように報告している。  
 

「女性が国会議員、地方委員会メンバー、公務員、ジャーナリスト、国際機

関で働く（国連を含む）、というような不道徳と考えられる職業についてい

ると、反政府要素（AGEｓ）の標的となり、地元の伝統的、宗教的な権力保

持者、あるいは彼らの家族や社会、そして中には当局からも標的となる。
[46a] (p11)  

 
25.61 USSD Report 2009 が同じ意見を述べている。 
 

「社会生活に活動的な女性は比較にならないほど脅威や暴力に直面してい

る。多くの女性国会議員、地元委員会メンバーが殺しの脅迫を受けているこ

とを報告した。女性はまたタリバンやその他反政府グループの攻撃の標的と

なっていた。脅迫を受けた女性は嫌がらせから逃れる為に、しばしば国中を

移動せねばならなかった。UNIFEM の報告によれば、女性候補者のカブー

ル・オフィスは荒らされ、汚名を着せられた。Takhar 地方にいる女性候補者
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は夜手紙を複数受け取り、彼女と彼女の子供に対する多くの殺しの脅迫を受

けた。彼女の事務所もまた襲撃された。武装男性陣が Jalalabad の地方選挙立

候補者の家を襲撃した。[2a] (セクション 3) 
 

(セクション 18 も参照: Freedom of Speech and Media – Night letters) 
 

目次に戻る 
情報源リストに進む 

 
名誉殺人・名誉犯罪 
 
25.62 2008 年と 2009 年のアフガニスタンでの名誉殺人による死亡者は女性死亡者

の 6.4%を占めた。  (2009 年 11 月、12 月 AIRHC より抜粋)[78f] (p59) 2009 年

5 月 6 日に出版された国連特別報告者の司法管轄外、即決あるいは恣意的な

処刑についての報告書によれば、「名誉殺人」はアフガニスタンの一部で免

責となって起こる。 [39e] (p30) USSD Report 2009 は「AIHRC（アフガニスタ

ン独立人権委員会）は 51 人の名誉殺人を年間通して文書化したが、報告され

ていない数はずっと多いとされている。」[2a] (Section 6) 
 
25.63 The UNAMA リポートは 2009 年 7 月 8 日に以下のように述べている。 
  

「家族間、あるいはコミュニティーの中での個人的な確執がまた性的暴力の

動機になった。そのような関係で、レイプは他の家族、民族、あるいは一族

に対する前回の犯罪への復習として「汚名」を着せるべく利用された。男達

はそのようにして女性への性的虐待を基にした復習のサイクルに入ってい

く。性的暴力やレイプはその前に行われた犯罪への「相殺」であるとみなさ

れる。しかし数人の対話者によれば、そういった復讐は家族に対する影響力

があまりないと考えられている。」[46a] (p23)    
 
25.64 2009 年 5 月 6 日の国連特別報告者の報告書には「名誉殺人」の二人の従兄弟

（少年と少女）について記録されている。 
 

「婚姻外で性的関係を持ったとされている。彼らは叔父達により「ディナ

ー」に呼ばれ、就寝中に銃で撃たれ、殺された。少年の遺体は彼の父親のと

ころへ送られ、少女は葬儀の参列者もなく埋められた。家族は誰一人警察へ

不満を言うものはいなかった。警察はその死について知っており、家族の不

満申し立てなしに調査することはできないとして、調査しなかった。[39e] 
(p30) 

 
25.65 同情報源はまた以下のように記録している。 
 

「女性達の中には家庭内暴力から逃れ、家から脱出することを試みて殺され

た人々がいる。名誉殺人で死亡した犠牲者の家族の中にいる女性は、通常自

分自身の家族が警察に不満の通告をするのではないかと脅威に感じている。

彼らは警察が調査を行わないであろうことを知っており、警察が調査するの

であれば、賄賂金で加害者を免責にするのである。私は警察が調査を行うこ

とを試みたが、政府の高官がそれを妨害し、調査を回避させたケースの報告

を沢山受けている。他の殺人と同じように、国際法の下では殺人は調査さ

れ、起訴され、処罰を受けるものなのである。」[39e] (p30-31) 
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25.66 USSD Report 2009 は「2009 年 9 月、Uruzgan 地方において、何年もの家庭

内暴力の後、家から逃げ出して家族に恥をかかせたとして 16 才の妻の鼻と耳

を切って重症を負わせた。彼女は山に放棄されたところを米軍に見つけられ

て救助された。」[2a] (Section 6) 
 
25.67 2010 年 3 月 8 日付の CNN ニュースのブログ報告では、若いたった 19 歳の女

性が家族の「恥」を働いたとして外観を損なわされたというケースを報告し

た。 
   

「彼女の父親は、彼女を他の赤ん坊姉妹と共に”baad“という慣わしで他の家

族に引き渡す結婚の約束をした。16 歳で彼女は夫の父親と 10 人の兄弟に引

き渡され、彼女は彼らが全て Pruzgan 地方のタリバンのメンバーであったと

言う。アイーシャはパキスタンに戦闘に行っていたので彼女の夫に会うこと

はなかった。「私は 2 年間彼らと過ごしました。そして、勾留者となったの

です。」と彼女は語る。拷問され、虐待され、彼女はそれ以上耐えることが

できず、逃げ出した。二人の近所の女性が Kandahar 地方に連れて行く援助

をすると約束していたが、騙しの手口であった。彼らが Kandahar に到着す

ると、彼女の女性同伴者達はアイーシャを他の男に売ろうとした。 
 

「3 人全ての女性は警察に足止めされ、投獄された。アイーシャは逃亡した

者として監禁された。逃亡することは犯罪ではないが、アフガニスタン国内

ではどこも女性であればそれは犯罪として扱われるのである。Hamid Karzai
大統領は Aisha を放免し、3 年の宣告は 5 ヶ月の監禁と軽減された。しかし

結果的に彼女の義理の父が彼女を見つけ、家に連れて帰った。そしてその時

に彼女は夫と最初に会ったのである。彼はパキスタンから戻り、彼女が家族

の名を汚し、家族に恥をかかせたとして彼女をタリバンの法廷へ連れて行っ

た。法廷は鼻と耳を切り削がなければならないと判定し、その判定は彼女の

夫によって Oruzgan 山地で行われ、死ぬよう置き去りにされた。しかし彼女

は生き延びた。」 [19b] 
 
レイプ 
 
25.68 2009 年 5 月 1 日に発行された米国の Commission on International Religious 

Freedom（国際的信教の自由に関する委員会）の 2009 年次報告書には以下の

ようなことが記載されている。 
 

「2009 年 4 月、議会はシーア派イスラム家族法の法律を通過させ、Hamid 
Karzai 大統領は証明した。しかし記載されているように、この法律は夫婦間

のレイプを承認し、女性が夫の許可なしで緊急の場合以外は戸外に出ること

ができないといったことを承認したものである。この法令の提案者はこの法

令がアフガニスタンの少数シーア派人口 15 パーセントのならわしを特徴付け

るものとして認識されたと述べている。しかし、国際社会の激しい抗議によ

りこの法案は延期されることとなった。アフガン政府職員によれば、この法

律はアフガンの憲法と国際人権文書にようり許可となるか審査されるとい

う。[70a] (p 146) 
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25.69 国連アフガニスタン支援ミッション（UNAMA）は 2009 年 7 月 8 日付のレポ

ートで以下のように述べている。  
 

「1976 年のアフガン刑法でレイプを犯罪と明記した規定はない。強制的な性

的交渉、法律の実行、司法当局の例は zina の考えを圧倒的に頼っており、こ

れはレイプが犯罪とされる要素の一つである同意の問題と適切に取り組んで

いない。Zina は（刑法第 8 章の下で不倫、少年愛、名誉侵害の罪である。）

そして、これは婚姻外で性交渉を行なった個人についてのみ使われる。(p23) 
レイプが犯罪とされるのは裁判官が大々的に独自のイスラム教法典の解釈の

っとって Zina のケースを裁き判決を出すことで、更に複雑になってくる。こ

の観点から、zina だと起訴する人々は証拠人として男性 4 人を立てなければ

ならない。」[46a] (p24)  
 
25.70 しかし、USSD Report 2009 では次のように述べている。「7 月 19 日、

Karzai 大統領は女性に対する暴力の撤廃法（EVAW）に署名し、レイプを含

めた女性に対する暴力を犯罪とし、第 17 条ではレイプを特定して終身刑と

し、もしその行為が犠牲者の死につながったら、加害者は死刑を宣告される

とした。」[2a] (セクション 6) 

 
25.71 2009 年 7 月 8 日付 UNAMA レポートは次のようにある。 
 

「一般的に、アフガン女性や男性はセックスや性的暴力について議論するの

はタブーと考えている。なぜなら、女性の性は男性によって効果的にコント

ロールされているからだ。この調査の過程で、UNAMA は「レイプ」「性的

な同意」と zina という言葉を使うのは極めて難しいと判った。夫婦間のレイ

プ問題は決して考えに入れられず、報告もされず、なぜなら女性は性的交渉

について婚姻者から同意を求められ、選択する余地はないからである。女性

でレイプを報告する者は例えば zina の罪として起訴、あるいは投獄されると

したような、自分自身を更なる犠牲者にする可能性を含んでいる。 」 [46a] 
(p21)    

 
25.72 UNAMA は更に付け加える。 
 

「性的暴力やレイプに関する殆どの情報は逸話、不完全、また同時に信用性

のないものである。レイプに関しては初期段階の公式で、包括的なデータの

欠如がある。レイプケースの統計は、（警察に届けられたケース、加害者、

法廷を含め）犠牲者や加害者両方を含め、現在不明である。このギャップに

取り組む為、女性課題省は事件は報告されていないが、データベースの作成

を開始した。」[46a] (p22)    
 
25.73 The USSD Report 2009 は次のように述べている。 
 

「女性省（MOWA）と NGO は警察が女性の勾留者、投獄者を頻繁にレイプ

したと報告している。例えば 2009 年 9 月 15 日付、ラジオ局 Arman の報告で

は、当局が 13 歳の少女をレイプした三人の警察官を Dai Kundi 地方で逮捕し

たと報告した。またアフガン国軍（ANA）の一人の兵士は 2008 年 9 月に 11
歳の少女を Jowzjan 地方でレイプしたとして、15 年の禁固刑を言い渡され

た。UNAMA は兵士が年末時点で監禁され続けていることを確認してい

る。」[2a] (セクション 1c) 
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自傷行為 
 
25.74 IRIN News は 2008 年 3 月 8 日の報告で以下のように述べている。 
 

「自殺を試みた女性は 2007 年では 626 人おり、130 人が死亡した。AIHRC
（アフガニスタン独立人権委員会）によれば、自殺の方法は自己犠牲、静脈

を切る、致死量の薬物を服用するなどである。レイプや自己犠牲のケースは

増加の傾向をたどり、「2006 年は 1545 件の女性に対する暴力、あるいは深

刻な精神的憂鬱によるものとの記録があり、この数字には 98 件の自己犠牲と

34 件のレイプが含まれる。2007 年では 2374 件の暴力のうち 165 件の自己犠

牲と 51 件のレイプがあった。」と、Subhrang(AIHRC 女性権利の委員長

Suraya Subhranga)が IRIN に語った。[36s] 
 
25.75 米国務省、人権に関する国別報告書 2009：パキスタン（USSD Report 

2009）は以下のように述べている。 
 

「刑法は家庭内暴力と暴行、裂傷行為を区別していない。ほとんどの地方で

は家庭内暴力の告訴は毎年１件か 2 件である。女性は時々、自分を取り巻く

状況から逃れられないと察すると、自己犠牲行為に頼る。この都市の最初か

ら 9 ヶ月間、AIHRC は 86 件の自己犠牲を記録し、対し 2008 年は 72 件であ

った。他の団体陣は最近の過去二年間で全体の数が上昇したと報告した。

Heart 地方病院のやけど治療室には、Farah 地域や Ghor 地域からの患者もお

り、3 ヶ月毎に 8 件から 10 件の自傷ケースがあり、95 パーセントが女性だと

いう。」[2a] (Section 6) 
 
25.76 2008 年 5 月 27 日、アフガニスタン女性革命協会（RAWA）はカブール市で

女性が自分に火をつけて自殺を試み、病院に運ばれた犠牲者の典型的な事象

報告した。RAWA は「このような形での自殺を試みた人々は、恐ろしいこと

は死刑になりうることである。この地域を出た生存者は、家族に恥をかかせ

たとして家に戻ることができず、中には路上で人生を終える人もおり、もし

幸運であれば安全な家を見つけることができる。」 [49b] 
 

目次に戻る 
情報源リストに進む 

 
政府と NGO の支援 
 
避難所 
 
25.77 The USSD Report 2009 は以下のように述べている。 
 

「この国には現在女性避難所が 11 箇所あり、その中のいくつかは女性課題省

（MOWA）が運営し、またいくつかは NGO が運営している。家庭内で暴

力、あるいは家族の確執が理由で法的支援を探している女性に対し、MOWA
やその他の諸機関が女性をセンターに照会して女性に保護、宿泊施設、食

事、訓練、保険などを提供するのである。MOWA は一ヶ月に２，３件の家庭

内暴力の被害者がいると報告しているが、避難所のスペースは限られてい
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る。カブール市内の避難所で場所を見つけられなかった女性は、しばしば最

終的に拘置所に入ることになる。 
 

「国連人権高等弁務官（UNHCHR）の報告によれば、“同伴者のいない”女性

は社会で受け入れられない。それ故、女性で家族と再統合できなかった人は

どこにも行く場所がなかった。最終的に避難所に到達した女性には永続的な

解決方法を見つけることが難しく、社会的モラルの深刻な侵害である行為の”
家から逃げた”ことと、避難所に対する社会的な態度が重なってしまう。誤っ

た解釈には、安全な家は不道徳な女性の“安全な天国”として、危険な治安の状

況で密かに運営しているということであった。少女が家出の暴力から逃れる

ことを探していると、安全を提供する方法として、避難所に頼る代わりに

時々年配の男性と結婚、あるいは婚約させられる。監視者によれば、司法分

野の職員達はこれらを促進して受け入れるそうである。 [2a] (セクション 6) 
 
25.78 2008 年 2 月 Womankind の報告書には次のような記録がある。「Mazar-i-

sharif に新しい避難所が開設され、最初のものは北部地域にある。現在、およ

そ 8 から 10 の避難所が 国内で運営されており、そのうち 4 つが Kabul、一つ

が Heart、一つが Balkh、そして二つがアフガニスタン中部にある。[88a] (p21) 
また、「アフガニスタン政府（GoA）は国際移住機関（IOM）に人身売買で

犠牲となった人々をかくまう施設を建築するための土地を提供した。[88a] 

(p26) それでもなお、「アフガンの女性指導者、活動家は援助が必要性に応え

た形でなく、寄付者主導のものであると圧倒的に感じており、例えば女性の

避難所が緊急に必要であるにもかかわらず、寄付者にとってそれはあまり人

気のプロジェクトではないのである。」[88a] (p52)  
 
25.79 カブールに位置するアフガニスタンの女性と子供のための人道的支援

（HAWCA）は提供することを次のように述べている。「女性や少女が肉体

的、心理的、精神的に家族から虐待され、あるいはそれが地域の力を持つメ

ンバー、部族軍の長、政府職員あるいはどんな人からでも、犯罪を犯したこ

とがなく、保護を必要とし、あるいは住む家がない女性達（一時的な解決で

の保護）に一時的な家、保護とする。」（2008 年アフガニスタンの女性と子

供のための人道支援（HAWCA）年次報告より抜粋）[18a] 
 

セクション 26 を参照: Children - Education 
 
25.80 女性に対する暴力反対キャンペーン（UNIFEM）の 2008-09 年次報告書 は以

下のように述べている。  
 

「2008 年以降、Parwant と Nangahar 地方の二つの照会センターが安全な天

国を提供し、これらの場所では逃亡、離婚、家庭内暴力、土地の権利に関す

る 24 時間の法的アドバイスが提供されている。女性のスタッフで整備されて

おり、センターは内務省と女性課題省、UNIFEM の支援によって開設され

た。Nangahar 地方の記録では 2008 年半ばの開設以来、警察により独断的に

拘留された女性の数が 90 パーセント減少したと示した。」[72d] 
 
女性の健康 
 
25.81 USSD Report 2009 は以下のように述べている。 
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「女性や子供は圧倒的な数で病気による回避可能な死の犠牲者となってい

た。毎年結核で死亡する人は 2 万 5 千人いるが、そのうちの 1 万 6 千人が女

性である。多くの世帯は医療ケアの費用や医療施設への交通手段を持つ余裕

がなく、また多くの女性が自分自身で医療施設へ出かけることを許されてい

なかった。観測者によると、徒歩 2 時間以内でプライマリ医療ケアセンター

へアクセスできる人口は 68 パーセントおり、これは 2002 年から 9 パーセン

ト上昇した。 
 

「セーブ・ザ・チルドレンと UNIFEM によれば、この国は妊産婦死亡率が世

界で 2 番目に多い国であった。わずか 14 パーセントが熟練した技術のある人

の立会いで出産をし、また 12 パーセントがプロによる出産前の胎児検診を受

けた。早婚や早期の妊娠は、少女達を早産や分娩時の合併症、死亡へとつな

げる大きなリスクとなった。分娩時に立ち会う熟練した技術の立会人や産

科、産後のケアが不足していることなどが妊産婦が死亡する主な原因であっ

た。訓練を受けた助産婦は 2002 年の 467 人から、この年は 2500 人へと増加

した。」 [2a] (Section 6) 
 
25.82 AIHRC 報告書、2008 年 12 月付「アフガニスタンにおける経済と社会の権利

報告書－Ⅲ」には以下のような記述がある。 
 

「妊婦のケアはまだ大幅に不可能な状態である。女性の平均寿命は 45 歳であ

る。妊婦ケアのカバー不足は人権分野の監視（HRFM）の調査で弱いグルー

プに反映されている。親戚と友人が要な援助の一つとしてあがっており、都

市部では 40 パーセント、田舎の世帯では 50 パーセントであった。訓練を受

けたスタッフによる援助で行われた出産は全体の 30 パーセントにしかなら

ず、8 パーセントの出産が援助がなく行われていた。都市部の家族は訓練を

受けた援助をより多く受ける傾向があり、22 パーセントが医者あるいは看護

婦による援助を受け、25 パーセントが助産婦や訓練を受けた人による援助を

受けていた。それに対し田舎の世帯ではたった 10 パーセントが医者あるいは

看護婦の援助を受け、17 パーセントが助産婦あるいは訓練を受けた人の援助

を受けていた。この田舎における医療ケアの不足で、妊婦は特に弱かった。

出産時の合併症のケースがあったとしたら、田舎の人口の 30 パーセントが医

療施設に辿りつくのが間に合わないであろう。 [78a] (p54) 
 

(セクション 26 も参照: Children – Health and Welfare and Section 28: 
Medical Issues) 

 
目次に戻る 

情報源リストに進む 
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26.   子供 
 
概論 
 
26.01 2010 年 1 月 12 日にアクセスした 2009 年 10 月のセーブ・ザ・チルドレンの

国の要綱アフガニスタンでは次のように特記している。  
 

“アフガニスタンは、世界最貧国の 1 つであり、乳児死亡率については、世界

第 2 位で、5 歳に満たないで死亡する児童は 4 人に 1 人である。2001 年 11
月のタリバン崩壊で、国のインフラとシステムを殆ど全面的に破壊した 20 年

以上の内紛に終止符が打たれた。国民の 70％以上が貧困状態で生活してい

る。5 歳以下の全児童の半分（54%）が、栄養失調のため成長不全である。

寿命の予想は 44 歳にしかすぎない”[50a]。  
 
26.02 2010 年 3 月 11 日発表の米国国務省、2009 年版人権に関する国別レポートで

は（USSD 2009 年）では、次のように述べている:  
 

“アフガニスタン人口半数以上である 2,710 万人は 18 歳以下である。人口の 3
分の 2 は１日 2 ドル以下で生活し、多くの子供たちは家族を扶養するために

働いている。多くの人間には十分な食べ物がなく、学校もなく、病気になっ

ても治療を受けられない。子供たちはしばしば南部と東部で持続している紛

争中に捕えられている。アフガニスタン政府には、国民の基本的要求を満た

すためにはわずかな能力しかない。“ [50a] 
 
26.03 2009 年度米国国務省リポートでは次のように述べている: 
 

“労働、社会問題、犠牲者、身体障害者省 (MoLSA)は、警察は頻繁に児童を叩

くと報告している。労働、社会問題、犠牲者、身体障害者省 は、5 百万人以

上の子供たちには、人道支援が必要で、強制結婚、人身売買、麻薬中毒、ネ

グレクトを含む 23 種類の児童虐待を確認した。2009 年中、干ばつと食糧不

足により、多くの家族は、食べ物や金銭を恵んでもらうために、子供たちを

通りに送り出した。警察は、通りから子供たちを追い払うために、定期的に

子供たちを叩き投獄した。NGO は、国全体で、青少年司法について過度に懲

罰的で応報的であると報告している。法律違反にもかかわらず、学校、更生

センター、他の公的機関では、肉体的処罰は未だに通常行われている [2a] (セ
クション 6) 

 
26.04 2010 年 1 月 6 日付統合地域情報ネットワーク (IRIN)ニュースは次のように述

べた: 
 

“2009 年は、武装を伴う紛争は何百人もの子供を殺し不運にも他の子供たち

にも悪影響を与え、2001 年以来アフガニスタンの子供たちにとって最悪の年

となったと、アフガニスタン人権グループを語っている。  
 

“2009 年 1 月から 12 月にかけて、約 1,050 人の子供たちは、タリバン兵士、

アフガニスタン政府軍隊、外国軍隊の間に起きた自爆テロ、沿道の爆発、空

爆、集中攻撃のせいで死亡し、カブールを基地とした人権グループアフガニ

スタン人権モニター (ARM)は、1 月 6 日付の声明で次のように発表した。  
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“’2009 年には、毎日少なくとも 3 人の子供たちが、戦争関連の事件で死亡

し、他の多くの子供たちが、報告されていないが様々な形で苦しんでいる’ 、 
ARM の部長アジャマル・サマディは声明の中でこのように述べている” [36c] 

 
26.05 国際連合国際児童緊急基金ユニセフの 2009 年のアフガニスタンに関する児童

保護概要報告書では、アフガニスタンの子供たちの立場について次のような

事実を述べている:  
 

 児童の労働 ( 7 歳から 14 歳の児童の労働): 24%  
 児童の結婚 (18 歳以下の女子の結婚): 43%  
 出生登録 (5 歳以下の児童の登録: 6%  
 カブールのストリートチルドレン: 37,000 
 施設で生活する児童: 8,000 
 2003 年から 2005 年までに解体した武装グループや部隊と関係する児

童： 7,444 人。 [44e] 
 
26.06 2010 年 2 月 9 日からアクセス可能なセーブ・ザ・チルドレンのウエブサイト

では、次のように述べている: 
 

“過去 5 年間、子供たちの生活を改善するための改善を行ってきたが、アフガ

ニスタンには、いまだに多くのチャレンジが必要である。アフガニスタンの

幼児、児童、母親の死亡率は高く、低い予防接種、子供たちの慢性的な栄養

不足、低い識字率、就学率の低さ、特に女子に見られる高い退学率、児童保

護と児童の権利の難しさが挙げられる。アフガニスタンは、全体的に子供に

とって安全な場所ではなく、とりわけ、ストリートチルドレンや働く児童、

家族の都合で施設に入れられた子供たち、地雷や他の事故で傷ついた子供た

ちにとって、安全な場所ではない。さらに、多くの女子や男子が学校と家庭

で肉体的心理的虐待を受けている。” [50b] 
 
26.07 セーブ・ザ・チルドレンは、地域社会、教師、両親、祖父母と他の地域社会

の人々に対する学校を基礎とした教育を通じて、子供たちを支援してきたと

述べている。 [50b]しかしながら、2010 年 2 月 4 日に発行した 2010 年のユニ

セフ人道主義活動リポートでは、アフガニスタンについて次のように述べて

いる: 
 

“地域社会の支援体制が弱体で、政府には、児童とその家族を、性差別から起

因する暴力、家庭内暴力や搾取から保護する部署が殆どないので、子供たち

は、自分たちの安全に対して様々な危険に晒されている。また、非政府武装

グループは、今でも、スパイや資料提供者や爆弾輸送や自爆テロをさせるた

めに、子供たちを雇っている。武装グループとの協力を疑われた子供たち

は、裁判を受けないで、アフガニスタン軍隊と国際軍隊組織により、逮捕さ

れたり、捕獲されたり、交流されている。” [44c] (p94) 
 
基本的法的情報 
 
26.08 イタリア外務省のウエブサイトでアクセスできるアフガニスタン児童法によ

れば、18 歳以下の児童は、少年と認められている [12a] (p3-4)。 投票権は、18
歳である (2008 年総合児童兵士リポート:アフガニスタン) [33a] 
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26.09 児童の就労に関する法的年齢について、2009 年の USSD は次のように述べて

いる：  
 

“2009 年 7 月、18 歳を雇用最低年齢とするが、15 歳以上の児童については、’
軽い労働‘を可能とする 2008 年労働法を発効した。16 歳から 18 歳の児童

は、週当たり 35 時間しか働けない。14 歳以上の児童は、見習いとして働く

ことができる。13 歳以下の児童の労働は、どのような状況においても禁止さ

れているが、この法律は実際には順守されていない。アフガニスタンのどの

地域の行政がこの児童労働法を施行しているかどうかの証拠はどこにもな

い。” [2a] (セクション 7d) 
 
26.10 犯罪訴訟手続きを参照する際、アフガニスタン児童法は、12 歳以下の児童

は、犯罪に対して責任がないとしている（2010 年 1 月 12 日にアクセスした

AIHRC、児童の裁判、アフガニスタンの法律と対立する児童の状況 （nd））

[48g]、イタリア外務省のウエブサイトでアクセスできるアフガニスタン児童

法第 12.1 上では、“児童に対する刑法と手続き条項を適用すると、犯罪の基準

は、犯罪を犯した時点での児童の年齢に対して作らなくてはならない” [12a] 
(p3-4) 

 
目次に戻る 

情報源リストに行く。 

 
法的権利 
 
26.11 アフガニスタンは、1994 年 4 月に批准した児童権利協定加盟国（CRC）であ

る。 (アフガニスタン独立人権委員会、2007 年 8 月) [78d] (p20) 
 
国内法 
 
26.12 アフガニスタン独立人権員会(AIHRC)のアフガニスタンの経済と社会権利の

状況に関するリポート、IV、アフガニスタン暦 1388 年（2009 年 11 月と 12
月）によれば、“現行の法律は、結婚し、家族を築く権利の基礎を危うくし、

男子と女子の結婚について 2 歳の年齢差を規定している（男子 18 歳女子 16
歳）アフガニスタン家族法は、アフガニスタン法制度の性差別を示している” 
[48f] (p4) としている。 

 
26.13 婚姻法について、2009 年 12 月のヒューマン・ライツ・ウォッチ (HRW) リポ

ート、アフガニスタンの女性の権利関する“私たちには世界の約束がある“は、

“アフガニスタンの法律では、18 歳以下の寡婦と女性しか網羅していないが、

強制結婚は、アフガニスタンの法律の下では、犯罪である” [17c] (p58) としてい

る。 
 
26.14 ヒューマン・ライツ・ウォッチ (HRW) リポートの 2009 年 12 月に発表した

アフガニスタンの女性の権利である”私たちには世界の約束がある” では次の

ように述べている：  
 

“刑法第 517 条では、’意志や同意を得ないで‘、女性や寡婦に結婚を強要する

者は、短期間の禁固刑を科されるが、この期間は、明記されず 1 年を超すこ

とはない。” [17c] (p58) しかしながら、強制結婚の状況について 2008 年度 
USSD リポートでは、次のように述べている:”強制結婚や未成年の結婚を取り
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決める人間を罰する刑法手続法には明白な条項にない。婚姻法第 99 条では、

未成年者の結婚は後見人が行えるとしている。2007 年 3 月、最高裁判所は、

ついて、男性は花嫁が 16 歳であることを証明する必要があることを規定する

新しい結婚契約書を承認し、結婚証明書は、この年齢以下の花嫁については

発行されないとした。地域の NGO によれば、 この契約に従う法的手続き

が、カブールで実施された。この手続きは、通常 1 週間以上かかり、地域の

避難所は、この手続き期間、数多くの女性を収容した。AIHRC は、報告を受

けた家庭内暴力 70％については、児童結婚がその根にあるとしている” [2i] (セ
クション 5) 

 
26.15 雇用に関する法定年齢について、 AIHRC リポートでは、次のように述べてい

る:  
 

“児童労働は、 ICESCR [経済的社会的及び文化的権利に関する国際規約]の第

10 条、CRC 第 32 条、アフガニスタン憲法第 49 条により禁止されている。 
更に、1395(2007 年)に承認されたアフガニスタン労働法に従うと、18 歳以上

の人間の雇用は合法であるとしているが、同時に、この法律の条項では、15
歳以下の人間の軽い労働に対する雇用と 13 歳以上の人間に対する見習期間に

対する雇用を認めている。アフガニスタン労働法は、健康に有害で、肉体的

損傷や身体障害を起こすタイプの労働について、18 歳以下の人間の雇用を禁

止している’。有害な労働は、児童の年齢、労働時間、労働の種類に左右され

る。18 歳以下の児童を、週 35 時間を超し、健康、安全、精神に有害なタイ

プの労働 に雇用してはならない。” [48f] (p46) 
 
26.16 国際連合人権高等弁務官事務所 (OHCHR)の人権会議世界総合定期的再検討の

2008 年 5 回目のセッションでは 次のように指摘している: 
 

“家庭内の児童に対する身体的な罰は合法である。刑法、憲法、少年法の下で

児童を保護するには制限があり、身体的な罰に関する明白な禁止事項はない

が、法務大臣は、尊厳を持って扱われるべき順守すべき人権に違反する児童

に対するいかなる形式の暴力的行為や屈辱的行為を禁止すると発表し、2006
年 7 月の南アジアフォーラムの会合で、国連総事務局長の児童虐待に関する

2005 年の地域鑑定に従い、政府は、家庭も含めあらゆる環境での児童虐待を

禁止する公約を行った。しかし、明白な禁止を制定する法律改定はまだ開始

されていない。” [79a] 
 
司法と刑法の権利 
 
26.17 戦争と平和報道のための学会は、2009 年 9 月 2 日、バーク州のマザール-エ-

シャリフの未成年矯正教育センターで児童からの主な訴えは、彼らの事件が

裁判所で審議される前の待ち時間にあると伝えている。噂によると、17 歳位

の少年が、審議される前に、18 ヶ月間拘置されたとしている。センターの所

長、モハメッド・ワイス・スフィザダは、裁判所は、児童の事件を時間通り

に決定しなかったし、これは国全体に言える問題だと認めている。しかしな

がら、バルク少年裁判所の所長モハメッド・サデック・ファヤズは、“少年裁

判所の事件の最大期限は、2 ヶ月である。6 か月から 18 ヶ月間もの間事件を

引き延ばすというのは、見え透いた嘘だ。”と述べている。[73a]  2008 年 
USSD リポートでは、“母親が有罪の宣告を受けた子供たちは、特に他の家族
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がいないときなど母親と一緒に刑務所に住む場合が多い。刑務所では、受刑

者は隔離せず、子供や未成年者を持つ女性のために適切な分かれた住居が不

足している。女性は男性と一緒に絶対収監されない。検察当局は、一般に他

の受刑者と公判待機者と分けることはない。”と述べている [2i] (セクション 1c) 

 
(セクション 14：逮捕と拘留－司法権利を参照すること)  

 
26.18 アフガニスタン独立人権委員会 (AIHRC)リポート、2008 年 6 月 26 日発行の

アフガニスタン法律と対立する状況。 
 

“現在まで、3 つの少年予備裁判所（カブール、マザール、ジャララルバッ

ド）、2 つの州で少年予備裁判所を設立中である。少年法では、少年が関わ

る事件は、少年裁判所で審議されなくてはならないと規定しているにもかか

わらず、28 の州には、正式な計画もない。このような法と対立する児童の裁

判は、刑法裁判制度に深く結びついたままである。” [78g] (p6) 
 
26.19 2009 年 1 月にユニセフは、次のように報告している。”10 の州にある拘留セ

ンターで、モニタリングを毎日 2008 年 2 月から 9 月まで実施した。これに

は、少年更正センター、警察の拘留施設、刑務所が含まれる。この期間、合

計 812 名の児童と遭遇した。この内 30％の児童は、拘留風紀委員と法律家と

接触し、支援を受けた後、家族の下に返された。” [44b] 

 
( セクション 15: 刑務所の条件 とセクション 13: 司法権) を参照すること 

 
目次に戻る 

情報源リストに進む 

 
児童虐待  
 
26.20 2009 年 USSD リポートでは、児童虐待は、一般的なネグレクト、肉体的虐

待、捨て子、家族の借金の返済のため労働のための監禁など国全体で蔓延し

ているとしている。労働社会問題大臣は、児童労働と警察による鞭打ちは、

頻繁に行われており、5 百万人以上の児童が、人道援助を必要とする絶望的

な状況で暮らしていると、発表している。 [2a] (セクション 6) 
 
26.21 2008 年 2 月、アフガニスタン調査評価チーム (AREU)は、アフガニスタンの

変化する家族の原動力の性質を調査する 2006 年度のリサーチプロジェクトの

リポートを発表した。このリポートでは、身体への罰は、幅広く行われてお

り、次のように述べている:  
 

“…これには 2 つの支配的で相互関係のある理由がある。両親は子供たちの将

来に怯え、次に、大人を怖がる子供たちは、きちんとした行いをするという

考えがある。親たちは、きちんと成長しない子供たちについて極端に恐れ、

大人に対して道徳的に役に立つ子供を望んでいる。たとえば、リサーチチー

ムが話した殆ど全ての親たちは、自分たちの子供たちは猛勉強し、良い教育

は子供たちにとって最も重要だと確信している。暴力が、子供たちのしつけ

の初歩的方法として使用されているので、家庭内の多くの大人は、身体的罰

を使用しないと、子供たちがきちんと行動しなかったり、大人が望むような

人間にならないという恐怖を抱いている。一般的に、子供たちを躾るため、
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子供たちは恐怖を覚えることが当然であるのは当たり前であるリサーチチー

ムに伝えている。これと並行して、叩く行為が非常にきついと、子供たちは

決してその感覚を忘れることはないので、悪い行いを繰り返さないという考

えがある” [36k] (p43) 

 
26.22 これに加えて、2009 年 1 月に発表した人権監視世界リポートではアフガニス

タンについて次のように述べている: 
 

“市民を恐怖に陥れるキャンペーンの一環として、タリバンと他の非政府武装

グループは、学校と特に女学校をターゲットにした。教育省によれば、2008
年の 3 月から 10 月の間、100 以上の学校が襲撃され、アフガニスタン NGO
安全局は、2008 年の最初の 10 ヶ月間で 30 人以上の教師と生徒が殺されたと

報告し、児童労働は、国全体で広く行われいるため、これが、子供が学校に

行かない理由ともなっている。”としている [17b] 
 

(セクション 25: 女性 – 名誉の殺人)を参照すること。 
 
26.23 更に、2009 年 1 月に発表した人権監視世界リポートではアフガニスタンにつ

いて次のように述べている。”児童と武装対立のための国連特別代表は、バチ

ャ・バジ（金持ちや権力のある雇用主が男の子を性的奴隷として扱うこと）

のタブーの実践について 2008 年に注意を払うべきだとしている。アフガニス

タン政府は、この文化伝統的虐待についてほとんど取り組んでいない。” [17b]  
2009 年 USSD リポートでは、”この件は、恥の温床であり、ダンシング・ボ

ーイは、男性によるレイプで、広く普及され文化的なものとして認められて

いるので、信憑性のある統計を得るのは難しいが、多くのリポートは、少年

のハーレムが、性的社会的娯楽として“バチャ・バジ”（ボーイプレイ）のた

め、閉じ込めた環境に置かれていると断言している。” [2a] (セクション 6) 
 
26.24 2009 年の USSD 人権リポートは次のように述べている: 
 

“児童性的虐待は、かなり行われている。 NGO は、多くの児童犠牲者は、親

戚から虐待されているとしている。国連難民高等弁務官事務所リポートでは

部族首長も男の子に性的虐待を与えたとしている。2009 年の間、内務省は、

児童レイプを 17 件報告した。報告されていない数はこれより遥かに多いと思

われる。アフガニスタン国家警察は、ジョワズジャン州で 3 つのレイプ事件

について男たちを逮捕した。AIHRC によれば、殆どの児童性的虐待の犯人は

逮捕されていないとしている。この件は、恥の温床であり、ダンシング・ボ

ーイは男性によるレイプであり、広く普及しており文化的なものとして、認

められているので、信憑性のある統計を得るのは難しいが、多くのリポート

は、少年のハーレムは、性的社会的娯楽として“バチャ・バジ”（ボーイプレ

イ）のため、閉じ込めた環境に置かれていると断言している。” [2a] (セクション 
6) 

 
 
子供の誘拐 
 

このセクションは、セクション 12：非政府武装グループによる虐待:- 誘拐   
と一緒に読むべきである。 
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26.25 国連安全委員会は 2008 年 11 月 10 日に次のように述べている: 
 

“紛争の結果としては非常に少ないケースとして子供たちが誘拐されたと報告

されている。しかしながら、安全から無縁の地域では、違法な誘拐は頻繁に

報告されている。一つの例として、西部地方の反政府勢力が、このグループ

に対する捜査を開始した州の検事の子供を誘拐した。この子供は誘拐後すぐ

に殺された。” [39f] (p11) 
 

(サブセクションの – 少年兵士 と少年の密売買)     を参照すること。 
 
(同様にセクション 12:非政府武装集団による 虐待 – 誘拐 とセクション 27:密
売買)を参照すること。 

 
法定年齢以下の結婚/強制結婚 
 

このセクションは、セクション 25: 女性 – 結婚と離婚と一緒に読むべきであ

る。 
 
26.26 アフガニスタンの経済社会権利の状況－IV アフガニスタン暦 1388 年(2009 年

11 月/12 月)に関するアフガニスタン独立人権員会 (AIHRC)のリポートでは次

のように述べている: 
 

“ ICESCR [経済的、社会的、文化的権利に関する国際規約] の第 10 条では、

家族を ‘社会の自然で基本的グループ単位’であり、 ‘婚姻は、計画している配

偶者同士の自由な同意の下に開始されなくてはならない’と定めている。この

条項は、アフガニスタンではしばしば無視されている。これと関係して、ア

フガニスタン市民法は、15 歳から 16 歳の若者の結婚を父親や管轄裁判所の

同意によって決まることとし、15 歳以下の児童の結婚を禁止した。婚姻に対

するいかなる力や強制は、婚姻契約違反とする。” [78f] (p55) 
 
26.27 ヒューマン・ライツ・ウォッチの 2009 年 12 月のリポート、 アフガニスタン

の女性の権利に関する“私たちには世界の約束がある”では次のように述べてい

る: 
 

“アフガニスタンの全婚姻の 55％について、ユニセフでは児童結婚（法定年齢

16 歳以下）で、70％から 80％は強制結婚と分類している。これらの慣習

は、家庭内暴力と児童結婚と強制結婚の間の相互関係と共に、女性が直面す

る多くの問題の背後に横たわっている。若い年齢の結婚により、少女の学校

のドロップアウトと早期出産を促進するので、健康を損なったり、母親の死

などのリスクを伴う。 
 

“初潮を迎えるとすぐ女子の結婚を黙認するのが農村部で支配的な雰囲気であ

る。新婦の値段と貧しい経済状況が、児童結婚の普及を増やす。女子と男子

は、結婚の年齢も伴侶についても家族の中で殆ど選択する余地がなく、女子

については、さらにその自主性は尊重されず、教育の継続についても重要さ

れない。強制結婚から逃れようとすると家族と地域社会は、報復として、名

誉の殺人も含め、しばしば無情になることがある。” [17c] (p7-8) 
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26.28 自由の家のリポートである 2009 年 7 月 16 日発行の 2008 年の事件を扱う

2009 年の世界の自由アフガニスタンでは、“ユニセフによれば、アフガニス

タンの女子の 60％近くは、法定年齢 16 歳前に結婚する。しかしながら、

2007 年 3 月高等裁判所は、新婦は少なくとも 16 歳でなくてはならないとい

う新しい正式な婚姻を承認し、年齢以下の結婚を減少させたい活動家から歓

迎された動きだった。” [41a] (p10) 
 
26.29 しかしながら、2009 年の USSD リポートは、 次のように述べている。 
 

“ヒューマン・ライツ・ウォッチとユニフェム(国連女性開発基金)は婚姻の

70％以上は、強制結婚で、この慣習を禁ずる法律にも関わらず、大部分の花

嫁は、16 歳の法定年齢より若く、この慣習は社会、民族、宗教、部族、経済

の枠を超えて実施されている。UNHCHR[国連人権高等弁務官事務所]によれ

ば、法制度の管理外の強制結婚を避けた婚姻の 5％だけが登録されていると

している。 AIHRC [アフガニスタン独立人権委員会] は、2009 年 1 月から 9
月まで、大統領法令はバハドを無効としたにも関わらず、他の家族に対する

喧嘩の解決や負債の決済として女性を提供するバハドの 28 のケースを記録し

ている。報告されていない数は、これよりもはるかに多いとされる。 IRIN 
[総合地域情報ネットワーク]は、麻薬密輸業者は、農家がアヘン生産をできな

かったり、彼らに対する借金の支払いができなかった場合 しばしば若い花嫁

を要求すると報告している。 ‘バダル’という名で知られている慣習では、支払

いを避けるため、兄弟姉妹を同じ血縁の兄弟姉妹と結婚させる。” [2a] (セクシ

ョン 6) 
 
26.30 国際移住機関 (IOM) は、2008 年 12 月に、アフガニスタンの強制結婚につい

て次のように指摘している: 
 

“強制結婚は、国全体にわたり、アフガニスタンの離散者地域の間でもよく行

わている。女性が自分たちの人生に決定に関わることはほとんどなく、2 歳

の女の子が家族の確執や借金を解決するため結婚の約束の対象となる場合も

ある。ドイツの NGO、メディカ・モンディアルは、アフガニスタンの大部分

の女性（57％）は、法定年齢 16 歳以下で結婚し、婚姻の 80％以上は強制結

婚であるとしている。女性も女子もしばしば単なる商品のように考えられ、

自分たちの人生を管理して逃げようと試みる女子は、明白な不名誉とアフガ

ニスタンの伝統を破ったとして、家族から排斥される。” [38a]  
 
26.31 アフガニスタン調査評価組織の 2009 年 2 月発表のリポート、決定、欲望、多

様性：アフガニスタンの結婚の慣習では、調査中に“…女子だけでなく、男子

も、強制結婚させられ、これが、配偶者両者と家族全体にとって決定的な要

因となり、強制結婚させられた男子や男性は、フラストレーションを溜め、

妻たちに暴力をふるったり、2 番目の妻をめとったりする場合もある。”とし

ている。 [22b] (p1-2) 
 
26.32 アフガニスタン独立人権委員会 (AIHRC)のアフガニスタンの経済社会権利の

状況に関するリポート IV、Quaws1388（2009 年 11 月/12 月）では、“強制結

婚の 190 ケースを AIHRC は記録し、この内 186 ケースは、1387（2008 年 9
月）に女性問題省が記録した…” としている[78f] (p55)  

 
子供の労働 
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26.33 アフガニスタン調査評価組織の (AREU)2009 年 5 月のブリーフィング文書ア

フガニスタンの児童労働に立ち向かって(2009 年 AREU リポート)では、“児童

労働は、アフガニスタンで増大する重大な問題である。最近の評価では、7
歳から 14 歳までのアフガニスタンの児童の 4 人に一人が 何らかの形の仕事

に携わっている“としている。 [22a] 
 

26.34 児童の奴隷化と借金に対する拘束用のケースは、アフガニスタンのとりわけ

貧しい農村地帯では持ちあがり、しばしば結婚の形式で偽装されている。

2009 年 2 月の IRIN ニュースは次のように報告している“極端な貧困、児童の

権利に対する自覚の欠如、弱い法律の実施、強い保守伝統主義が、多くの未

成年の男子と女子を、日雇労働者の状況に押しやっていると、児童権利活動

家は述べている” [36k] 

 
26.35 2009 年 AREU リポートは次のように報告している  
 

“児童を働かせる決定は、経済、社会、文化の複雑な相互作用が絡まって起こ

る… 短期や長期での教育の与える具体的な利益が目には見えないので、貧し

い家庭は、子供の時間を収入発生のためもっと有効的に使用することを決定

する場合もある。学校で費やする時間の費用は、低い教育の質と成果と、家

庭の生き延びるために差し迫った必要性をカバーするにはしばしば高くつき

すぎる。この場合、児童労働は、現在の収入増加のため家庭の短期間の利益

を与えるだけでなく、不確実な将来において子供たちを支える需要のあるス

キルを学ぶ手段でもある…全てを網羅する社会保障の枠組みがないため、児

童労働は、一定の貧しい家庭が収入を多様化し増加させる戦略の 1 つであ

る。” [22a]  
 
26.36 2009 年 6 月 12 日について、ラジオ・フリー・ヨーロッパ/ラジオリバティは

(RFE/RL)、ユニセフはアフガニスタンの働く児童数の増加に関する重大事に

ついて述べ、女子の方が男子よりもっと労働するようプレッシャーがかかっ

ていると指摘した。働く児童数は、ユニセフが 2003 年に調査を開始して以来

増加している。ユニセフは、“…多くのアフガニスタンの家族は子供たちを通

学させるための金がなく、家族を養うために子供たちが必要である”と報告し

ている。しかしながら、ラジオ・フリー・ヨーロッパ/ラジオリバティは“アフ

ガニスタンは最近児童労働防止国際協定に署名したので、国連事務官の期待

は、アフガニスタンでのこの問題の拡大減少を促進するとしている” [29e] と

している。 
 
26.37 2009 年 USSD リポートでは次のように指摘している、 
 

“ユニセフの推測によれば、少なくとも 30％の小学生は何らかの労働に携わ

り、14 歳以下の児童労働者は 100 万人以上いるとしている。 AIHRC [アフガ

ニスタン独立人権委員会]は、児童労働者の 43％以上は、12 歳以下で、35％
は 12 歳から 15 歳の間であると報告している。多くの児童労働者は、家庭の

召使、通りの売り子、行商人、店の売り子として働いている。児童は、一定

のセクターでは児童労働の最悪な形で働き、これには、絨毯織り、煉瓦造

り、ケシの実摘みが含まれる。児童は、農業、鉱山（特に家族経営の宝石原

石の鉱山）で大量に雇われ、乞食の集団も組織されている。 児童労働のいく

つかのセクターでは、児童を、地雷に晒している。AIHRC によれば、児童労
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働者の 85％は、 男子だが、この数字は自宅で家事を行う無数の女子は含まれ

ていない。多くの家族は、子供たちがもたらす収入も必要だが、同様に、労

働は子供たちにとって役に立つと信じている。MOLSA [労働、社会問題、犠

牲者、身体障害者省] とアシアナ財団は、カブールだけで約 6 万人の児童労働

者がおり、大部分の児童は、他の州からこの街に移住した児童であると報告

している。子供たちは、仕事場で健康と安全に関するリスクに直面し、骨折

など深刻な障害を負う子供もいる。 
 

“絨毯織りは、呼吸器系疾患、眼精疲労、脊髄筋肉損傷に晒されながら、生活

し働く児童にとって、特に閉じられた空間の都市環境は特に危険である。親

たちは、時には、子供の肉体的苦痛を和らげるため麻酔を処方する。子供た

ちは、5 歳で絨毯織りを習うのが適切と考えられ、多くの子供たちは、非常

に小さい時に、このセクターで働き始める。絨毯織りを子供と一緒に行う典

型的な家族の収入は、最低賃金よりかなり低い毎月 1,500 アフガニ（30 ド

ル）” [2a] (セクション 7d) 
 

(サブセクション: 基本的法律情報 とセクション 35: 雇用権利) を参照するこ

と。 
 
児童売買 
 
26.38 2009 年 6 月発表の 2008 年版アメリカ合衆国国務省 (USSD)の人身売買に関

するリポート(USSD TiP リポート)では次のように述べている ： 
 

“アフガニスタンの少年と女子は、強制労働、借金の肩がわり、煉瓦の窯焼き

作業、絨毯織り工房、召使いと同様に、商業的な性的目的、借金や諍いの解

決のための強制結婚、強制的物乞いのため、国内で売買されている。アフガ

ニスタンの子供たちは、同様に、強制労働として、特に、パキスタン絨毯工

場と強制結婚のため密売されている。少年は、パキスタンのイスラム神学校

で入学が約束されるが、その代わりに、過激派グループで準軍事的トレーニ

ングのため、収容所に密売される。アフガニスタンの女性と女子は、国内と

パキスタン、イランへ、性的目的の商売と一時的婚姻のために密売される。” 
[2f] (国の話、アフガニスタン、59 ページ) 

 
(セクション 12: 反政府武装集団による虐待 – 誘拐) 

 
目次に戻る 

情報源リストに進む 

児童保護 
 
少年兵 
 

このセクションは、セクション 11:状況の目的のための 軍務 と関連して読む

べきである。 
 
26.39 2008 年 4 月発表の 2008 年版少年兵に関する総合リポートでは、”軍隊に従事

する 18 歳以下の少年に関する人づてによるリポートがある。タリバンを含む

非政府グループの自爆テロの児童の利用と、南部の州と、パキスタンの一部
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でのタリバンによる強制的並びに自発的新兵募集が行われていると報告して

いる。” [33a]  
 
26.40 2009 年米国国務省リポートでは次のように述べている、 
 

“軍隊法に従う募集年齢は、18 歳である。確認されていない報告によれば、

18 歳以下の少年偽装身分証明により、国家安全軍隊とアフガニスタン国家警

察に入るために記録されているとしている。政府による国家安全軍隊へ強制

的少年徴兵の報告はない。 
 

“国際援助を受けて、政府は、18 歳以下の志願者を拒絶し、軍隊と警察の全新

入隊員の調査を実施している。 
 

“反政府集団の未成年兵士の募集は、上昇しているとの噂が広がっている。信

憑性のある数多くの報告によれば、タリバンや他の反政府武装集団は、自爆

テロリストや彼らの仕事の支援のために、18 歳以下の少年を募集している。

たとえば、ウルズガンでは、タリバンは、  IED [即席爆破装置]隠蔽場所を掘

るために少年を使用している。 反政府武装集団がパクトヤ州では未成年を戦

闘員として使用しているという多くの報告がある。7 月、ヘルマンド州で

は、当局は、真偽のほどはわからないが、自爆テロの装備をしていたとし

て、一人の少年を逮捕した。 NDS [国家安全庁]高官は、反政府武装集団に関

係する罪で、ヘルマンドの少年拘留施設に、複数の少年を拘留した。大部分

の方年は 15 歳か 16 歳だったが、反政府武装集団は、バイクと武器を所有し

ている場合は特に 12 歳位の少年を入隊させるとガズム州での報告もある。

NGO と国連機関では、タリバンは、子供たちに金を上げると約束して騙した

り、強制して、自爆テロにしている”と伝えている [2a] (セクション 5) 
 

(サブセクション 子供の誘拐 と セクション 27: 密売 を参照すること) 
 
ストリートチルドレン 
 
26.41 2009 年米国国務省リポートでは次のように述べている、  
 

“NGO は、都市部に 6 万人のストリートチルドレンがいるとしている。スト

リートチルドレンに対し、いくつかの NGO は、避難所や食べ物など基本的必

需品の利用を提供しているが、彼らは、政府サービスを殆ど利用できない

か、全くできない。 年間を通した干ばつと食糧不足により、多くの家族は子

供たちを通りに出して、食べ物や金銭ごいをさせている。警察は定期的に子

供たちを通りから追い出すために叩いたり、投獄している。” [2a] (セクション 6) 

 
孤児院 
 
26.42 2009 年 USSD リポートでは次のように述べている、  
 

“孤児院の児童の生活条件は、十分とはいえない。労働、社会問題、犠牲者、

身体障害者省は、34 の孤児院と、家族に見捨てられた子供たちの職業訓練の

ための 22 のデイケアセンターを運営している。国には 18 の民間の孤児院が

ある。 NGO の報告では、4 歳から 18 歳の児童の 60％から 80％は、孤児で

はなく、家族が食べ物、家、就学を提供できない家族の子供たちである。孤
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児院の子供たちは、精神的、肉体的、性的虐待を受けており、中には、人身

売買されたり、それに、水道、暖房、室内の配管、医療機関、娯楽施設、教

育施設を常に利用できるとは限らない。” [2a] (セクション 6) 
 
26.43 アフガニスタン独立人権委員会 (AIHRC)によるアフガニスタン暦 1388 年

（2009 年 11 月/12 月）のアフガニスタンの経済社会権利に関するリポートで

は次のように述べている：  
 

“既存の統計を基礎にすると、現在、国には、施設に入った 9,347 人の孤児が

おり、その内 39％が宿泊し、61%は昼間通ってくる。AIHRC 調査結果によれ

ば、これらの児童の適合状態、栄養、健康、教育は、容認規格に適合しな

い。施設責任者によるこれらの児童に対する暴力も、報告されている。その

上、夜間通う児童の中には、施設責任者の家族や親せきの子供も通っている

ので正式な資格を持っていない子供たちもこれらの施設で許可されている疑

いがある。” [78f] (p52-53) 
 
26.44 アフガニスタン女性組織（AWO）のカブールセンター・ミルマンの紹介に関

する文書では（2010 年 1 月 1 日アクセス可能）、カブールセンター・ミルマ

ンは、3 歳から 12 歳の 25 人の女子児童を収容できるとしている。AWO
は、”孤児の女子は、特に傷つきやすい。多くの女子児童は、家族に養う能力

がないため、親戚から放棄されている。多くの女子児童は、危機的ともいえ

る幼少期や早すぎる年齢で結婚させられる。” 更に本書では、次のような観察

をしている  
 

“女子児童を確認するため、私たちは女性 NGO、MOWA [女性問題担当省]、
労働社会福祉省だけでなく個人的なコンタクトも取った。私たちは、私たち

に関係するそれぞれのケースの入手できる情報をすべて集め、女子児童の親

戚と住まいを訪問した。入手した情報は正確ではないことが分かるたびに、

女子児童を親戚の下に戻した。” [67a] 
 
26.45 本書ではまた次のように述べている: 
 

“子供を選ぶ際、彼女たちの親戚に対し、私たちのセンターが手配する大学レ

ベルの教育に女子が進める許可を与える契約の署名を強制する。親戚は、こ

の契約を破ると、私たちに経費を返却しなくてはならないことに同意する。

私たちのセンターの新しい居住者は、彼女の姉妹たちに紹介される。彼女た

ちに対し、必要に従い、入浴と髪のカットを含む衛生評価を与える。到着す

ると、彼女たちには、3 着で一式の新品の服が与えられる。メディカルチェ

ックも終了すると、女子は学校に通学する。” [67a] 
 

目次に戻る 
情報源リストに進む 

教育 
 
26.46 2004 年 1 月に採択した憲法では、教育はアフガニスタン全国民の権利と認め

ている。 [4a]  2009 年 USSD リポートでは、”教育は、中等レベル（小学校 4
年と中等教育 3 年間）義務であり、法律では、大学レベルでは自由教育であ

ると規定している。” [2a] (セクション 6)  2009 年 4 月の IRIN ニュースの記事で

は、”アフガニスタンは、世界で識字率の最も低い国の一つである。ユネスコ
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[国際連合教育科学文化機関]によれば、女性の 18％、男性の 50％しか読み書

きができない。”としている。 [36j] 
 
26.47 2009 年 11 月 13 日に最新版になった国際移住機関 (IOM) の国別シートは次の

ように述べている: 
 

“かつては強固で評判の高いアフガニスタンの教育制度は、過去 20 年間の放

置状態のせいで、崩壊した。戦争は、学校の 70％ [原文のまま]を破壊し、教

師も、適切な教育を提供するための教科書やノートなど必要なものも十分に

ない。タリバンの弾圧的政治体制の下、男子の教育は主に宗教に焦点が置か

れたが、女子は教育を受けることはなかった。現在児童就学に成功を収めた

が、教育における性による不平等は、懸念すべきものがある。青少年の 51％
を比較すると、15 歳から 24 歳までの若い女性の識字率は 18％にしか過ぎな

い。学校には 640 万人の生徒がいるが、女子は 35％しかいない。アフガニス

タンで生徒を教える最大の問題点の一つは、適切な教育を受けた教師が国に

いないことが挙げられる。教育制度には、13 万 5 千人以上の教師がいるが、

その内 22％しか、教師専門大学を卒業していない。約 3 万人だけが教育レベ

ル 12 の等級（高卒）を持ち、残りの教師は全て等級 12 以下である。これに

対応するため、教育省は、予定の 14 に対し、24 の教師専門大学を 24 校追加

し、過去 5 年間で合計 4,500 名の卒業生と比較すると、昨年だけでこれらの

専門大学から 14,800 名の卒業生を輩出したので、大きな飛躍となった。現

在、教師の収入が、問題となっている。それにもかかわらず、アフガニスタ

ン市民サービスの先手を打った改革と、海外に居住する資格を持つ教師の帰

国奨励対策が、将来性のある展望を提供してくれる。” [38b] (p6-7) 
 
26.48 IOM 国別シートは次のようにも指摘している: 
 

“教育制度の利用は、州によって著しく異なる。4,700 の正式な学校、2,000
の非公式な学校がある。これらの学校には、小学校、中学校、高校が含まれ

る。大学は、カブール、ジャララバッド、ハラト、マザール-エ-シャリフを含

む都市で盛んである。大学について、IOM の資格を持つアフガニスタン人の

帰国プログラムは、アフガニスタン高等教育省と共に、複数の優れた大学教

授の配置に寄与した。これに加えて、複数の西洋諸国（英国、アメリカ合衆

国、ドイツ）は、大学交流システム、奨学制度、アフガニスタンの学生が教

育課程の一部あるいは全体を海外で実施できる教育課程など大学交流システ

ムを設立した。大学の新学期は、地方と気象条件に従い、変わる傾向にあ

る。 大部分の都市の新学期を次に挙げる：カブール、マザール、ハラト：3
月 22 日 – 12 月 5 日、バーミヤン、ガズニ、ゴール：4 月 21 日－11 月 6
日、ジャララバッド、カンダハール、ヒルマンド：9 月 6 日-6 月 5 日 ” [38b] 
(p7) 

 
26.49 IOM 国別シートは次のようにも指摘している。“アフガニスタンでは、政府の

学校では教科書も無料である。私立学校の授業料は、学年と学校の質に従い

1500 アフガニから 5000 アフガニである。いくつかの私立学校は、教科書と

制服について年間追加料金として、2500 アフガニから 4000 アフガニを徴収

する。” [38b] (p7) 
 
26.50 2009 年 4 月の IRIN ニュースでは、”もっと多くの学校と教師を必死になって

必要とする国において、過去 4 年間に反政府武装集団は数百の学校を焼き、
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かなり多くの教師を殺害した。ここ数カ月で再開した学校もあるが、2007 年

には約 700 の学校が、危険と襲撃を理由に、噂によれば閉鎖されたと教育省

は述べている”、と報告している [36j] 
 
26.51 国連難民高等弁務官の 2009 年 7 月のアフガニスタン避難を求める人々の保護

の必要性評価に関する適任性ガイドラインでは、”学校、生徒、教師に対する

攻撃を含め、教育分野に悪影響を及ぼす事件はエスカレートしている。教育

省と支援機関によれば、5 百万人以上の児童（その 3 百万人が女子）が、保

守的な慣習、貧困、教育施設の不足、性差別の風土の結果として、教育を奪

われている。” [11a] (p36)   
 
26.52 国連児童基金によれば、18 歳以下の約 1,450 万人の青少年が教育を受けてい

ないとしている。その内大部分は、暴力、性と文化差別に苦しむ女子であ

る。教育施設不足も問題である(2009 年 5 月 13 日 IRIN) 。[36e] しかしなが

ら、2009 年 5 月 1 日のラジオ・フリー・ヨーロッパ/ラジオ・リバティ

(REF/RL)は次のように報告している:  
 

“部族首長とコミュニティリーダーの努力の成果で、アフガニスタンでは最近

200 以上の学校が再開し、多くが南部の危険をはらむ地域である。アフガニ

スタン教育省広報官モハメッド・アジフ・ナングが RFE/RL のラジオフリー

アフガニスタンに伝えた所、2009 年 4 月 29 日に、昨年約 11,000 の学校は、

200 以上のの学校がテロ攻撃を受けたにもかかわらず、再開したと述べた。

教育省は、次の学年度には、3,000 万の新しい教科書を買って教科書不足に備

えいるとしている。” [29a] 2009 年 4 月の IRIN ニュースは、”34％の女子を含

む 600 万以上の学生は、2009 年公立学校に通学し、政府は 2020 年にはこの

数を 2 倍にすると誓約した。” [36j] 
 
26.53 2010 年 2 月 4 日発表のユニセフ人道活動リポートはアフガニスタンについて

次のように指摘している: 
 

“教育省、セーブ・ザ・チルドレン、他のパートナーと一緒に、ユニセフは、

脅迫と暴力のせいで閉鎖した 651 校（2008 年 11 月時点）の 3 分の 1 の 214
校の再開を支援した。更に、ユニセフとパートナーは、34 の州の内、正式な

教育機会が殆どないあったとしてもわずかな 29 の州に安全な水源と衛生設備

を備えたコミュニティを基礎とした学校を設立した。更に、5 つの全ての地

方について、紛争の影響を受けた 11 の州の学校の 75％以上について教師 1
名が心理的サポートのトレーニングを受けた。ユニセフは、娯楽道具を提供

して、150 万以上の傷ついた児童を正常な生活に戻すことを可能にした。教

育に対する緊急対策には、テント、座席マット、黒板の提供も含まれる。” 
[44c] (p94-95)   
 

26.54 2010 年 2 月 4 日の IRIN ニュースは、”数多くの学校が 2009 年にヘルマンド

の南部州で再開した”と伝えている。この記事では、これは:   
 

“... 一部、タリバン武装集団と和解の結果であると、教育省の高官は言ってい

る。州立の 283 校の内、治安の悪化と直接襲撃のせいで 2008 年 220 校の以

上が閉鎖されたと、ヘルマンド教育部は述べている。 ‘2 年前、ヘルマンド州

では、56 校しか運営されていなかったが、昨年 60 校以上再開し、現在 116
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校を運営している。’州教育副部長モハマド・ワリは述べたと、IRN は報告し

ている。” [36h] 
 
26.55 同じ IRIN の記事では次のように付け加えている: 
 

“カブールの教育省アシフ・ナングは IRIN に対し、昨年もっと多くの学校

(105 校)が再開したので、この州には約 170 校が運営しているとした。彼は、

再開には、地方支援と非政府武装集団との暗黙の和解が起因するとした。’部
族と宗教家の年長者が私たちを多大に支援し、反政府派  [タリバン] に対し

て、学校再開させるよう説得した、とナングは述べている。教育省は、治安

の悪い地域での学校保護キャンペーンを実施する地方学校支援員会に様々な

地方関係者（宗教リーダー、部族年長者、両親、政府機関）を一緒に組み入

れたと述べている。” [36h] 
 
女子の通学 
 
26.56 アジア財団発行の 2009 年 7 月 21 日のアフガニスタンの女子の教育機会の増

加について、次のように述べている: 
 

“… 1996 年から 2001 年のタリバンの規範を受けた 5 年間、女子の通学は禁

止されていた。結果として、アフガニスタンの女性の識字率はわずか 12％か

ら 15％である。幸いにも、わずかな非常に保守的な地域を除き、学校は国全

体で再開され、大部分のアフガニスタンの親たちは、男子と同様に女子の教

育を重んじ、教育はより良い将来の鍵となることを認識し、子供たち全員の

就学のために様々な犠牲を払っている。” [86a] 
 
26.57 2009 年の USSD リポートでは次のように指摘している、 
 

“セーブ・ザ・チルドレンによれば、女子の５％しか中等教育を受けていな

い。多くの家庭で女子は、親は１０代の女子が、成人の男子から教育を受け

ることを許可しないため、多くの家庭で女子は１１歳か１２歳で就学をやめ

てしまう。全ての教育区域の２９％近くに女学校が不足している。教育区画

の約８０％と複数の州には、女性教師不足のせいで、女子用の中学高校が不

足している。 AIHRC は、国全体には女学校は 216 校しかなく、大部分の女学

校は州の中心地に位置している。女子の就学率は一定地域では９％と低い。

2001 年以降、就学する大部分の女子は、家族の中で正式な教育を受ける初め

ての世代である。 ” [2a] (セクション 6) 
 
26.58 2010 年 1 月 19 日付の 2009 年の出来事を網羅するヒューマン・ライツ・ウオ

ッチ（HRW) ワールド・リポート 2010 年 では、次のように述べている: 
 

“市民を恐怖に陥れるキャンペーンの一つとして、タリバンと他の反政府武装

集団は、継続して、学校、とりわけ女学校を標的にした。教育省によれば、

アフガン暦 1376 年（2009 年 4 月から 8 月）、102 校が、爆弾や放火の襲撃

を受け、非政府武装集団の襲撃により 105 名の学生と教師が殺された。  
2009 年 4 月と 5 月に中央地方の 3 つの女学校は、化学製品（殺菌剤や殺虫剤

と思われる）を使った襲撃を受け、196 人の女子が傷を負ったと教育省は述

べているた。” [17d] (p261) 
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26.59 2010 年 2 月 4 日発行の 2010 年度ユニセフ人道活動リポートでは、アフガニ

スタンのについて次のように述べている:  
 

“不適切な学校インフラ、貧困、武装紛争、天災などが絡み合い、就学年齢全

児童の半数以上に相当する約 65％の女子は、学校に通っていない。2009 年

だけで、洪水のせいで、10 万人の児童、その内殆どを占めるる女子は通学で

きなかった。2009 年の国内選挙に関連した暴動も、大部分の投票所が学校に

あるため、就学停止の原因になった。戦争の影響を受けた貧しい児童にとっ

て、教材と学習用機材の深刻な不足が、この国の低い小学校就学率を助長

し、結果的に低いレベルの識字率になっている。” [44c] (p94)   
 
26.60 2009 年 7 月の UNHCR の適格性ガイドラインリポートでは次のように指摘し

ている: 
 

“女学校はますます攻撃のターゲットになっている。女学校は、小学校、中学

校、高校の総数の 14.8%にしか過ぎないのに、国内の学校での治安に関係す

る事件の約 50％は、女学校に対して向けられている。更に、女性教師が特に

標的にされ、女性教師殺害について高い報奨金が与えられている。”  [11a] 
(p33) 

 
26.61 2010 年 2 月 4 日の IRIN ニュースの記事は次のように指摘している: 
 

“タリバンは、タリバン統治時代（1994 年-2001 年）、女子の就学と女性の労

働を禁止し、2008 年カンダハールで、悪名高い酸攻撃で、多くの女子に負傷

を負わせたが、2010 年 1 月 27 日の’タリバンリーダーシップ委員会‘の声明で

は、’アフガニスタンイスラム首長国は、イスラム教と現代の要求事項を基礎

とし、全国民の教育のため、建設的な段階を踏むことを決定する。’とした。

教育省は、学校再開のためのタリバンの条件に同意した。反政府武装集団

は、教科課程は、イスラム教の価値観に全面的に従い、女子は、‘ヒジャブ’を
まとわなければならないことを要求した。’女子学生は、地方の伝統に従った’
ヒジャブ’を身につけなくてはならな’と教育省のナングも確認している。” 
[36h] 

 
26.62 2009 年 12 月発表のヒューマン・ライツ・ウォッチ (HRW) リポート、 アフ

ガニスタンの女性の権利に関する、“私たちには世界の約束がある” では、次
のように述べている: 

 
“タリバンによる女学校の激減の後、女子教育が、アフガニスタンの国際ドナ

ーにとって、最大の象徴的要素となっているは驚くべきことではない。顕著

な利益は見られないが、今年 6 百万人以上の生徒が小学校と中学校へ通学し

ているが、明白な性の不平等が残っている。大部分の女子は、いまだに小学

校へ通学しておらず、中学校就学年齢女子のわずか 11％しか、7 年生から 9
年生（中学校レベル）に就学していない。4％だけの女子が 10 年生から 12 年

生（高校）に通っている。男子も女子も中学校就学率は劇的に減少している

が、減少は女子について遥かに顕著である。” [17c] (p8-9) 
 
26.63 同じヒューマン・ライツ・ウォッチ (HRW) リポートでは更に次のように述べ

ている: 
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“アフガニスタンの南部と東部では、全体的に治安は悪く、学校、教師、生徒

への攻撃が、最大の障害であり、特に、女子に対する影響は不均衡なほど大

きい。教育省のデータによれば、アフガン暦 1388 年（2009 年 4 月から 8
月）の 5 ヶ月間、102 校が、爆弾や放火の襲撃を受け、150 人の生徒と教師

が反政府武装集団により殺された（殺人が目標だったかは明白ではない

が）。これらの襲撃は、男性教師、女性教師、生徒全てを標的にしていた

が、2009 年のいくつかの襲撃は、はっきりと女子を標的とし、この年 200 人

の生徒が毒を投与され、その内 196 名は女性だった。 
 

“それ以外の地方では、一番近い学校までの距離が一番の障害になっている。

中学校分布は、州都に集中し、学校のない広大な地域が存在する。学校不足

により、女子の数の不均衡を生み、女学校より、男子学校の数の方が多く、

一番近い学校への距離は、しばしば、女子にとって安全と治安に対する大き

な挑戦となる。ヒューマン・ライツ・ウォッチは、毎日往復 6 時間歩いて通

学する女子にインタビューした。家族は、子供たちの安全を心配するが、特

に、性的暴力やセクシャル・ハラスメントのターゲットになるので、10 代の

女子の通学を渋る傾向にある。学校の 19％だけが女学校と指定され、全学校

区画の 29％には女学校は全くない。” [17c] (p9-10) 

 
26.64 2010 年 2 月 4 日のヘルマンド州の教育に関して、IRIN ニュースのリポート

では“3 つの女子高校といくつかの女子小学校があると、ワリ [州教育部副部

長],は述べ、約 16,000 人の女子と  66,000 人以上の男子が、この州で学校に

通っている。 女子生徒の大部分は、反政府武装集団の影響が余りない州都ラ

シュカルガで通学している。” [36h] 
 
(サブセクション： 児童労働を参照) 

 
(セクション 25: 女性 – 教育と雇用へのアクセスを参照) 

 
目次に戻る 

情報源リストに進む 

 
 
健康と福祉 
 
26.65 アフガニスタン独立人権委員会による 2008 年 4 月 9 日のアフガニスタンの子

供たちの一般的な状況に関するリポートでは、次のように述べている: 
 

“調査によると、身体障害児童には、特別なケアが必要なので、特別なケア―
設備がないと、深刻な問題に直面する。身体障害児童は、彼らが必要なもの

について適切に配慮されていないし、烙印を押されていると述べている。彼

らには、娯楽もレジャーもない。もっと悪い場合には、彼らは、医療施設や

学校を利用できないし、身体障害者児童向けの専門教育職業教育センターも

いまだ存在しない。州や都市の外では、人工の腕や足のような人工器官を提

供する整形外科医院が不足している。” [78c] (p10) 
 
26.66 2009 年 1 月に再調査した外国 &連邦オフィス・アフガニスタンの国家プロフ

ィール では次のように述べている: 
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“予防接種は、本格的なインパクトがある。2006 年 3 月、公共保健省、ユニ

セフ、世界銀行の国内キャンペーンについて、小児麻痺予防接種をアフガニ

スタン全ての 34 州について 7 百万人の児童を対象とし開始された。2002 年

から、国連機関は、160 万の麻疹予防接種を実施し、約 3,5000 人の命を救っ

た。コレラと下痢疾患についても、保健教育、水の塩素殺菌、国全体につい

て井戸の建設として、取り組んでいく。” [4a] (p9) 

 
(セクション 28: 医療問題を参照) 

 
目次に戻る 

情報源リストに進む 

 
文書化 
 
26.67 アフガニスタン独立人権委員会による、アフガニスタンの経済社会権利に関

するリポート-IV、アフガニスタン暦 1388 年（2009 年 11 月/12 月）では次の

ように述べている: 
 

“国の身分証明書より、発行される出生証明書の数が少ない。児童権利に関す

る協定（CRC）の第 7 条第 1 項では、’子供は出生後直ちに登録され、国籍を

獲得する権利を持たなくてはならない…’、しかし、アフガニスタンでは、出

生証明書を持つ子供はわずかしかいない。出生証明書は、いくつかの人口の

多い都市で発行されるが、アフガニスタン全ての州に出生証明のプログラム

はない。病院や産院でも、カブールでさえ、出生証明書は発行しない。 
” [78f] (p27-28)  

 
26.68 2008 年 7 月 2 日、国立公共ラジオ (NPR)のウエブサイトは次のように報告し

ている: 
 

“現在、家での出産も含め新生児が生まれると登録する唯一の場所は、カブー

ルだけである。アフガニスタン政府は、国連の支援を受けて、2009 年末に

は、全国で、新生児の登録を希望している。これが成功すれば、これはアフ

ガニスタンの歴史初めての出来事である。政府は、アフガニスタン人で出生

証明書を持っているのは 1％以下と最近発表した。” [52a] 
 

(サブセクション 33: – 市民権と国籍を参照) 
目次に戻る 

情報源リストに進む 
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27.   不正取引（人身売買） 
 
概論 
 
27.01 2010 年 3 月 11 日発表の米国国務省、2009 年版人権に関する国別レポート、

アフガニスタンでは（USSD 2009 年）では、次のように述べている:  
 

“2008 年不正取引法が、2009 年 7 月 15 日に発表された。国内で不正取引さ

れる人間についての報告が挙がっている。この国は、イランとパキスタン向

け強制労働と性商売向けの女性と子供の不正取引の大きな温床となってい

る。児童は、乞食としての強制労働や、煉瓦焼きや絨毯工房での借金の肩と

して、国内で不正取引されている。女性と女子は、国内や国外へ誘拐された

り、偽装結婚や仕事の提案を餌に誘惑されたり、結婚や性商売のために売買

される。男子も女子同様に、不正取引の犠牲者である。” [2a] (セクション 6) 
 
27.02 2009 年 6 月発表の米国国務省の 2008 年版の人身不正取引に関するレポート

では（USSD 2008 年不正取引リポート）では、次のように述べている： 
 

“男子は、パキスタンのイスラム神学校での通学が約束されるが、その代わり

に収容所に送られ、過激派により準軍事的訓練を受ける。アフガニスタンの

女性と女子は、パキスタンとイランに、性的商売や一時的結婚のため、不正

取引される。アフガニスタンの男性の中には、妻や娘に売春を強要する者も

いる。アフガニスタンの男性は、イランとパキスタンに強制労働と借金の肩

として、また、ギリシアに、農業や建築セクターでの強制労働のため不正取

引される。アフガニスタン自体も同様に、性的商売のため、イラン、タジキ

スタン、多分中国からの女性と女子の不正取引の目的地でもある。タジキス

タンの女性は、アフガニスタンを通じてパキスタンとイランへ性目的商売の

ため不正取引される。イランの女性もアフガニスタンを通ってパキスタンに

密売される。” [2f] (国の物語、アフガニスタン、59 ページ) 

 
予防 
 
27.03 2009 年 6 月発行の USSD 不正取引リポートでは次のように述べている: 
 

“アフガニスタン政府は、不正取引撤廃に関する最低限の基準にほとんど従っ

ていない。しかしながら、政府は基準に適合するため、大幅な努力をしてい

る。政府関係者は、誘拐と不正取引の犯罪を、現在でも一緒に考えている

が、この不正取引に関するお粗末な考えが、的確な介入実施の障害となって

いる。未発達な司法検事制度、裁判の期間、汚職、調整の弱さが、不正取引

犯罪を有効に罰する障害になっている。これに加えて、アフガニスタンで

は、性不正取引による犠牲者たちを、人身売買の直接的結果として行った行

為であり不貞や売春として、投獄している場合もある。政府には、包括的犠

牲者保護サービスを提供する資金もなく、不正取引と確認された全ての行為

を適切に罰せなかったが、最近、犠牲者委託訴訟手続きを制定し、犠牲者委

託センターを開始し、不正取引防止法律制定への移行して、不正取引の犠牲

者の保護業務と搾取者の罰則を強化している。” [2f] (国の物語、59 ページ) 

 
27.04 USSD 不正取引リポートは更に次のように述べている:  
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“報告作成期間、アフガニスタン政府は、人身売買防止のためにわずかな努力

しかしなかった。政府は、不正取引のターゲットとなる住民や潜在的不正取

引業者を喚起する公共キャンペーンを一切行わなかった。法務省高官は、報

告期間中、性的取引や強制労働の需要を減らす措置は何も講じなかった。ア

フガニスタンは、2000 年国連不正取引議定書を批准していない。” [2f] (国の物

語、アフガニスタン、 p60) 

 
27.05 国際移住機関 (IOM)は、2008 年 12 月 4 日次のように述べている: 
 

“政府との成功裏に終わった協力体制のおかげで、アフガニスタン初の不正取

引防止法である誘拐人身売買防止の制定に、2008 年 7 月 14 日漕ぎつけるこ

とができた。IOM は、法案の作成と、毎週のミーティングとトレーニング活

動を通じて必要な技術アドバイスを与え、法務省法律制定部の職員と密接に

作業をした。 
 

“IOM の不正取引プログラムの犠牲者支援の一環として、アフガニスタンの国

内への国内海外の不正取引とアフガニスタンの国内犠牲者、国境を越えた不

正取引が、IOM 参照ネットワークを通じて確認された。犠牲者は、衣服、食

糧、医療並びに心理的サポートなどの日常的な必需品だけでなく、必要な同

化支援などを受けている。IOM は 2006 年以降不正取引犠牲者を 130 人以上

支援している” [38a]   
 
27.06 2009 年 USSD 人権リポートでは、”2009 年 4 月、 IOM [国際移住機関]と MOI 

[内務省]は、6 つの州、ナンガハール、ヘルマンド、ニムロズ、ヘラ、バル

ク、クンドズに活動を拡大し、不正取引を防止し、不正取引の犠牲者と他の

弱い移住者を支援する協力枠組作成に関する協定に署名した” [2a] (セクション 6) 
目次に戻る 

情報源リストに進む 

起訴 
 
27.07 2009 年 6 月発行の USSD 不正取引リポートは次のように述べている:: 
 

“不正取引防止法の制定にもかかわらず、アフガニスタン政府が報告作成期間

に、不正取引犯罪者を起訴したか、罰したか否かは明白ではない。2008 年 7
月に、政府は、大統領命令を通じて、不正取引防止法である、誘拐人身売買

防止法を制定した。この法律は、実際には 8 年から 15 年の間となる売春のた

めの不正取引と禁固刑と労働のための不正取引の禁固刑の最高刑を規定す

る。これらの刑罰は、かなり厳格で、レイプのような重大犯罪の刑罰を超え

ている。政府によれば、この不正取引防止新法の下での起訴は 1 つも記録さ

れていない。 しかしながら、政府は、誘拐とレイプの罪状で 62 人の不正取

引犯罪者に対する有罪判決を報告し、5 年から 18 年の間の禁固刑の判決が報

告されている。無罪判決となるようなケースがどのくらい起訴されるかまだ

分からない。政府は、構成要素となるデータや特殊ケースの情報を提供する

能力はないため、これらの犯罪が 不正取引の定義になるのか、労働不正取引

の定義になるのか明瞭ではない。 内務省 (MOI)の不正取引防止班 6 名が、最

初の逮捕を行い、これらの事件について、計り知れないほど多くの調査を実

施した。政府は、パキスタン当局と国境を越えた不正取引事件の共同調査実

施に関する難しさを指摘した。2008 年、不正取引事件を発見するため、空港

と国境にスタッフを配置した。国家国境警察の間の広範囲の密接な関係にも
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関わらず、政府が、捜査、逮捕や政府高官による不正取引事件の簡素化を図

り起訴に持ち込むため、政府が何らかの努力をしたか何の証拠もない。” [2f] 
(国の物語、アフガニスタン、 p59) 

 
不正取引犠牲者の保護 
 
27.08 2009 年 6 月発行の USSD 不正取引リポートは次のように述べている: 
 

“政府の不正取引犠牲者の保護対策は貧弱だが、それでも報告作成中改善が見

られた。政府は、犠牲者に対して直接保護サービスを提供する財源がない。

NGO は、国全体に 18 か所の避難所を運営し、犠牲者支援を大部分を実施し

ているが、 ‘名誉の犯罪’と呼ばれる事件を支援する場合、地方コミュニティか

ら脅迫を受け、耐えがたい苦難に直面する。深刻で重大な問題とは、人身売

買された直接の結果として犯した行為に対する人身売買の犠牲者の処罰にあ

る。女性の人身売買犠牲者は、常に逮捕され投獄されるか、売春か強制結婚

からの逃避で罰を受ける。しかしながら、NGO は、MOI[内務省]、女性問題

省、様々な収容施設との間の 2007 年末の正式な委託契約の署名と 2 つの政府

運営委託センターの開設後、自由裁量の拘留が減少したと述べている。この

新しい手続きの下、警察は暴力により犠牲者となった女性を女性問題担当省

へ問い合わせ、女性問題担当省は、人身売買の犠牲者も含め、女性たちを、

適切な NGO 施設に紹介する。” [2f] (国の物語、アフガニスタン、 p59-60) 

 
27.09 2009 年 USSD 不正取引リポートは次のように述べている: 
 

“ジャララバッドの内務省委託センターは、人身売買や他の犯罪の犠牲者を、

女性問題担当省と UNIFEM [国連女性開発基金]の支援を受け、援助する。内

務省の 4 名の高官が事件を調査し、4 名の女性問題担当省弁護士補助員が女

性たちを支援し法律上のアドバイスを提供する。2 つ目の委託センターがパ

2008 年 4 月にパルワンにオープンした。政府は、報告作成期間中、国際移動

期間と NGO へ犠牲者を参照して輸送したが、このような方法で支援した犠牲

者の数に関する情報は提供しなかった。NGO は、政府は、23 名の犠牲者を

紹介し、女性問題担当省は、4 名をカブールの収容所に入れた。内務省は、

2008 年国際移住機関が支援する 40 名の犠牲者の大部分を紹介した。” [2f] (国
の物語、アフガニスタン、 p59-60) 

 
27.10 2009 年 USSD 不正取引リポートは次のように述べている: 
 

“アフガニスタンには男性の人身売買の犠牲者に対する宿泊施設も特別な保護

サービスもない。報告作成期間、人身売買された少年は、彼らの事件が調査

中に、政府運営の孤児院と少年犯罪施設に入れられた。女性問題担当省職員

は、報告作成期間中、刑務所で留置中の女性は、性的犯罪や性的人身売買の

犠牲者でないと確認するため、刑務所を訪問したと伝えられているが、これ

らの訪問から得た具体的な成果は分かっていない。政府が、報告作成期間

中、人身売買の犯人に関する捜査支援のため、犠牲を奨励したかどうかの証

拠は何もない。不正売買防止新法により、外国人犠牲者も最低 6 カ月アフガ

ニスタンに留まることができる。” [2f] (国の物語、アフガニスタン、 p59-60) 

(セクション 25: 女性 と 26:子供 – 子供の不正取引を見ること）  
目次に戻る 
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28.   医療問題 
 
28.01 2009 年 1 月に再検討した外国と連邦オフィス (FCO)アフガニスタンのカント

リー・プロフィール は次のように述べている: 
 

“長年の戦争で損傷し破壊されたアフガニスタンの保健インフラは、国際社会

の支援を受けて、アフガニスタン政府により徐々に再建されている。2001 年

末に受け継いだ保健サービスは、能力においても普及率においても限界があ

り、保健省がリーダーシップを取ってはいるが、アフガニスタン国民の健康

状態は世界でも今も最低レベルである。国民の大部分は、安全な飲料水と公

衆衛生施設を利用できない。疾病、栄養失調、貧困は蔓延し、推定 650 万人

は、食糧支援に依存している状態である。” [4a] (p8-9) 

 
28.02 2009 年 11 月 13 日に更新した国際移動機関 (IOM)のアフガニスタンに関する

国別シートでは、次のように述べている: 
 

“アフガニスタンの予測寿命は、43 歳で、世界の先進諸国の寿命の半分を若干

上回る程度である。アフガニスタンは、世界でも死亡率の最も高い国の一つ

である。乳児死亡率は、新生児 1000 人に対し 129 人である。5 歳以下の死亡

率は、1000 人に対し 191 人、母親の死亡率は、1 万人に対し 1,600 人であ

る。人口の 52％は 18 歳以下である。母親の死亡の主な原因は、大量出血、

子癇痙攣発作、産後感染症、危険な堕胎であり、緊急産科治療を実施すれば

全て防止できるものである。児童死亡は、急性呼吸疾患(ARI)、下痢、麻疹の

3 つがおもな原因で全て予防できる。幼少期から始まる慢性的な栄養失調に

より、児童の間に多い体重不足（40％）、成長不全（54%）として現れ、体

力消耗が 7％である。これに加えて、長い戦争の直接的影響として、アフガ

ニスタンでは、多くの人々が身体障害と精神的障害の問題を抱えて暮らして

いる。 ” [38b] (保険治療) 
 
医療治療と薬の使用に関する概論 
 
28.03 アフガニスタン独立人権委員会 (AIHRC)によるアフガニスタン暦 1388 年

（2009 年 11 月/12 月）のアフガニスタンの経済社会権利に関するリポートで

は次のように述べている： 
 
“保健サービスはアフガン国民全員にとって殆ど無料であるが、保健サービス

に質は貧しく、地理的普及率が不適切なので、貧しい住民層は多くの問題に

直面している。このような理由から、男性の寿命予想は 47 歳で女性の寿命予

想は 45 歳にしか過ぎず、世界の先進諸国の寿命の殆ど半分位程度である。ア

フガニスタン政府と国際パートナーは、過去数年間で顕著な達成事業の一つ

として、保健セクターの発展をほのめかしている。政府は全国民の約 85％は

現在保健サービスを利用できると主張している。HRFM [アフガニスタン独立

人権委員会の人権分野監視チーム]の調査結果では、この主張は現実に近い

が、保健サービスについては、それでも、アフガニスタンで挑戦すべきこと

は山積みである。 質の低い保健サービスと施設、辺鄙な区域から保健センタ

ーまでの長い距離、増大する治安の悪化がこれらの挑戦である。それ以外に
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も、経験を積んだ専門医は、経済的地理的理由で、辺鄙な地域で働きたがら

ない。” [78f] (p5) 
 
28.04 国連難民高等弁務官 (UNHCR) の 2009 年 7 月の避難民国際保護の需要評価の

ための適性資格ガイドラインでは、次のように述べている： 
 

“保健医療利用について、アフガニスタンの貧弱な保健医療制度は、既存イン

フラに関しては、都市に多い傾向がある。全国に、患者を入院させるベッド

を所有する保健施設は 210 しかない。 4 つの州を例外として、現在の患者数

に対する医師の数は、1 万人の患者に対し医師 1 名である。多くのアフガニ

スタン女性は、男性の保健従事者に治療されるのを嫌がるか、それを禁止さ

れているのかもしれない。同時に、利用可能な保健施設の減少のせいで、田

舎の女性は、医療を受けるため長距離歩く必要があるので、多くの場合、彼

女たちを付き沿う男性がいなかったり、反政府武装集団を恐れて、医療サー

ビスを受けない。農村部の女性は、出産時に死亡するリスクが非常に高い。

農村部では、10 万人の女性に対し、医師 6 名、看護師 7 名、助産婦 4 名以下

しかいない。パンジョシール州では、17 の医療センターがある。各センター

には女性医師 1 名、助産婦 1 名しかおらず、これで 3 万人から 6 万人の住民

の治療を行っている。  
 

“政府の保健サービス基本一括法案の拡大を通じて、保健サービスは発展した

が、アフガニスタンの保健インフラは、損害を受け、トレーニングを受けた

熟練の保守作業者と医療品の不足のため、保守管理の質が低いと報告されて

いる。監視団メンバーの中には保健サービスは大部分の国民の基本的保健需

要を満たす能力がないと主張している者もいる。国連は、保健サービスの基

本一括サービスで現在国民の 82％をカバーすると報告している。現在 900 の

医院があり、人口 40％は保健医療を利用できる。公衆保健省によれば、60 万

人以上の人間が、2007 年以降保健施設と保健従事者に対する襲撃が 2 倍にな

ったのせいで、保健サービスを利用できないとしている。しかしながら、ア

フガニスタンの保健サービスの質は全体的に改善した。ファヒムによれば、

‘乳児死亡率は、26％減少し、タリバン支配期間と比較すると、現在の年あた

りの乳児死亡数は 8 万人少ない。’ 
 

“初期支援は地区レベル利用できるが、緊急輸送手段が不足している。外傷治

療と継続治療は、大都市のわずかな病院でしか受けられないだけでなく、質

も悪く、価格も高い” [11a] (p57-58) 
 
28.05 2009 年 11 月 13 日更新した国際移住組織 (IOM) のアフガニスタンに関する国

別シートでは次のように述べている: 
 

“アフガニスタンの近代的保健施設は、殆どカブールと他の大都市に集中して

いる。アフガニスタンは、特に農村部では常に医療施設不足である。この国

では、医師、看護士、医療必需品、薬品、病院のベッドなどが深刻に不足し

ている。現在の政府は、病院を再開し、利用できる治療レベルを高めようと

している。莫大な金額が国全体に診療所建設のため充てられた。国は、アフ

ガニスタン国民に対して持続可能な医療サービスを提供できる技術を持った

アフガニスタンの専門家を必要とし、これは差し迫った状況にある。アフガ

ニスタンの病院は、基本的機能しかない。病院には、十分なスタッフがおら
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ず、十分な薬品もなく、専門施設も不足している。ハイテク装置も利用でき

ず、清潔とは贅沢で殆ど医療センターには無縁なものである。アフガニスタ

ン人は、基本的医療サービスを受けるため、隣国のパキスタンまで国境を越

えていっている。この現象は、アフガニスタンとパキスタンの国境を越すの

が比較的簡単であるのと同じく高い医療成果ももたらしている。 保健セクタ

ーの殆ど大部分は、このセクターの復旧と開発援助する 2 国間や多国間の国

際ドナーにより資金援助されている。” [38b] (保険治療) 
 
28.06 IOM アフガニスタンのカントリーシートでは更に次のように述べている: 
 

“アフガニスタンには、薬品会社は、アリア、アフガン・アメリカン、ケミア

ガールの 3 社しかなく、生産量も非常に少ないので、全ての種類の薬品は、

パキスタン、インド、イランからの輸入により、幅広く使用できる。ラボや

他のテストを含まない、アフガニスタンの医師の一人当たりの料金は、150
アフガニから 200 アフガニであり、民間病院の１ベッド 1 日当たりの費用は

500 から 1500 アフガニであることを特記する。” [38b] (保険治療) 
 
IOM アフガニスタンの国別シート  には、アフガニスタン全体にある民間病院

と政府病院を明記している。 [38b] 
 
28.07 2010 年 3 月 11 日発表のアフガニスタンの人権の実施に関する USSD 国別リ

ポート(USSD リポート、 2009 年)では、次のように述べている:  
 

“経口避妊薬、ペッサリー、注射可能物、コンドームは、売店でも州の病院で

も手に入れることができる。男性も女性も平等に、HIV を含め性感染症の診

断と治療を受ける。NGO は、性感染症は広まっており、なおかつ多くの人が

治療されない条件下で苦しんでるため、例により診断されないままに蔓延し

ていると報告している。” [2a] (セクション 6) 
 
28.08 2007 年 12 月付アフガニスタン政府国家認可薬品リスト (LDL)は次のように

述べている: 
 

“… アフガニスタンに輸入され販売される薬品は全て、国際一般的名称

（INN）で販売される。この DLD リストは、編集リスト（EDL）に記載した

全薬品を含むので、BPH、EPHs と公衆衛生省（MoPH）の国内プログラム使

用のための推奨薬品を全て含んでいる。このリストには、薬局と歯医者で使

用する製品も含まれている。公共民間セクターで使用する薬品用輸入認可当

局のガイドラインとしても使用する。” [13a] 
 

アフガニスタンの公衆衛生省国内認可薬品リスト (LDL) は、公衆衛生省でも

手に入る： 
 website at: http://www.moph.gov.af/en/  

 
(セクション 25: 女性 と 26:子供を見ること）  

 
脊髄性小児麻痺（ポリオ） 
 
28.09 2010 年 1 月 25 日、総合地域情報ネットワーク(IRIN)ニュースは、2009 年を

通じて、主に南部でポリオの 38 患者が確認されたと報告し、この記事では
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“アフガニスタン全土 84％はポリオがない状態だが、この病気は、医療従事者

がほとんどいないか利用できない 13 区画では伝染力をもっている。”とコメ

ントしている。 [36f] 国連総会安全委員会での、2009 年 12 月 28 日付、アフ

ガニスタンの状況と世界の平和と安全に関するアフガニスタンの介入に関す

る国連事務総長のリポートでは次のように述べている:  
 

“ポリオは、アフガニスタンでは重大な病気についての関心事である。2009
年 1 月から 10 月まで 24 件のポリオ患者を主に南部で確認したとの報告を受

けている。国連の平和キャンペーン中、120 万人の児童がポリオの予防接種

を受けた。タリバンは、予防接種チームを攻撃しないと誓約したので、前年

度には通行不可能だった地域でもこのプログラムを実施できた。しかしなが

ら、戦闘中であったため、目標グループの 3％については、到達できなかっ

た。.” [39a] (p6)  
 
28.10 IRIN ニュースの記事は更にアフガニスタンの世界保健機構（WHO）のポリオ

撲滅高官、タヒール・ペルヴィアズ・ミールは、“12 月の任務としてポリオ予

防活動に捧げたので、12 月のアフガニスタンの活動は、国にとって 30％以上

の効き目が高い新しいポリオワクチンを使用した国全体初めての活動となっ

た。” [36f]この記事では、更に次のように述べている、”この新しい 2 価のワク

チンは、この国に伝染しているタイプ 1 と 3 のポリオウィルス用のものであ

る。保健省高官によると、タイプ 2 は 1999 年以降全体的に報告されていない

としている” [36f]   
 
HIV/エイズ  
 
28.11 世界保健機構(WHO)と UNAID（国際連合エイズ合同計画）によれば、2000

人から 2500 人のアフガニスタン人が HIV に感染していると推定され、556 人

が HIV 陽性患者であると記録されたとしている。 [43c] (p10) 
 
28.12 世界保健機構ニュースレターでは次のように述べている: 
 

“アフガニスタンの HIV/エイズ感染患者は、2009 年 4 月 21 日アフガニスタン

のカブールの感染症病院の初のレトロウィルス予防治療（ART）センター始

動後、レトロウィルス治療を受けることができる。アフガニスタンの保健大

臣サイド・モハメッド・アミン・ファティミは、HIV 患者に薬を手渡し、開

設セレモニーを行った…HIV 治療センターは、技術的に財政的にも世界保健

機構の支援で行われている。世界保健機構は、HIV 陽性患者 30 人の 1 年間の

治療のための薬品を購入した。薬品追加 3 か月分も保証されている。” [43c] 
(p10) 
 

目次に戻る 
情報源リストに進む 

 
麻薬中毒 
 
28.13 2009 年 4 月 28 日の IRIN News では、”2005 年の国連薬物犯罪事務所

（UNODC）の調査では、アフガニスタンの 90 万人以上の人々が、麻薬中毒

で、多くの人々は、麻薬中毒関係疾病について殆ど自覚していないとしてお

り、同調査では、さらに、静脈注射中毒患者が約 19,000 人いるとしてい
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る。” [36t] 同調査では、カブールだけで少なくとも 5 万人から 6 万人の麻薬常

用者がいるとしている。” (2009 年 8 月 30 日 IRIN ニュース) [36a] 
 
28.14 アフガニスタン独立人権委員会 (AIHRC)のリサーチである 2008 年 2 月発表

した、21 州で 828 人に対するインタビューに関する麻薬中毒と結びついた実

質的要因とアフガニスタン女性の間の麻薬中毒の影響で、次のようなことが

分かった: 
 

“回答者の 4 分の 1 が彼らの子供たちも麻薬を使用すると言っている。子供の

年齢は調査では報告されていないが、数多くのインタビューにより、小さい

子供たちは、母親が、子供たちを静かにさせるために、母親がアヘンを与

え、大きい子供たちは、自分たち麻薬を吸うために、母親に麻薬を与えてい

る。これに加えて、麻薬を使用する他の家族のメンバーとして、父親 
(9.78 %)、母親 (7.49 %)、兄弟 (6.28 %)、姉妹 (7.0 %)となっている。” [48e] 
(p10)  

 
28.15 更に、この調査では、麻薬を使用する女性の理由として、娯楽、苦痛、不

眠、疲労、性的不能、出血、咳、下痢、悲しみ、悲嘆が挙げられている。 
[48e] (p17) 

 
(セクション 25: 女性 と 26:子供を見ること）  

 
28.16 2008 年 4 月 20 日の救援ウェーブの記事では次のように述べている: 
 

“アフガニスタンの保健技術問題副大臣、ファイズラ・カカールは、精神疾患

と麻薬乱用が、国が新たに取り組むべき最緊急の健康問題であるとし、アフ

ガニスタン人の 66%は、鬱病や精神疾患に苦しみ、その数が増えて、薬物の

不正入手へと向かわせている…これは国の南と西では恐ろしい状況で、タリ

バン非政府武装部隊が常駐しているので、政府の保健担当者は立ち入ること

ができないとカカールは述べている。 ‘私たちの医師と作業員の 40 名が南部

で亡くなり、多くの人々は南部に働きに行くのを怖がっている。南部で診療

所を建てようとする場合、建設会社を見つけるのが難しい。診療所の維持

も、挑戦だ。” [40a] 
 
28.17 セーブ・ザ・チルドレン/コロンビア大学調査によると、”貧困、失業、精神疾

患、鬱病、自覚の欠如、他の様々な社会経済要因により、多くのアフガニス

タンの若者は、麻薬を濫用し中毒になっている…”としている (IRIN ニュー

ス 、2009 年 4 月 28 日) [36t] 
 
28.18 2009 年 4 月の IRIN ニュースの記事では次のように報告している。:  
 

“…治療と更生サービスは、国連薬物犯罪事務所（UNODC）によれば、全国

の需要の 0.25%しか対応していない。麻薬中毒治療専用センターにはわずか

100 のベッドしかない。カブールの麻薬常用者に何人かは IRIN に対して、更

生センターに入居できるまで何カ月も待たなくてはならない…資金不足が主

な問題だ”と述べている。保健省高官アブダラ・ワルダックは、IRIN に対し、

国の治療と更生活動全体のために約 700 万ドルしかなく、これは本当に少な

すぎると述べている。” [36t] 
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28.19 国内公共ラジオ（NPR）の 2009 年 4 月 17 日のウエブサイトでは、アフガニ

スタン全体で男性の麻薬中毒患者に対応する約 30 の診療所があると述べてい

る。しかしながら、保健医療担当者は、男性、女性、子供を含めた麻薬乱用

の数の増大に圧倒され、終わりのない戦いをしていると感じている。[52b] 
2009 年 5 月に開設したカブールの NGO 運営の麻薬中毒患者更生センターで

あるネジャ・センターには、リストの中に 200 人の中毒患者が待機し、この

センターに収容されるまで 3 カ月待たなくてはならない患者もいる、として

いる。 (2009 年 8 月 30 日 IRIN ニュース) [36a]  
 
メンタルケア 
 
28.20 英国放送協会 (BBC)は 2009 年 1 月 20 日”アフガニスタン保健省の調査によれ

ば、驚くべきことにアフガニスタン人の 66％は、精神的な問題で悩んでいる

と”放送した。 [25u]   
 
28.21 世界保健機構 (WHO)2005 年メンタルヘルスアトラスは次のように指摘して

いる: 
 

“精神の健康は、保健の初期診療システムの一部ではない。深刻な精神障害の

実際の治療は、初期診療レベルでは受けることができない。地方住民（農

村）のコミュニティレベルの労働者は過去 18 年間総合診療に関わってきた。

精神障害のある患者向けのコミュニティ診療施設がある。メンタルヘルス

は、地区レベルでサービスを提供する健康サービス基本パッケージ（BPHS）
に含まれている。共通の精神障害に対する新しい治療ガイドラインが作成中

である（草案はできている）。４つのコミュニティメンタルヘルスセンター

が首都カブールで設立されたが、さらなる拡張が必要である。合計 160 ベッ

ドを持つ 2 つの総合精神医学リハビリテーションセンターがある。” [43]  

 
28.22 世界保健機構 (WHO)2005 年メンタルヘルスアトラスは次のように指摘して

いる。: 
 

“現在社会事業家は存在しなく、トレーニングを受けた精神科医がわずかいる

だけである。精神科医として働く大部分の医師は、病院内でトレーニングを

受けたり、海外で短期間研修を受けただけである。1996 年精神科に対する 3
カ月免状のコースが、複数の医師向けに実施された。精神科の卒業後の研修

は存在しない。精神科医はカブール大学で精神科の授業を受ける。有能な人

材と技術的専門化は国を去ってしまった…NGOs [非政府機関]は、国のメンタ

ルヘルスに深くかかわっている。彼らは、主に治療に携わっている。 アフガ

ニスタン政府は、十分にサービスが行き渡らない住民に対して、基本的(メン

タル)サービスの急速な拡大のため、NGO と協力している。カルバマゼピ

ン、フェノバルビタール、アミトリピチン、クロールプロマジン、ディアゼ

パン、ハロペリドールの治療用薬品が国の初期診療レベルで一般に手に入

る。国の通貨が戦争のせいで不安定なため、薬品の価格は、常に変動する。

向精神薬の処方箋なしの販売も起きている。” [43] 

 
28.23 2009 年 1 月 20 日の BBC ニュースは次のように発表した: 
 

本 COI 報告書の本文は 2010 年 3 月 18 日付で公に入手可能な最新情報を含んでいる。最近の出来事と報告書に関する追加の概略情報

は 201 年 4 月 8 日までの「差新ニュース」の項に示す。 
159

日本語訳は，法務省入国管理局による仮訳である。



アフガニスタン 2010 年 4 月 8 日 

“アフガニスタン保健省は、最も深刻な患者を治療開始するための施設も医師

も十分ではない。幼児や母親の死亡など他の健康問題が優先的に扱われる。

何故なら、理解不足のせいで、メンタル問題で悩むアフガニスタン人は悪霊

にとりつかれたと思われているからだ。これらの人間の中には、’ジンズ’（悪

魔の精神）が追い払われるまで部屋や地下室に鎖で繋がれる者もいる。更

に、治療に必要な治療代を払ったりする余裕がないため、家族から見捨てら

れる者もいる。わずかな数の精神病患者を、地方の慈善団体が世話をする。” 
[25u]     

 
28.24 国連難民高等弁務官事務所の 2009 年 7 月適任性ガイドラインでは、“社会の

烙印についてのリポートについて、肉体的精神的治療を見つけるとアフガニ

スタンのジェンダーが起因する暴力を回避できるとしている。” [11a] (p32) 
 
地雷および兵器 - 犠牲者に対する支援 
 
28.25 2008 年アフガニスタン地雷監視レポートでは“継続中の戦争、極端な貧困、

インフラの不足、低い経済発展が、全国民その中でも最大弱者に対するサー

ビス利用を未だに妨げている。アフガニスタンには犠牲者支援について全て

の地域でサービスがないか、あるいは質が低い。(VA).”としている [14a] 
 
28.26 このリポートでは更に次のように述べている: 
 

“ MPH [公衆衛生省]は、NGO と国際機関と大部分を契約し実施している基本

保健サービスパッケージ (BPHS)と基本病院サービスパッケージ (EPHS)の 2
つの戦略の使い、保健治療を調整している。サービス提供者の間の調整には

限界があり、公衆衛生省は、NGO と効率よく契約を結ぶ能力がない。BPHS
の普及率は 2002 年の 9％から 2008 年 85％に上がったと言われている。 
EPHS は、15 の病院で実施されている。しかしながら、アフガニスタンのヘ

ルスケアは、世界でも最低の状態である。アフガニスタンには、地雷/ERW
の生存者を含めた、身体障害者を対処して、必要な支援を提供させるための

インフラも、緊急搬送手段、訓練を受けたスタッフ(特に女性)、必需品、資金

も不足している。十分な医療スタッフをトレーニングするためには 5 年から

10 年必要とされているし、スタッフの中には農村部で働くのを拒否する者も

いる。 
 

“基本的健康医療は原則的に無料だが、大部分の公共病院の設備は貧弱なの

で、人々は手が出ないほど高い民間診療所に行かざる得ない。公衆衛生省

は、戦争に巻き込まれたヘルマンド、カンダハール、パキティか、ザブール

州の 36 万人は、保健サービスを利用できないと推測する。反政府武装軍団

は、2007 年から 2008 年にかけて保健従事者約 40 名を殺したので、少なくと

も 36 の保健センターが閉鎖し、国際保健提供機関は撤退した。NGO は、初

期の支援トレーニングを実施するが、外傷を治療できる正式なトレーニング

はしない。ISAF [国際治安支援部隊]は時々緊急搬送を行う。 
 

“理学療法は、19 の州と、10 の州で運営されている 100％国際機関に依存す

る 14 の整形外科研究会で利用できる。公衆衛生省は、身体的リハビリの調整

を担当するが、センター1 つしか運営していない。” [14a] 
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(セクション 24: 身体障害 とセクション 30: 行動の自由 – 地雷および不発弾を

参照） 
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29.   人道問題 
 
概論 
 
29.01 アフガニスタンは、世界の最貧国の一つである。“戦争と治安の悪さのせい

で、アフガニスタンの人々には、保健治療や通学など私たちが提供する基本

的サービスが与えられなかった。いくつかの本格的進歩がなされたが、アフ

ガニスタンは、全てのミレニアム開発目標を達成する道から現在それている

のが実情である（国際開発部 -  DFID 2008 年 8 月 22 日) [51a] 
 

(セクション 2:経済を参照すること） 
 
29.02 2009 年 1 月 29 日付国際難民リポートでは” NATO/ISAF [北大西洋条約機構/

国際治安支援部隊]の軍隊と反政府武装集団の戦争は、人間の状況に深刻な影

響を及ぼした。暴力は、作物、家を破壊し、移動を生み出し、人道主義活動

の介入をせざる得なかった。更に、市民も、しばしば軍事作戦真っ只中で逮

捕されている。” [57a] 
 
29.03 2009 年 4 月 17 日カブール東 50 マイルのナンガルハール州で 2 つの地震が発

生し、少なくとも 22 人が死亡し、30 人以上が傷を負った。震度計はそれぞ

れマグニチュード 5.5 と 5.1 と測定し、それから 2 時間後に余震が起こった。

多くが乾燥した泥でできた数百の家が破壊された (2009 年 4 月 17 日 BBC 放

送) [25t] 
 
29.04 総合地域情報ネットワーク (IRIN)は、2009 年 4 月 29 日に次のように報告し

た: 
 

“過去 10 年間アフガニスタン各地で起こった鉄砲水、地滑り、地震は、数千

個の家に損害を与え、数百頭の家畜を殺し、数千人のホームレスを生んだ

と、国連人道問題調整事務所（OCHA）は述べている。アフガニスタン国内

災害管理当局(ANDMA)によれば、2 週間前のパルワン、ファルヤブ、タクハ

ール州のハラトの洪水では少なくとも 15 名が死亡し、多くの人間がけがを負

ったとしている。” [36q] 

 
29.05 東アフガニスタンのラガハマン州アリンガール区画の 2009 年 9 月 2 日の鉄砲

水で少なくとも 11 人が死亡し、数多くの家が著しい損害を受けた。隣接する

ナンガルハール州もこれより数日前鉄砲水が発生した。アフガニスタン赤三

日月会主導の評価チームは、ナンガルハールの州都ジャララバッド市では合

計 4000 人が影響を受けたと評価した。ナンガルハールの他の区画で影響受け

たのは、ショルクホロッド、クズクナール、ロダット、チャパルハール、ベ

ホスッドである。国連人道問題調整事務所(OCHA)の評価リポートでは、”…
ナンガルハール州では 11 名の被害者 (死者 4 名、負傷者 7 名)、家屋の破壊 
289 戸、損害を受けた家 234 戸、死んだ家畜 30 頭”と記録している (IRIN ニ
ュース、 3 September 2009) [39l]  

 
29.06 2010 年 2 月 22 日の IRIN ニュースでは、ヘルマンド州のナド・アリ区画で北

大西洋条約機構とアフガニスタン対タリバン攻撃部隊の共同部隊に巻き込ま

れた移動する人々（難民）について報告した。: 
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“移動者の数は、州当局によれば、過去 4 日間で 2 倍以上にも膨れ上がった。

マルジャハからナド・アリまで移動した 3,700 以上の家族(約 22,000 人)は、

ヘルマンド州都で登録され、ヘルマンド州知事の広報担当官ラシュカルガ・

ダウッド・アマディは、IRN に 2 月 22 日に次のように語った。彼は、国内移

動した大部分の移動した人々（IDP）は、親戚や友人の家に宿泊し、建物の廃

墟に避難場所を見つける人もわずかいたと述べた。アフガニスタン赤い三日

月会 (ARCS)によれば、2 月 13 日の攻撃直前に 450 以上の家族（約 2,700
人）は、ナワ区画に逃げ、それ以外はヘルマンド州の近くの場所に逃げた。” 
[36o] 

 
29.07 国連総会安全委員会: 2010 年 3 月 10 日の事務総長のアフガニスタンの状況と

国際平和と治安への関係では、アフガニスタンの人道状況について次のよう

に述べた。: 
 

“人道主義の対応は、アクセス手段不足と破壊される安全な環境による移動と

作業制限が増加するため、常に、悪化させられている。一定地域では、進行

中の軍事作戦により、住民への接近が 100％遮断された。これにより、報告

された移動の検証と必要とする人々に対する支援提供の両方が阻止されてい

る。国連人道主義問題調整事務所は既存の国際並びのアフガニスタン特有の

人道市民軍事ガイドラインと全面的に従い、市民関係者が、人道援助を提供

できない場合には、最後の手段として、人道援助を提供するために、軍隊に

対し、軍隊の役割の制限が必要なことを継続して主張する。” [39i] (p11) 
 

(セクション 8: 治安状況 – 南部、南東と東部、 セクション 31: 国内難民 とセ

クション 34: アフガニスタン難民の帰国も参照。) 
 

目次に戻る 
情報源リストに進む 

 
国際援助 
 
29.08 2009 年 7 月国際難民リポートは次のように述べている: 
 

“2009 年 2 月 3 日に開始した人道主義者の訴えによる 6 億 4 百万ドルの資金

は着実に集まったが、52％以上は、食糧安全に回り、大部分の基金は世界食

糧プログラム(WFP)には回ってしまった。大部分の人道支援ドナーは主要開

発機関に比べ予算が少ない。事実、ヨーロッパ委員会人道事務所（ECHO）

の 2009 年の予算は 350 万€、都市計画予算の半分の米国海外災害援助

(OFDA)も 2900 万ドルにしか過ぎない。比較すると、米国国際開発庁

(USAID)は、2009 年一兆ドル以上の予算を持っている。人道活動の需要に答

えるため、もっとこの分野に焦点を当てた資金集めが必要である。” [57b]    
 
29.09 更に、国際難民リポートは次のように付け加えている: 
 

“大部分の NGO は、過去数年間開発セクターを重要視したため開発プロジェ

クトから大部分の資金を得ている。これは、需要だけに対応する代わりに、

2001 年以来開発は反政府武装集団防止のツールとして使用されているため、

多くのドナーは彼らの軍隊のいる地域にプロジェクトを見つけようとしてい
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るからだ。国連の政治委任統治から派生した不公平と組み合わさって、この

状態は、アフガニスタンの人道活動の需要の真の姿を知るのが非常に困難に

なっている。国連のある職員の言葉を借りれば、アフガニスタンは、タリバ

ン体制崩壊後約 18 年たっても顔のない緊急性を持ち、需要は重大だが、国際

社会は、この需要のスケールを未だに定義する能力がない” [57b]    
 
29.10 国際難民リポートは更に次のように付け加えている: 
 

“しかしながら、状況はそれほど暗澹としているわけではない。去年とは反対

に、2008 年人道問題は、今議題に上り、ドナーとアフガニスタン政府は自由

に話し合っている。ドナーは、援助団体が明確な状況と必要とする住民への

接近を可能とするため、関係者全員が戦争について話す必要があることを認

めた。これは、正しい方向付けのための大切なステップであり、過去 8 年間

に失った人道スペースのいくつかの再建を助けるかもしれない。” [57b]     
 
29.11 2010 年 3 月 10 日付国連総事務長リポートでは、次のように述べている: 
 

“冬が温暖だったにもかかわらず、人道支援機関は冬準備計画を、各地域人道

活動緊急事態計画として作成した。世界食糧プログラム (WFP)は、803,8715
人の受益者を賄うための 23,760m トンについて遠隔地域を事前に位置決定し

た。これに、UNHCR [国連難民高等弁務官]が 20 万人以上の傷ついた難民に

配布する食糧以外の品物が補完した。2009 年、世界 食糧プログラムは、合計

で約 9 百万人の傷ついたアフガニスタン人を養った。これには、春の洪水の

ような局部的緊急事態の影響を受けた 325,400 人を含めた約 140 万人の食糧

援助の 51,370m トンの食糧も含まれる。UNHCR との緊密な協力の下、国内

難民 118,800 人と 43,600 人の帰還者も支援した。” [39i] (11)     
 
29.12 報告書では、”人道活動にもっと焦点を絞った新しい 2010 年行動計画が、

2010 年 1 月に始まった。この計画は今年はまだ資金が見つかっていないが、

ロンドンの会議ではこの件について注目が浴び、アフガニスタンでの広範囲

なドナーの活動の実施に関する努力が進行中である。” [39i] (12)     
 

(セクション 3: 歴史 – アフガニスタン協定も参照すること。) 
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30.   行動の自由 
 
30.01 2010 年 3 月 11 日発表の米国国務省の 2009 年人権の実施に関するカントリー

レポート、アフガニスタン(USSD Report 2009)のでは次のように述べている:  
 

“法律では、国内の移動の自由、外国旅行、移住、本国送還について規定して

いる。しかしながら、社会の慣習は、男性の同意や付き添いなしでの多くの

女性の行動の自由を制限し、治安上から政府も市民の行動に制限を加えてい

る。国内の一定地域での最大の行動への制限は、安全の欠如に起因する。多

くの地域で、反政府武装集団、盗賊、地雷、IED [即席爆弾装置]が、特に夜間

など旅行を非常に危険なものにしている。政府は、 UNHCR [国連難民高等弁

務官]、 IOM [国際移住機関]、他の人道活動組織と協力して、国内を移動する

人々、難民、帰還難民、他の関係する人々を保護し支援している。 
 

“タクシー、トラック、バスの運転手は、治安部隊と反政府武装集団は、不正

なチェックポイントを作って、金銭や品物をゆすりとっていると報告してい

る。これらのチェックポイントの数は、国境を接する州ではとりわけ夜に増

大する。 住民は、ジャララバドとパキスタンの国境のクヒベール通過国境と

チェックポイントで ANP [アフガニスタン国家警察]と 国境警察職員に賄賂を

支払わざる得なかったと報告している。タリバンは、南東部で権威者として

ふるまうタリバンは、全住民に対して夜間外出禁止令を発行している。” [2a] 
(セクション 2d) 

 
(セクション 25: 女性 – 女性の行動の制限に関する情報に関する社会経済権利 
とサブセクション 独身女性と寡婦)を参照すること） 

 
地雷および不発弾 
 
30.02 2008 年アフガニスタン地雷監視リポートでは、“アフガニスタンイスラム共

和国は、2003 年 3 月 1 日州の一部となった 2002 年 9 月 11 日の地雷禁止条

約に同意した。アフガニスタンは、地雷禁止条約に関する罰則も含む新しい

国内施行法制度を採決していない。” [14a] 
 
30.03 2008 年 11 月 10 日の国連安全委員会リポートでは、”かつての紛争と現在の

紛争双方から起因する戦争の名残の人間とタンクを狙った地雷と数多くの爆

弾のある 5,027 か所の危険地域について 728 平方キロメートルあると推定

し、これらの地域の中でも特に東地域、北部地域、南東地域は撤去が必要で

ある。” [39d] (p10) 
 
30.04 2009 年 USSD リポートは次のように述べている: 
 

“地雷および不発弾は、今でも、死者や負傷者を出し、耕作に制限を与え、難

民の帰還の足枷になっている。国連アフガニスタン地雷活動センター  
(UNMACA)は、地雷および不発弾は、毎月約 40 人を死亡させ、負傷させてい

るが、2008 年は毎月 57 人だったので大幅の減少となったと報告している。 
 

“UNMACA とハロー・トラストの組織しトレーニングをした地雷検出チーム

を含む数多くのグループは国全土で作業をしている。国連機関と NGO は、

国の様々な地域で、特に女性と児童向けに、150 万人以上を対象とした教育
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プログラムと地雷に対する認識キャンペーンを展開した。2009 年末には、地

雷および不発弾は、約 2000 のコミュニティを危険に晒した。” [2a] (セクション 
1g) 

 
(セクション 24:身体障害 とセクション 28: 医療問題 - 地雷および兵器 - 犠牲

者に対する支援を参照すること） 
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31.  国内難民(IDPS) 
 
31.01 2010 年 3 月 11 日発表の米国国務省の 2009 年人権の実施に関するカントリー

レポート、アフガニスタン(2009 年 USSD リポート)のでは次のように述べて

いる:  
 

“当局は、2009 年末には 27 万 5,000 人以上の国内難民がおり、その内 3 分の

2 は、食糧も含めた援助が必要と推定している。国内難民の半分以上は、南

部にいる。多くの人々は、1995 年の旱魃、2002 年の治安悪化と旱魃、2003
年と 2004 年の間に起きた人権冒涜行為、所有地に関係する民族紛争のせい

で、自分たちの居住地を捨てた 100 万人以上の国内難民である。これらの

人々は、当初は南部の事情に応じてテント生活を行っていたが、正式に組織

した自発的居留地が、カブール、ハラト、ジャララバッドを含めた主要都市

のはずれに、急激に作られていった。  
 

“当局は、約 62,000 人が、年内に新しく移動し、これには、地域の武装紛争

に関連した治安悪化と暴力が原因の 45,000 人余りの人々も含む。この内、約

6,600 人が新たに干ばつの影響を受け、9,900 人が、部族、民族、土地の諍い

の影響を受けている。地方政府は、住居支援を行い、地方復興開発省、アフ

ガニスタン赤い 3 日月会、UNHCR[国連難民高等弁務官]、IOM[国際移動機

関] 、UNAMA[国連アフガニスタン支援派遣団]、UNICEF[国連児童基金]、で

構成する州の緊急員会を通じて紛争の影響を受けた国内難民に対し食糧援助

をする場合もある。UNAMA は、治安悪化のために、接近がむずかしいた

め、難民の数を評価するのが難しくため、支援提供の難点となっている報告

している。” [2a] (セクション 2d) 
 
31.02 July 2009 年 7 月 20 日、国際難民は、国内難民（IDP）の人道活動について

次のように報告している: 
 

“アフガニスタンの国内難民の人道の状況は、持続可能な解決策を見出すのが

難しいため、大目に見られている場合が多い。国内難民の半数以上は、2001
年タリバン崩壊時点とそれ以前の紛争の結果として移動している。国内難民

の中には以前パキスタンやイランで難民となっていた人間もいるが、帰国し

ても自分たちの元の住まいに戻れない状態である。それ以外の人々は、持続

不可能な経済条件を生み出した自然災害のせいで、移動している。最終的に

は、治安状態が悪化しているので、タリバングループに対する国際軍隊とア

フガニスタン軍隊の紛争のせいで、人々の移動はますます増大している。” 
[104c]  

 
31.03 2009 年 10 月 4 日総合地域情報ネットワーク (IRIN)ニュースは、北アフガニ

スタンのカルダーとショテパ区画の数多くの家族が、アミュ川土手の決壊を

受けて移動したと報告している。900 人以上の人々は、テントを作ったり、

近くのコミュニティに避難場所を求めざるえなかった。 [36u] 
目次に戻る 

情報源リストに進む 

本 COI 報告書の本文は 2010 年 3 月 18 日付で公に入手可能な最新情報を含んでいる。最近の出来事と報告書に関する追加の概略情報

は 201 年 4 月 8 日までの「差新ニュース」の項に示す。 
167

日本語訳は，法務省入国管理局による仮訳である。



アフガニスタン 2010 年 4 月 8 日 

32.   市民権と国籍 
 
32.01 2001 年 3 月の国連人材管理事務所文書、世界の市民権法では次のようの述べ

ている: 
 

“アフガニスタンの市民権法は、1992 年 3 月 19 日付アフガニスタン共和国の

法務省官報を基礎にしている。 
 

“誕生による:アフガニスタン国内で誕生が自動的な市民権提供にはならない。

親が分からない場合や国籍のない親の場合を例外とする。 
 

“血統による: 誕生した国がどこであれ、母か父が市民権を持っている場合。  
 

“婚姻: アフガニスタン市民と結婚した外国人は、申請すれば、市民権が与え

られる。 
 

“中立状態による:アフガニスタン市民権は、次の条件を満たせば[原文のま

ま] 、取得できる場合もある、すなわち、アフガニスタンで生まれ、最低でも

5 年間継続してアフガニスタンに住んでいる。 
 

“二重市民権: 認められない。  
 

“例外:不安定な政治状況や戦争で国を離れ、新しい市民権を得た、かつてのア

フガニスタン市民は、アフガニスタンの非公式市民権を持つことができる。 
 

これは、国から急遽離れて、新しい市民権を失わずに、いつかアフガニスタ

ンへの帰国を望む人間に対する認可である。外国人と結婚したアフガニスタ

ン配偶者は、配偶者の国が要求しない限り、アフガニスタン市民権を放棄す

る必要はない。  
 

“市民権の喪失:自発的:アフガニスタン市民権の自発的放棄は、法律により許

可されている…下記の人間は市民権の放棄が許可されていない: 
 

 “政府や他の機関に対し財政的義務を継続して負う人間。 
 “犯罪を犯した結果刑務所への拘留判決がでた人間。 
 “国の治安に関係した人間でこの人間がいなくなるとアフガニスタンの治

安に危険が及ぼすと思われる人間。 
 

“強制的: 次の人間は、アフガニスタン市民権の強制的喪失の根拠となる: 自発

的に外国の市民権を取得し、二重市民権で規定した例外的身分に当てはまら

ない人間。二重市民権に関係し、アフガニスタン市民権の責任を取らない人

間は、怠慢により、市民権を喪失する。大使館に連絡を取り、市民権が正式

に放棄される。.” [61] (p13) 
 
32.02 カナダの移民難民委員会調査理事会は、2005 年 2 月に、アフガニスタン市民

権に関する情報要請に関する返答の中で、次のように述べている: 
 

“アフガニスタンは、二重市民権を認めていない。しかしながら、3 年前の決

定[原文のまま] は、アフガニスタン政府だけで採択したため、二国間や多国
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間法律実施関係では無効となる。この決定は、主に、アフガニスタンの海外

の難民も含めた国外在住者の帰国を促進し最終的には道を開き、進行中の政

治復興プロセスに参加させる目的がある。政府は、国内、他の国との二国間

関係、パキスタンの問題について、法的パラメータを規定する規則だけでな

く法令の枠組みもいまだに制定していない。現在、アフガニスタンとパキス

タンの二重国籍を持つアフガニスタン人の法律と権利はペンディング状態で

ある…  
 

“父親、または母親、あるいは両親がアフガニスタン市民の、パキスタンも含

め、元の国以外で生まれた子供は、アフガニスタン市民と考えられる。事

実、アフガニスタン市民権に対する優勢的な法律では、市民権は世襲制で、

両親または親の一人がアフガニスタン人の子供は、自動的にアフガニスタン

市民権を得る。  
 

“しかしながら、オタワのパキスタン高等委員会の情報によれば、パキスタン

は、アフガニスタンとの二重国籍を認めず、アフガニスタン市民の両親の子

供が、パキスタンで生まれても、この子供は、パキスタン市民権を与えられ

ないとしている[原文のまま]。(2005 年 2 月 25 日)。” [77a] 

 
目次に戻る 

情報源リストに進む 

 

身分証明書  
 
32.03 アフガニスタン独立人権委員会 (AIHRC)による 2008 年 12 月のアフガニスタ

ンの経済社会権利に関するリポート III では、“アフガニスタン市民法第 47 条

では、人の市民としての身分は、身分証明書に記載され、この身分証明書を

要請があれば、要請した人間に提供されなくてはならないと規定している。

身分証明書には、名前、名字、出生日と出生場所、職業、国籍、居住地住

所、出生日と出生場所を記載した配偶者と子供たちの名前を記載しなくては

ならない。” [78a] (p31-32) 
 
32.04 アフガニスタン独立人権委員会 (AIHRC)によるアフガニスタンの経済社会権

利に関するリポート IV、アフガニスタン暦 1388 年(2009 年 11 月/12 月)では

次のように述べている: 
 

“国の身分証明書と出生証明書は、人々の身分を確立し、与えられた市民権を

享受するため非常に重要である。 身分証明書がないと、婚姻、罰則、裁判手

続きについて、個人の人権違反が起きる環境を作り上げる。AIHRC の統計で

は、強制結婚や若年結婚の多くの場合、 児童の年齢は、出生証明書や身分証

明書がないために、実際よりも高く設定され、結果として児童結婚が行われ

ていると、指摘している。出生証明書と身分証明書の発行は、世界のどの国

でも、強制的であるが、政府は、この件に関して放置してきた。この問題は

今までの体制から受け継がれているが、政府は、包括的国勢調査を行い、

人々に国の身分証明書を発行するべきであった。2007 年独立選挙委員会 
(IEC)と内務省 (MoI)は、身分証明書配布に関する議定書に署名した。この議

定書によれば、18 以上のアフガニスタン国民全員は、2 回目の大統領選挙開
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催については未定のままで、身分証明書を受け取らなくてはならないが、こ

の議定書は、実行されないまま期限切れとなった。” [78f] (p27) 
 
32.05 カナダの移民難民委員会調査理事会は、2007 年 12 月 18 日、次のように記録

した:  
 

“ 2006 年 4 月 7 日付書簡では、オタワのアフガニスタン大使館参事官は、調

査理事会に対し、“アフガニスタンには、タズキラ（身分カード）とタズキラ

証明書と言う 2 種類の身分証明書があると述べている。参事官によれば、

1990 年や 1992 年に、アフガニスタン政府は、20 ページにも及ぶ身分証明文

書であるタズキラの発行をやめ、当人の名前、父親の名前、祖父の名前、誕

生日（ヒジリ暦に従う）と出生場所の基本的最低情報を記載した 1 ページだ

けのタズキラ証明書に変更した(アフガニスタン、2006 年 4 月 6 日)” [77b] 

( セクション 26: 児童 – 文書化を参照すること） 
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33. 偽造および不正入手公文書 
 
33.01 文書作成中 COI サービスにはこの件に関する情報は何もない。 
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34.   出国と帰国 
 
34.01 2009 年 2 月 25 日発表の米国国務省の 2008 年人権の実施に関するカントリー

レポート、アフガニスタン(USSD Report 2008 年)のでは、法律は外国旅行の

自由を許可すると述べている:  
 

“...しかしながら、いくつかの法律では、市民の移動を制限し、政府も、治安

上のは、問題から市民の移動に制限を加えている。2007 年、国会は、男性の

親戚の許可なしに、女性にパスポートを申請する権利を女性に与えるパスポ

ート法の修正を行った。しかしながら、国の一部地域では、地方の慣習や伝

統では、男性の付き沿いなしでの、外出することを禁止している。” [2a] (セク

ション 2d) 
 
アフガニスタンの難民の帰国 
 
34.02 アフガニスタン独立人権委員会 (AIHRC)によるアフガニスタンの経済社会権

利に関するリポート IV、アフガニスタン暦 1388 年(2009 年 11 月/12 月)では

次のように述べている: 
 

“価値のある難民の帰国に関する大統領命令 207 では、 ‘アフガニスタンの暫

定行政当局は、帰国者全員の権利を保護し…彼らの安全と堂々とした帰国を

保証し…自発的本国帰還の原則に従うことを希望し、アフガニスタン人に

は、自国に帰国することを自由に決定する機会が与えている…’” [78f] (p20) 
 
34.03 アフガニスタン独立人権委員会 (AIHRC)によるアフガニスタンの経済社会権

利に関するリポート IV、アフガニスタン暦 1388 年(2009 年 11 月/12 月)では

更に、次のように述べている: 
 

“難民、帰国者、 IDPs [国内難民]は、アフガニスタン国内国外で多くの問題を

抱えて、経済社会権利の利用に直接制限が加えられている。 UNHCR [国連難

民高等弁務官]によれば、約 700 万人が、2001 年のアフガン紛争を頂点とし

て、パキスタンとイランに住んでいると記録している。2002 年のアフガニス

タン安定化以降、多くのアフガニスタン人が、帰国している。2002 年 3 月以

降、UNHCR は、大部分がパキスタンとイランからの約 430 万人の難民帰国

を援助した。2008 年 UNHCR は、約 278,484 人の帰国を支援した。 現在、

パキスタンには 2 百万人イランには 1 百万人のアフガニスタン難民がいる

（登録難民)。” [78f] (p20-21) 
 
34.04 AIHRC リポートはさらに次のように述べている: 
 

“増加する治安の悪化、ホームレス、所有地に関する争い、生計の選択の余地

のなさは、難民の帰還と、帰還者と国内難民の再統合を妨げる原因になって

いる。国のあらゆる地域での治安の悪化により、元いた場所に戻ることはほ

とんど不可能になっている。アフガニスタン紛争の間、体制も何回か変わっ

たため、複数の所有者が 1 つの土地区画を請求することもある。多くの指揮

官が、不正に、土地を収用し、部下や親戚に分配した。強制移動中、家族の

サイズは殆ど 3 倍に膨れ上がったので、既存の土地や家は家族を入れるため

には小さくなったため、それも元の場所に戻ることの妨げになっている。こ
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れに加えて、アフガニスタンを逃げた多くの人々は、財産を持たない上、生

活の手段の選択の余地もないのて、元の場所に戻ることを渋っている。 不適

切な経済的機会のため、元の場所への帰還は、不可能か、望まないものにな

っている。元の場所に戻ることのできない大部分の人々は、生活の手段がな

いので、他の都市に移動してホームレスになり、都市の貧しい層に入ってい

る。” [78f] (p21) 
 
34.05 2009 年 1 月 26 日付国際難民リポートは次のように述べている: 
 

“2001 年以降帰国した 5 百万人のアフガニスタン人は、土地や仕事を手に入

れる問題と立ち向かっている。これらの帰還者を対象としたプログラムは未

だに不適切な状態である。ドナー政府は、生活の手段、住居、保健、教育に

的を絞った帰国者の多い地域に対するプログラムに対する資金割り当てを増

すべきである。しかしながら、アフガニスタンでの主導的ドナー、米国は、

援助資金を、大幅なインフラプロジェクトに対し、不均衡なほど費やしてい

る。2008 年財政年度では、米国援助予算 1.1 兆円の内、建設だけに、3 億

9800 万ドルが割り当てられた。 これは、帰国し生活を立て直したいと願う数

百万の人間の基本的需要に見合わない。 
 
“同じようなギャップは国連の対応にも見られる。国連難民機関 (UNHCR)
は、 アフガニスタンへの帰国者に対し、基本的な品物のセットを提供する

が、最貧困の家族を養う生活手段を提供できない。急速な復興活動まで拡大

するため、国連開発プログラムは、援助と自給自足の間のギャップを埋める

プロジェクトの設計と実施にもっと介入すべきである。早期の復興集団がカ

ブールで設立されるべきであり、UNDP はそれを主導しなくてはならない。” 
[57a] 

 
34.06 2009 年 8 月 31 日付、アフガニスタン難民帰国状況に焦点を当てた機関状態

国際危機グループ (ICG)のリポート、 難民のために今何ができるか？では次

のように述べている:  
 

“2002 年以降農村部に戻った多くのアフガニスタン人は 90 年代後半や 2001
年末に家を捨てた。比較的短い不在の間、大部分の人間は、自分たちのコミ

ュニティと強いきずなを維持し、所有地を維持し土地にアクセスできるよう

管理してきた。 家族と友人の間の定期的な訪問と接触が、帰国と再統合を促

進した。帰還者は、その場所に留まった人間と同じように、破壊した家の再

建支援、種、畑や果樹園の苗木、家畜を満たすための生活手段など最低必需

品を必要とする。” [26e] (p6) 
 
34.07 同じ ICG レポートは次のように述べている、”農村部の治安はますます悪化し

ているので、帰還した多くのアフガニスタン人は、都市へ移動するので、急

速な都市への人口流出化が起こり、貧困、失業、犯罪増加を助長している。

カブールの人口は 7 年間で 3 倍になった。” [26e] (pi) 
 
34.08 2009 年 8 月 21 日アクセスした UNHCR 国別事業プロフィールでは次のよう

に述べている: 
 

“アフガニスタンの治安悪化、政治の不安定、経済社会条件の悪化の増加は、

自発的帰国を妨げている。現状のこれ以上の悪化は、期待される帰国者の数
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を減らし、特別な必需品と保護リスクに対する個人への援助供給の妨げとな

る。UNHCR は、パキスタンとイランの国境両方の緊急移動に対する予期さ

れる緊急事態計画の最新版を作る予定である。南部と南東部への接近は難し

いと思われる。” [11f]  
 
34.09 2009 年 8 月 31 日付、アフガニスタン難民帰国状況に焦点を当てた機関状態

国際危機グループ (ICG)のリポート、 難民のために今何ができるか？では次

のように述べている:  
 

“アフガニスタン農村復興開発省と都市開発住宅省は、国内プログラムに難民

と IDP[国内難民]を対象とした帰還者の援助を組み入れた。NGO[非政府組

織]、国連機関、ドナーを含む他の組織は、それぞれの開発プログラムに帰還

者援助を組み入れようとしている。再統合とは、再建と開発の全ての面に関

わるので、帰還者の生活手段の需要と弱点は、殆どすべての省の権限下に置

かれる。” [26e] (p11) 
 
34.10 国際危機グループ (ICG)のリポートはさらに”人道活動機関は、複数の州の農

村コミュニティに対し、食糧、収容所建設、水用タンクポンプを含めた、意

義ある緊急救援援助を提供したが、治安悪化のため、これらの機関は、南部

と南東部への接近に奮闘している。” [26e] (p6) 
 
34.11 2009 年 11 月に更新した米国国務省カントリーリポート、アフガニスタンで

は次のように述べている:   
 

“難民本国帰還省 (MORR)が、アフガニスタンイスラム共和国への亡命者の帰

国援助を主導している。国連難民高等弁務官事務所 (UNHCR)は、国際移動機

関 (IOM)、国連児童基金 (UNICEF)、世界食糧計画 (WFP)、世界保健機構 
(WHO)、数多くの国内国際 NGO とドナーと協力して、国際社会の対応を主

導する。米国は、2001 年 9 月から 2008 年 11 月の間アフガニスタン難民、帰

国者、他の紛争の犠牲者援助のため、5 億ドル以上拠出している。” [2e] (p11-
12) 

 
帰国者の扱い 
 
34.12 2009 年 2 月 1 日の UNHCR 自発的帰国の小冊では、“UNHCR は難民の国際

的保護を提供し、彼らの移動に対する長期的持続可能な対策を模索する権限

が与えられている。可能な対策の中で、安全で堂々たる自発的帰国が、

UNHCR の最も好ましい選択であり、大部分のアフガニスタン難民の願望の

一つでもある。” [11g]  
 
34.13 更に、UNHCR は次のように付け加えている: 
 

“アフガニスタン到着後直ちに、難民は、UNHCR 現金引き渡しセンター(EC)
を訪ね、交通・統合用の現金支援を受けなくてはならない。EC では、帰国者

は、地雷確認トレーニング、子供にはポリオ・麻疹の予防接種、基本医療支

援、法的支援、マラリア発生地帯では蚊帳、中継センターには、宿泊所など

様々なサービスを利用できる。5 つの EC がある (カブール、ハラト、ジャラ

ラバッド、ガルデズ、カンダハール)、難民帰国省(MoRR)と協力の下、 
UNHCR が運営している。(MoRR).” [11g]  
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35.   雇用権利 
 
35.01 2004 年 1 月に採択した新憲法第 48 条では、“労働は、アフガニスタン人全員

にとって、権利として認められている。労働時間は、有給休暇、雇用と雇用

者の権利、労働関連問題は、法律で規定する。職業と商売の選択は、法律の

範囲内で自由である。” [4b] 

 
35.02 2010 年 3 月 11 日発表の米国国務省の 2009 年人権の実施に関するカントリー

レポート、アフガニスタン(USSD Report 2009)のでは次のように述べている:  
 

“2009 年 7 月カルザイ大統領は、政府職員に対する最低賃金を 4,000 アフガ

ニ($80)と 2 倍とする法律に署名した。最低賃金は民間セクターでは、月当り

2,000 アフガニ($40)であるが、現実ではこの採点賃金は保護されていない。

最低賃金は、労働者と家族に、世間並の生活基準を提供できない。賃金は、

市場原理、非公式な交渉は決定され、政府職員の場合には政府が決定する。

多くの労働者は、日雇として雇われている。 
 

“法律では、標準週労働時間を 40 時間、1 時間の昼食とお祈りの時間を含めた

1 日 8 時間の労働を規定している。これより少ない週当たりの労働時間が、

青少年、妊婦、授乳中の母親、炭鉱夫、健康リスクのある職業に規定されて

いる。法律では、労働者に対し、賃金、祝日以外の休暇、労働災害の賠償

金、雇用者とその家族に対する健康保険、出張の場合の日当、交通費、食糧

手当、夜間勤務特別料金、退職手当、仕事中の死亡の際の葬式費用賠償金を

受け取る権利を規定している。これらの基準は、実際には効力がなく、市民

は、法律に従う労働の範囲全てを認識していない。” [2a] (セクション 7e) 
 

(セクション 26:児童 – 児童労働を参照すること） 
 

目次に戻る 
情報源リストに進む 

 

本 COI 報告書の本文は 2010 年 3 月 18 日付で公に入手可能な最新情報を含んでいる。最近の出来事と報告書に関する追加の概略情報

は 201 年 4 月 8 日までの「差新ニュース」の項に示す。 

日本語訳は，法務省入国管理局による仮訳である。



2010 年 4 月 8 日  アフガニスタン 

付属文書 A: 主な出来事の年表  
 
情報源 (2010 年 2 月 24 日更新の英国放送協会 (BBC)タイムライン) [25b]（ 他の声明が

ない限り） 
 
1919 アフガニスタンは、彼らの勢力範囲下に置こうとするイギリス軍との 3 回目

の戦いの後、独立を手に入れる。  
 
1926 アマヌラーは、自らを王を宣言し、保守的な軍隊に反対する社会改革導入を

試みる。 [注記： 1919 年父親のハビブラ暗殺後アマヌラーが彼の継承したと

ヨーロッパでは記録されている。] [1f] (p53) 
 
1929 アマヌラーは、彼の改革による市民の不安を受け逃亡する。  
 
1933 ザヒル・シャーが王になり、アフガニスタンは、40 年間の君主制に留まる。  
 
1953 モハメッド・ダウド将軍が首相になる。軍に対する経済援助を受けソビエト

連邦への転換。いくつかの社会的な改革（例えば女性を人目に触れさせない

習慣の廃止）パルダッシュの廃止の導入。  
 
1963 モハメッド・ダウドは、首相辞任を強要される。  
 
1964 導入される立憲君主制度 - しかし、政治的な分極化と権力闘争へ向かう。 
 
1973 モハメッド・ダウドはクーデターで権力を奪回し、共和国を宣言する。ソ連

を西側大国に対抗させて漁夫の利を得ようとする。彼のスタイルにより、対

抗する連合左翼派閥が遠ざかる。  
 
1978 ダウド将軍は倒され、左翼民主党のクーデターで死ぬ。しかし、党内のカル

クとパルチャム派閥は争う。そして、大部分の パルチャムリーダーの一掃さ

れたり、亡命に至る。同時に、社会的変革に反対した保守的イスラム少数民

族のリーダーは、農村で武装反乱を開始する。 
 
1979 カブールの左翼リーダーＨ・アミンとニュール・モハメッド・タラキの間の

権力闘争で、アミンが勝利した。農村部での反乱は続き、アフガニスタン軍

は崩壊に直面する。ソビエト連邦はアミン追放のために最終的に軍隊を送り

込み、アミンは処刑される。  
 
1980 ソ連軍の支援を受けて、バブラクカルマル（ピープルの民主党パルチャム派

閥のリーダー）は統治者として就任。しかし、反体制抵抗は、ソ連軍隊と戦

う様々なムジャヒディン・グループと共に抵抗を強化する。米国、パキスタ

ン、中国、イランとサウジアラビアは、資金と武器を供給する。  
 
1985 ムジャヒディンは、ソ連軍隊に対抗する同盟を作るためパキスタンに赴く。

アフガニスタンの人口の半分は難民となり、近隣のイランまたはパキスタン

へ多く逃げたと思われる。新しいソビエトリーダー・ミハイルゴルバチョフ

は、アフガニスタンから軍隊を撤退させると述べる。  
 

本 COI 報告書の本文は 2010 年 3 月 18 日付で公に入手可能な最新情報を含んでいる。最近の出来事と報告書に関する追加の概略情報

は 201 年 4 月 8 日までの「差新ニュース」の項に示す。 
177

日本語訳は，法務省入国管理局による仮訳である。



アフガニスタン 2010 年 4 月 8 日 

1986 米国はムジャヒディンに対しスティンガーミサイル供給を開始し、ソビエト

ヘリコプターを襲撃が可能になる。バブラクカルマルは、ナジブラによって

ソビエト支援体制の長官として後を継ぐ。  
 
1988 アフガニスタン、ソ連、米国とパキスタンは和平協定に調印し、ソビエト連

邦は軍隊の撤退を開始する。  
 
1989 最後のソ連軍隊が撤退するが、ムジャヒディンによるナジブラ打倒のため

に、内戦は続く。  
 
1991 米国とソ連は、それぞれに対する軍事援助終了を同意する。 
 
1992 抵抗軍はカブールに迫り、ナジブラは権力の座から落ちる。対抗する民兵

は、勢力のため戦う。  
 
1993 ムジャヒディン派閥は、少数民族のタジク人、ブルハヌディンラバニ、宣言

された大統領と政府の編成について同意する。  
 
1994 党派抗争は続き、パシュツン人が圧倒的なタリバンはラバニ政権に対する大

きな抵抗派として台頭する。  
 
1996 タリバンはカブールを制覇し、女性の仕事の禁止、死ぬまで石を投げつける

罰則と手足の切断を含むイスラム罰則を含む強硬なイスラム原理主義を導入

する。ラバニは、反タリバン北の同盟に加わるために逃亡する。 
 
1997 タリバンは、パキスタンとサウジアラビアから合法的な統治者と認められ

る。大部分の他の国は、ラバニを国家元首と考え続ける。タリバンは、地方

のおよそ 3 分の 2 をコント制覇する。  
 
1998 地震が、数千人の命を奪う。米国は、アフリカの米国大使館を爆破したこと

を非難し、好戦的なウサマビンラディンと基地と考えられる場所に対しミサ

イル攻撃を開始する。 
 
1999 国連は、アフガニスタンに対し、裁判のためウサマビンラディンの引き渡し

を要求し、航空乗り入れ禁止令と財政制裁を裁定する。 
 
2001 1 月: 国連は、ウサマビンラディン引き渡しのため、更なる制裁をタリバンに

課する。 
 3 月: タリバンは、国際的な努力にも関わらず巨大な仏像を破壊する。  
 4 月: モハンマドラバニ師（最高の指揮官ムラーモハンマドオマールの後で 2

番目に強力なタリバンリーダー）は、肝臓がんで死亡する。  
 5 月:タリバンは、宗教少数民族に対し、彼ら自身を非イスラム教徒と特定す

るためタグを付け、ヒンズー女性に対し、アフガニスタン女性と同様にベー

ルを付けるように命令する。 
 9 月: キリスト教普及として最高裁判所裁判で 8 人の外国援助要員の裁判。こ

れにより、タリバンと援助機関の間で何ヵ月にも及ぶ緊張が継続する。  
 10 月: アメリカの 9 月 11 日の攻撃に対して責任があるとみなさウサマビンラ

ディンをタリバンが手渡すことを拒否したあと、米国と英国は、アフガニス

タンに対する空爆を開始する。 
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 11 月: 反対軍はマザリシャリフを制圧しカブールと他の重要な都市に数日中

前進する。 
 12 月 5 日: アフガニスタン・グループは、暫定政権のためにボンの取引に同

意する。 
 12 月 7 日: タリバンは最終的にカンダハルの最後拠点を放棄し、ムラー・オ

マールは逃走中。 
 12 月 22 日: パシュツン人王政派ハミドカルザイは、30 人の権力分担暫定政

府のトップとして宣誓する。 
 
 2002 1 月: 外国平和維持軍の最初の派遣。  
 4 月: 前の王ザヒル・シャーは帰国するが、王座を要求をしないと言う。  
 5 月: 国連安全保障理事会は、2002 年 12 月まで国際治安支援部隊（Isaf）の

委任を拡大する。  
 同盟軍は、アルカイダとタリバン軍隊残党を南東で探すため軍事作戦を続行

する。 
 6 月: ロヤジルガすなわち大議会は、ハミドカルザイを臨時国家元首に選ぶ。

2004 年まで携わる彼の政権のメンバーを指名する。  
 7 月: ハジアブドゥル・クウアディール副大統領は、カブールで銃撃者によっ

て暗殺される。  
 ウルズガンで米国空軍が、殆どが結婚式参加者の 48 名の市民を爆撃で殺す。  
 9 月: カルザイは、カンダハル（彼の故郷）で、暗殺未遂を逃れる。  
 12 月: カルザイ大統領とパキスタンのトゥルクメンのリーダーはアフガニス

タンを通ってガスパイプラインを構築するために取引に署名しトゥルクメン

のガスをパキスタンへ運ぶ。  
 アジア開発銀行は、23 年間の空白を経てアフガニスタンへの貸し付けを再開

する。 
 
2003 8 月: NATO は、カブールの治安を制御する。NATO がヨーロッパの以外で初

めて軍事誓約を実施した作戦である。  
 
2004 1 月: - 部族大評議会 - ロヤジルガ – 強大な権限を持つ大統領を決める新憲法

を採決した。  
 3 月: アフガニスタンは、3 年間援助で 82 億ドル（￡4.5bn）を確保する。  
 4 月: 北西部の地方司令官と政府同盟の州知事の間の戦い。  
 援助団体職員 2 名と警察トップ 1 名を含む 20 名が南部の事件で殺される。タ

リバンが容疑者である。  
 タリバン陥落後初めての処刑が実施された。  
 6 月:中国人建設労働者 11 名がクンダズで襲撃され殺された。  
 9 月: カルザイ大統領を乗せているヘリコプターに発射されたロケットは、目

標を外す。これは、2002 年 9 月以降最も深刻な彼の暗殺計画だった。  
 10 月/11 月: 大統領選挙：55%の票を受け、ハミドカルザイは勝者と宣言され

る。12 月に、厳しい警護の中で、彼は宣誓する。 
目次に戻る 
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2005 2 月: 数百人の人々が、10 年間で最も厳しい冬のせいで亡くなった。  
 5 月: アフガニスタン拘留所で、米国軍隊による受刑者に対する虐待の疑いが

現れる。.  

本 COI 報告書の本文は 2010 年 3 月 18 日付で公に入手可能な最新情報を含んでいる。最近の出来事と報告書に関する追加の概略情報

は 201 年 4 月 8 日までの「差新ニュース」の項に示す。 
179

日本語訳は，法務省入国管理局による仮訳である。



アフガニスタン 2010 年 4 月 8 日 

 9 月: 30 年以上の空白の後初の議会地方選挙 
 12 月: 新しい国会は、開会を宣言する。 
 
2006  1 月: 30 人以上が、南のカンダハール州で自爆テロにより殺される。 
 2 月: ロンドン会議での国際ドナーが、5 年間の復興支援において 100 億ドル

以上（￡5.7bn）の寄付を申し出る。 
 5 月: 米国軍の車両破壊により数人の人々が殺された後、2001 年のタリバン

崩壊後、カブールでの激しい反米国の抗議はもっとも激しいものとなる。  
 5 月–6 月: 作戦マウンテン・トラストと知られている南でタリバンとアフガ

ニスタン軍と連合軍の戦いで、大勢の人々が死亡する。 
 10 月:ＮＡＴＯはアフガニスタンの全体の治安の責任を引き受ける。 
 
2007 3 月: パキスタンは、それがムラー・オバイダラ・アクハンド（タリバンのリ

ーダーシップ議会のトップ 3）を逮捕したと発表。 
 アフガニスタン大統領カルザイは、アフガニスタンの 20 年以上の戦争での戦

争犯罪に対する議論の余地のあるアムネスティ法案に署名する。 
 5 月: タリバンの最年長司令官ムラー・ダドラーが米国軍アフガニスタン政府

軍の戦闘中に殺される。  
 アフガニスタンとパキスタンの軍隊が、爆発寸前の国境紛争の中でもここ数

十年最悪の激しさでぶつかり合う。 
 7 月: 以前の国王ザヒール・サーが死去する。  
 11 月:バグハランの国会派遣団に対する自爆テロで 40 名が死亡。  
 
2008 2 月: ハリー皇太子、ヘルマンド川行政区で 10 週間任務を終える。 
 6 月:  タリバンはカンダハル刑務所を襲撃し、少なくとも 350 人の反乱軍を

開放する。 
 7 月:カブールのインド大使館で 40 人以上が自爆テロで死亡。  
 英国の国防相ディ・ブラウニーは、2009 年春までに 8,000 以上の増強するた

め、230 人新たに増やすと発表。 
 8 月: フランス兵 10 名がタリバンに待ち伏せされ殺された。カルザイ大統領

は、アフガニスタンで US 軍率いる連合軍がヘラート西行政区で空襲のせい

で少なくとも 89 人の一般人を殺したとして訴える。大統領は、後にで 2 人の

上級軍の指揮官を首にする。  
 9 月： 「静かな波」と呼ぶ動きを使い、ブッシュ大統領は、4500 人の米軍を

送り込む。 
 10 月: ドイツはアフガニスタン派遣を 2009 年まで拡大し、隊員数を 1000 か

ら 45000 まで増加する。  
 11 月: タリバンはカルザイ大統領から和平会談の申し込みを拒絶する。外国

軍隊がアフガニスタンを撤退するまで交渉しないとする。 
 12 月: カルザイ大統領とパキスタンの信任大統領アシフアリ・ザルダリは、

共同戦略に同意する。 

 
2009 3 月: アフガニスタン選挙委員会は、カルザイ大統領の 4 月の大統領選挙の呼

びかけを却下し、8 月 20 日に実施すると声明する。 
 大統領は、婚姻内のレイプを禁止し、夫の許可なくして外出できる新しい法

律に署名する。 
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 8 月: 選挙は実施されたが、タリバンの攻撃、寄せ集めの成果、深刻な不正の

抗議が結合したものであった。投票の不正操作という非難の声が上がり、投

票の正当性は疑わしい。.  
 
2010 2 月: NATO 軍隊は、大型の攻撃（モスタラック作戦）を南ヘルマンド川行政

区の政府の影響力を確保するため開始した。 
 

目次に戻る 
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付属文書 B: 政党と他のグループ  
2010 年 1 月 28 日アクセスしたヨーロッパラインでは、”2003 年 9 月に、政党形成を

許可する新しい法律が制定された。2007 年 7 月に 80 以上の政党が法務省に登録され

た。”としている。 [1e] (政党組織) 

 

登録した政党 
 
2010 年 1 月 28 日のアクセス時点で法務省のウエブサイトは、84 党のアフガニスタン

の認可された政党を発表した。 [65a]  
 
共和党 (Hizb-e Jamhuri Khwahan) 
党首: Sibghatullah Sanjar 
 
国家統一党運動 (Tahrik-e Wahdat-e Melli) 
党首: Sultan Mahmood Ghazi 
 
アフガニスタン自由党 (Hizb-e-Istiqlal-e-Afghanistan) 
党首: Ghulam Farooq Najrabi   
 
アフガニスタン青年連帯党 (Hizb-e Hambastagi-ye Melli-ye Jawanan-e 
Afghanistan) 
党首: Mohammad Jamil Karzai 
 
アフガニスタン国家統一党 (Hizb-e Wahdat-e Melli-ye Afghanistan) 
党首: Abdul Rasheed Jalili (国際危機グループ (ICG)は、ジャリリは、PDPA 行政下、

前教育大臣でカブール大学農業部学部長であった。この党は、パシュトゥーン知識人

と前カルジ・パシュトゥーンからの支援を受けている。 [26d] (p9)) 
 
アフガニスタン国家部族統一イスラム党 (Hizb-e Melli-ye Wahdat-e Aqwam-e Islami-
ye Afghanistan) 
党首: Mohammad Shah Khugianay 
 
アフガニスタン労働進歩党 (Hizb-e Kar wa Tawse’a-e Afghanistan) 
党首: Zulfiqar Omid 
 
アフガニスタン国家連帯運動 (Nahzat-e Hambastagi-ye Melli-ye Afghanistan) 
党首: Pir Sayyad Ishaq Gailani  
 
アフガニスタン国家イスラム前線 (Mahaz-e Melli-ye Islami-ye Afghanistan) 
党首: Sayyad Ahmad Gailani 
 
アフガニスタン自由民主運動 (Nahzat-e Azadi wa Demokrasi-ye Afghanistan) 
党首: Abdul Raqib Jawed Kohestani 
 
アフガニスタン社会民主党 (Afghan Mellat) 
党首: Anwar al-Haq Ahadi 
 
アフガニスタンイスラム運動 (Harakat-e Islami-ye Afghanistan) 
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党首: Mohammad Ali Jawed 
 
統一アフガニスタン党 (Hizb-e Afghanistan-e Wahid) 
党首: Mohammad Wasel Rahimi 
 
アフガニスタン国民福祉党 (Hizb-e Sahadat-e Mardum-e Afghanistan) 
党首: Mohammad Zubair Payroz 
 
アフガニスタン国家統一運動 (Hizb-e Harakat-e Melli-ye Wahdat-e Afghanistan) 
党首: Mohammad Nader Atash 
 
アフガニスタン人け保護開発党 (Hizb-e Hifazat az Hoquq-e Bashar wa Inkeshaf-e 
Afghanistan) 
党首: Baryalai Nasrati 
 
アフガニスタン国家党 (Hizb-e Melli-ye Afghanistan) 
党首: Abdul Rashid Aryan (ICG noted in June 2005 that the party has its roots in the 
Khalq faction of the PDPA. [26d] (p8)) 
 
アフガニスタン国家組織党 (Hizb-e Kongra-ye Melli-ye Afghanistan) 
党首: Abdul Latif Pedram 
 
平和運動 (Da Afghanistan Da Solay Ghorzang Gond) 
党首: Shahnawaz Tanai 
 
アフガニスタンイスラム国民運動 (Hizb-e Harak-e Islami-ye Mardum-e Afghanistan) 
党首: Al-Hajj Sayyed Hosain Anwari 
 
アフガニスタンイスラム正義党 (Hizb-e Adalat-e Islami-ye Afghanistan) 
党首: Mohammad Kabir Marzban 
 
アフガニスタン国民メッセージ党 (Hizb-e Risalat-e Mardum-e Afghanistan) 
党首: Noor Aqa Wainee 
 
アフガニスタン国民福祉党 (Hizb-e Refah-e Mardum-e Afghanistan) 
党首: Miagul Waseq  
 
アフガニスタン国家平和統一党 (Hizb-e Sulh wa Wahdat-e Melli-ye Afghanistan) 
党首: Abdul Qader Imami 
 
アフガニスタン相互理解民主党 (Hizb-e Tafahum-e wa Demokrasi-ye Afghanistan) 
党首: Ahmad Shaheen 
 
アフガニスタンイスラム青年組織 (Sazman-e Islami-ye Afghanistan-e Jawan) 
党首: Sayyed Jawad Husaini 
 
アフガニスタン民族国家平和イスラム党 (Hizb-e Sulh-e Melli-ye Islami-ye Aqwam-e 
Afghanistan)  
党首: Abdul Qaher Shari’ati 

目次に戻る 
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情報源リストに進む 

 
アフガニスタンイスラム統一党 (Hizb-e Wahdat-e Islami-ye Afghanistan) 
党首: モハマド・クリム・カリリ  
2005 年 6 月国際危機グループ (ICG)は次のように指摘している: 
 
“副代表が率いる残党は、モハケックの率いる競争相手より大きく勢力の強い旧司令官

で形成するネットワークを持っているが、比較するとインフラの数と民衆の支援は少

ない。この党は、カリリが、言語の問題と議会勢力に関する噂について、ハザラ議員

に批判され、憲法ローヤ・ジルガの選挙の際、選挙に失敗した。彼は彼のハザラ基盤

で失った地盤を取り戻すためにもがいている。” [26d] (p8) 
 
アフガニスタン国民統一党 (Hizb-e Wahdat-e Islami-ye Mardum-e Afghanistan) 
党首: ハジ・モハマド・モハケック(大統領選挙での党首の信憑性のある結果[3 分の１ 
[25y]]を見せたため、ワハダのこの分派は、多くの支援を獲得した。“この党は、当初の

シハーからハザラ・ナショナリズムに移行した。反カルザイを掲げ、ハザラを政治経

済に関して歴史的に重要視しないの政府の再パシュツン化を恐れるこの党は、ハザラ

ちしきじから多くの支持を受けている。” [26d] (p8)) 
 
アフガニスタン国民解放自由探求党 (Hizb-e Libral-e Azadi-ye Khwa-e Mardum-e 
Afghanistan)  
党首: Ajmal Sohail 
 
アフガニスタン国民繁栄党 (Hizb-e Falah-e Mardum-e Afghanistan) 
党首: Ustad Mohammad Zareef 
 
アフガニスタン連帯党 (Hizb-e Hambastagi Afghanistan) 
党首: Abdul Khaleq Ne’mat 
 
アフガニスタンコーラン・スンア使命協会 (Jama’at al-Da’wat il’l Qur’an wa Sunnat 
al-Afghanistan) 
党首: Mawlawi Sami’ullah Najibi 
 
アフガニスタン国家運動 (Hizb-e Nahzat-e Melli-ye Afghanistan) 
党首: Ahmad Wali Masood 
 
アフガニスタン国家平和イスラム党 (Da Afghanistan Da Solay Melli Islami Gond) 
党首: Shah Mahmud Popalzai 
 
アフガニスタン国民願望党 (Hizb-e Arman-e Mardum-e Afghanistan) 
党首: Al-Hajj Sirajuddeen Zafari 
 
アフガニスタン国民連帯党 (Hizb-e Paiwand-e Melli-ye Afghanistan) 
党首: Sayyed Mansur Naderi 
 
アフガニスタン国家繁栄イスラム党 (Hizb-e Sahadat-e Melli wa Islami-ye 
Afghanistan) 
党首: Mohammad Osman Salekzada 
 
アフガニスタン自由党 (Hizb-e Azadi-ye Afghanistan) 
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党首: Abdul Malik 
 
アフガニスタン国民上昇党 (Hizb-e Rastakhaiz-e Mardum-e Afghanistan) 
党首: Sayyed Zaher Qaydam Al-beladi 
 
平和国家福祉活動協会 (Majmah-e Melli-ye Fahalin-e Sulh-e Afghanistan) 
党首: Shams al-Haq Nur Shams 
 
アフガニスタン国土イスラム党 (Da Afghan Watan Islami Gond)  
党首: Mohammad Hassan Ferozkhel 
 
アフガニスタン国民自由探求党 (Hizb-e Azadi-ye Khwa-e Mardum-e Afghanistan) 
党首: Fida Mohammad Ehsass 
 
アフガニスタンイスラム統一運動党 (Hizb-e Wahdat-ul-Muslimeen Afghanistan) 
党首: Wazir Mohammad Wahdat 
 
アフガニスタン部族連帯党 （Hizb-e Hambastagi-ye Melli-ye Aqwam-e 
Afghanistan) 
党首: Mohammad Zareef Naseri 
 
アフガニスタン国家イスラム近代化党 (Hizb-e Etedaal Melli Islami ye Afghanistan) 
党首: Qara Baik Izadyar 
 
アフガニスタン国家開発党 (Hizb-e Taraqi Melli ye Afghanistan) 
Leader: Dr. Assef Baktash 
 
アフガニスタン国家独立党 (Hezb-e-Isteqlal Milli Afghanistan) 
党首: Taj Mohammad Wardak 
 
アフガニスタン国家イスラム統一党 (Hizb-e Wahdat-e Melli-ye Islami-ye 
Afghanistan)  
党首: Mohammad Akbari 
 
アフガニスタン国民主権運動 (Nahzat-e Hakimyat-e Mardum-e Afghanistan) 
党首: Hayatullah Subhani 
 
アフガニスタン国家イスラム運動 (Hizb-e Junbish-e-Melli-ye Afghanistan) 
党首: Sayed Noorullah [65a] 

主にアフガニスタン軍隊の 旧北の司令官により 1992 年に編成され、ウズベク／タジ

ック/ツルクメン/イスマイリ、ハザラシアの 65,000 から 150,000 の支援者がいる。[1f]  
2005 年 8 月 20 日付法務省承認の政党 JEMB list には、サヤド・ヌルラ率いるジュン

ビッシュ-イ・メリ [Hezb-e-Junbish Mili Islami-e-Afghanistan]も含む。 [74a] 
 
アフガニスタン国家イスラム統一党 (Hizb-e Wahdat-e-Islami Millat-e-Afghanistan) 
党首: Qurban Ali Irfani 
 
アフガニスタンエリート党 (Hib-e Nukhbagan-e Mardum-e-Afghanistan)  
党首: Abdul Hamid Jawaad 
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国民国家党 
党首: Ghulam Mohammad 
 
国家自由探求党 (Hizb-e-Azaadi Khwahan-e-Maihan) 
党首: Abdul Hadi Dabeer 
 
アフガニスタン国家修正党 (Hib-e-Paiwand-e-Mehanee Afghanistan) 
党首: Sayyed Kamal Sadaat 
 
アフガニスタンイスラム協会 (Jami’at-e Islami-ye Afghanistan) 
党首: Ustad Rabbani 
 
アフガニスタンイスラム使命組織 (Tanzim-e Dahwat-e Islami-ye Afghanistan) 
党首: Abdul Rabb Rasool Sayyaf 
 
アフガニスタン国民党 (Hizb-e Mardum-e Afghanistan) 
党首: Ahmad Shah Asar 
 
国家安定党 (Hizb-e Subat-e Melli) 
党首: Mohammad Sami Kharotai 
 
アフガニスタン国家イスラム戦闘者党 (Da Afghanistan Da Melli Mubarizinu Islami 
Gond) 
党首: Amanat Nangarhari 
 
アフガニスタン民主党 (Hizb-e-Democrat-e-Afghanistan) 
党首: Abdul Kabir Ranjbar 
 
アフガニスタン国家統一国民運動党 (Da Afghanistan da Melli Wahdat Wolesi 
Tahreek) 
党首: Abdul Hakim Noorzai 
 
国家主権党 (Hizb-e-Iqtedar Melli) 
党首: Sayyed Mustafa Kazimi 
 
新アフガニスタン党 (Hezb-e-Afghanistan Naween) 
党首: Mohammad Yunis Qanuni 
 
国家繁栄党 (Hizb-e Refah-e Melli) 
党首: Mohammad Hasan Jahfari 
 
国家立場党 (Hizb-e-Melli Dareez) 
党首: Habibullah Janebdar 
 
アフガニスタン福祉党 (Hizb-e Refah-e Afghanistan) 
党首: Mir Mohammad Asef Za’ifi 
 
アフガニスタンイスラム国家党 (Hizb-e-Umat-e-Islami Afghanistan) 
党首: Tooran (Captain) Noor Aqa Ahmadzai 
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アフガニスタン人の国家イスラム党 (Hizb-e-Melli Islami Afghanistan) 
党首: Ruhullah Ludin 
 
アフガニスタン国民民主運動 (Hizb-e-Junbish- Democracy Mardum-e-Afghanistan) 
党首: Mohammad Sharif Nazari 
 
アフガニスタン進歩民主党 (Hizb-e-Mutaraqi Democaraat Afghanistan) 
党首: Mohammad Wali Aria 
 
アフガニスタン民主党 (Hizb-e-Democracy Afghanistan) 
党首: Al-hajj Mohammad Tawoos Arab 
 
アフガニスタンイスラム国民党 (Hizb-e-Mardum-e-Muslman-e-Afghanistan) 
党首: Bismillah Joyan 
 
Hizullah-e-Afghanistan 
党首: Qari Ahmad Ali 
 
アフガニスタンイスラム党 (Hizb-e-Islami Afghanistan) 
党首: Mohammad Khalid Farooqi 
 
アフガニスタン民主開発包括運動党 (Hizb-e-Nahzat Faragir Democracy wa Taraqi-
e-Afghanistan) 
党首: Sher Mohammad Bazgar 
 
アフガニスタン国民条約党 (Hizb-e-Wolesi Tarhun Afghanistan) 
党首: Sayyed Amir Tahseen 
 
アフガニスタン統一イスラム党 (Hizb-e-Mutahed Islami Afghanistan) 
党首: Wahidullah Sabawoon 
 
アフガニスタンイスラム運動党 (Hizb-e-Nahzat-e-Melli Islami Afghanistan) 
党首: Mohammad Mukhtar Mufleh 
 
アフガニスタン国家イスラム主権運動党 (Hizb-e-Eqtedar-e-Melli wa Islami 
Afghanistan) 
党首: Engineer Ahmad Shah Ahmadzai 
 
アフガニスタン・ジャヒッド国家イスラム統一運動 (Da Afghanistan Mujahid Woles 
Yaowaali Islami Tahreek) 
党首: Saeedullah Saeed 
 

目次に戻る 
情報源リストに進む 

 

他の政治グループ 
 
Hizb-e Islami Gulbuddin [または Hizb-e Islami Hekmatyar]  
(注記：スペルが次のように異なる Hezb-e Islami/Hisb-i Islami/Hisb-e Islami) パスチュ

ーン/チュルクメン/タジク。党首: Gulbuddin Hekmatyar. c. 支援者数 50,000 人(推定)  
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1998–99 年イランで基礎を作った。 [1f] 1970 年代に設立し、ソ連の支援を受けた大統

領ナジブラ政府がヘブジ-イ-イスラミを含ムジャヘディン派閥の連合した 1992 年権力

の最高に上りつめた。1995 年ヘクマトヤール（Hekmatyar）は、首相となった。

[73b]。 ヘクマトヤールは、2003 年 2 月 18 日米国国防省により、テロリストに指定さ

れた。(2008 年 7 月 17 日米国財務省、海外資産検査オフィス) [5a]  
 

ロング・ウォー・ジャーナル（長い戦争）新聞は 2008 年 4 月 7 日に次の報告をして

いる: 
 
“ギルブディン・ヘクマトヤールは、アルカイダとタリバンと漠然と同盟関係

を結んだ自らの派閥ヘブジ-イ-イスラミを率いている。グルバディン・ヘクマ

トヤールは、対ソ連アフガニスタン戦争の鍵となる人物で、ソ連とアフガニ

スタン共産党[原文通り]部隊に対する最大の反政府武装集団の 1 つであった。

1990 年代初期のアフガニスタン共産党体制の崩壊に続く彼の戦場での激しい

戦法と理不尽な破壊により、ヘクマトヤールの人気は終わりをつげた。タリ

バンは、1995 年カブールの南の彼の最後の砦を侵略し、その結果 1992 年か

ら 2002 年彼はイランに亡命した。  
 

“アフガニスタンに戻ると、ムラー・オマールが最後にヘクマトヤールの弱体

した軍隊との協力を停止する前、ヘクマトヤールは、タリバンと一時的な小

規模な同盟を結んだ。しかしながら、2 つのグループは 2002 年地方タリバン

と、ヘブジ-イ-イスラミの戦士 Nohzat al-Fath と Lashkar Fedayan-e Islam が

合併した。両者は、自爆テロと即席爆発装置を作りトレーニングを促進し

た。  
 

“ヘクマトヤールは、数百人の王政派と有名なカシミール・カーン、ハジ・エ

シャヌラ、アブダル・サラム・ハシェミ、技術者オバイダラ、ムンシ・アブ

デル・マジドを含む年長の副司令官を率い、2001 年 12 月彼らのトラ・ボラ

山の隠れ家に同盟軍隊の空爆から避けて、アルカイダのトップを助けると思

われていた。カーンは、アフガニスタンに東北部でリーダーとして再浮上す

る 2006 年までは、それほど知られていなかった。  
 

“‘ヘブジ-イ-イスラミ戦闘能力は数年間で減少していった”と、アフガン.com
のインタビューでヘクマトヤール専門家イシティアク・アメッド博士は述べ

ている。 ‘最近の反政府武装集団は、タリバンだけが率いている。しかしなが

ら、ヘブジ-イ-イスラミによる反政府武装集団への貢献は意味がないとはいえ

ない。カシミール・カーンのように、多くの司令官を生み、オバイダラは、

タリバンと同盟したヘクマトヤールの政治的道義を持った戦闘を現地で展開

するとしてアフガニスタンを脅している。’.” [55a]  
 
(付属文書 C: 武装グループを参照） 
 
Hizb-e Islami Khalis [Khales] (イスラム・カリス党): パシュツン 
 
党首: Maulvi Muhammed Younis Khalis (死亡) [55b]”パシュツンは、クラン、スンニ

ー、シャリア学説に従うイスラム国家建設を推進する。支援者 40,000 名 [1e]  
 
ロング・ウォー・ジャーナル（長い戦争）新聞は 2008 年 2 月に、”2006 年のユニュ

ス・カハリスの死去に伴い、分派はアフガニスタンのタリバンに編集された。” [55b]  
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(付属文書 C:武装グループも参照すること) 
 
Ittihad-i Islami Bara i Azadi Afghanistan (アフガニスタン解放イスラム連合): パシュ

ツン 
党首: Prof. Abdul Rasul Sayef [Sayyaf]; 副党首: Ahmad Shah Ahmadzay;  支援者

18,000 supporters 名。 [1f] サヤフ党は、タンザン-エ－イスラミ－エ- アフガニスタン

党と名前を変えて登録し、2005 年 9 月国会選挙に出馬した。 [74a] 
 
Jamiat-i Islami (イスラム協会): Turkmen/Uzbek/Tajik [1f] 
 ICG は 2005 年 6 月、”元大統領ブルハヌディン・ラバニが率いるイスラム協会は、国

で最古の政治組織の一つだが、ラバニのリーダーシップに対する不満や北部の地域の

ライバル関係が原因の内部分裂により、この党に対する支援ははっきりとは分からな

い。” [26d] (p9) 2005 年 6 月 ICG [26d] (p5) と UNHCR [11b] (p19) は、ラバニのイスラム

協会は、2005 年 9 月の選挙で登録した主要政党であった。2006 年 8 月 20 日付法務省

承認の政党の JEMB リストには、エスタド・ラバネーが率いるイスラム協会[Hezb-e-
Jamihat-e-Islami-e-Afghanistan]も含まれていたと報告している。[74a] 
 
Khudamul Furqan Jamiat (KFJ) – 聖なるコーラン信奉者協会 
2001 年 12 月 27 日付ユーラシアネットは“KFJ は、パシュツンが大勢を占める組織

で、情報源によれば、穏健派タリバンが率いていると言われている。KFJ のリーダー

には元のタリバン政権外務大臣ワキリ・アメド・ムタワキ、教育大臣、ムリヴィ・ア

ルサラ・ラヒマニ、タリバン国連特派員、アブダル・ハキム・ムジャヒドが含まれ

る。.” [45a] 
 
Jabhe-ye-Motahed-e-Milli (国家統一前線 - UNF) /  
国家相互理解前線 (NUF)  
 
2005 年の ICG は次のように述べている: 
 

“2005 年 4 月 1 日、ヒズブ-エ-アフガニスタン-エ-ナウイン（アフガニスタン

新党）の党首ユニュス・クアノニと大部分がイスラム原理主義者のグループ

は、元大統領候補 3 名 を含む、11 の混合ムジャヒディングループと重要人物

を合体した、新しい連合、国家相互理解前線 (NUF)の設立を発表した。 NUF
のリーダーシップは、様々な民族が取り、パシュツン人のアマド・シャー・

アマドザイ、タジキスタン人のクアヌイ、シア・ハザラのモハマド・モハケ

ックが含まれているが、この政党の多くの人間は、カルザイ政権のアフガニ

スタンは、パシュツン人が支配する国家と考えている。” [26d] (p10-11)  
 

ラジオ・フリー・ヨーロッパ/ラジオリバティは、2005 年 12 月 29 日クアヌニがアフ

ガニスタン国家総会国民委員会(Wolesi Jirga)で選出された結果、NUF のリーダーし登

録されたと発表している。[29f]  
 
しかしながら、ヨーロッパワールドオンラインでは、次のような情報を流してい

る、”2007 年設立した連合前線のメンバーも含む非公式政治団体であり、大統領制度

より議会制度を擁護する。メンバーには、ユニス・クアノニ、アマド・ジア・マスー

ド、ジェン・アブダル・ラシッド・ドスタム、マーシャル・ムハメッド・クアッシ

ン・ファヒムがいる。“議長はブルハヌディン・ラバニである。 [1e] 
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北部同盟 
ヨーロッパは、北部同盟 (NA)は、ブルハナウディン・ラバニ大統領の下、ウズベキス

タン出身のドスタム将軍[Jonbesh-e-Melli-e-Islami]であるアメド・シャー・マスゥド

と、ハザラのリーダー、カリム・カハリリ[Hizb-i-Wahdat]が作ったタリバンに抵抗す

る同盟である。 北部同盟は、1997 年 6 月に拡大し強化され、アフガニスタン救済統

一イスラム前線（北部同盟あるいは統一前線として一般には知られている）として、

再結成された。2001 年 9 月 11 日米国同時多発テロを受けて、米国指導の連合部隊

は、NA を強化し支援した結果、タリバン敗北へと導いた。 [1f] (p60-61 
(下記の UIFSAも見ること)  
 
アフガニスタン国民民主党 (PDPA) 
 
国連難民高等弁務官の 2009 年 7 月のアフガニスタン避難を求める人々の保護の必要

性評価に関する適任性ガイドラインでは、 次のように述べている: 
 

“アフガニスタン国民民主党 (PDPA)は、1965 年、国内の不満と不自由な政治

体制を受けて、マルキストとレーニン主義を基礎に、ニュール・モハメッ

ド・タラが結成した。この政党は、宗教分離の強い国家を信望し、イスラム

原理主義者政党に対し、とりわけ不寛容な政党である。PDPA は、カハラク

(国民)とパルチャム(国旗)の 2 つの分派に分けられる。PDPA のカハラク派は、

1978 年の軍事クーデターを行い、支配政党を引きずり下ろし（サール革命）、

反政府政党に非常に不寛容な政府を作り上げた。ソ連が支援した PDPA 政府

は、政治と社会の強制改革を試みたため、ライバルのイスラム原理主義政党

の急激な台頭を引き起こし、パキスタンの支援のもと、PDPA の追放を試み

た。1977 年ソ連の圧力ともと、2 つの分派は、再編成し、名前もワタン（母

国）に変わった。ペシャワール協定に従い、ムジャヘディン軍隊がカールに

侵入したが、共産党政府の最後の大統領モハメッド・ナジブラ（KhAD 諜報

部の前トップ）がカブールの国連ビルに助けを求めが、1996 年 9 月カブール

に入ったタリバン部隊に彼はこのビルで 1992 年に殺され、その年この政党も

崩壊した。2003 年末、PDPA の会議がアフガニスタンで開催され、メンバー

600 名で 2005 年登録されたヘズブ-エ-ムタヒド-e-ミリ（国家統一政党）を作

り上げた。前の PDPA メンバーは他の政党を作ったという噂もある。かなり

最近、新しい国会グループ、国家統一前線が、反ソ連レジスタンスと旧共産

党リーダーの旧軍隊のリーダーや現在のリーダー、様々な社会民族グループ

の代表の連盟として、2007 年 3 月 12 日に設立された。” [11a] (p29) 
 
アフガニスタン女性革命協会 (RAWA) 
2008 年 8 月 26 日アクセスした RAWA ウエブサイトでは、次のような忠告をしてい

る: 
 

“アフガニスタン女性革命協会、RAWA は、アフガニスタンの人権と社会正義

のために戦うアフガニスタン女性の独立政治社会組織として、1977 年カブー

ルで設立された。創設者は、1987 年パキスタンのクエッタで、グルバディ

ン・ヘクマトヤールのイスラム原理主義者団体と共謀したアフガニスタン秘

密情報員と KGB により、暗殺されたミーナの優れたリーダーシップの下と集

まった多くの女性識者である。RAWA の目的は、女性人権を獲得して、アフ

ガニスタンに民主的世俗的価値観を基礎とした政府設立に寄与しながら、社

会経済活動に参加するアフガニスタン女性の数を増やすことにある。” [49a] 

本 COI 報告書の本文は 2010 年 3 月 18 日付で公に入手可能な最新情報を含んでいる。最近の出来事と報告書に関する追加の概略情報

は 201 年 4 月 8 日までの「差新ニュース」の項に示す。 

日本語訳は，法務省入国管理局による仮訳である。



2010 年 4 月 8 日  アフガニスタン 

 
シュラ-イ ナザール 
2007 年 8 月、国際危機グループレポートは次のように報告している、“タリバン崩壊

後、中心部の安全機関は、リーダーの一人がユニス・クアヌニであり、内務大臣に任

命されたシュラ-イ ナザール シャマリのパンジシリ・アジクの数が多いシュラ-イ ナザ

ール シャマリが独占した。” [26b] (p5)”シュラ-イ ナザール シャマリ（北部監視委員

会）は、アマド・シャー・マスドが設立した地方軍事経済構造である。この組織の核

となるリーダーは、旧大統領ブルハヌディン・ラバニのジャミア-イ イスラム政党と一

緒になったパンジシリスである。” [26b] (フットノート 32)  
 

目次に戻る 
情報源リストに進む 

 
タリバン [Taleban] 
1994 年に誕生した、主にスンニー派パシュツン人が占めるイスラム原理主義で、

1996 年から 2001 年まで支配し、パキスタンの連邦管理下の部族地域でも活発に活動

している。 
リーダーは、ムラー・モハメッド・オマールで、支援者は 12,000 人いる。 [1e] 2005
年 6 月に UNHCR は、”タリバンの中心人物は、デオバンディ正統派法律国家学説であ

り、コーラン原文に対する服従であるタクリッドを賛同するパキストタンのマドラサ

ス（宗教学校）で教育を受けている。タリバンの政治目標は、アフガニスタンに治安

を再構築し、真のイスラム国家を設立し、国民を武装解除し、シャリの法典の厳格に

解釈して国全体で実施することにある。” [11b] (p48)  

 
2008 年共同通信の記事では次のように述べている、”米国軍隊と戦う能力のない寄せ

集め集団として、かつて馬鹿にされていたタリバン武装集団は、今は本格的な戦闘力

となり、記録的なスピードで、従来型の大型の攻撃を行い、アメリカ兵の命を狙うこ

とができる。” [53a]  
 
(付属文書 C: 武装グループも参照すること) 
 
アフガニスタン救済国家統一イスラム前線(UIFSA) – 北部連盟または統一全盛と言う

名で一般に知られている。 
アフガニスタン救済国家統一イスラム前線は、アフガニスタン防衛のための最高委員

会に取って代わる 1997 年 6 月に作られた反タリバン同盟である。[1f] (p60) 2010 年 1
月 28 日アクセスしたヨーロッパ・ワールド・ワールド・オンラインでは次のように報

告している:  
 
“連盟は、ヘクマトヤール軍隊と、ピール・サヤド・アマド・ガイラニが率いるマハ

ズ-イ-メリ-イ-イスラミ（国家イスラム前線）の参加により拡大・強化される。この新

しい連合は、アフガニスタン防衛のための最高委員会に取って代わり、アフガニスタ

ン救済国家統一イスラム前線(UIFSA) – 北部連盟または統一全盛と言う名で一般に知

られている。統一前線は、亡命政府、’アフガニスタンイスラム国家‘の軍事支部であっ

た。” [1c]  
 

目次に戻る 
情報源リストに進む 
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付属文書 C: 武装グループ  
 
タリバン (Taleban) 
 
英国放送協会 (BBC)は、2009 年 6 月 18 日の放送では次のように報告している、”タリ

バンは、アフガニスタンからのソ連軍撤退に続き 1990 年代初期にパキスタン北部で

生まれた。パシュツン人の支配的な運動であるタリバンは 1994 年秋アフガニスタン

で重要な位置に上り詰めた。” [25h] 
 
2008 年 11 月の国連安全委員会は次のように報告している: 
 

“1994 年タリバンはアフガニスタン南部で生まれ、互いに争う様々な分派に

対抗する形で、武装闘争を展開した。1996 年のタリバンによるカブール制圧

以降、反タリバン分派は、北部同盟として一緒になり、タリバンに抵抗して

いった。2001 年 9 月、タリバン実効支配地域では、タリバンは、宗教と部族

の法則を、最も保守的な形で解釈し、女性の権利を踏みにじり、子供の教育

を禁止した。同時に、アフガニスタンは、アルカイダを含めテロリスト攻撃

を使用する国際グループにとって天国となった。” [39f] (p2)  
 

“1999 年 11 月、安全委員会は、決議 1267（1999）で、タリバンとアルカイ

ダの主要メンバーに対する強制的制裁を決定した。2001 年 9 月 11 日同時多

発テロを受け、国際治安部隊が、2001 年 10 月アフガニスタンに入り、タリ

バンを権力から引きずりおろした…” (米国安全委員会、2008 年 11 月 10 日) 
[39f] (p2)  

 
ニューヨークタイムス (NYT)は次のように述べている:”タリバンは、南東部のパシュツ

ン地方を基礎とした国を浄化する目的の学生運動から発生した。彼らの台頭は、初期

は、ソ連占領後の数年間続いた暴君の汚職と暴力に疲れ果てたアフガニスタン人にと

って安堵として迎えられた。 
 

“権力に一度就くと、タリバンは、イスラム原理主義を強要し、映画や音楽を

禁止し、女性を学校から追放し、女性に対するブルカ着用を義務付けた。タ

リバンは、オサマ・ビン・ラディンとアルカイダ組織に天国を提供した。タ

リバンの厳格な対策に対する国際的非難も、タリバンの体制にはほとんど効

果はなく、むしろ邪魔者としての身分を喜んでさえいるようだった。” [28c] 
 
2001 年 9 月 11 日ニューヨークの世界貿易センター攻撃後、米国は、同年、大規模の

空爆と陸上戦闘活動を繰り広げ、タリバン支配を終結させた。しかしながら…タリバ

ンは生き残り、山岳地帯や、パキスタンとアフガニスタン国境の無法地帯で幅広くゲ

リラ活動を行っている。アメリカ軍部がイラク侵略と占領で方向転換している間、タ

リバンは再結集され、アフガニスタンの南部での影響を拡大している。” (2009 年 4 月

23 日、NYT) [28c] 
 
2009 年 2 月、北と南ワジリスタンの 3 人の権力を持つパキスタン人タリバン司令官、

バイツラ・ヘンサド、ハフィズ・グル・バハドゥール、モラヴィ・ナジールは: 
 

“…統一ムジャヘデーン委員会と言う、統一委員会（シュラ）を作った。 声明

文の中で、リーダーは、自分たちの争いを少し脇に置いて、アフガニスタン
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にいるアメリカ軍に対する攻撃に集中すると断言した。新しいタリバン同盟

は、アフガニスタンの重大事になり、NATO は、今年の戦争は更に悪化する

と警告している。また、統一したタリバンがもっと危険になれば、アフガニ

スタンに対する攻撃が集中したとしても、パキスタンから出発する米国の戦

闘機に対する攻撃も多くなることにパキスタン高官も恐れ、懸念がパキスタ

ンで広がっている。.” (2009 年 4 月 23 日、NYT) [28c] 
 
2008 年 12 月の国際安全開発委員会 (ICOS) (旧 Senlis 委員会)リポートでは次のように

述べている：  
 

“タリバンは、政治面でも軍事面でも、現在のアフガニスタンの指令グループで

ある。国内レベルでは、タリバン運動の穏健派と政府の高官の和解と権力の分

け合いが堂々と人々の会話に上っている。地方レベルでは、地方権力が貧弱な

のにもかかわらず、地方のリーダーシップの方が円熟していると語りかけて、

政府は無能だと信じ込ませるよう巧みに操作している。” [20c] (p11)  
 

しかしながら、2008 年のテロに関する USSD リポートでは、”アフガニスタン

政府は、継続して国内機関を強化し、世論調査によれば、大部分のアフガニス

タン人は、タリバン支配下より、今の方が豊かだと信じている。” [2d] (p10) 
 
2008 年 12 月の国際安全開発委員会 (ICOS) (旧 Senlis 委員会)リポートでは更に次のよ

うに述べている: 
 

“タリバン（学生）と言う名前は、1996 年から 2001 年までアフガニスタンを

支配したイスラム原理主義を導いた宗教学者に関係する。タリバンは、コー

ランのイスラム原理主義から派生した政治目的を持つ、深い根のないイデオ

ロギーの半自然的な運動と考えることもできる。当初は数は少なかったが、

タリバンは地方の武将と連携を作りながら、徐々に権力を獲得していった。

しかしながら、タリバンと主張する人間の数は増大したが、全員がイスラム

超原理主義の考えを共有するわけではない。” [20b] (p54) 
 
2006 年 9 月 5 日付国際安全開発委員会 (ICOS) (旧 Senlis 委員会)リポートでは次のよ

うに述べている: 
 

“初期のタリバン闘士のかなりの数は、軍事作戦恒久自由初期段階で殺され、

タリバンの敗北は、多くの地方の武将の米国支援の北部同盟への寝返りによ

り、保証された。2001 年終わりごろから、タリバンの残党の大部分はパキス

タンを拠点に起き、アフガニスタン王政派から旧タリバン体制、失望したパ

シュツン国粋主義者、宗教保守派、犯罪者、アヘン密売者、パキスタンとア

フガニスタンの国境のマドラサスで学んだパキスタンとアフガニスタンの学

者の新しい世代を含む曖昧な連合で支えられている。この支援者の連合は、

ネオタリバンと規定することもできる。 
 

“元のタリバンもネオタリバンもイスラムスンニー教の極端な解釈について共

通の信仰を共用している。2 つのタリバングループと他の地方支援者の結束

は、1990 年代の武将と同様に、現在の米国の支援を受けたカルザイ政権とう

政治リーダーに対する共通な反感を基礎としている。しかしながら、ネオタ

リバンの使用する戦術は、元のタリバンの戦術とは異なっている。初期のタ

リバンは教師、犯罪者、ハザラ民族など特定グループをターゲットにした

本 COI 報告書の本文は 2010 年 3 月 18 日付で公に入手可能な最新情報を含んでいる。最近の出来事と報告書に関する追加の概略情報

は 201 年 4 月 8 日までの「差新ニュース」の項に示す。 
193

日本語訳は，法務省入国管理局による仮訳である。



アフガニスタン 2010 年 4 月 8 日 

が、ネオタリバンは、大規模テロのインパクトのある戦術を使い、むしろ無

差別に市民をターゲットにしている。 
 

“様々な異なるグループによる共通点のない組み合わせのネオタリバン運動

は、明確な政治目標を持たない。しかしながら、最近の彼らの NATO-ISAF
軍に対する攻撃は、これらのグループの間の調整と軍事準備の増強を示して

いる。 事実、現地調査では、ネオタリバンの編成を見ると、武装集団の一部

は、資金力も十分で、組織力が非常に高く、テクノロジー面でも高度な武器

を使うダイナミックな代理戦争を展開していることを示している。もっと詳

しい調査では、武装集団には２つの側面があることが分かった。資金力が豊

富で、テクノロジー面で高度な武器を使う一方で、他方、低レベルの従来の

ゲリラ兵器の技術を使用することである。パキスタンは、武装集団の調整、

資金援助、組織作りに介入している。 
 
“カルザイ政府は、良いタリバンと悪いタリバンの[a]区別を付けてネオタリバ

ンを分裂しようと試みた。しかしながら、この調整戦略は、反政府武装集団

の力を弱めることはなかった。” [20b] (第 1 章 p55-56) 

 
2006 年 9 月 5 日付国際安全開発委員会 (ICOS) (旧 Senlis 委員会)リポートでは、タリ

バンは彼らの攻撃が強化している南部でとりわけ新兵を得るために褒美や報酬を与え

ていると報告している:  
 

“これらの新兵は様々な理由がある。戦闘員の信仰を共用する者もいれば、外

国軍隊に対する国家主義と言うレトリックに惹かれた者もいる。家族や部族

関係を理由にタリバンに入った者もいる。同時に、タリバンは、収穫が根こ

そぎなくなった場合ケシ畑の農民を保護したり資金援助して、農民を支援し

ている。これに加えて、反政府武装軍団は、アフガニスタン人を入隊させる

ために金銭も使用している。タリバンはトレーニングを受けたアフガニスタ

ン警察官と警備員に対してタリバンのために戦うか死を選ぶかと言って、雇

い入れている。米国と NATO-ISAF 軍隊は約束を守れず、国民の需要に答え

ることができないため、タリバンは成功を収めた。” [20b] (p69-70) 
 
2008 年 2 月 27 日の IRIN ニュースでは、タリバンは、携帯電話、金銭、別の形の報奨

金を若者に提供しており、農村部の極度の貧困と失業が若者のタリバン入隊を助長さ

せているとも報告している。 [36r]  
 

目次に戻る 
情報源リストに進む 

 
以前のタリバンメンバー 
 
2009 年 3 月付ニューヨーク・タイムズの記事では、6000 人以上の元タリバンのメン

バーは、タリバン崩壊後政府側に付いたが、タリバンの年長者司令官の中で寝返った

人間はほんのわずかしかいないとしている。 (2009 年 3 月 11 日 NYT)。 [28a] この 記
事では、”…旧タリバン司令官ムラー・サラムは、アフガン大統領ハミド・カルザイの

支援を受け、2007 年英国により味方に付くよう説得された…彼は表面的には NATO
軍に忠誠を誓っており、英国の高官の中には、彼そのものが、タリバンの地方司令官

を説得させる 1 つの見本であると述べている者もいる。” [28b] 
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ハカニネットワーク 
 
2009 年 2 月のロイターの記事では、ジュラリュディン・ハカニが党首を務めるハカニ

ネットワークは、タリバンと同盟を結び、アルカイダと結びついていると考えられて

いる。このネットワークは、アフガニスタンの複数の大規模な攻撃の背後にいた。 
グループの事実上のリーダーは、現在 70 代のジュラリュディンから、もっと過激な彼

の長男シラジュディンに移行したと、安全保障アナリストは述べていると報告してい

る。” [24b] 
 
この記事では、”年長者ハカニは、1980 年代ソ連軍と戦闘用に CIA とサウジアラブか

ら兵器と資金を受け取り、卓越した地位を占め、パキスタン軍事インターサービス諜

報部（ISI）とも長期間の関係を保っていた。1996 年タリバンはカブールを占拠する

と、ハカニは厳格なイスラム運動側に付き、政府の大臣になった。” [24b] 
 
ハカニネットワークは、東のコーストとパクトヤの州で影響力があり、2008 年 1 月の

カブールのセレナ・ホテルの襲撃、2008 年 4 月のカブールスタジアムでの儀式中の軍

事パレード攻撃、2008 年 7 月のインド大使館の襲撃の黒幕と疑われている。 (2008 年

11 月 10 日、国連安全委員会) [39d] (p4) 
 
2009 年 3 月、シラジュディンはロイター通信に対し、彼のグループは…タリバンのリ

ーダー、ムラー・オマールの全面的な命令を受け、アルカイダと通じているか、アル

カイダの支援は必要ないと言っている。” [24b] 
 
ヒジブ-エ-イスラミ (Hisb-e-Islami/Hezb-e-Islami/Hizb-i-Islami) 
 
2008 年 11 月 10 日国連安全員会は、”グルブディン・ヘクマトヤールは、アフガニス

タン東部とカブール周辺の州でおもに活躍するジブ-エ-イスラミ・グルブディンのリ

ーダーである。このグループは、自爆テロとアフガニスタン国家安全保障軍隊と国際

軍に対する攻撃に力を入れている”と述べている [39d] (p4) 
 
2009 年 2 月のロイター通信では次のように報告している: 
 

“グルブディン・ヘクマトヤールが創設したジブ-エ-イスラミ・グルブディン

は、1980 年代のソ連軍侵略の時、アメリカから大量の資金を貰い、パキスタ

ン諜報部を通じてサウジアラビアから兵器と金銭を受け取った主要ムジャヒ

ディングループの１つである。 
 

“ソ連軍撤退後ヘクマトヤールは、内紛の間、他のムジャヒディングループと

短い同盟を結び戦闘を続け、無差別ロケット攻撃で首都を攻撃し、カブール

で数千人殺戮したと考えられている。” [24b] 
 
この記事では次のようにも述べている: 

 
“パキスタンは、タリバンのためにこのグループから手を引き、ムラー・オマ

ール軍を失った後、ヘクマトヤールは、1997 年イランに逃亡した。彼の兵士

の多くはタリバンに入隊した。9 月 11 日同時テロ後、ヘクマトヤールは米国

の侵略に反対すると宣言した後、イランから追放され、自国に戻り、タリバ

ンと戦闘同盟を結んだ… 彼の元の大佐たちは国会や政府に入っているの

で、彼は、現在自爆テロに反対していると宣言しており、彼はアフガニスタ
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ン政府と平和協定を結んだと、事実に反する報告をする多くのアフガニスタ

ンメディアは述べている” [24b] 
 
2008 年 2 月ロング・ワー・ジャーナルは次のように報告している:  
 

“…タリバン分派のヒジブ-イ-イスラミ（カリス分派）とアルカイダ外国人戦

闘員と連携した複数のアフガニスタン武装集団は、先週のパキスタン西部襲

撃の際、逮捕された。これらの襲撃は、スワット渓谷とペシャアールにある

チャクダラで行われ、アルカイダと関係する少なくとも 4 人のアフガニスタ

ン人が、チャクダラの手入れで逮捕されたと、パキスタン日刊紙は伝えてい

る、日刊紙国家。 
 

“逮捕者の一人は、ヒジブ-イ-イスラミのユニュス・カハリス分派のアフガニ

スタン・ジハディのトップ司令官のミアン・モハマッド・アグハである。こ

の分派は、2006 年のユニュス・カハリスの死後、タリバン運動に組み込まれ

た。パジョハウク・アフガニスタン・ニュースは、ミアン・モハマッド・ア

グハはアルカイダとタリバン武装集団と関係があるとしている’.” [55b] 
 
旧ヒジブ-イ-イスラミメンバー 
 
2004 年 3 月/4 月のデンマーク事実調査派遣団は、2004 年 11 月のリポートの中で、ヒ

ジブ-イ-イスラミと関係する人々の立場に付いて様々な見解を述べた。 UNHCR によ

れば、かつての司令官も含め旧ヒジブ-イ-イスラミは、ヘクマトヤールと共同体制を

とっていないため、 彼らは、現在のアフガニスタン政府との間に何の問題も抱えてい

ないとしている。 UNHCR は次のように述べている:  
 
 

“数多くの旧ヒジブ-イ-イスラミのメンバーは、政府内で高い地位を占めてい

る。例として、ある情報源は、ヘクマトヤールのかつての右腕は、政府の高

いポストに最近着任したと述べている。この状況を鑑みると、旧ヒジブ-イ-イ
スラミメンバーがアフガニスタンで迫害されるか否かのリスクは、彼らの履

歴に左右される。” [8] (セクション 6.8) 

 
デンマークのリポートは次のようにも述べている: 
 

“ CCA [アフガニスタン協力センター]は、初期にヒジブ-イ-イスラミに属して

いた人間は政府と関係していることを確認した。情報源は、カルザイ大統領

のアドバイザーの一人は、かつてパシャワールのヒジブ-イ-イスラミ治安軍副

司令官であったと述べている。情報源では、旧ヒジブ-イ-イスラミメンバーは

陣地を変え、政府支援を明確に表明した人間は、問題なくアフガニスタンに

いることができるとしている。しかしながら、これは、この政党と無関係な

ことが前提条件となる。現在ヒジブ-イ-イスラミのために活動する人間は、タ

リバン支援者と同様に、現政府と戦闘状態にあると考えられる。従って、無

難に国に留まることなできない。” [8] (セクション 6.8) 
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2008 年 8 月 7 日更新の BBC タイムラインの報告によれば、“アルカイダは、1988 年

頃、ソ連のアフガニスタン侵攻に対抗した国際イスラム軍隊の分子で結成された。 ア
ルカイダは、イスラム国家から西洋の影響を排除し、イスラム国家から腐敗体制を取

り除き、汎イスラムカリフ統治の国家を目指している。アルカイダネットワークは、

世界各地の様々なイスラム原理主義グループと結びついていると考えられている。” 
[25d] 
 
2009 年のロイターの記事によれば、”2001 年の米国主導のアフガニスタン侵攻に続

き、ビンラディンも含めアルカイダのリーダーは、部族地帯に避難場所を求めて、隣

国パキスタンに逃げたと考えられる。現在、アフガニスタンで主導的役割を果たすの

はアルカイダではない。アフガニスタン国内の他の軍事グループの中でもとりわけハ

カニネットワークがアルカイダと強い結びつきを主張していると考えられている。” 
[24b] 
 
(セクション 8: カブールを参照すること。) 
 
ジャマ・スナ・アル-ダウン サラフィア 
 
2008 年 7 月 3 日付の国連安全委員会に宛てた事務総長のリポートでは次のように述べ

ている、”ジャマ・スナ・アル-ダウン サラフィアは、ハジール・ルホラーが主導する

イスラム原理主義グループである。このグループとヒジブ-イ-イスラミ・グルブディ

ンの間には緊張があるため、このグループのネットワークには限界がある。結果とし

て、このグループは、クナール州とニュリシタン州にのみ存在する。一般的に、この

グループは、国際編成軍隊に対する軍事作戦に的を絞っている。” [39d] (p4-5) 
 
(セクション 12: 反政府武装集団による濫用を参照） 
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付属文書 D: 重要人物  
ハミド・カルザイ 
 

“2004 年 12 月アフガニスタンで初めて選挙で選ばれ大統領を宣言したハミ

ド・カルザイは、カンダハール出身の穏健派パシュツン主導者である。  
 
“影響のあるポポルザイ部族のカリスマのあるスマートなメンバーであるカル

ザイは、とりわけ西洋社会に対し国際的な注目に値する人物像を作り上げ、

米国から支援を受けている。しかし、彼の米国との親密度の高さについて、

国内では、不信と疑念を持つ人間もいる。彼は、初めの頃は、タリバンを支

援したが、タリバンを激しく攻撃した政治家であった彼の父を暗殺されてか

ら、タリバンに対し非情になった。 (2009 年 7 月 16 日アクセスの 2008 年 11
月 20 日付 BBC ニュース) [25y] 

 
ユニュス・クアニュニ  
 

“前大臣のクアニュニ氏は、現在、国会の下院ウオレジ・ジルガの議長を務め

る。カルザイ氏の最大のライバルと見なされ、彼は、2004 年大統領選挙に立

候補した。  
 
“タリバン崩壊の直後の北部連盟の鍵となる人物であるクアニュニ氏は、権力

のあるポスト内務大臣になり、次に教育大臣になった。カルザイ大統領との

相違により、内閣を辞任し、彼は自らの政党アフガニスタン-エ-ナウエーンを

立ち上げた。カルザイ政権にとって致命的な問題となる政治連合を結べない

にもかかわらず、クアニュニ氏は、主流派から外れるには力がありすぎる。” 
(2009 年 7 月 16 日アクセスの 2008 年 11 月 20 日付 BBC ニュース)   [25y] 

 
シブグハツラー・モジャデディ 
 

“旧ムジャヒディーンのリーダーである、モジャデディ氏は、国会上院メショ

ラノ・ジルガの議長である。タリバン崩壊以降影響力のある重要な役割を果

たしている。 
 

“アフガニスタンの様々な民族の利益の調停に関わるデリケートなプロセスで

ある 2003 年憲法のローヤ・ジルガの議長を務めた。2005 年 3 月以降、彼

は、旧タリバンメンバーの降伏と合併を通じた国内調停プロセス実行機関で

ある、アフガニスタン国家平和委員会の委員長を務めている,”  
  (2009 年 7 月 16 日アクセスの 2008 年 11 月 20 日付 BBC ニュース)  [25y] 

 
ラシッド・ドスツム将軍 
 

“北部に独立した軍事基地を持つ勢力のある武将の一人であったウズベキスタ

ン人の将軍で、今でも国内の影響力は強い。ドスツム氏は、大きなウズベキ

スタンの軍事分派であるジャンベシュ-エ-イスラミ（国家イスラム運動）を今

でも率いている。彼は 2004 年 10 月大統領選挙においてカルザイに挑戦する

最も有力な候補の一人であった。  
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“多くの戦争のベテランである彼は、陣営を切り替える嗅覚には人一倍優れ、

常に権力のある陣営に付く。1980 年代ジェン・ドスツムは、ムジャヒディン

反逆者に対し、ソ連軍を支援した。それから、彼は、首都カブールの多くを

破壊し、数千人の死者を出した市民戦争で重大な役割を果たした。2001 年、

米国を支援している間、彼の兵隊は、船のコンテナーの中にタリバン捕虜を

入れて鍵をかけ、窒息死させたと非難された。” (2009 年 7 月 16 日アクセス

の 2008 年 11 月 20 日付 BBC ニュース)  [25y]  
 
ブルハヌダン・ラバニ 
 

“元アフガニスタン大統領ラバニ氏は、2005 年国会選挙でバダクシャンから

MP として選出された。彼は、影響力を持つタジク人であるが、前線に立つ政

治家ではない。彼は、2001 年タリバン撤退をもたらした北部連盟の中で最大

政党である保守派ジャミアト-エ-イスラムを率いる。” (2009 年 7 月 16 日アク

セスの 2008 年 11 月 20 日付 BBC ニュース) 25y] 
 
モハメド・カシム・ファヒム陸軍元帥 
 

“元防衛大臣で、国で最も権力を持っていたが、現在は一線を退いている。彼

は、内閣のポストを失い、上院の議員である。ゲン・ファヒムは、2001 年末

タリバン崩壊を助けたタジキスタン人が優勢の北部同盟に忠誠を誓うス戦の

人間の司令官だった。彼は、2004 年大統領選挙の時カルザイ大統領のライバ

ルと大いに期待されていたが、一番のライバル・タジク・ユニュス・クアニ

ュニより票を得ることができなかった。 
 

“彼は北部同盟の諜報部のトップで、アメリカの 9 月 11 日同時多発テロ直前

に暗殺されたアマド・シャー・マスードの後を引き継いだ。” (2009 年 7 月

16 日アクセスの 2008 年 11 月 20 日付 BBC ニュース)  [25y]  
 
アタ・モハマド将軍 
 

“ジェン・ドスツムの一番のライバルのアタ・モハマドは、バルク北州総督で

ある。かれらのほろ苦い歴史は、ソ連軍占領時代にあり、その時代彼らはソ

連に反対して戦った。元教師のジェン・アタは、ジェン・ドスツムと一緒に

2001 年タリバンからマザール-エ-シャリフを奪還するため短い間軍隊に入っ

た。現在彼は、大きな影響を及ぼす地方のキーパーソンである。” (2009 年 7
月 16 日アクセスの 2008 年 11 月 20 日付 BBC ニュース)  [25y] 

 
グル・アガ・シェルザイ 
 

“ナンガルハール州総督グル・アガ・シェルザイは、1994 年にタリバンが制

覇する前、彼の手にあったカンダハールのパシュツン人から多くの忠誠心を

勝ち得ている。2001 年に北部同盟がカブールを制御してから間もなくシェル

ザイは、街の南部を制覇した。 2004 年 12 月彼は、カルザイ氏の閣僚アドバ

イザーであり象徴的な大臣の地位として、カンダハール総督に任命された。 
彼の再任命は、議論の余地が残り、人権グループは、シェルザイ氏を麻薬密

売に関係したとして非難した。シェルザイ氏は、ナンガルハール総督の地位

を、武将の権力に対する抑制手段として、また、一連の内閣改造の一部とし
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て使った。” (2009 年 7 月 16 日アクセスの 2008 年 11 月 20 日付 BBC ニュー

ス)  [25y] 
 
マソダ・ジャラル 
 

“2003 年[原文のまま][2004 年]10 月の大統領選挙の唯一人の女性候補者である

ジャラル博士に対し、多くのメディアが注意を向けた。カブールの有能な小

児科医である彼女は、タリバンが 1996 年権力の座に就き、女性が仕事を就く

のを禁止した時、子供を治療していた。タリバンが崩壊した後、ジャラル嬢

は、最初のローヤ・ジルガ（大議会）で カルザイ大統領に対し意見を述べた

時、自分の存在を印象付けさせた。彼女は、2004 年 12 月女性問題担当大臣

に任命されたが、2006 年 4 月の内閣改造で、ポストから外された。” (2009
年 7 月 16 日アクセスの 2008 年 11 月 20 日付 BBC ニュース)  [25y] 

 
アブダル・ラソフ・サヤフ 
 

“前のムジャヒディーンのリーダー、サヤフ氏は、現在国会議員である。アフ

ガニスタン解放イスラム連合のリーダーである彼は北部連合で唯一のパシュ

ツンの反タリバンのリーダーだった。強硬派の彼は、サウジアラブの支援を

受けて自分の政党を作ったと考えている。イスラム法の元教授であるサヤフ

氏は、1980 年の最初の非服従者同盟の議事長だった。” (2009 年 7 月 16 日ア

クセスの 2008 年 11 月 20 日付 BBC ニュース)  [25y] 
 
グルブディン・ヘクマトヤール 
 
2008 年 11 月 20 日の BBC ニュースでは、グルブディン・ヘクマトヤールについて次

のように述べている: 
 

“ヘズブ-エ-イスラムの分派のリーダー、ヘクマトヤール氏は、米国軍から逃

げ隠れする武将であり、アフガニスタンとパキスタンの国境のどこかにいる

と考えられている。彼はカルザイ大統領とアフガニスタンに米国主導の外国

軍隊の駐留に反対し、国内のいくつかの大型襲撃を行ったと非難されてい

る。  
 

“米国は、彼を 2003 年テロリストに認定した。ヘクマトヤールのヘズブ-エ-イ
スラムは、ソ連軍占領時代は最強の軍隊だった。なぜなら、彼の軍は、資金

と兵器を伝達するため、パキスタンと米国諜報部が認めた 7 つの正式なムジ

ャヒディングループの内の主要受益者であったからだ。彼は、1992 年から

1996 年まで国を支配したムジャヒディン政権から軽視されたと感じたため、

後にドスツム将軍と一緒に軍隊に入った。  
 

“彼と、後で殺されたアフガニスタン司令官アマド・シャー・マドードが率い

るカブール当局の戦いにより、25,000 人以上の市民が死んだと言われてい

る。彼の党は分裂したが、選挙では、最大の議席数を獲得した。” [25y] 
 
ハズラト・アリ 
 
2009 年 4 月付国際安全開発委員会 (ICOS) (旧 Senlis 委員会)のリポートでハズラト・

アリについて次のように述べている：   
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“1964 年に生まれた彼は、パシャイ少数民族である。彼は、ソ連占領時代、

重要なリーダーとして台頭し、ソ連傀儡政権下、アフガニスタン軍隊の司令

官であった。反タリバン戦争中、彼は、アマド・シャー・マスードと連携さ

れたと言われている。タリバン崩壊の後、彼は、ジャララバッド/トラ・ボラ

地域の東部シュラ（地方暫定政府）に拠点を置き、彼は“法と秩序の大臣”にな

った。2001 年、米国国防省は、ビンラディンとアルカイダを探すため、シュ

ラに対し、軍事支援を要請したと言われている。 
 

“彼は、カルザイからジャララバッドの警察署長として任命された。2005 年

末彼はワレジ・ジルガ選挙においてで、ナンガルハールで 1 議席を獲得し

た。彼はナンガルハール州には支持者がいるが、多くの地域では、議論の余

地のある人物である。彼は、最近アフガニスタンの政治舞台では余り目立っ

た存在ではない。” [20a] (p32) 
 
アブドル・カリム・カハリリ (将軍) 
 
ハザラ、 1993 – 995 年、アフガニスタン経済大臣、2001 年暫定政府副大統領 [31] M
カハリリ氏は、2004 年 12 月発足した現政府の 2 番目の副大統領である。  [67] カハリ

リは、アフガニスタンのヘズブ-エ-ワダト-エ-イスラミ-エ-アフガニスタンのリーダー

でもある。この政党は、法務省が登録し、2005 年 9 月の国会選挙 に参加した。. [74a] 
 
アメド・シャー・マスード [マスード] (将軍)  
 
2004 年 9 月 8 日の BBC ニュースでは次のように伝えている、”パンジョシールのライ

オンとして知られているマスード司令官は、ジャーナリストと装った 2 人の男による

自爆テロにより 3 年前殺された。アメリカの 2001 年 9 月 11 日の同時爆破テロの直前

に起こったこの自爆テロは、結果的にはアルカイダとタリバン同盟軍が引き起こした 
と非難された。マスードは今でも力の象徴である。彼は、ソ連アフガニスタンの戦争

中は軍事戦略家として有名であり、パンジョシール渓谷で彼を尾行した抵抗派から愛

称が付けられた。” [25z] 
 
ムラー・モハマド・オマール 
 
オマールは、1980 年代ソ連占領軍との戦闘で右目を失ったタリバンのリーダーであ

る。彼は米国軍事行動が 2001 年終わりにタリバン崩壊した後も生き延び、捕えられ

ず逃亡した。 (2009 年 BBC ニュース) [25h]  
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付属文書 E: 略語リスト  
AI アムネスティ・インターナショナル 
AIHRC アフガニスタン独立人権委員会 
ANBP アフガニスタン新開始プログラム 
CEDAW 女性に対する全差別撤廃委員会 
CPJ ジャーナリスト保護委員会 
DDR 軍備縮小、復員、再統合プログラム  
DIAG 不正武装グループ解体 
EU ヨーロッパ連合 
EBRD ヨーロッパ復興開発銀行 
FCO 外国連邦事務所 (英国) 
FH 自由の家 
GDP 国内総生産 
HIV/AIDS 人免疫不全ウィルス/後天性免疫不全症候群  
HRW ヒューマン・ライツ・ウォッチ(人権監視) 
IAG 不正武装集団 
IEC 独立選挙委員会 
ICG 国際危機グループ 
ICRC 国際赤十字委員会 
IDP 国内難民  
IFRC 赤十字赤三日月協会国際連盟 
IMF 国際通貨基金 
IOM 国際移動機関 
JCMB 共同調整監視委員会  
MOI 内務省 
MOJ 法務省 
MoIC 情報文化省  
MSF 国境なき医師団 
NA 北部連盟 
NATO 北大西洋条約機構 
NGO 非政府組織 
OCHA 人道活動調整事務所 
ODIHR 民主組織人権事務所 
ODPR 難民事務所 
OECD 経済協力開発機構 
OHCHR 人権高等弁務官事務所 
RSF 国境なきリポーター 
STC セーブ・ザ・チルドレン 
STD 性感染症 
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